
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香美市地域防災計画 

付属資料 
 

（令和５年３月修正） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香美市防災会議 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

  



 

   

 

目 次 

１ 災害履歴 ........................................................................ 1 

香美市を主とした過去の災害一覧 .................................................... 1 

２ 防災組織・機関 .................................................................. 3 

（１）香美市防災会議 .............................................................. 3 

（２）防災関係機関 ................................................................ 4 

（３）自主防災組織 ................................................................ 8 

① 土佐山田町 ...................................................................... 8 

② 香北町 .......................................................................... 9 

③ 物部町 .......................................................................... 9 

３ 防災関係例規・計画等 ........................................................... 10 

（１）香美市防災会議条例 ......................................................... 10 

（２）香美市防災会議運営要綱 ..................................................... 13 

（３）香美市災害対策本部条例 ..................................................... 14 

（４）防災関係計画及びマニュアル一覧 ............................................. 15 

（５）流域治水 ................................................................... 18 

① 物部川水系流域治水プロジェクト ................................................. 18 

② 国分川水系流域治水プロジェクト ................................................. 19 

４ 防災拠点 ....................................................................... 20 

（１）防災拠点 ................................................................... 20 

（２）指定緊急避難場所（113施設）・指定避難所（88施設） ......................... 28 

（３）福祉避難所（4施設） ....................................................... 32 

（４）広域福祉避難所（7施設） ................................................... 32 

５ 災害危険箇所に関する資料 ....................................................... 33 

（１）地すべり防止区域（国土交通省所管） ......................................... 33 

（２）地すべり防止区域（林野庁所管（治山林道課）） ............................... 33 

（３）地すべり防止区域（農林水産省農村振興局所管（農業基盤課）） ................. 33 

（４）地すべり危険箇所（国土交通省所管） ......................................... 34 

（５）地すべり危険地区（林野庁所管） ............................................. 35 

① 国有林 ......................................................................... 35 

② 民有林直轄以外 ................................................................. 35 

（６）地すべり危険地区（農村振興局所管） ......................................... 35 

（７）急傾斜地崩壊危険区域（国土交通省所管） ..................................... 36 

（８）急傾斜地崩壊危険箇所（国土交通省所管） ..................................... 36 

① 総括表 ......................................................................... 36 

② 土佐山田町 ..................................................................... 37 

③ 香北町 ......................................................................... 46 

④ 物部町 ......................................................................... 52 

（９）土石流危険渓流（国土交通省所管） ........................................... 61 

① 総括表 ......................................................................... 61 

② 土佐山田町 ..................................................................... 61 

③ 香北町 ......................................................................... 65 

④ 物部町 ......................................................................... 68 

（10）砂防指定地 ................................................................. 70 



 

   

 

○ 土佐山田町 ..................................................................... 70 

（11）山腹崩壊危険地区（林野庁所管） ............................................. 70 

① 国有林 ......................................................................... 70 

② 民有林直轄以外 ................................................................. 70 

（12）崩壊土砂流出危険地区（林野庁所管） ......................................... 73 

① 国有林 ......................................................................... 73 

② 民有林直轄以外 ................................................................. 73 

（13）道路危険箇所（県管理） ..................................................... 76 

① 落石崩壊 ....................................................................... 76 

② 岩石崩壊 ....................................................................... 80 

③ 地すべり ....................................................................... 80 

④ 土石流 ......................................................................... 80 

⑤ 盛土災害 ....................................................................... 82 

⑥ 擁壁 ........................................................................... 82 

⑦ 橋梁基礎の洗掘 ................................................................. 83 

（14）道路危険箇所（県管理から市町村移管） ....................................... 84 

① 岩石崩壊 ....................................................................... 84 

② 落石崩壊 ....................................................................... 84 

（15）河川危険区域（重要水防箇所） ............................................... 85 

① 国が定める重要水防箇所 ......................................................... 85 

② 県が定める重要水防箇所 ......................................................... 87 

（16）ため池危険地区（農村振興局所管） ........................................... 88 

（17）土砂災害警戒区域等 ......................................................... 90 

① 急傾斜地 ....................................................................... 90 

② 土石流 ........................................................................ 103 

③ 地すべり ...................................................................... 106 

（18）物部川洪水浸水想定区域内の要配慮者施設等 .................................. 108 

（19）土砂災害警戒区域内の要配慮者施設等 ........................................ 108 

６ 消防・水防に関する資料 ........................................................ 109 

（１）消防団組織の定員数 ........................................................ 109 

（２）消防関係車両の所有台数 .................................................... 109 

（３）消火栓・防火水槽の設置数 .................................................. 110 

（４）防火水槽設置箇所及び容量 .................................................. 110 

① 土佐山田町 .................................................................... 110 

② 香北町 ........................................................................ 111 

③ 物部町 ........................................................................ 111 

（５）資材器具の備蓄量 .......................................................... 113 

（６）水防・備蓄倉庫 ............................................................ 114 

７ 危険物施設等に関する資料 ...................................................... 115 

（１）危険物規制対象数 .......................................................... 115 

（２）ガス ...................................................................... 115 

① ＬＰガス製造許可事業所 ........................................................ 115 

② 一般高圧ガス製造許可事業所 .................................................... 115 

８ 交通輸送に関する資料 .......................................................... 116 

（１）異常気象時主要交通規制箇所（国土交通省管理） .............................. 116 



 

   

 

① 一般国道１ .................................................................... 116 

② 一般国道２ .................................................................... 116 

③ 主要地方道 .................................................................... 116 

④ 一般県道 ...................................................................... 116 

（２）高知県道路啓開進捗図（Ｌ２想定） .......................................... 117 

（３）高知県緊急輸送道路ネットワーク計画 ........................................ 118 

（４）大地震等発生後の交通規制 .................................................. 119 

① 第一次交通規制（災害発生直後） ................................................ 119 

② 第⼆次交通規制（第⼀次交通規制を実施した後に必要により実施） ................... 119 

（５）高知県の緊急交通路指定予定路線 ............................................ 120 

（６）緊急通行車両及び規制除外車両の事前届出制度 ................................ 121 

① 制度概要 ...................................................................... 121 

② 緊急交通路通行車両の事前届出及び確認標章の要否 ................................ 121 

③ 事前届出手続 .................................................................. 122 

④ 大規模災害に伴う緊急通行車両等の確認等に関する事務処理要領 ..................... 124 

⑤ 標章、証明、申請書類 .......................................................... 134 

（７）高知県第１次救援ルート .................................................... 139 

（８）ヘリコプター離着陸場適地 .................................................. 140 

９ 医療救護に関する資料 .......................................................... 141 

（１）広域的な災害拠点病院 ...................................................... 141 

（２）災害拠点病院 .............................................................. 141 

（３）救護病院 .................................................................. 141 

（４）医療救護所 ................................................................ 141 

（５）市内の医療機関 ............................................................ 141 

（６）薬品及び衛生材料販売業者 .................................................. 142 

10 物資の調達に関する資料 ........................................................ 143 

（１）給水資機材保有状況 ........................................................ 143 

11 廃棄物処理施設及び埋火葬等に関する資料 ........................................ 144 

（１）産業廃棄物収集運搬業者 .................................................... 144 

（２）特別管理産業廃棄物収集運搬業者 ............................................ 165 

（３）産業廃棄物処分業者 ........................................................ 167 

（４）一般廃棄物収集運搬業者及び処理施設 ........................................ 169 

（５）し尿処理業者及び処理施設 .................................................. 169 

（６）遺体の処理・埋火葬関係施設及び業者 ........................................ 169 

① 火葬場 ........................................................................ 169 

② 葬祭業 ........................................................................ 169 

12 通信に関する資料 .............................................................. 170 

（１）災害時優先電話 ............................................................ 170 

（２）防災行政無線局の整備状況 .................................................. 170 

（３）ＮＴＴ特設公衆電話 ........................................................ 170 

（４）災害用伝言サービス ........................................................ 171 

① 「災害用伝言ダイヤル（171）」の利用方法 ....................................... 171 

② 「災害用伝言板」の利用方法 .................................................... 173 

③ 「災害用伝言板（web171）」の利用方法 .......................................... 174 

13 被災者支援に関する資料 ........................................................ 175 



 

   

 

（１）災害救助法の制度概要 ...................................................... 175 

① 災害対策法制上の位置付け ...................................................... 175 

② 災害救助費等負担金の国庫負担について .......................................... 175 

③ 災害救助法の運用（事務の流れ） ................................................ 176 

④ 災害救助法の適用基準 .......................................................... 177 

⑤ 災害救助法の適用の判断 ........................................................ 178 

⑥ 災害の状況と災害救助法の適用に係る整理 ........................................ 178 

⑦ 災害救助法の適用と公示の流れ .................................................. 179 

⑧ 災害救助法の適用に当たって（災害情報等） ...................................... 179 

⑨ 救助の実施 .................................................................... 180 

⑩ 救助の種類 .................................................................... 181 

⑪ 災害救助法と被災者生活再建支援法の運用の考え方 ................................ 185 

（２）各種支援制度 .............................................................. 186 

（３）行政への相談窓口 .......................................................... 201 

（４）被災証明 .................................................................. 204 

① 制度概要 ...................................................................... 204 

② 香美市消防火災調査規程 ........................................................ 204 

③ 証明、申請書類 ................................................................ 209 

（５）り災証明 .................................................................. 211 

① 制度概要 ...................................................................... 211 

② 香美市り災証明書等交付要綱 .................................................... 211 

③ 証明、申請書類 ................................................................ 212 

14 応援に関する資料 .............................................................. 214 

（１）国等による主な支援 ........................................................ 214 

（２）ボランティアの活動拠点 .................................................... 214 

（３）災害時応援協定 ............................................................ 215 

15 気象情報に関する資料 .......................................................... 231 

（１）注意報・警報の発表基準（発表官署：高知地方気象台） ........................ 231 

（２）高知県の警報・注意報発表区域図 ............................................ 234 

（３）記録的短時間大雨情報（発表官署：高知地方気象台） .......................... 234 

（４）特別警報の発表基準 ........................................................ 234 

① 特別警報のイメージ ............................................................ 234 

② 気象等に関する特別警報の発表基準 .............................................. 235 

③ 津波・火山・地震（地震動）に関する特別警報の発表基準 ........................... 235 

（５）洪水予報の発表形式 ........................................................ 236 

（６）気象観測所 ................................................................ 239 

① 雨量観測所（テレメータ） ...................................................... 239 

② 水位観測所 .................................................................... 240 

③ 風速観測所 .................................................................... 240 

（７）気象予報等の情報収集 ...................................................... 241 

16 地震情報に関する資料 .......................................................... 242 

（１）気象庁震度階級関連解説表 .................................................. 242 

（２）地震及び津波に関する情報 .................................................. 246 

① 地震情報の種類及び発表基準 .................................................... 246 

② 地震及び津波に関する情報のフロー .............................................. 247 



 

   

 

（３）長周期地震動階級関連解説表 ................................................ 248 

（４）長周期地震動に関する観測情報 .............................................. 249 

① 観測情報の掲載ページ .......................................................... 249 

② 観測情報トップページの見方 .................................................... 249 

（５）緊急地震速報 .............................................................. 252 

① 緊急地震速報の種類 ............................................................ 252 

② 緊急地震速報（警報） .......................................................... 252 

③ 緊急地震速報（予報） .......................................................... 254 

（６）地震の発生場所（震源） .................................................... 255 

① 震央地名（日本全体図） ........................................................ 255 

② 震央地名（近畿・中国・四国地方） .............................................. 256 

（７）緊急地震速報や震度情報で用いる地域名 ...................................... 257 

（８）南海トラフ地震に関連する情報 .............................................. 257 

① 種類及び発表条件 .............................................................. 257 

② 「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 ..... 259 

③ 「南海トラフ地震臨時情報」の情報発表までの流れ ................................ 261 

④ ３つのケースの防災対応の流れ .................................................. 262 

⑤ 「巨大地震警戒対応」開始からの通常の生活までの住民の地域別防災対応 ............. 262 

⑥ ゆっくりすべり現象の防災対応期間 .............................................. 263 

⑦ 「巨大地震警戒対応」における情報の流れ及び防災対応の流れのイメージ ............. 264 

⑧ 「巨大地震注意対応」における情報の流れ及び防災対応の流れのイメージ ............. 265 

（９）地震計 .................................................................... 266 

17 激甚災害に関する資料 .......................................................... 267 

（１）激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の適用対象事業 ........ 267 

① 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助............................... 267 

② 農林水産業に関する特別の助成 .................................................. 267 

③ 中小企業に関する特別の助成 .................................................... 267 

④ その他の特別の財政援助及び助成 ................................................ 267 

（２）激甚災害指定基準 .......................................................... 268 

① 激甚災害指定基準（本激） ...................................................... 268 

② 局地激甚災害指定基準 .......................................................... 270 

18 災害報告に関する資料 .......................................................... 272 

（１）火災・災害等即報要領 ...................................................... 272 

（２）災害報告取扱要領 .......................................................... 295 

（３）災害報告取扱要領における人的被害の把握に係る運用 .......................... 305 

19 水防活動に関する資料 .......................................................... 308 

（１）水防工法一覧 .............................................................. 308 

（２）水防信号、水防標識 ........................................................ 311 

（３）永瀬ダム緊急放流（異常洪水時防災操作）移行時のサイレン吹鳴 ................ 313 

（４）水防報告に使用する様式 .................................................... 314 

① 様式１ ........................................................................ 314 

② 様式２ ........................................................................ 315 

（５）公用負担権限委任証明書の様式 .............................................. 316 

（６）公用負担命令書の様式 ...................................................... 316 

 



 

   

 

 



 

1 

 

１ 災害履歴 
香美市を主とした過去の災害一覧 

年月日 名称等 災害の概要 

684年 11月 29日 

（天武 13年） 

 

白鳳の地震 Ｍ8.4。山崩れ、河湧き、家屋寺社の倒壊、人畜の死傷多く、津波襲来、土

佐の船多数沈没、土佐で田苑約 12平方キロメートル海中に沈む。南海ト

ラフ沿いの巨大地震と思われる。 

887年８月 26日 

（仁和３年） 

 

仁和の地震 Ｍ8.6。京都の民家官庁の倒壊多く、圧死多数。津波が沿岸を襲い、溺死

者多数。摂津で被害最大。余震が８月末まで続いた。南海トラフ沿いの巨

大地震と思われる。 

1099年２月 22日 

（康和元年） 
康和の地震 Ｍ8.0。興福寺西金堂が壊れ、大門が倒れた。土佐で田千余町皆海底へ

沈む。津波があったとされる。 

1361年８月３日 

（正平 16年） 

 

正平の地震 Ｍ8.4。山城、摂津より紀州熊野に至る諸堂倒壊・破損が多かった。津波

被害は、摂津、土佐、阿波由岐湊で流失 1,700戸、流死 60人余、余震多

数。南海トラフ沿いの巨大地震と思われる。 

1605年２月３日 

（慶長９年） 

 

慶長地震 Ｍ7.9。山城、津波は犬吠岬より九州に至り、八丈島で死者 57名、三崎で

溺死 153名、浜名湖付近の橋本で 100戸中 80戸流失。阿波の宍倉で波

高２丈、死者 1,500名余、甲ノ浦で死者 350名余、室戸岬付近で死者 400

名余であった。 

1683年６月 20日 

（慶長９年） 
土佐国大洪水 物部川筋小田島より久枝の川筋は立家とも皆流失。山田島・小田島・岩積

の３集落が移動した。 

1707年 10月 28日 

（宝永４年） 

宝永地震 Ｍ8.4。わが国最大級の地震の一つ。全体で、少なくても死者２万、潰家６

万、流出２万。震災は、東海道、伊勢湾、紀州半島で最もひどく、津波が紀

伊半島から九州までの太平洋沿岸や瀬戸内海を襲った。津波の被害は、

土佐が最大、室戸、串本、御前崎で１～２ｍ隆起し、高知市中西部の約 20

平方キロメートルが最大２ｍ沈下した。土佐で流家 11,170、死者 1,844

名、波高は種崎で 23ｍ（溺死者 700余）、久礼 25.7ｍ、遠州灘沖及び紀

伊半島沖で二つの巨大地震が同時に起こったとも考えられる。 

1815年 

（文化 12年） 
亥の大変 物部川を中心とする空前の大洪水。小田島村から明治村までの堤防は全

部決壊し、田畑が流失した。 

1854年 12月 24日 

（安政元年） 

 

安政南海地震 Ｍ8.4。安政東海地震（M8.4）の 32時間後。近畿、東海、北陸、中国、四

国、九州を襲う。津波が大きく、房総から九州に至る海岸を襲った。全壊

20,000、半壊 40,000、焼失 6,000、流失 15,000、死者 3,000人。波高は

久礼 16.1ｍ、種崎 11ｍ、室戸 3.3ｍ、紀伊半島は南上がりの傾向を示

し、室戸、串本で 1.2ｍ隆起、甲浦、加太で１ｍ沈下した。 

1925年９月 14日 

（大正 14年） 
集中豪雨による洪水 佐岡・新改・繁藤の被害が大きかった。復旧工事に数年を要した。 

1934年９月 21日 

（昭和９年） 

 

室戸台風 最低気圧 684ｈPa、最大風速 45ｍ／ｓ、瞬間最大風速 65ｍ／ｓ、高知県で

の死者・行方不明者 122名、負傷者 508名、家屋全半壊 4,520戸、家流

失 923戸、浸水 4,067戸。 

1936年 

（昭和 11年） 

 

 

 

火災 山田町永楽座全焼。 

1946年 12月 21日 

（昭和 21年） 

 

南海地震 Ｍ8.0。被害は、中部以西日本各地にわたり、死者 1,330名、行方不明

102名、家屋全壊 11,591、半壊 23,487、流失 1,451、浸水 33,093、焼失

2,598、船舶破損流失 2,991。津波は、静岡県より九州に至る海岸に来襲

し、高知、三重、徳島沿岸で４～６ｍに達した。室戸、紀伊半島は南上がり

の傾動を示し、室戸で 1.27ｍ、潮岬で 0.7ｍ上昇。須崎、甲浦で 1.0ｍ沈

下。高知付近で田園 15平方キロメートルが海面下に没した。 

1947年 11月５日 

（昭和 22年） 

火災 片地農協全焼。 

1948年７月５日 

（昭和 23年） 

集中豪雨 神母ノ木で人家３軒流失。神母ノ木駐在所が全壊した。山田町でも床上・

下浸水 309戸だった。国鉄バスが１か月不通となった。 

1953年１月 16日 

（昭和 28年） 

火災 鏡繭糸農協、工場・女工寄宿舎・機械全焼。 

1957年 

（昭和 32年） 

火災 天坪駅前大火、７戸全半焼。 
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年月日 名称等 災害の概要 

1968年２月 11日 

（昭和 43年） 

火災 旭町４丁目自動車工場、５世帯 29人被災。 

1968年３月２日 

（昭和 43年） 

火災 西本町５丁目、森本製材、２世帯被災。 

1968年４月２日 

（昭和 43年） 

火災 大法寺山火災、30ha焼失。 

1970年８月 21日 

（昭和 45年） 

台風第 10号 

（土佐湾台風） 

中心気圧 960ｈPa、高知県での死者・行方不明者 13名、重傷 61名、軽傷

430名、全半壊家屋 4,479戸、土佐山田町、香北町で死者各１名。 

1972年７月５日 

（昭和 47年） 

集中豪雨 

（繁藤災害） 

追廻し山の山腹崩壊で死者 60名、氾濫した新改川では死者１名。繁藤で

は 24時間雨量 742 ミリを記録する豪雨となり、多数の小規模な土砂崩壊

が発生。救助作業をしていた消防団員らが二次災害にあった。香我美橋

の陥没。山田堰 62ｍ流失。山田地区の家屋浸水 663戸。道路決壊 510

か所。 

1975年 10月 13日 

（昭和 50年） 

火災 西本町３丁目竹工場、全焼 15戸、18世帯 44人被災。 

1976年９月８日 

～13日 

（昭和 51年） 

台風第 17号 中心気圧 915ｈPa、高知県での死者・行方不明者９名、重傷４名、軽傷２

名、全半壊家屋 175棟、床上・床下浸水 28,652棟、土佐山田町地区で床

下浸水 91棟。 

1993年４月 18日 

～23日 

（平成５年） 

火災 物部町別役山森林火災、515ha焼失。 

1998年９月 24日 

・25日 

（平成 10年） 

秋雨前線豪雨 

（'98高知豪雨） 

強い雨が間断なく降り続き、繁藤で 995 ミリ、休場ダムで最大時間雨量 96

ミリを記録。北部ではＪＲの線路築堤の崩壊等、土佐山田駅から繁藤駅間

で 13箇所の寸断。また、国道、県道、町道等道路網も寸断され、特にＪＲ

の全線開通までに 91日間を要した。南部では市街地の浸水、河川のはん

らん、決壊、がけ崩れ等が多発する。土佐山田町内で死者１名、家屋全壊

４棟、床上浸水 55戸、床下浸水 175戸。 

2001年４月 15日 

～16日 

（平成 13年） 

火災 土佐山田町西又森林火災、17ha焼失。 

2011年４月４日 

～６日 

（平成 23年） 

火災 土佐山田町船谷林野火災、43ha焼失。 

陸上自衛隊、広島県、愛媛県、徳島県に高知県を通じて消防ヘリコプター

出動要請 

南国市、香南市の両消防本部に消防署員、消防団員出動要請 

2014年７月９日 

（平成 26年） 

台風第８号 一部損壊 21棟、車庫破損１件 

2017年 10月 22日 

23日 

（平成 29年） 

台風第 21号 土佐山田町植地区で鍛冶工場火災。 

2018年７月 

（平成 30年） 

前線及び台風第７号に

よる大雨 

（平成 30年７月豪雨） 

前線の停滞や台風第７号の影響により、日本付近に暖かく非常に湿った

空気が供給され続け、西日本を中心に記録的な大雨となった。物部川は

氾濫危険水位を超過した。山崩れ 36件、道路崩壊 24件、橋梁流失１件、

護岸崩壊 30件、農地等被害 40件のほか、崩土、路面損傷、倒木などが

多発した。物部町４地区が孤立し、別府地区には自衛隊、香美市消防及び

消防団により物資の支援を行った。 

2021年８月 11日 

～23日 

（令和３年） 

前線による大雨 

（令和３年８月豪雨） 

停滞した前線の影響で大気の状態が非常に不安定となり、局地的、断続

的に雨が降り続き、中部や東部を中心に 1000 ミリを超える大雨となった。

土砂災害が多発し、19日には、土砂災害による香北町の物部川両岸で国

道 195号と県道 218号の通行止めにより交通が麻痺し、混乱状態となっ

た。 

2022年１月 22日 

（令和４年） 

日向灘を震源とする地

震 

１時 08分頃、日向灘を震源とするＭ6.6（暫定値）の地震が発生し、高知

県中部で震度３（香美市で震度２）を観測。南海トラフ地震臨時情報（調査

中）の発表基準に迫る規模の地震であった。 
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２ 防災組織・機関 
（１）香美市防災会議 

令和４年８月２日現在 

 役職 氏名 
所属機関等 

機関名 部署名 役職 

1 会長 依光 晃一郎 香美市  市長 

2 委員 小林 賢也 
国土交通省 

四国地方整備局 
高知河川国道事務所 所長 

3 委員 岡本 雅之 
国土交通省 

四国地方整備局 
土佐国道事務所 所長  

4 委員 吉良 康 
農林水産省 林野庁 

四国森林管理局 
高知中部森林管理署 署長  

5 委員 大﨑 弘明 高知県 危機管理部 
地域防災監 

（中央東地域担当） 

6 委員 汲田 信幸 高知県 
土木部 

中央東土木事務所 
所長  

7 委員 三好 一樹 高知県 
林業振興・環境部 

中央東林業事務所 
所長  

8 委員 北村 好隆 高知県 
農業振興部 

中央東農業振興センター 
所長  

9 委員 竹﨑 恵彦 高知県 
健康政策部 

中央東福祉保健所 
所長  

10 委員 小林 久芳 高知県警察 南国警察署 警備課長  
11 委員 前田 哲夫 香美市 香北支所 支所長 

12 委員 竹﨑 澄人 香美市 物部支所 支所長 

13 委員 川田 学 香美市 総務課 課長 

14 委員 中山 泰仁 香美市 福祉事務所 所長 

15 委員 川島 進 香美市 農林課 課長 

16 委員 井上 雅之 香美市 建設課 課長 

17 委員 西村 安史 香美市 上下水道局 局長 

18 委員 白川 景子 香美市 教育委員会 教育長 

19 委員 宮地 義之 香美市 消防本部 消防長 

20 委員 秋山 保彦 香美市消防団 消防団本部 消防団長 

21 委員 村川 英樹 西日本電信電話株式会社 高知支店 設備部長 

22 委員 岡村 篤 四国電力送配電株式会社 高知支社 山田事業所 所長 

23 委員 武田 司郎 とさでん交通株式会社   運輸本部長 

24 委員 竹﨑 太一 
一般社団法人高知県ＬＰガ

ス協会 
  副会長 

25 委員 長瀬 和夫 
香美市自主防災組織連絡協

議会 
  会長 

26 委員 武内 土佐雄 香美市防災士連絡会   会長 
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（２）防災関係機関 
機関名 所在地 電話番号 

市 

香美市 香美市役所 香美市土佐山田町宝町 1-2-1 0887-53-3111 

香北支所 香美市香北町美良布 1097 0887-59-2311 

物部支所 香美市物部町大栃 1390-1 0887-58-3111 

繁藤出張所 香美市土佐山田町繁藤 3-1 0887-57-9329 

香美市消防本部 香美市土佐山田町百石町 2-3-51 0887-53-4176 

香美市消防署 香美市土佐山田町百石町 2-3-51 0887-53-4176 

 香北分署 香美市香北町根須 40-7 0887-59-3200 

市立小中学校 香長小学校 香美市土佐山田町須江 32 0887-53-3272 

山田小学校 香美市土佐山田町西本町 2-4-5 0887-53-3185 

舟入小学校 香美市土佐山田町山田 1218 0887-53-3216 

楠目小学校 香美市土佐山田町楠目 391-2 0887-53-3239 

片地小学校 香美市土佐山田町宮ノ口 9 0887-53-2323 

繁藤小学校（休校中） 香美市土佐山田町繁藤 2091 0887-57-9204 

大宮小学校 香美市香北町美良布 654-1 0887-59-2136 

大栃小学校 香美市物部町大栃 1177-3 0887-58-2400 

鏡野中学校 香美市土佐山田町楠目 1973 0887-53-4131 

繁藤中学校（休校中） 香美市土佐山田町繁藤 2091 0887-57-9202 

香北中学校 香美市香北町美良布 892 0887-59-2135 

大栃中学校 香美市物部町大栃 1800-ｲ 0887-58-2402 

保育園 あけぼの保育園 香美市土佐山田町 432-4 0887-57-2137 

新改保育園 香美市土佐山田町須江 27-1 0887-53-3872 

片地保育園 香美市土佐山田町神母ノ木 253 0887-53-2301 

なかよし保育園 香美市土佐山田町山田 1150-1 0887-53-1006 

若藤保育園（休園中） 香美市土佐山田町繁藤 755-12 0887-57-9038 

美良布保育園 香美市香北町美良布 1085 0887-59-3070 

双葉保育園（休園中） 香美市香北町永野 2260-1 0887-59-3862 

大栃保育園 香美市物部町大栃 2033 0887-58-2408 

県 

高知県 高知県庁 高知市丸ノ内 1-2-20 088-823-1111 

 危機管理部 危機管理・防災

課 

防災担当 高知市丸ノ内 1-2-20 088-823-9320 

情報担当 高知市丸ノ内 1-2-20 088-823-9320 

危機管理担当 高知市丸ノ内 1-2-20 088-823-9311 

南海トラフ地

震対策課 

企画調整担当 高知市丸ノ内 1-2-20 088-823-9798 

対策推進担当 高知市丸ノ内 1-2-20 088-823-9386 

地域支援担当 高知市丸ノ内 1-2-20 088-823-9317 

消防政策課 消防担当 高知市丸ノ内 1-2-20 088-823-9318 

 消防防災航空センター 南国市物部 088-864-3890 

 南海トラフ地震対策推進中央東

地域本部 

南国市大埇甲 1592 088-863-2570 

 子ども・福祉政策部 地域福祉政策

課 

地域福祉推進

担当 

高知市丸ノ内 1-2-20 088-823-9090 

 健康政策部 医療政策 地域医療担当 高知市丸ノ内 1-2-20 088-823-9625 

 中央東福祉保

健所 

地域支援室 香美市土佐山田町山田 1128-1 0887-53-0298 

 土木部 河川課 治水担当 高知市丸ノ内 1-2-20 088-823-9841 

 防災砂防課 計画担当 高知市丸ノ内 1-2-20 088-823-9845 

 中央東土木事務所 南国市大埇甲 1592 088-863-2171 

  永瀬ダム管理事務所 香美市香北町永瀬 1328-1 0887-58-2046 

 農業振興部 中央東農業振興センター 香美市土佐山田町加茂 777 0887-53-5101 

 林業振興・環境部 中央東林業事務所 香美市土佐山田町加茂 777 0887-53-0655 

 公営企業局 吉野発電所 香美市香北町吉野 100 0887-59-2049 

 杉田発電所 香美市土佐山田町杉田 765 0887-53-4855 

 総合制御所 高知市鴨部 1-1-26 088-844-0926 
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機関名 所在地 電話番号 

高知県警察 南国警察署 南国市大埇乙 799-1 088-863-0110 

 香美警察庁舎 香美市土佐山田町栄町 12-2 0887-52-0110 

 片地駐在所 香美市土佐山田町佐古薮 216-1 0887-52-1442 

 繁藤駐在所 香美市土佐山田町繁藤 5 0887-57-9703 

 香北駐在所 香美市香北町美良布 223-3 0887-59-2142 

 大栃駐在所 香美市物部町大栃 1390-1 0887-58-2110 

指定地方行政機関 

中国四国管区警察局 四国警察支局 香川県高松市サンポート 3-33 高松

サンポート合同庁舎 9階 

087-821-3111 

四国財務局 高知財務事務所 高知市栄田町 2-2-10 高知よさこい

咲都合同庁舎 9階 

088-822-9177 

四国厚生支局 香川県高松市サンポート 3-33 高松

サンポート合同庁舎 4階 又は 

香川県高松市サンポート 2-1 高松シ

ンボルタワー9階・10階 

087-851-9565 

中国四国農政局 高知県拠点 高知市本町 4-3-41 088-875-7236 

四国森林管理局 高知中部森林管理署 香美市物部町大栃 1539 0887-58-3131 

四国経済産業局 香川県高松市サンポート 3-33 087-811-8900 

中国四国産業保安監督部 四国支部 香川県高松市サンポート 3-33 高松

サンポート合同庁舎北館 5階 

（管理課） 

087-811-8582 

四国運輸局 高知運輸支局（大津庁舎） 高知市大津乙 1879-1 050-5540-2077 

大阪航空局 高知空港事務所 南国市物部 （総務課） 

088-863-2621 

高知地方気象台 高知市本町 4-3-41 088-822-8883 

四国総合通信局 愛媛県松山市味酒長 2-14-4 089-936-5010 

高知労働局 高知市南金田 1-39 088-885-6021 

四国地方整備局 高知河川国道事務所 高知市六泉寺町 96-7 088-833-0111 

 物部川出張所 南国市立田 1347-1 088-863-2720 

土佐国道事務所 高知市江陽町 2-2 088-884-0359 

 南国国道維持出張所 南国市岡豊町八幡 792-1 088-862-1451 

中国四国防衛局 広島県広島市中区上八丁堀 6-30 広

島合同庁舎 4号館 

082-223-8284 

（夜間・休日） 

082-223-8105 

自衛隊 

自衛隊 自衛隊高知地方協力本部 高知市栄田町 2-2-10高知よさこい

咲都合同庁舎８階 

088-822-6128 

陸上自衛隊第 50普通科連隊 香南市香我美町上分 3390 0887-56-3471 

指定公共機関 

日本郵便株式会社 土佐山田郵便局 香美市土佐山田町東本町 2-2-38 0887-53-3250 

美良布郵便局 香美市香北町美良布 1260-8 0887-59-2050 

大栃郵便局 香美市物部町大栃 1115-2 0887-58-2050 

四国旅客鉄道株式会社 香川県高松市浜ノ町 8-33 087-825-1600 

西日本電信電話株式会社 高知支店 高知市帯屋町 2-5-11 088-821-3466 

株式会社 NTTドコモ 四国支社 香川県高松市天神前 9-1ドコモ四国

ビル 

087-832-2380 

KDDI株式会社 東京都千代田区飯田橋 3-10-10ガー

デンエアタワー 

03-3347-0077 

ソフトバンク株式会社 東京都港区海岸 1-7-1 03-6889-2000 

四国電力株式会社 香川県高松市丸の内 2-5 087-821-5061 

四国電力送配電株式会社 山田営業所 香美市土佐山田町宝町 2-1-22 088-826-8325 

日本銀行 東京都中央区日本橋本石町 2-1-1 03-3279-1111 

日本赤十字社 高知県支部 高知市丸ノ内 1-7-45 総合あんしん

センター1階 

088-872-6295 

日本放送協会 高知放送局 高知市本町 3-3-12 088-823-2300 

西日本高速道路株式会社 四国支社高知高速道路事務所 南国市領石 924-34 088-862-1116 

指定地方公共機関 

一般社団法人高知県医師会 高知市丸ノ内 1-7-45 総合あんしん

センター4階 

088-824-8366 

一般社団法人高知県ＬＰガス協会 高知市大原町 80-2高知県石油会館 088-805-1622 
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機関名 所在地 電話番号 

一般社団法人高知県トラック協会 高知市南ノ丸町 5-17 088-832-3499 

株式会社高知放送 高知市本町 3-2-8 088-825-4200 

株式会社テレビ高知 高知市北本町 3-4-27 088-880-1111 

高知さんさんテレビ株式会社 高知市若松町 10-11 088-880-0033 

株式会社エフエム高知 高知市鷹匠町 2-1-5 088-872-1100 

とさでん交通株式会社 高知市桟橋通 4-12-7 088-833-7111 

一般社団法人高知県バス協会 高知市大津乙 1879-9 088-866-0505 

一般社団法人高知県建設業協会 高知市本町 4-2-15 088-822-6181 

公益財団法人高知県消防協会 高知市丸ノ内 1-2-20 088-823-9044 

公益社団法人高知県看護協会 高知市朝倉己 825-5 088-844-0678 

株式会社高知新聞社 高知市本町 3-2-15 高知新聞放送会

館 

088-822-2111 

一般社団法人高知県歯科医師会 高知市丸ノ内 1-7-45 総合あんしん

センター2階 

088-824-3400 

公益社団法人高知県薬剤師会 高知市丸ノ内 1-7-45 総合あんしん

センター2階 

088-873-6429 

その他公共的団体 

ジェイアール四国バス株

式会社 

高知支店 高知市高須 224-2 088-886-2513 

ＪＡ高知県 野市支所（香美地区本部） 香南市野市町西野 2704-2 0887-56-0121 

土佐山田支所（香美地区） 香美市土佐山田町百石町 2-2-48 0887-53-2155 

香北支所（香美地区） 香美市香北町美良布 1293 0887-59-2321 

物部支所（香美地区） 香美市物部町大栃 1388-2 0887-58-3105 

一般社団法人香美郡医師会 香南市野市町西野 534-1 のいちふれ

あいセンター4階 

0887-56-3371 

社会福祉法人香美市社会福祉協議会 香美市土佐山田町 262-1 0887-53-5800 

香美市商工会 香美市土佐山田町宝町 2-2-27 0887-53-4111 

香美森林組合 香美市香北町美良布 1100 0887-59-2004 

物部森林組合 香美市物部町大栃 1458-4 0887-58-3115 

山田堰井筋土地改良区  香美市土佐山田町神母ノ木 428-2 0887-52-2311 

社

会

福

祉

施

設 

老人福祉施設 香美市社協デイサービスセンタ

ー八王子 

香美市土佐山田町 262-1 0887-53-5477 

香美市社協デイサービスセンタ

ーびらふ 

香美市香北町韮生野 336-1 0887-59-2140 

デイサービスセンターこづみ通

所介護事業所 

香美市物部町大栃 898-1 0887-58-2828 

デイサービスセンターやまだ通

所介護事業所 

香美市土佐山田町 550-2 0887-52-5655 

デイサービスセンター白寿通所

介護事業所 

香美市香北町永野 2152 0887-59-2287 

ケアハウス好日館 香美市土佐山田町 550-6 0887-52-3353 

特別養護老人ホームウェルプラ

ザやまだ荘 

香美市土佐山田町秦山町 3-4-20 0887-52-3223 

特別養護老人ホーム白寿荘 香美市香北町永野 2152 0887-59-2287 

老人保健施設とさやまだファミ

リア 

香美市土佐山田町 548 0887-53-2500 

介護老人保健施設あじさいの里 香美市香北町美良布 1317 0887-57-1465 

シルバーハウス寿楽 香美市土佐山田町百石町 1-11-15 0887-53-1177 

敬愛グループホーム 香美市香北町美良布 899 0887-57-3488 

グループホームびらふ 香美市香北町美良布 1298 0887-59-2389 

グループホームゆうりこう 香美市土佐山田町百石町 1-3-44 0887-57-0303 

児童福祉施設 博愛園 香美市土佐山田町神通寺 375-1 0887-53-2510 

障害者支援施設 知的障害者更生施設かがみの育

成園 

香美市土佐山田町楠目 3660 0887-53-2174 

知的障害者通所授産施設パワー

ズ山田 

香美市土佐山田町楠目 3660 0887-53-3913 

知的障害者授産施設福祉工場か

がみの 

香美市土佐山田町楠目 18-4 0887-52-0101 

福祉ホーム楠目荘 香美市土佐山田町楠目 18-4 0887-52-0131 
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機関名 所在地 電話番号 

知的障害者授産施設ワークセン

ターしらゆり 

香美市土佐山田町山田 1319 0887-52-4131 

公益社団法人高知県建築士会 高知市本町 4-2-15高知県建設会館

3階 

088-822-0255 
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（３）自主防災組織 
① 土佐山田町 

自主防災組織の名称 

【山田地区】 

うらまち防災会 

上野防災会 

おくるわ防災会 

北本町１丁目防災会 

北本町二丁目防災会 

北本町三丁防災会 

北本町上一丁目防災会 

黒土Ａ棟防災会 

黒土団地Ｂ棟防災会 

黒土団地Ｃ棟防災会 

県営住宅土佐山田団地防災会 

栄町１防災会 

栄町西組防災会 

秦山町１丁目防災会 

秦山町三町内会防災会 

新町１丁防災会 

宗目防災会 

宝町中防災会 

宝町西防災会 

宝町東防災会 

中組防災会 

西二町内会防災会 

西本町１丁目防災会 

西本町・宝町五丁目防災会 

西本町二丁目自主防災会 

西町３丁目防災会 

東本町・旭町１丁目防災会 

東本町旭町２丁目防災会 

東本町・旭町３丁目自主防災会 

東町上一第一防災会 

東町上一第二防災会 

東町上一町内会第三防災会 

東町中部町内北防災会 

東町中部町内南防災会 

古町防災会 

南組防災会 

宮前町西部班防災会 

【大楠植地区】 

油石地区防災会 

植部落自主防災会 

内田防災会 

前行防災会 

大法寺北防災会 

大法寺南防災会 

談議所中央防災会 

談東防災会 

談中防災会 

談西防災会 

中村三防災会 

中村第一防災会 

中村四防災会 

中村二西防災会 

中村二東防災会 

平田北防災会 

平田南防災会 

伏原防災会 

予岳防災会 

【明治地区】 

岩積防災会 

小島防災会 

第二八王子防災会 

戸板島防災会 

中野防災会 

八王子地区連合会 上小島防災班 

八王子防災会 

原西防災会 

原東防災会 

【片地地区】 

神母ノ木防災会 

鏡野団地防災会 

影山防災会 

加茂防災会 

逆川上地区防災会 

逆川下地区防災会 

佐古藪防災会 

下ノ村自主防災会 

杉田防災会 

間防災会 

林田地区防災会 

船谷地区防災会 

町田防災会 

宮ノ口防災会 

山田島防災会 

【佐岡地区】 

有谷防災会 

大後入防災会 

大平防災会 

佐竹防災会 

佐野防災会 

中後入防災会 

仁井田防災会 

西後入防災会 

本村防災会 

【新改地区】 

入野防災会 

上改田防災会 

新改西防災会 

新改東防災会 

須江防災会 

曽我部川防災会 

東川下防災会 

東川西の谷防災会 

東川東ノ谷防災会 

久次防災会 

平山上防災会 

平山下組防災会 

ほきやま防災会 

【岩村地区】 

岩次防災会 

京田防災会 

神通寺防災会 

立石防災会 

松本地区防災会 

【繁藤地区】 

駅前・追廻し自主防災会 

樫ノ谷自主防災会 

北滝本防災会 

河の川・西又防災会 

繁藤防災会 

向田防災会 
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② 香北町 
自主防災組織の名称 

有瀬防災会 

五百蔵防災会 

猪野々地区防災会 

梅久保防災会 

大井平防災会 

小川防災会 

香北町橋川野防災会 

上町防災会 

北岩改防災会 

久保川大谷防災会 

佐敷防災会 

下野尻地区防災会 

白石防災会 

白川上防災会 

白川下防災会 

住宅防災会 

新田中地区防災会 

新田西地区防災会 

新田東地区防災会 

清爪防災会 

太郎丸防災会 

永瀬防災会 

永野地区防災会 

韮生野防災会 

根須防災会 

萩野防災会 

日ノ御子防災会 

朴ノ木地区防災会 

本田防災会 

本町・泉町防災会 

三谷地区防災会 

南岩改自主防災会 

吉野防災会 

蕨野地区防災会 

   

③ 物部町 
自主防災組織の名称 

浦山自主防災会 

大北組防災会 

押谷自主防災会 

大栃駅前防災会 

大栃第一防災会 

大栃第三防災会 

大栃第二防災会 

大栃仁井屋組防災会 

大西防災会 

大比防災会 

岡ノ内地区防災会 

影仙頭自主防災会 

神池地区連合会 楮佐古班 

神池地区連合会 平井立花班 

神池防災会 

久保防災会 

黒代防災会 

五王堂防災会 

小浜防災会 

塩・日の地防災会 

庄谷相地区防災会 

セトル成矢防災会 

頓定自主防災会 

中谷川防災会 

中屋組防災会 

西町組防災会 

根木屋部落防災会 

別府防災会 

南組防災会 

山崎自主防災会 

山崎高尾自主防災会 
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３ 防災関係例規・計画等 
（１）香美市防災会議条例 

○香美市防災会議条例 

平成１８年３月１日 

条例第２０号 

 改正 平成１９年３月２３日条例第２３号 平成２４年１２月２１日条例第３５号 

 平成２５年３月１５日条例第４号 平成２６年１０月２０日条例第２８号 

 平成２７年３月２３日条例第２号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第１６条

第６項の規定に基づき、香美市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定め

るものとする。 

（所掌の事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 香美市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(4) 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第３３条に規定する水防計画その他水防に関し重要な

事項を調査審議すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 法第２条第４号に規定する指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 

(2) 高知県の職員のうちから市長が委嘱する者 

(3) 市の区域の全部又は一部を管轄する警察署の署長又はその指名する職員 

(4) 市の職員のうちから市長が任命する者 

(5) 市の教育委員会の教育長 

(6) 市の消防長及び消防団長 

(7) 法第２条第５号に規定する指定公共機関及び同条第６号に規定する指定地方公共機関の職員

のうちから市長が委嘱する者 
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(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者 

６ 前項第１号、第２号、第４号、第７号及び第８号の委員の定数は、それぞれ３人、５人、８人、

５人及び３人以内とする。 

７ 第５項第７号及び第８号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任

者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

９ 第７項の規定にかかわらず、第５項の委員は、同項各号に規定する職を退いたときは、当該委員

の職を失うものとする。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係する指定地方行政機関の職員、高知県の職員、市の職員、関係する指定公共機

関の職員、関係する指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱又は任

命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（部会） 

第５条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその

職務を代理する。 

（議事等） 

第６条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成１８年３月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２３日条例第２３号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月２１日条例第３５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年３月１５日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年１０月２０日条例第２８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成２７年３月２３日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（２）香美市防災会議運営要綱 

○香美市防災会議運営要綱 

令和３年１１月２４日 

告示第１８４号 

（目的） 

第１条 この告示は、香美市防災会議条例（平成１８年香美市条例第２０号）第６条の規定に基づ

き、香美市防災会議（以下「会議」という。）の議事その他の運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（会議） 

第２条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き決議することができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会長においてやむを得ない事情により会議を招集することができないとき又は会議が処理すべ

き事項のうち軽易なものにあっては、会長が書面で委員の意見を聴き、これをもって会議の決議

に代えることができる。 

５ 会長は、前項の意見を聴くときは、あらかじめ期限を定めるものとする。 

６ 第４項の方法により決議する場合は、前項の期限の日をもって委員の出席とみなす。 

（専決処分） 

第３条 会長において会議を招集する暇がないと認めるときその他やむを得ない事情により会議を

招集することができないときは、会長は専決処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の会議にその旨を報告するものとする。 

（庶務） 

第４条 会議の庶務は、防災対策課が処理する。 

（その他） 

第５条 その他必要な事項は、その都度会議に諮って決定する。 

附 則 

この告示は、令和３年１１月２４日から施行する。 
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（３）香美市災害対策本部条例 

○香美市災害対策本部条例 

平成１８年３月１日 

条例第２１号 

改正 平成２４年１２月２１日条例第３６号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２３条の２第８項の規定に

基づき、香美市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務

を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属する災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれにあたる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災

害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定め

る。 

附 則 

この条例は、平成１８年３月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月２１日条例第３６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（４）防災関係計画及びマニュアル一覧 
名称 概要 

法律の定めに基づく総合的な計画 

防災基本計画（令和４年６月 中央防災会議） 「災害対策基本法」に基づき国が定める計画 

国土強靭化基本計画（平成 30年 12月 14日閣議決定） 「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災

等に資する国土強靭化基本法」に基づき国が定める計画 

南海トラフ地震防災対策推進基本計画（令和元年５月 中

央防災会議） 

「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特

別措置法」に基づき国が定める計画 

高知県地域防災計画（令和４年３月修正） 「災害対策基本法」に基づき県が定める計画 

高知県水防計画書（令和４年度） 「水防法」に基づき県が定める計画 

香美市地域防災計画（令和５年３月修正 香美市防災会

議） 

「災害対策基本法」に基づき市が定める計画 

香美市国土強靭化地域計画（令和３年３月 香美市） 「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災

等に資する国土強靭化基本法」に基づき定める計画 

大規模地震の防災・減災対策 

大規模地震防災・減災対策大綱（平成 26年３月 中央防

災会議 

南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震、中部圏・近畿圏直下地震を対象としたもので、

事業や計画で具体化されておらず今後の検討事項となる

施策も含め、幅広く施策をまとめたもの 

業務継続・受援体制 

「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関す

る計画」（令和４年６月 10日 中央防災会議幹事会） 

「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」第４章の定めに

基づき国が定める計画 

高知県応急救助機関受援計画（令和４年３月改定 高知県

危機管理部） 

「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関す

る計画」に基づく国の救助・救急・消火活動等に関し、全

国からの応急救助機関の応援の受入及び相互調整に関し

て必要な事項を定めるもの 

高知県航空部隊受援計画（令和４年３月改定 高知県危機

管理部） 

南海トラフ地震が発生し、応急救助機関の多数のヘリコプ

ター等が災害応急対策を実施する場合において、高知県災

害対策本部におけるヘリ等の効果的・効率的な運用調整及

び安全運航を行うため、必要な事項を定めるもの 

香美市業務継続計画（ＢＣＰ）（平成 27年 10月策定 高

知県香美市） 

発災後の災害対策本部の業務や各所属の業務継続の視点

を踏まえた応急対策業務のあり方、被災下の参集方法など

職員がとるべき行動について明らかにし、すべての職員が

あらかじめ十分に理解することで、来るべき南海トラフ地

震に市として備えるために定めるもの 

香美市受援計画（人的支援の受け入れ編）（令和４年３月

修正） 

災害時に外部からの応援を円滑に受入れ、その支援を最大

限活用して、早期復旧を図るため、あらかじめ、応援を必

要とする業務や受入体制などを具体的に定めるもの 

物資配送マニュアル（受援計画（物的支援の受け入れ編）・

物資配送計画）（令和４年３月） 

物的支援に関する応援要請や受入れ等の受援業務に関す

る計画（受援計画）、市物資輸送拠点の開設、物資配送の

手順、配送ルート、配送量等に関する計画（物資配送計画）

及びこれらの計画に基づく物資配送に関する業務の具体

的な手順を一体的に整理し、大規模地震が発生した際に、

物資を円滑に受け入れ、供給拠点を設置する避難所に速や

かに配送するための体制、手順その他必要事項を示すもの

として定めるもの 

物資調達・輸送調整等支援システム 運用及び操作説明書

（都道府県・市区町村向け）（令和２年２月５日 内閣府

防災担当） 

都道府県、市区町村の物資支援担当者が、内閣府の物資調

達・輸送調整等支援システムを活用した事前の物資の備蓄

や災害時における物資支援の流れを示すもの 

応急期の機能配置 

香美市応急期機能配置計画（令和２年３月） 南海トラフ地震発生後、住民の命を守り、助かった命をつ

なぐために、救助・救出や応急対策活動等の体制を早期に

確立することを目的として、発災時に必要となる各機能を

どのように確保し、配置するのかを検討したもの 

被災者台帳関係 

被災者台帳の作成等に関する実務指針（平成 29 年３月 

内閣府（防災担当）） 

地域の特性や実情を踏まえつつ、災害発生後に円滑に被災

者台帳が作成されるよう、また、総合的かつ効率的な被災

者の援護が実施されるように示すもの 
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名称 概要 

死者・行方不明者・安否不明者関係 

災害時における人的被害情報の公表基準 南海トラフ地震や台風・豪雨など大規模災害に備え、国に

先行して、死者、行方不明者及び安否不明者の氏名公表の

取扱いについては、自然災害が発生したときにおける人的

被害情報の暫定的な公表基準等を定めるもの 

高知県広域火葬計画（第一版）（平成 26年６月 高知県健

康政策部食品・衛生課） 

被災市町村における公衆衛生の確保を図ることを目的と

して、「高知県地域防災計画」に基づき、災害時における

被災市町村の広域火葬の円滑な実施及び遺体の適正な取

扱いを確保するため、県、市町村及び火葬場設置者が行う

べき基本的事項を定めるもの 

高知県広域火葬事務処理要領  

香美市災害等遺体対応及び収容所・安置所運用マニュアル 

第一版（平成 30年３月） 

「香美市地域防災計画」に基づき、大規模な地震、風水害

等の災害及び火災、爆発、その他重大な人為的災害により

発生した遺体の収容受付、検案、処置、安置、遺族への引

渡し等が円滑かつ適切に行われることを目的とし、収容

所・検案所・安置所の運営管理及び遺体への対応のために

必要な事項を定めるもの 

避難対策関係 

香美市避難行動要支援者の避難支援プラン（全体計画）（令

和３年 12月） 

災害時に避難支援を要する方々の命を守るため、避難行動

要支援者名簿及び個別避難計画の作成の作成並びに作成

された避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を活用し

た避難行動に係る支援体制やその方法等について取りま

とめたもの 

広域福祉避難所（知的・発達障害児者）設置・運営マニュ

アル Ver.3（2021年８月 更新 南国市・香南市・香美市・

大豊町） 

災害時要配慮者の中でも、地域の避難場所での対応に配慮

が必要となる知的・発達障害児者の広域的支援体制の構築

に向けて、平成 23年度に広域協定を結んだ３市 1町と事

業所及び特別支援学校、福祉保健所が協働し、定めるもの 

救援物資関係 

高知県備蓄方針（令和３年６月 高知県） 県内全ての市町村が実施すべき備蓄のボトムラインを定

めるもの 

物資配送マニュアル（受援計画（物的支援の受け入れ

編）・物資配送計画） 

前述のとおり 

緊急輸送関係 

高知県道路啓開計画（Ver.3.1）（2022年３月 高知県道路

啓開計画作成検討協議会） 

南海トラフ地震発生直後の負傷者の救援救出や、応援物資

などの受け入れを迅速に行えるように、あらかじめ、優先

して通行を確保すべき防災拠点やそこに至るルート、道路

啓開を行う建設業者について定めるもの 

医療救護体制 

南海トラフ地震時重点継続要医療者支援マニュアル（平成

28年３月 高知県） 

南海トラフ地震に備え、継続した医療ケアが必要な難病患

者等の生命の維持のための医療救護体制の構築のために

定めるもの 

高知県災害時周産期マニュアル（令和２年２月 高知県） 各関係機関が災害発生時の役割を理解し、平時から災害

発生時に備え、災害時における母子のいのちの安全を守

るため、災害医療救護体制等についてまとめたもの 

香美市災害時公衆衛生活動マニュアル（平成 27年３月） 「日頃できないことは、震災時にはできない」という東

日本大震災の教訓を受けて、日常の公衆衛生活動を見直

すとともに、日頃から地域全体を「つなぐ」という基本

に沿った活動を展開するために定めるもの 

災害救助法の運用 

災害救助事務取扱要領（令和３年６月 内閣府政策統括官

（防災担当）） 

災害救助法の運用について定めるもの 

災害救助法の制度概要（令和３年６月 内閣府政策統括官

（防災担当）） 

災害救助法のまとめたもの 

災害に係る住家の被害認定（罹災証明書の交付） 

災害に係る住家の被害認定基準運用指針（令和３年３月 

内閣府（防災担当）） 

住家の被害認定調査を円滑かつ迅速に行うために標準的

な調査方法及び判定方法を示すもの 

災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料（損傷

程度の例示）（令和３年５月 内閣府（防災担当）） 

住家の被害認定調査における各部位ごとの損傷程度を写

真により例示するなど、調査の参考となる資料を掲載した

もの 
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名称 概要 

災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き（令和３

年５月 内閣府（防災担当）） 

住家の被害認定調査に従事する職員の育成や他の地方公

共団体等との連携確保など罹災証明書の交付に必要な業

務の実施体制の確保に関することを定めるもの 

被災者の住まいの確保 

応急仮設住宅建設必携の中間とりまとめ（平成 24年５月 

国土交通省住宅局住宅生産課） 

主として被害が広域にわたり、応急仮設住宅の大量供給

が必要とされる東日本大震災程度の大規模災害を想定し

て、平常時に事前準備する内容や実務上のポイント、災

害後の具体的作業及びそのフローチャート、その他過去

の参考事例、様式の雛形等をまとめたもの 

建設型応急住宅の供与に係る事前準備及び発災時対応等

のための手引き（令和３年５月 内閣府政策統括官（防災

担当）） 

今後の大規模な災害の発生に備え、関係各位が建設型応急

住宅の速やかな供与の必要性について改めて認識し、平時

より地方公共団体と建設事業者団体等との役割分担の調

整を行うとともに、これらを踏まえて発災後の業務オペレ

ーションを想定した訓練を実施する等必要な対策を講じ、

実際に発災した後に、一人でも多くの被災者が早期に入居

することができるように作成したもの 

賃貸型応急住宅の供与に係る事前準備及び訓練実施のた

めの手引き（令和２年５月 内閣府政策統括官（防災担

当）） 

今後の災害に備え、関係各位が賃貸型応急住宅の速やかな

供与の必要性について改めて認識し、平時より借り上げる

民間賃貸住宅の要件を整理し、地方公共団体と民間賃貸住

宅関係団体等との役割分担の調整を行うとともに、これら

を踏まえて発災後の業務オペレーションを想定した訓練

を実施する等必要な対策を講じ、実際に発災した後に一日

でも早く、一人でも多くの被災者が賃貸型応急住宅に入居

することができるように作成したもの 

被災した住宅の修理に係る事前準備及び発災時対応のた

めの手引き（令和３年５月 内閣府政策統括官（防災担

当）） 

今後の災害に備え、関係各位が「被災した住宅の修理」の

必要性について改めて認識し、平時より必要な準備を行っ

た上で、発災後に迅速かつ的確に対応できることを目的と

して作成したもの 

被災者の住まいに関する相談・情報提供マニュアル（平成

28年３月 内閣府（防災担当）） 

災害時に被災者の住まいの確保に関する相談・情報提供に

従事する可能性がある自治体職員や関係機関の担当者等

が、災害に備えて平常時に相談・情報提供に係る知識や心

構えを身につける際に活用することを想定して作成した

もの 

消防関係 

香美市消防職員震災時活動マニュアル（平成 25 年 10 月 

香美市） 

地震災害時の消防職員の活動を定めるもの 

地理空間情報の活用推進 

地理空間情報活用推進基本計画（令和４年３月 18 日閣議

決定） 

「地理空間情報活用推進基本法」に基づき国が定めた計

画 
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（５）流域治水 
① 物部川水系流域治水プロジェクト 

 
 

 
≪出典≫ 「物部川水系における流域治水の推進方針【第２版】」（令和４年３月 物部川水系 流域治水協議会） 
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② 国分川水系流域治水プロジェクト 

 
 

 
≪出典≫ 令和４年７月 21日開催の「令和４年度高知土木事務所管内・中央東土木事務所管内 豪雨に強い地域づ

くり推進会議 第１回流域治水プロジェクト」会議資料 
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４ 防災拠点 
（１）防災拠点 

令和５年３月 10日現在 

名称 所在地 

応急期機 

能配置計 

画に掲載 

備考 

市庁舎 

香美市役所本庁舎 香美市土佐山田町宝町 1-2-1 ○ ・災害対策本部設置場所 

香美市役所北庁舎 香美市土佐山田町宝町 1-1-29   

香美市役所西庁舎 香美市土佐山田町宝町 2-3-3   

香美市役所西別館 香美市土佐山田町宝町 2-3-13   

香美市役所香北支所 香美市香北町美良布 1097  ・香北災害対策支部設置場所 

香美市役所物部支所 香美市物部町大栃 1390-1 
○ 

・物部災害対策支部設置場所 

・指定緊急避難場所 

香美市役所繁藤出張所 香美市土佐山田町繁藤 3-1   

消防機関 

香美市消防本部／香美市消

防署 

香美市土佐山田町百石町 2-3-51 
○ 

 

香美市消防署香北分署 香美市香北町根須 40-7   

警察機関 

南国警察署 南国市大埇乙 799-1   

南国警察署香美警察庁舎 香美市土佐山田町栄町 12-2   

県庁舎 

中央東福祉保健所 香美市土佐山田町山田 1128-1   

香美農林合同庁舎 香美市土佐山田町加茂 777 

○ 

・中央東農業振興センター 

・中央東林業事務所 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

中央東土木事務所 南国市大埇甲 1592 

 

・中央東土木事務所 

・南海トラフ地震対策推進 中央

東地域本部 

森林総合センター 香美市土佐山田町大平 80 

○ 

・指定緊急避難場所（森林研修

センター） 

・指定避難所（森林研修センタ

ー） 

自衛隊 

陸上自衛隊高知駐屯地 香南市香我美町上分 3390   

医療救護・介護・福祉施設 

高知医療センター 高知市池 2125-1  ・広域的な災害拠点病院 

高知赤十字病院 高知市秦南町 1-4-63-11  ・広域的な災害拠点病院 

高知大学医学部附属病院 南国市岡豊町小蓮 185-1  ・広域的な災害拠点病院 

ＪＡ高知病院 南国市明見 526-1  ・災害拠点病院 

香北病院 香美市香北町美良布 1064-9 ○ ・救護病院 

香北病院駐車場・物療室 香美市香北町美良布 1064-9 ○ ・医療救護所 

前田メディカルクリニック 香美市香北町美良布 1516-3 ○ ・救護病院 

岩河整形外科 香美市土佐山田町百石町 2-4-20 ○ ・救護病院 

岩河整形外科駐車場・隣接

地 

香美市土佐山田町百石町 2-4-20 
○ 

・医療救護所 

岩河整形外科東市所有地 香美市土佐山田町百石町 2-107-1  ・医療救護所 

大栃診療所 香美市物部町大栃 898-1 ○ ・医療救護所 

特別養護老人ホーム韮生郷 香美市物部町大栃 89-1  ・指定緊急避難場所 

高齢者生活福祉センター「こ

づみ」 

香美市物部町大栃 898-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

特定施設入所者生活介護事

業所ケアハウス好日館 

香美市土佐山田町 550-6 
 

・福祉避難所 

特別養護老人ホームウエル

プラザやまだ荘 

香美市土佐山田町秦山町 3-4-20 
 

・福祉避難所 

かがみの育成園 香美市土佐山田町楠目 3660  ・広域福祉避難所 

障害者支援施設白ゆり 香美市土佐山田町山田 1192-1  ・広域福祉避難所 



 

21 

 

令和５年３月 10日現在 

名称 所在地 

応急期機 

能配置計 

画に掲載 

備考 

ワークセンター白ゆり 香美市土佐山田町山田 1319  ・広域福祉避難所 

ワークセンター第二白ゆり 香美市土佐山田町山田 1189-1  ・広域福祉避難所 

養護老人ホーム白寿荘 香美市香北町永野 2100  ・福祉避難所 

特別養護老人ホーム白寿荘 香美市香北町永野 2152  ・福祉避難所 

サービス付き高齢者向け住

宅あさひ・デイサービス太陽 

香美市土佐山田町旭町 4-2-30  ・福祉避難所 

サービス付き高齢者向け住

宅あさひⅡ 

香美市土佐山田町旭町 4-2-33  ・福祉避難所 

飛行場外離着陸場 

神池へリポート 香美市物部町神池字田ノ本 1709 ○  

五王堂へリポート 香美市物部町五王堂字亀原 38-1 ○  

岡ノ内ヘリポート 香美市物部町岡ノ内字天地久田 235-6   

大栃へリポート 香美市物部町大栃字柳澤西掛テ 965-3 地

先 
 

 

別府ヘリポート 香美市物部町別府字シイミネ 438-4 ○  

北滝本ヘリポート 香美市土佐山田町北滝本字上ミイタ渕 89-4   

三谷ヘリポート 香美市香北町谷相字山ノ根 2855    

猪野々へリポート 香美市香北町猪野々字平石ノ下 369    

土佐山田ヘリポート 香美市土佐山田町植字ツクリヲカ 1275   

防災備蓄倉庫等 

香美市防災備蓄倉庫 香美市土佐山田町宝町 2-71 
○ 

・物資輸送拠点（主要拠点） 

・水防倉庫 

香美市防災備蓄倉庫第２倉

庫 

香美市土佐山田町影山 83-3 
 

・物資輸送拠点 

香美市医療救護所倉庫 香美市土佐山田町百石町 2-107-1  ・医療救護所倉庫 

消防屯所 

明治分団屯所 香美市土佐山田町山田 1141-2  ・水防倉庫 

山田分団屯所 香美市土佐山田町宝町 1-2-1 
 

・水防倉庫 

・コミュニティ消防センター 

楠目分団屯所 香美市土佐山田町楠目 213-4   

新改分団屯所 香美市土佐山田町新改 390-1  ・水防倉庫 

片地分団屯所 香美市土佐山田町宮ノ口 17-3  ・水防倉庫 

佐岡分団屯所 香美市土佐山田町本村 272   

岩村分団屯所 香美市土佐山田町神通寺 253-1   

植分団屯所 香美市土佐山田町植 122-6   

繁藤分団屯所 香美市土佐山田町繁藤 3-1 
 

・繁藤出張所／繁藤地区コミュ

ニティセンター 

美良布分団屯所 香美市香北町美良布 1038-10  ・水防倉庫 

暁霞分団屯所 香美市香北町五百蔵 995-1  ・水防倉庫 

西川分団屯所 香美市香北町西川甲 1601-3   

日ノ御子分団屯所 香美市香北町日ノ御子 548   

永野分団屯所 香美市香北町永野 2262-1   

猪野々分団屯所 香美市香北町猪野々451   

大栃分団屯所 香美市物部町大栃 1647  ・水防倉庫 

五王堂分団屯所 香美市物部町五王堂 943-7 
 

・指定緊急避難場所 

・水防倉庫 

神池分団屯所 香美市物部町神池 2045-3 

○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

・水防倉庫 

岡ノ内分団屯所 香美市物部町岡ノ内 261-1  ・水防倉庫 

教育機関 

高知工科大学 

（香美キャンパス） 

香美市土佐山田町宮ノ口 185 
○ 

・指定緊急避難場所（体育館） 

・指定避難所（体育館） 

山田高等学校 香美市土佐山田町旭町 3-1-3 
○ 

・指定緊急避難場所（体育館） 

・指定避難所（体育館） 

山田特別支援学校 香美市土佐山田町山田 1361  ・福祉避難所 
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令和５年３月 10日現在 

名称 所在地 

応急期機 

能配置計 

画に掲載 

備考 

鏡野中学校 香美市土佐山田町楠目 1973- 
○ 

・指定緊急避難場所（体育館） 

・指定避難所（体育館） 

香北中学校 香美市香北町美良布 892 
○ 

・指定緊急避難場所（体育館） 

・指定避難所（体育館） 

大栃中学校 香美市物部町大栃 1800-ｲ 
○ 

・指定緊急避難場所（体育館） 

・指定避難所（体育館） 

繁藤中学校（休校中） 香美市土佐山田町繁藤 2091 ○  

香長小学校 香美市土佐山田町須江 32 
○ 

・指定緊急避難場所（体育館） 

・指定避難所（体育館） 

山田小学校 香美市土佐山田町西本町 2-4-5 
○ 

・指定緊急避難場所（体育館） 

・指定避難所（体育館） 

舟入小学校 香美市土佐山田町山田 1218 
○ 

・指定緊急避難場所（体育館） 

・指定避難所（体育館） 

楠目小学校 香美市土佐山田町楠目 391-2 
○ 

・指定緊急避難場所（体育館） 

・指定避難所（体育館） 

繁藤小学校（休校中） 香美市土佐山田町繁藤 2091 ○  

片地小学校 香美市土佐山田町宮ノ口 9 
○ 

・指定緊急避難場所（体育館） 

・指定避難所（体育館） 

大宮小学校 香美市香北町美良布 654-1 
○ 

・指定緊急避難場所（体育館） 

・指定避難所（体育館） 

大栃小学校 香美市物部町大栃 1177-3 
○ 

・指定緊急避難場所（体育館） 

・指定避難所（体育館） 

保育施設 

あけぼの保育園 香美市土佐山田町 432-4   

新改保育園 香美市土佐山田町須江 27-1   

片地保育園 香美市土佐山田町神母ノ木 253   

なかよし保育園 香美市土佐山田町山田 1150-1   

若藤保育園（休園中） 香美市土佐山田町繁藤 755-12 ○  

美良布保育園 香美市香北町美良布 1085   

双葉保育園（休園中） 香美市香北町永野 2260-1 ○  

大栃保育園 香美市物部町大栃 2033   

体育施設 

市民グラウンド 香美市土佐山田町楠目 831 ○ ・指定緊急避難場所 

土佐山田グラウンド 香美市土佐山田町山田 1280 ○  

土佐山田体育館 香美市土佐山田町宝町 2-7-15 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

土佐山田テニスコート 香美市土佐山田町岩積 313・314   

平山体育館 香美市土佐山田町平山 459 ○  

平山グラウンド 香美市土佐山田町平山 459 ○  

佐岡体育館 香美市土佐山田町本村 351 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

香北総合型競技施設 香美市香北町美良布 2620   

香北体育センター 香美市香北町吉野 1188 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

香北Ｂ＆Ｇ海洋センター 香美市香北町吉野 1188   

香北武道館 香美市香北町美良布 908-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

之善館弓道場 香美市香北町吉野 1188   

農村広場 香美市香北町吉野 1225 ○ ・指定緊急避難場所 

香北グラウンド 香美市香北町吉野 1446 ○  

美良布多目的運動広場 香美市香北町美良布字バンバタケ 1177-1 ○  

大栃ゲートボール場 香美市物部町大栃   

物部グラウンド 香美市物部町大栃   

秦山公園野球場（土佐山田

スタジアム） 

香美市土佐山田町植字マエヤマ 1252-2外 

○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 
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令和５年３月 10日現在 

名称 所在地 

応急期機 

能配置計 

画に掲載 
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公園・児童遊園地 

鏡野公園 香美市土佐山田町宮ノ口 ○  

甫喜ヶ峰森林公園 香美市土佐山田町平山 ○  

土佐山田中央公園 香美市土佐山田町楠目字岡ノ神母 840-1外 
 

・指定緊急避難場所（市民グラ

ウンド） 

物部川緑地公園 香美市土佐山田町／神母ノ木字伊気本、神

母ノ木川原／楠目字内田、川添／小田島字

行島、別れ、井基、待井／各地先の一部／ 

○ 

 

宝町緑地 香美市土佐山田町宝町 2-22外   

黒土公園 香美市土佐山田町字黒土 2035-1 ○  

旭町公園 香美市土佐山田町旭町 1-34-1外 ○  

宝町公園 香美市土佐山田町宝町 1-246-1外 ○  

秦山公園 香美市土佐山田町植字マエヤマ 1252-2外 
○ 

・指定緊急避難場所（ふれあい

広場） 

旭町児童遊園 香美市土佐山田町旭町 5丁目 34番   

宝町児童遊園地 香美市土佐山田町宝町 2丁目 41番 1 ○  

西町児童遊園地 香美市土佐山田町西本町 3丁目 128番外 ○  

多目的運動広場等 

白石多目的運動広場 香美市香北町白石字土居ノ前 434番地 ○ ・指定緊急避難場所 

清爪多目的運動広場 香美市香北町清爪字東ノ岡 529番地 1 ○  

下野尻多目的運動広場 香美市香北町下野尻字南野地 61番地 ○ ・指定緊急避難場所 

韮生野多目的運動広場 香美市香北町韮生野字田尻 572番地 ○  

多目的集会所 

佐岡地区多目的集会所 香美市土佐山田町本村 383-1   

片地地区多目的集会所 香美市土佐山田町宮ノ口 1-2 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

明治地区多目的集会所 香美市土佐山田町山田 1385-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

庄谷相多目的集会所 香美市物部町庄谷相 1234-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

高井多目的集会所 香美市物部町久保高井 131-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

大栃多目的集会所 香美市物部町大栃 1092-5 

○ 

・指定緊急避難場所（大栃区長

事務所） 

・指定避難所（大栃区長事務

所） 

新改北部構造改善センター 香美市土佐山田町平山 484番地 1 
 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

コミュニティセンター 

繁藤地区コミュニティセンタ

ー 

香美市土佐山田町繁藤 3-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

物部コミュニティセンター 香美市物部町大栃 1390-1 

 
 

・指定緊急避難場所（香美市役

所物部支所） 

佐岡コミュニティセンター 香美市土佐山田町本村 351 

○ 

・指定緊急避難場所（佐岡体育

館） 

・指定避難所（佐岡体育館） 

農山村コミュニティセンター 香美市土佐山田町須江 36-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

地域集会施設 

太郎丸公会堂 香美市香北町太郎丸 158番地 1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

永野コミュニティセンター 香美市香北町永野 2151番地 1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

本町コミュニティセンター 香美市香北町美良布 1018番地 6 ○  

韮生野コミュニティセンター 香美市香北町韮生野 493番地 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 
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令和５年３月 10日現在 

名称 所在地 

応急期機 

能配置計 

画に掲載 
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猪野々集会所 香美市香北町猪野々456番地 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

三谷地区集会所 香美市香北町谷相 2478番地 1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

公民館 

中央公民館 香美市土佐山田町宝町 2-1-27 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

山田地区公民館 香美市土佐山田町宝町 2-1-27 

○ 

・指定緊急避難場所（中央公民

館） 

・指定避難所（中央公民館） 

繁藤地区公民館 香美市土佐山田町繁藤 3-1 

○ 

・指定緊急避難場所（繁藤地区

コミュニティセンター） 

・指定避難所（繁藤地区コミュニ

ティセンター） 

平山地区公民館 香美市土佐山田町平山 484-1 

○ 

・指定緊急避難場所（新改北部

構造改善センター） 

・指定避難所（新改北部構造改

善センター） 

香長地区公民館 香美市土佐山田町須江 36-1 

○ 

・指定緊急避難場所（農山村コ

ミュニティセンター） 

・指定避難所（農山村コミュニテ

ィセンター） 

明治地区公民館 香美市土佐山田町山田 1385-1 

○ 

・指定緊急避難場所（明治地区

多目的集会所） 

・指定避難所（明治地区多目的

集会所） 

岩村地区公民館 香美市土佐山田町神通寺 370  ・指定緊急避難場所 

楠目地区公民館 香美市土佐山田町楠目 1045  ・指定緊急避難場所 

片地地区公民館 香美市土佐山田町宮ノ口 1-2 

○ 

・指定緊急避難場所（片地地区

多目的集会所） 

・指定避難所（片地地区多目的

集会所） 

佐岡地区公民館 香美市土佐山田町本村 351   

美良布地区公民館 香美市香北町美良布 1097 

○ 

・指定緊急避難場所（基幹集落

センター） 

・指定避難所（基幹集落センタ

ー） 

暁霞地区公民館 香美市香北町五百蔵 1027-4 ○ ・指定緊急避難場所（広場） 

物部地区公民館 香美市物部町大栃 1390-1   

老人憩の家 

佐岡老人憩の家 香美市土佐山田町本村 377-3 ○  

楠目地区老人憩の家 香美市土佐山田町楠目 1045  ・指定緊急避難場所 

岩村地区老人憩の家 香美市土佐山田町神通寺 370  ・指定緊急避難場所 

宝町地区老人憩の家 香美市土佐山田町 1961   

繁藤老人憩の家 香美市土佐山田町繁藤 755-12 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

老人憩の家美良布荘 香美市香北町美良布 1101-19 ○  

山崎老人憩の家 香美市物部町山崎 756-4 ○ ・指定緊急避難場所 

体験実習館 

農林漁業体験実習館 香美市物部町別府 373-5 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

大井平体験実習館 香美市香北町大井平字西ノ畝 557-1   

民間施設 

東町中部公民館 香美市土佐山田町東本町 4-2-30 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

土佐山田中央集会所 香美市土佐山田町旭町 1-3-18 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 
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令和５年３月 10日現在 

名称 所在地 

応急期機 

能配置計 

画に掲載 

備考 

秦山町一丁目公民館 香美市土佐山田町秦山町 1-4-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

中組南部集会所 香美市土佐山田町 1023-ｲ 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

平田公民館 香美市土佐山田町楠目 224-3 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

油石農業振興集会所 香美市土佐山田町楠目 2544 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

植公民館 香美市土佐山田町植 148 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

八王子公民館 香美市土佐山田町山田 1749 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

加茂公民館 香美市土佐山田町加茂 335-2 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

林田集会所 香美市土佐山田町林田 561-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

船谷公民館 香美市土佐山田町船谷 343-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

仁井田公民館 香美市土佐山田町佐野 1642 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

大後入公民館 香美市土佐山田町大後入 419 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

西後入公民館 香美市土佐山田町西後入 214 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

上改田公民館 香美市土佐山田町上改田 170-2 
 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

須江公民館 香美市土佐山田町須江 386-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

新改公民館 香美市土佐山田町新改 398-4 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

宮上谷公民館 香美市土佐山田町曽我部川 1282 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

北滝本複合集会所 香美市土佐山田町北滝本 177 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

河ノ川部落集会所 香美市土佐山田町角茂谷 1841 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

松本部落公民館 香美市土佐山田町松本 117-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

岩次公民館 香美市土佐山田町岩次 46-2 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

白石公会堂 香美市香北町白石 472-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

根須公会堂 香美市香北町根須 535-4 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

佐敷公民館 香美市香北町西川甲 1601-3 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

本田集落センター 香美市香北町美良布 1511-3 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

下野尻集落センター 香美市香北町下野尻 368 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

北岩改公会堂 香美市香北町岩改 17-2 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

萩野公民館 香美市香北町萩野 1223-3 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

橋川野集落センター 香美市香北町橋川野 161 

○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 
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令和５年３月 10日現在 

名称 所在地 

応急期機 

能配置計 

画に掲載 

備考 

白川上集会所 香美市香北町白川 561-3 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

有瀬公民館 香美市香北町有瀬 772-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

日ノ御子公会堂 香美市香北町日ノ御子 548 
 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

谷相公民館 香美市香北町谷相 2073-2 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

朴ノ木公会堂 香美市香北町朴ノ木 561 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

梅久保公民館 香美市香北町梅久保 234 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

清爪公会堂 香美市香北町清爪 527-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

中谷川公会堂 香美市物部町中谷川 318 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

浦山公会堂 香美市物部町仙頭 1854-3 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

南組公会堂 香美市物部町大栃 1226 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

久保組公会堂 香美市物部町大栃 1575-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

中屋公会堂 香美市物部町大栃 2064-3 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

大北組公会堂 香美市物部町大栃 2236 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

塩公会堂 香美市物部町山崎 1023-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

影仙頭集落センター 香美市物部町仙頭 902  ・指定緊急避難場所 

小浜農産物直販所 香美市物部町小浜 732-4 ○ ・指定緊急避難場所 

根木屋公会堂 香美市物部町根木屋 309  ・指定緊急避難場所 

岡ノ内公会堂 香美市物部町岡ノ内 188-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

影公会堂 香美市物部町久保影 120-1  ・指定緊急避難場所 

笹上公会堂 香美市物部町笹 1063-2  ・指定緊急避難場所 

黒代公会堂 香美市物部町黒代 295 ○ ・指定緊急避難場所 

楮佐古公会堂 香美市物部町楮佐古 369・370 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

平井公会堂 香美市物部町柳瀬 1359 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

市宇公会堂 香美市物部町市宇 470-1  ・指定緊急避難場所 

その他公共施設 

香北青少年の家 香美市香北町吉野 1300 ○  

プラザ八王子 香美市土佐山田町 262-1 

○ 

・指定緊急避難場所（保健セン

ター土佐山田） 

・指定避難所（保健センター土

佐山田） 

保健福祉センター香北 香美市香北町韮生野 336-1 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

基幹集落センター 香美市香北町美良布 1097 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

奥物部ふれあいプラザ 高知県香美市物部町大栃 878-3 
○ 

・指定緊急避難場所 

・指定避難所 

佐古薮ふれあいセンター 香美市土佐山田町佐古藪 260番 1 ○  

ふれあい交流センター 香美市土佐山田町 1961番地 
○ 
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令和５年３月 10日現在 

名称 所在地 

応急期機 

能配置計 

画に掲載 

備考 

その他 

岩改小学校跡（広場） 香美市香北町岩改 972-2 ○ ・指定緊急避難場所 

健康センターセレネ前広場 香美市香北町美良布 1211 ○ ・指定緊急避難場所 

旧大栃高等学校 香美市物部町大栃 1926 
 

・指定緊急避難場所（多目的棟

1・2階） 

旧岡ノ内小中学校 香美市物部町岡ノ内 235-6 
 

・指定緊急避難場所（グラウン

ド） 

旧久保小学校 香美市物部町久保沼井 207 
○ 

・指定緊急避難場所（グラウン

ド） 

旧五王堂小学校 香美市物部町五王堂 1115 
 

・指定緊急避難場所（グラウン

ド） 
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（２）指定緊急避難場所（113施設）・指定避難所（88施設） 

令和５年２月７日現在 

施設（場所）名称 
避難場所 

避難所 所在地 
地震 洪水 土砂災害 

【土佐山田町】      

1 東町中部公民館 ○ ○ ○ ○ 
香美市土佐山田町東本町 4-2-

30 

2 土佐山田中央集会所 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町旭町 1-3-18 

3 山田高等学校（体育館） ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町旭町 3-1-3 

4 山田小学校（体育館） ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町西本町 2-4-5 

5 秦山町一丁目公民館 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町秦山町 1-4-1 

6 
地域福祉センター土佐山田（プラ

ザ八王子） 
○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町 262-1 

7 中組南部集会所 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町 1023-イ 

8 中央公民館 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町宝町 2-1-27 

9 土佐山田体育館 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町宝町 2-7-15 

10 平田公民館 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町楠目 224-3 

11 楠目小学校（体育館） ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町楠目 391-2 

12 市民グラウンド ○ ○ ○ --- 香美市土佐山田町楠目 831 

13 楠目地区公民館 --- ○ ○ --- 香美市土佐山田町楠目 1045 

14 鏡野中学校（体育館） ○ ○ --- ○ 香美市土佐山田町楠目 1973 

15 油石農業振興集会所 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町楠目 2544 

16 植公民館 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町植 148 

17 
秦山公園野球場（土佐山田スタジ

アム） 
○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町植 1252-2 

18 秦山公園（ふれあい広場） ○ ○ ○ --- 香美市土佐山田町植 1252-2 

19 舟入小学校（体育館） ○ --- ○ ○ 香美市土佐山田町山田 1218 

20 明治地区多目的集会所 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町山田 1385-1 

21 八王子公民館 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町山田 1749 

22 加茂公民館 ○ --- ○ ○ 香美市土佐山田町加茂 335-2 

23 香美農林合同庁舎 ○ ○ --- ○ 香美市土佐山田町加茂 777 

24 林田集会所 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町林田 561-1 

25 船谷公民館 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町船谷 343-1 

26 片地地区多目的集会所 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町宮ノ口 1-2 

27 片地小学校（体育館） ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町宮ノ口 9 

28 高知工科大学（体育館） ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町宮ノ口 185 

29 仁井田公民館 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町佐野 1642 

30 森林研修センター ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町大平 80 
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令和５年２月７日現在 

施設（場所）名称 
避難場所 

避難所 所在地 
地震 洪水 土砂災害 

31 佐岡体育館 ○ --- --- ○ 香美市土佐山田町本村 351 

32 大後入公民館 ○ ○ --- ○ 香美市土佐山田町大後入 419 

33 西後入公民館 ○ ○ --- ○ 香美市土佐山田町西後入 214 

34 上改田公民館 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町上改田 170-2 

35 香長小学校（体育館） ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町須江 32 

36 農山村コミュニティセンター ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町須江 36-1 

37 須江公民館 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町須江 386-1 

38 新改公民館 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町新改 398-4 

39 宮上谷公民館 ○ ○ --- ○ 
香美市土佐山田町曽我部川

1282 

40 新改北部構造改善センター ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町平山 484-1 

41 北滝本複合集会所 ○ ○ --- ○ 香美市土佐山田町北滝本 177 

42 河ノ川部落集会所 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町角茂谷 1841 

43 繁藤地区コミュニティセンター ○ ○ --- ○ 香美市土佐山田町繁藤 3-1 

44 繁藤老人憩の家 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町繁藤 755-12 

45 松本部落公民館 ○ ○ ○ ○ 香美市土佐山田町松本 117-1 

46 岩次公民館 ○ --- ○ ○ 香美市土佐山田町岩次 46-2 

47 岩村地区公民館 --- --- ○ --- 香美市土佐山田町神通寺 370 

【香北町】           

48 白石多目的運動広場 ○ ○ ○ --- 香美市香北町白石 434 

49 白石公会堂 ○ ○ ○ ○ 香美市香北町白石 472-1 

50 根須公会堂 ○ ○ ○ ○ 香美市香北町根須 535-4 

51 香北体育センター ○ ○ ○ ○ 香美市香北町吉野 1188 

52 農村広場 ○ ○ ○ --- 香美市香北町吉野 1225 

53 佐敷公民館 ○ ○ --- ○ 香美市香北町西川甲 1601-3 

54 保健福祉センター香北 ○ ○ ○ ○ 香美市香北町韮生野 336-1 

55 韮生野コミュニティセンター ○ ○ ○ ○ 香美市香北町韮生野 493 

56 大宮小学校（体育館） ○ ○ ○ ○ 香美市香北町美良布 654-1 

57 香北中学校（体育館） ○ ○ ○ ○ 香美市香北町美良布 892 

58 香北武道館 ○ ○ ○ ○ 香美市香北町美良布 908-1 

59 基幹集落センター ○ ○ ○ ○ 香美市香北町美良布 1097 

60 健康センターセレネ前広場 ○ ○ ○ --- 香美市香北町美良布 1211 

61 本田集落センター ○ ○ --- ○ 香美市香北町美良布 1511-3 
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令和５年２月７日現在 

施設（場所）名称 
避難場所 

避難所 所在地 
地震 洪水 土砂災害 

62 下野尻多目的運動広場 ○ ○ ○ --- 香美市香北町下野尻 61 

63 下野尻集落センター ○ ○ --- ○ 香美市香北町下野尻 368 

64 太郎丸公会堂 ○ --- ○ ○ 香美市香北町太郎丸 158-1 

65 北岩改公会堂 ○ ○ --- ○ 香美市香北町岩改 17-2 

66 岩改小学校跡（広場） ○ ○ ○ --- 香美市香北町岩改 972-2 

67 萩野公民館 ○ --- ○ ○ 香美市香北町萩野 1223-3 

68 橋川野集落センター ○ ○ ○ ○ 香美市香北町橋川野 161 

69 白川上集会所 ○ ○ --- ○ 香美市香北町白川 561-3 

70 暁霞公民館（広場） ○ ○ --- --- 香美市香北町五百蔵 1027-4 

71 有瀬公民館 ○ ○ --- ○ 香美市香北町有瀬 772-1 

72 日ノ御子公会堂 ○ ○ ○ ○ 香美市香北町日ノ御子 548 

73 谷相公民館 ○ ○ --- ○ 香美市香北町谷相 2073-2 

74 三谷地区集会所 ○ ○ --- ○ 香美市香北町谷相 2478-1 

75 朴ノ木公会堂 ○ ○ ○ ○ 香美市香北町朴ノ木 561 

76 永野コミュニティセンター ○ ○ ○ ○ 香美市香北町永野 2151-1 

77 梅久保公民館 ○ ○ ○ ○ 香美市香北町梅久保 234 

78 清爪公会堂 ○ --- --- ○ 香美市香北町清爪 527-1 

79 猪野々集会所 ○ ○ --- ○ 香美市香北町猪野々456 

【物部町】           

80 庄谷相多目的集会所 ○ ○ --- ○ 香美市物部町庄谷相 1234-1 

81 中谷川公会堂 ○ ○ --- ○ 香美市物部町中谷川 318 

82 浦山公会堂 ○ ○ --- ○ 香美市物部町仙頭 1854-3 

83 特別養護老人ホーム韮生郷 ○ ○ ○ --- 香美市物部町大栃 89-1 

84 奥物部ふれあいプラザ ○ ○ ○ ○ 香美市物部町大栃 878-3 

85 
高齢者生活福祉センター「こづ

み」 
○ ○ ○ ○ 香美市物部町大栃 898-1 

86 大栃区長事務所 ○ ○ ○ ○ 香美市物部町大栃 1092-5 

87 大栃小学校（体育館） ○ ○ ○ ○ 香美市物部町大栃 1177-3 

88 南組公会堂 ○ ○ ○ ○ 香美市物部町大栃 1226 

89 香美市役所物部支所 ○ ○ ○ --- 香美市物部町大栃 1390-1 

90 久保組公会堂 ○ ○ ○ ○ 香美市物部町大栃 1575-1 

91 大栃中学校（体育館） ○ ○ ○ ○ 香美市物部町大栃 1800-イ 

92 
旧大栃高等学校（多目的棟 1・2

階） 
○ ○ ○ --- 香美市物部町大栃 1926 
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令和５年２月７日現在 

施設（場所）名称 
避難場所 

避難所 所在地 
地震 洪水 土砂災害 

93 中屋公会堂 ○ ○ --- ○ 香美市物部町大栃 2064-3 

94 大北組公会堂 ○ ○ ○ ○ 香美市物部町大栃 2236 

95 山崎老人憩の家 --- ○ ○ --- 香美市物部町山崎 756-4 

96 塩公会堂 ○ ○ --- ○ 香美市物部町山崎 1023-1 

97 影仙頭集落センター --- ○ ○ --- 香美市物部町仙頭 902 

98 小浜農産物直販所 --- ○ --- --- 香美市物部町小浜 732-4 

99 根木屋公会堂 --- ○ ○ --- 香美市物部町根木屋 309 

100 岡ノ内公会堂 ○ ○ --- ○ 香美市物部町岡ノ内 188-1 

101 旧岡ノ内小中学校（グラウンド） ○ ○ --- --- 香美市物部町岡ノ内 235-6 

102 農林漁業体験実習館 ○ ○ ○ ○ 香美市物部町別府 373-5 

103 高井多目的集会所 ○ ○ --- ○ 香美市物部町久保高井 131-1 

104 旧久保小学校（グラウンド） ○ ○ --- --- 香美市物部町久保沼井 207 

105 影公会堂 --- ○ --- --- 香美市物部町久保影 120-1 

106 笹上公会堂 --- ○ ○ --- 香美市物部町笹 1063-2 

107 五王堂分団屯所 --- ○ --- --- 香美市物部町五王堂 943-7 

108 旧五王堂小学校（グラウンド） ○ ○ --- --- 香美市物部町五王堂 1115 

109 黒代公会堂 --- ○ --- --- 香美市物部町黒代 295 

110 神池分団屯所 ○ ○ --- ○ 香美市物部町神池 2045-3 

111 楮佐古公会堂 ○ ○ --- ○ 香美市物部町楮佐古 369・370 

112 平井公会堂 ○ ○ --- ○ 香美市物部町柳瀬 1359 

113 市宇公会堂 --- ○ --- --- 香美市物部町市宇 470-1 

［備考］ １ 避難場所として指定した場所又は施設には、「避難場所」欄の各欄（「地震」欄、「洪水」欄又は

「土砂災害」欄）のいずれかに○印を付した。なお、各欄に付した○印は、当該避難場所の対象とす

る異常な現象を意味する。 

２ 避難所として指定した施設には、「避難所」欄に○印を付した。 

３ 「施設（場所）名称」欄に「グラウンド」又は「広場」と付記している場合には、同所在地に建物

があったとしても当該建物は避難場所又は避難所として指定していない。 
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（３）福祉避難所（4施設） 
令和５年３月10日現在 

№ 避難所（協定） 所 在 地 

1 特別養護老人ホーム 白寿荘 香美市香北町永野 2152 

2 養護老人ホーム 白寿荘 香美市香北町永野 2100 

3 特別養護老人ホームウエルプラザやまだ荘 香美市土佐山田町秦山町 3-4-20 

4 特定施設入居者生活介護事業所 ケアハウス好日館 香美市土佐山田町 550-6 

5 サービス付き高齢者向け住宅あさひ・デイサービス太陽 香美市土佐山田町旭町 4-2-30 

6 サービス付き高齢者向け住宅あさひⅡ 香美市土佐山田町旭町 4-2-33 

 

（４）広域福祉避難所（7施設） 
令和５年３月10日現在 

№ 避難所（協定） 所 在 地 

1 かがみの育成園 香美市土佐山田町楠目 3660 

2 障害者支援施設白ゆり 香美市土佐山田町山田 1192-1 

3 ワークセンター白ゆり 香美市土佐山田町山田 1319 

4 ワークセンター第二白ゆり 香美市土佐山田町山田 1189-1 

5 高知県立山田特別支援学校 香美市土佐山田町山田 1361 

6 ウィッシュかがみの 南国市陣山 531-1 

7 南海学園 南国市大埇乙 2288 
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５ 災害危険箇所に関する資料 
（１）地すべり防止区域（国土交通省所管） 

指定

番号 
区域名 所  在  地 指定年月日 

告示

番号 

指定 

面積 

(ha) 

区 域 内 の 保 全 対 象 

保全人家 公 共 施 設 ・ 建 物 

人家 

(戸) 

対象 

人員 

(人) 

国道 

(ｍ) 

県道 

(ｍ) 

市道 

(ｍ) 

農道 

(ｍ) 

34 猪野々 香北町 猪野々 S36.4.8 995 21.60 47 272  1,125   

52 繁藤 土佐山田町 繁藤 S48.4.4 832 7.50 22 208 300    

100 引地 土佐山田町 曽我部川 H12.6.9 1509 9.76 4    340 130 

 

（２）地すべり防止区域（林野庁所管（治山林道課）） 

区域名 所  在  地 
指定面積 

(ha) 
指定年月日 告示番号 備  考 

笹 香美市物部町笹 19.13 S49.5.10 385 概成 

 

（３）地すべり防止区域（農林水産省農村振興局所管（農業基盤課）） 

区域名 指定年月日 告示番号 所   在   地 関係戸数 
指定面積 

(ha) 

佐  竹 S52.3.26 308 土佐山田町佐竹 14 16.50 
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（４）地すべり危険箇所（国土交通省所管） 

番
号 

区 

域 

名 

所在地 

危険 

箇所 

面積 

(ha) 

区 域 内 の 保 全 対 象 

保全人家 公 共 施 設 ・ 建 物 

人家 

(戸) 

対象 

人員 

(人) 

国道 

(ｍ) 

県道 

(ｍ) 

市道 

(ｍ) 

農道 

(ｍ) 

林道 

(ｍ) 

鉄道 

(ｍ) 

大学 

施設 

(数) 

高校 

宿舎 

(数) 

学校 

(数) 

ダム 

(数) 

発電所 

(数) 

17(R) 笹(R) 物部 笹 6.2 2 5            

21(N) 佐竹（N） 土佐山田町 佐竹 9.2 3 8            

27 繁藤 土佐山田町 繁藤 12.0 3 8 300           

28 上穴内 土佐山田町 上穴内 6.4 0 0   300    1 1    

79 逆川 土佐山田町 逆川 5.5 6 15   110         

80 本村 土佐山田町 本村 31.2 34 85  400       1   

81 有谷 土佐山田町 有谷 14.8 3 8   400         

82 大根木 香北町 大根木 20.4 13 33   2,000         

83 有瀬 香北町 有瀬 23.3 25 63   1,450         

84 横谷 香北町 横谷 71.0 29 73  1,100   400       

85 谷相 香北町 谷相 15.1 13 33   3,000         

86 蕨野 香北町 蕨野 2.1 9 23 1,500  700        1 

87 清爪 香北町 清爪 5.7 10 25  3,000 500         

88 中谷川 物部町 中谷川 11.0 3 8 500  1,500         

89 日比原 香北町 日比原 96.4 24 60  2,250          

90 猪野々 香北町 猪野々 68.2 51 128  1,125          

91 松床 香北町 松床 7.3 6 15   1,600         

92 楮佐古 物部町 楮佐古 76.3 34 85   5,750         

93 平井 物部町 平井 50.3 19 48   1,400         

94 立花 物部町 立花 10.3 14 35  2,000          

95 神池 物部町 神池 13.5 11 28   3,300         

96 黒代 物部町 黒代 8.8 4 10    4,000        

97 大屋敷 物部町 大屋敷 11.1 5 13  300          

98 南池 物部町 南池 8.7 3 8  200 450         

326-2(R) 大久保下(R) 香北町  猪野々 22.2 8 20            

≪出典≫ 土砂災害警戒区域等の基礎調査 
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（５）地すべり危険地区（林野庁所管） 
① 国有林 

地 区 名 位   置 
公 共 施 設 等 

人家戸数 公共施設建物 道  路 

猪野々山 香北町猪野々山 14 8 2 林道 

ヒカリ石 物部町久保和久保ヒカリ石 91 12 2 林道 

楮佐古山 物部町楮佐古楮佐古山 18.19 1  林道 

楮佐古山 物部町楮佐古楮佐古山   林道 

西笹山 物部町楮佐古西笹山   県道 

安野山 物部町久保安野山 27.28 5 2 林道 

岩洗山 物部町久保岩洗山 29 15 1 林道、市道 

 

② 民有林直轄以外 

所 在 地 
公 共 施 設 等 

人家戸数 公共施設建物 道  路 

土佐山田町西谷 1  市道 

土佐山田町東川 14  市道 

香北町大谷 29  林道 

香北町大久保 29  林道 

香北町大久保 54  林道 

香北町大屋敷 25  林道 

香北町古井 18  林道 

香北町河野 17  林道 

物部町笹 17  林道 

物部町安野尾   林道 

物部町仙頭 12  国道 

物部町岡ノ内 66 2 国道 

物部町百尾 22  国道 

物部町別役 39  林道 

物部町別役 7  林道 

物部町小峯 29   

物部町庄谷相 40  林道 

物部町久保高井 55  県道 

 

（６）地すべり危険地区（農村振興局所管） 

所 在 地 
指定面積 

（ha） 

人家 

（戸） 

農 業 施 設 

農 道 水 路 

香北町南岩改 7.00 10 200ｍ 200ｍ 

香北町大谷 9.00 12 300ｍ 200ｍ 

土佐山田町大後入 27.00 5 300ｍ 750ｍ 

香北町有瀬 32.80 15 800ｍ 500ｍ 

土佐山田町平山 51.00 14 500ｍ 800ｍ 
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（７）急傾斜地崩壊危険区域（国土交通省所管） 

番号 区 域 名 所 在 地 指定年月日 告示番号 
指定面積 

（ha） 

保全人家 

（戸） 

221 繁藤 土佐山田町繁藤 S54.7.31 423 4.70 29 

742 樫の谷 土佐山田町樫谷 H7.2.17 72 2.97 20 

804 永野（西） 香北町永野 H9.3.7 134 1.99 11 

874 繁藤（南） 土佐山田町繁藤 H12.2.4 57 0.40 10 

918 永野（中） 香北町永野 H14.3.5 87 1.45 13 

949 間 土佐山田町間 H15.3.25 178 0.99 12 

980 五百蔵 香北町五百蔵 H18.1.6 26 1.29 11 

981 高瀬 土佐山田町繁藤 H18.1.6 26 2.86 15 

980-1 五百蔵 香北町五百蔵 H19.2.2 75 0.28  

1019 香北町永野（東） 香北町永野字大東 他 H20.11.28 703 1.21  

1032 角茂谷 土佐山田町角茂谷字追廻シ他 H22.8.10 490 0.06 2 

1032-1 角茂谷  H23.11.18 744 0.36 6 

1032-2 角茂谷  H26.5.16 324 0.419 1 

1032-3 角茂谷  H27.12.22 711 0.05 2 

≪出典≫ 土砂災害警戒区域等の基礎調査 

 

（８）急傾斜地崩壊危険箇所（国土交通省所管） 
① 総括表 

平成19年12年13日現在 

地域名 斜 面 Ⅰ 斜 面 Ⅱ 斜 面 Ⅲ 計 

土佐山田町 40 204 9 253 

香北町 40 137 0 177 

物部町 69 223 0 292 

計 149 564 9 722 
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② 土佐山田町 
■ 急傾斜地崩壊危険箇所（Ⅰ）調査表 （斜面区分：自然斜面） 

箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

529 間 1 土佐山田町間牛作 200 8  市道 200 保(一) H15.3.25 

530 逆川 1 土佐山田町逆川土居 100 2  市道 100   

531 逆川 2 土佐山田町逆川植田 200 10  県道 150   

532 逆川 3 土佐山田町逆川石本 100 9  県道 100 保(一)  

533 逆川 4 土佐山田町逆川大ノ谷 150 7  市道 150   

534 平山 1 土佐山田町平山下ヒヨダ 150 4  市道 100   

535 繁藤（南） 土佐山田町繁藤ヒトキダ 100 7 郵便局 1 国道 100  H12.2.4 

536 樫谷 1 土佐山田町樫谷オセンドウ 200 8  県道 200  H7.2.17 

537 西又 1 土佐山田町西又天神 50 1  他道路 50   

538 駅前町 1 土佐山田町駅前町南カイコヤ 200 3 警察駐在所 2 国道 150 地(一)  

539 繁藤 土佐山田町繁藤追廻 200 4  国道 200   

540 大法寺 4 土佐山田町大法寺 200 3 公民館 1 市道 200   

541 繁藤 1 土佐山田町大法寺休場 60 13 公民館 1 県道 100  S54.7.31 

542 間 2 土佐山田町間牛作 60 5     

543 加茂 1 土佐山田町加茂 50 5  市道 100   

544 北本町一丁目 土佐山田町北本町一丁目 100 6  市道 100   

546 北本町二丁目1 土佐山田町北本町二丁目 50 4  市道 50   

547 北本町二丁目2 土佐山田町北本町二丁目 60 8  市道 60   

548 楠目1 土佐山田町楠目予岳 50 1  市道 50   

549 大平 1 土佐山田町佐野 40 1  市道 40   

550 宮ノ口 1 土佐山田町宮ノ口 40 2  市道 40   

551 杉田 1 土佐山田町杉田 70 1  
市道 30 

国道 70 
  

552 新改 1 土佐山田町新改横走 100 4  市道 100   

553 木村 5 土佐山田町木村 100 1  
市道 100 

国道 60 
  

554 影山 1 土佐山田町影山 25 1 集会所 1 県道 25   

555 逆川 19 土佐山田町逆川 25  公民館 1 県道 30   

556 逆川 20 土佐山田町逆川 40  旅館 1 県道 40   

557 楠目 2 土佐山田町楠目伏原 50  廃棄物処理場 1    

558 植 1 土佐山田町植杖坂 30 5 ゴルフ管理棟 1 市道 30   

559 入野 1 土佐山田町入野 60 4     

560 本村 1 土佐山田町本村 30 2  市道 50   

561 本村 2 土佐山田町本村 40 1  市道 40   
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

562 有谷 1 土佐山田町有谷 100 2 集会所 1 市道 70   

563 佐竹 1 土佐山田町佐竹 150 2 公民館 1 市道 150   

564 大後入 1 土佐山田町大後入 50 2  市道 50   

565 曽我部川 1 土佐山田町曽我部川 50 1 公民館 1 市道 30   

566 平山 2 土佐山田町平山 150 1 学校 保育所 2 市道 100   

567 平山 3 土佐山田町平山 40 1 公民館 1 市道 20   

568 平山 4 土佐山田町平山 40 5  市道 40   

569 高瀬 1 土佐山田町繁藤高瀬 70 3  県道 70  H18.1.6 

小計 40箇所        

 
■ 急傾斜地崩壊危険箇所（Ⅱ）調査表 （斜面区分：自然斜面） 

箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

1292 中村 土佐山田町楠目 30      

1293 油谷 1 土佐山田町油谷 22 4     

1294 油谷 2 土佐山田町油谷 20      

1296 植 3 土佐山田町植 40      

1297 八王子谷 土佐山田町北本町 2ナベ山 40 4     

1298 北組西 1 土佐山田町植北組西 30 0     

1299 神母ノ木 土佐山田町神母ノ木上舟渡 20 1     

1300 加茂 2 土佐山田町加茂杉尾 15 1  県道 20   

1301 逆川 5 土佐山田町逆川谷 50 4  市道 10   

1302 逆川 6 土佐山田町逆川石本 20 1  県道 20   

1303 逆川 7 土佐山田町逆川植田屋敷 30 4  県道 20   

1304 逆川 8 土佐山田町逆川崎の谷 20 2  県道 20   

1305 新改 2 土佐山田町新改小山田 25   市道 30   

1306 新改 3 土佐山田町新改小山田 35 3     

1307 新改 4 土佐山田町新改横走 20   市道 20   

1309 大法寺 5 土佐山田町大法寺ヒメガタニ 30 3     

1310 大法寺 6 土佐山田町大法寺えび谷 30 1  市道 21   

1311 大平 2 土佐山田町大平 30 1     

1312 本村 3 土佐山田町本村 30 2     

1313 平山 5 土佐山田町平山下ヒヨダ 30 1  市道 20   

1314 平山 6 土佐山田町平山中峰 80 4     

1315 平山 7 土佐山田町平山中峰 50 2  市道 20   
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

1316 西の谷 土佐山田町平山西の谷 100 3     

1317 東川 1 土佐山田町東川 50 3     

1318 平山 8 土佐山田町東川ミコヤシキ 60 3  県道 100   

1319 平山 9 土佐山田町東川 50 1  市道 15   

1320 平山 10 土佐山田町東川 70 2  県道 100   

1321 東川 2 土佐山田町東川東の谷 30 1  県道 100   

1322 曽我部川 2 土佐山田町曽我部川中屋 100   市道 50   

1323 北滝本 3 土佐山田町北滝本ヒウチ谷 20 1  市道 50   

1324 北滝本 4 土佐山田町北滝本ヒウチ谷 15 1  市道 20   

1325 北滝本 5 土佐山田町北滝本ヒウチ谷 25   市道 20   

1326 北滝本 6 土佐山田町北滝本 30   市道 20   

1327 北滝本 7 土佐山田町北滝本 50   国道 200   

1328 北滝本 8 土佐山田町北滝本 20   国道 200   

1329 北滝本 1 土佐山田町北滝本 30 1  国道 200   

1330 繁藤 2 土佐山田町繁藤東井の谷 25 6  国道 200   

1331 高瀬 2 土佐山田町繁藤西井の谷 50 2  国道 500  H18.1.6 

1332 樫谷 2 土佐山田町樫谷池ナロ 250 1     

1333 樫谷 3 土佐山田町樫谷岡田 15 1  県道 20   

1334 樫谷 4 土佐山田町樫谷岡田 20 3  県道 60   

1335 西又 2 土佐山田町西又大栃谷 80   林道 60   

1336 西又 3 土佐山田町西又モミガヒラ 30   林道 60   

1337 河の川 1 土佐山田町河の川シモガヒラ 70 4  林道 60   

1338 河の川 2 土佐山田町角茂谷ヘ助池 150 3  林道 60   

1339 河の川 3 土佐山田町角茂谷下ナガラモト 30   林道 60   

1340 河の川 4 土佐山田町角茂谷下ナガラモト 100   林道 60   

1341 追廻 1 土佐山田町追廻ツキ出 30 4  
国道  

鉄道 350 
他(一)  

1342 追廻 2 土佐山田町角茂谷藤ノ瀬 350 6  市道 5   

1343 駅前町 3 土佐山田町繁藤カイコヤ 400 1  
国道 

鉄道 350 

保(全) 

地(全) 
 

1344 駅前町 2 土佐山田町繁藤南カイコヤ 100 5  
国道 

鉄道 350 

保(全) 

地(全) 
 

1345 大平 3 土佐山田町大平高川原 30 2     

1346 
北本町 

二丁目 3 
土佐山田町土佐山田ナベ山 15 5     

1347 植 4 土佐山田町植植 10 1     

1348 前山1 土佐山田町土佐山田前山 30   市道 150   
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

1349 上改田 土佐山田町上改田 10 7  市道 50   

1350 油石 土佐山田町楠目油石 20      

1351 入野 4 土佐山田町入野ヒヨテ丸 15   市道 20   

1352 影山 2 土佐山田町影山東土居 10 5  河川 30   

1353 東川 3 土佐山田町東川アマガセ 15 2  県道 50   

1354 平山 11 土佐山田町平山西山 20 2  市道 10   

1355 中後入 1 土佐山田町中後入ヒウチ谷 35 1  市道 40   

1356 楠目 3 土佐山田町楠目平田 40 2  市道 20   

1357 楠目 4 土佐山田町楠目平田 20 2  市道 20   

1358 楠目 5 土佐山田町楠目平田 50 2  市道 50   

1359 楠目 6 土佐山田町楠目平田 30   市道 30   

1365 間 7 土佐山田町間 50   市道 50   

1366 間 8 土佐山田町間 100 4  市道 100   

1367 町田 3 土佐山田町町田 40 1  県道 40   

1368 加茂 3 土佐山田町加茂 40 2  市道 40   

1369 逆川 9 土佐山田町逆川 30 3  県道 30   

1370 逆川 10 土佐山田町逆川 40 3  市道 40   

1372 逆川 12 土佐山田町逆川 40 2  市道 40   

1373 逆川 14 土佐山田町逆川 50 1  市道 50   

1374 逆川 13 土佐山田町逆川 35 3  市道 35   

1375 逆川 15 土佐山田町逆川 60 3  市道 60   

1377 逆川 17 土佐山田町逆川アラタニ 50 2  市道 50   

1379 植 5 土佐山田町植 40 3  県道 40   

1381 前山 3 土佐山田町土佐山田前山 40 3  市道 40   

1384 楠目 7 土佐山田町楠目油石 40   市道 40   

1386 楠目 8 土佐山田町楠目予岳 35   市道 35   

1388 楠目 10 土佐山田町楠目伏原 40 3  市道 40   

1390 楠目 12 土佐山田町楠目 40   市道 40   

1391 植 6 土佐山田町植杖坂 25 1  市道 25   

1392 楠目 13 土佐山田町楠目油石 20 1  市道 20   

1393 佐野 1 土佐山田町佐野 50   市道 50   

1394 杉田 2 土佐山田町杉田 40 2  国道 40   

1395 杉田 3 土佐山田町杉田下杉田 40 5  国道 40   

1397 宮ﾉ口 3 土佐山田町宮ノ口宮ノ口 40 1  国道 40   

1399 佐竹 3 土佐山田町佐竹 20   市道 20   

1400 新改 5 土佐山田町新改西の谷 25   市道 25   
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

1402 新改 6 土佐山田町新改西の谷 25 2  市道 25   

1403 新改 7 土佐山田町新改西の谷 35 1  市道 35   

1404 新改8 土佐山田町新改 50 3  市道 50   

1405 新改9 土佐山田町新改 20   市道 20   

1406 新改10 土佐山田町新改 45   市道 20   

1407 大法寺7 土佐山田町大法寺 30 2  市道 30   

1408 大法寺 8 土佐山田町大法寺 20 2  市道 20   

1409 大法寺 9 土佐山田町大法寺 25 2  市道 25   

1410 大法寺 10 土佐山田町大法寺 30   市道 30   

1411 大法寺 11 土佐山田町大法寺 25   市道 25   

1412 大平 4 土佐山田町大平 40 2  市道 40   

1414 西後入 6 土佐山田町西後入 20 5  市道 20   

1415 本村 4 土佐山田町本村 20   市道 20   

1416 有谷 2 土佐山田町有谷 50 1  県道 50   

1418 有谷 3 土佐山田町有谷 30 1  市道 30   

1419 有谷 4 土佐山田町有谷 2 30 1  市道 30   

1420 有谷 5 土佐山田町有谷 20 1  市道 20   

1421 有谷 6 土佐山田町有谷 3 50 1  市道 50   

1422 有谷 7 土佐山田町有谷 4 20 1  市道 20   

1423 曽我部川 3 土佐山田町曽我部川 40 1  市道 40   

1424 入野 2 土佐山田町入野 30   市道 30   

1425 曽我部川 4 土佐山田町曽我部川 30 1  市道 30   

1426 曽我部川 5 土佐山田町曽我部川 35 2  市道 35   

1427 曽我部川 6 土佐山田町東川 30   市道 30   

1428 曽我部川 7 土佐山田町東川 25 2  市道 25   

1429 曽我部川 8 土佐山田町東川休場 50 4  市道 50   

1430 曽我部川 9 土佐山田町東川休場 50 2  市道 50   

1431 大法寺 1 土佐山田町大法寺 30 1  市道 30   

1432 大法寺 12 土佐山田町大法寺 50 3  市道 50   

1433 東川 4 土佐山田町東川 35 3  市道 35   

1434 東川 5 土佐山田町東川 30   市道 30   

1435 東川 6 土佐山田町東川 40   県道 40   

1436 大法寺 2 土佐山田町大法寺 20 1  市道 20   

1437 大法寺 13 土佐山田町大法寺 35 1  市道 35   

1438 大法寺 14 土佐山田町大法寺 30   市道 30   

1440 西後入 1 土佐山田町西後入コミガ谷 30   市道 30   
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

1441 西後入 2 土佐山田町西後入コミガ谷 30   市道 30   

1442 西後入 3 土佐山田町西後入コミガ谷 30 2  市道 30   

1443 西後入 4 土佐山田町西後入 30 1  市道 30   

1444 西後入 5 土佐山田町西後入 50 4  市道 50   

1445 大後入 2 土佐山田町大後入 25   市道 25   

1446 大後入 3 土佐山田町大後入 30 1  市道 30   

1448 曽我部川 10 土佐山田町曽我部川 25 3  市道 25   

1449 曽我部川 11 土佐山田町曽我部川 30 2  市道 30   

1451 曽我部川 13 土佐山田町曽我部川 30 1  市道 30   

1452 曽我部川 14 土佐山田町曽我部川 40   市道 40   

1453 曽我部川 15 土佐山田町曽我部川 50 1  市道 50   

1455 平山 12 土佐山田町平山 40   市道 40   

1456 東川 7 土佐山田町東川 50 1  市道 50   

1457 東川 8 土佐山田町東川 30 1  市道 30   

1458 東川 9 土佐山田町東川西の谷 40 1  市道 40   

1460 北滝本 9 土佐山田町北滝本 80   市道 80   

1461 北滝本 10 土佐山田町北滝本 100 3  市道 100   

1462 平山 13 土佐山田町平山 40   市道 40   

1463 角茂谷 1 土佐山田町角茂谷 40 5  市道 40   

1464 北滝本 11 土佐山田町北滝本 50   国道 50   

1465 北滝本 2 土佐山田町北滝本 50 1     

1466 角茂谷 2 土佐山田町角茂谷 30 1  市道 30   

1467 上穴内 土佐山田町上穴内 30 1  県道 30   

1468 樫谷 5 土佐山田町樫谷 50   県道 50   

1469 樫谷 6 土佐山田町樫谷 50 2  県道 50   

1472 影山 4 土佐山田町影山 30 3  市道 30   

1473 逆川 18 土佐山田町逆川 40   市道 40   

1474 大平 5 土佐山田町大平 40 3  市道 40   

1475 新改 11 土佐山田町新改 50 1  市道 50   

1476 入野 3 土佐山田町入野 45 1  県道 45   

1478 本村 6 土佐山田町本村 25   市道 30   

1479 西後入 8 土佐山田町西後入 30 2  市道 30   

1480 中後入 3 土佐山田町中後入 30 1  市道 20   

1481 中後入 4 土佐山田町中後入 20 2  市道 15   

1482 中後入 5 土佐山田町中後入 15   市道 20   

1483 佐竹 4 土佐山田町佐竹 40 2  市道 40   
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

1484 佐竹 5 土佐山田町佐竹 20 1  市道 20   

1485 佐竹 6 土佐山田町佐竹 15   市道 15   

1487 佐竹 7 土佐山田町佐竹 30 1  市道 30   

1488 曽我部川 16 土佐山田町曽我部川 30 1  市道 30   

1489 曽我部川 17 土佐山田町曽我部川 30 2  市道 30   

1490 大法寺 3 土佐山田町大法寺 40 1  市道 40   

1492 東川 11 土佐山田町東川 20   市道 20   

1493 東川 12 土佐山田町東川 35 1  市道 35   

1495 西後入 7 土佐山田町西後入 40 2  市道 40   

1496 中後入 6 土佐山田町中後入 20   市道 20   

1497 中後入 7 土佐山田町中後入 35   市道 35   

1498 曽我部川 18 土佐山田町曽我部川 40 1  市道 40   

1499 平山 14 土佐山田町平山 150 3  市道 150   

1501 東川 14 土佐山田町東川東ノ谷 40 1  市道 40   

1502 北滝本 12 土佐山田町北滝本ヒウチ谷 50 3  国道 50   

1503 北滝本 13 土佐山田町北滝本 50 1  国道 50   

1504 角茂谷 3 土佐山田町角茂谷河の川 40 1  市道 40   

1505 角茂谷 4 土佐山田町角茂谷河の川 150 2  市道 150   

1506 角茂谷 5 土佐山田町角茂谷 100   市道 100   

1507 西又 4 土佐山田町西又 50 4  市道 50   

小計 183箇所        
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■ 急傾斜地崩壊危険箇所（Ⅱ）調査表 （斜面区分：人工斜面） 

箇所 

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

1360 影山 3 土佐山田町影山 40   市道 40   

1361 間 3 土佐山田町間 40   市道 40   

1362 間 4 土佐山田町間 50   市道 50   

1363 間 5 土佐山田町間 40 2  市道 40   

1364 間 6 土佐山田町間 30 1  市道 30   

1371 逆川 11 土佐山田町逆川 30 1  市道 30   

1376 逆川 16 土佐山田町逆川 50 3  市道 50   

1380 前山 2 土佐山田町土佐山田前山 40 10  市道 40   

1383 北本町二丁目4 土佐山田町土佐山田北本町二丁目 30 2  市道 30   

1387 楠目 9 土佐山田町楠目伏原 25   市道 25   

1389 楠目 11 土佐山田町楠目 25 1  市道 25   

1396 宮ノ口 2 土佐山田町杉田下杉田 40   国道 40   

1398 佐竹 2 土佐山田町佐竹 15 2  市道 15   

1413 佐野 2 土佐山田町佐野仁井田 50 1  市道 50   

1417 中後入 2 土佐山田町中後入 30 2  県道 30   

1450 曽我部川 12 土佐山田町曽我部川 50   市道 50   

1459 東川 10 土佐山田町東川西の谷 30 8  市道 30   

1471 間 9 土佐山田町間 10 2  市道 10   

1486 大平 6 土佐山田町佐竹 30 2  市道 30   

1494 大後入 4 土佐山田町大後入 30 1  市道 30   

1500 東川 13 土佐山田町東川 40 2  市道 40   

小計 21箇所        

 

■ 急傾斜地崩壊危険箇所に準ずる斜面（Ⅲ）調査表 

箇所 

番号 
箇所名 位置 

準ずる斜面 

の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 

他事業の区域指定 市町村人口 

(戸) 

公共施設 

(ｍ) 

15 間 10 土佐山田町間 200  市道 200  

16 林田 土佐山田町林田 320 1 市道 320  

17 加茂 4 土佐山田町加茂 150  市道 150  

18 町田 1 土佐山田町町田 180 7 市道 180  

19 町田 2 土佐山田町町田 550 3   

20 楠目 14 土佐山田町楠目 320 2 河川 320  

21 楠目 15 土佐山田町楠目 400  市道 400  

22 大法寺 15 土佐山田町大法寺 430 6 河川 430  
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箇所 

番号 
箇所名 位置 

準ずる斜面 

の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 

他事業の区域指定 市町村人口 

(戸) 

公共施設 

(ｍ) 

23 大法寺 16 土佐山田町大法寺 300  河川 300  

小計 9箇所      
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③ 香北町 
■ 急傾斜地崩壊危険箇所（Ⅰ）調査表 （斜面区分：自然斜面） 

箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

473 白川下 香北町白川白川下 350 9 公民館 1 
県道 500 

市道 100 
  

474 毛田 香北町白川毛田 200 9 公民館 1 市道 300   

475 五百蔵 1 香北町五百蔵五百蔵 500 22 公民館 1 
県道 

市道 600 
 H18.1.6 

476 橋川野 香北町橋川野橋川野 60 10     

477 萩野 1 香北町萩野萩野 80 6  県道 100   

478 市原 香北町岩改市原 50 4  市道 50   

479 日の御子 1 香北町日の御子日の御子 300 14  市道 150 保(一)  

480 峰 香北町日の御子峰 200 1  
県道 200 

市道 300 
  

481 中谷 1 香北町中谷中谷 100 6 公民館 1 市道 100   

482 ツガノ瀬 香北町谷相ツガノ瀬 200 1 小学校 1 市道 300   

483 竹ノ中 香北町谷相竹ノ中 150 4  市道 150   

484 寺ノ上 香北町朴ノ木寺ノ上 300 3  市道 300   

485 栗ノ木 香北町西川栗ノ木 50 1     

486 千萱 香北町西川千萱 60 2  県道 30   

487 永野（中） 香北町永野中西 300 16  市道 300  H14.3.5 

488 根須1 香北町根須根須 100 2  市道 100   

489 大井平1 香北町大井平大井平 100 4  市道 100   

490 梅久保1 香北町梅久保梅久保 100 1  市道 80   

491 梅久保2 香北町下奈呂下奈呂 50 2  市道 70   

492 日浦込 1 香北町日浦込日浦込 150 5  県道 100   

493 清爪 1 香北町清爪清爪 150 8  市道 60   

494 蕨野 香北町蕨野蕨野 60 13  国道 80   

495 日比原 1 香北町日比原日比原 100 2  市道 100   

496 上柚ノ木 香北町猪野々上柚ノ木 120 11     

497 下柚ノ木 香北町猪野々下柚ノ木 160 5  市道 100   

498 猪野々18 香北町猪野々奈呂 150 6 小学校 1 
県道 150 

市道 100 
砂(一)  

499 永瀬 1 香北町永瀬永瀬 60 6 公民館 1 
県道 90 

市道 100 
  

500 椋屋敷 香北町有瀬椋屋敷 100 3 公民館 1 市道 200   

501 朴ノ木 3 香北町朴ノ木 100   市道 50   

502 吉野 1 香北町吉野 120 1  市道 120   
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

503 中谷 2 香北町中谷 120 1 公民館 1 市道 120   

504 永野 1 香北町永野中野 70 2  市道 70   

505 香北町永野（東） 香北町永野中西 150 10  市道 150   

506 白石 1 香北町日浦込和田 70 7  
県道 70 

市道 70 
  

507 猪野々1 香北町猪野々大奈呂 80 8  市道 80   

508 猪野々2 香北町猪野々末床 40 3 公民館 1 市道 40   

509 河野 1 香北町河野 50 1 集会所 1 林道 50   

510 太郎丸 1 香北町太郎丸竹屋敷 55 4  市道 55   

511 萩野 2 香北町萩野 50 5  市道 70   

512 北岩改 香北町岩改北岩改 45 4  市道 50   

小計 40箇所        

 
■ 急傾斜地崩壊危険箇所（Ⅱ）調査表 （斜面区分：自然斜面） 

箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

1034 西平 香北町白川西平 40 1  県道 50   

1035 西平上 香北町白川西平 40 4     

1036 大根木 香北町白川大根木 55 1  市道 100   

1037 夫婦栗 香北町五百蔵夫婦栗 50 1     

1038 市川下 香北町五百蔵市川下 40      

1039 市川 香北町五百蔵市川 60 4     

1040 坂本 1 香北町五百蔵坂本 45   
県道 100 

市道 50 
  

1041 ゲロク 香北町岩改ゲロク 35   市道 20   

1042 ジョリキ 香北町岩改ジョリキ 60 2     

1043 ソゲウエ 香北町岩改ソゲウエ 60 3     

1044 熊渕 香北町岩改熊渕 60 2     

1045 若ガラ 香北町岩改若ガラ 40 3  市道 50   

1046 堂ノ本 香北町岩改堂ノ本 60 2     

1047 押宇土下 香北町岩改押宇土 60 1  市道 100   

1048 押宇土上 香北町岩改押宇土 60 1     

1049 宮ノ本 香北町岩改宮ノ本 80 3     

1050 樫ヶ谷 香北町岩改樫ヶ谷 40 2     

1051 上平 香北町五百蔵上平 50 5     
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

1052 新田 香北町有瀬新田 50 1  市道 50   

1053 岸田 香北町有瀬岸田 30 7     

1054 馬坂 香北町有瀬馬坂 50 3  県道 60   

1055 有瀬 1 香北町有瀬有瀬 50 2     

1056 坂本 2 香北町有瀬坂本 60 4     

1057 西峯 香北町西峯西峯 80 1     

1058 柳川 香北町日の御子柳川 50 1  市道 70   

1059 横谷 1 香北町横谷横谷 45 1     

1060 中谷下 香北町中谷中谷 60 4  市道 30   

1061 中谷上 香北町中谷中谷 45      

1062 前山 4 香北町中谷 30      

1063 朴ノ木 4 香北町朴ノ木 60 6     

1064 大谷下 香北町西川栗の木 100 2  市道 100   

1065 大谷中 香北町西川佐敷 80 5  市道 80   

1066 大谷上 香北町西川胡麻尻 60 2  市道 60   

1067 大谷南 香北町西川佐敷 60 3     

1068 久保川 香北町西川佐敷 40 1     

1069 佐敷 香北町西川文代 35 1  県道 100   

1070 西川 10 香北町西川久保川 40 1  県道 50   

1071 西川 11 香北町西川久保川 50 4  県道 30   

1072 橋ノ本 香北町永野中西 60 1     

1073 柚ノ木谷西 香北町梅久保柚ノ木谷 70 3     

1074 柚ノ木谷東 香北町日浦込和田 50 1     

1075 日浦込 2 香北町日浦込和田 40 1  県道 40   

1076 白石 2 香北町白石下奈路 35 1     

1077 下白石 香北町白石下白石 40 2     

1078 大谷口 香北町清爪宮ノ奈路 50 2  県道 40   

1079 初田 香北町猪野々初田 30 2     

1080 西浦 香北町猪野々奈路 50 2     

1081 西浦下 香北町猪野々西浦 35 1     

1082 松床 香北町猪野々西浦 50 1     

1083 永瀬 2 香北町永瀬 45 2     

1084 五百蔵 2 香北町五百蔵市川 50   県道 50   

1085 五百蔵 3 香北町五百蔵市川 45 2  市道 45   

1086 太郎丸 2 香北町太郎丸岩改口 45 3  市道 45   

1087 太郎丸 3 香北町太郎丸岩改口 50 8  国道 50   
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

1088 萩野3 香北町萩野 30 2  県道 30   

1089 萩野 4 香北町萩野 30 4  市道 30   

1090 美良布 1 香北町美良布竹屋敷 45   市道 45   

1091 美良布 2 香北町美良布竹屋敷 55 4  市道 55   

1092 有川 香北町有川 50 1  市道 50   

1093 朴ﾉ木 1 香北町朴ノ木 80 2  市道 80   

1094 美良布 3 香北町美良布 60   市道 80   

1095 韮生野 1 香北町韮生野 40 5  市道 40   

1096 韮生野 2 香北町韮生野 30 2  市道 30   

1097 吉野 2 香北町吉野 35 4  市道 35   

1098 吉野 3 香北町吉野 50   市道 50   

1099 吉野 4 香北町吉野 40   市道 40   

1100 根須 2 香北町根須小吉野 25 1  国道 25   

1101 日の御子 4 香北町日の御子柳川 30   林道 30   

1102 日の御子 5 香北町日の御子柳川 30 1  林道 30   

1103 日の御子 2 香北町日の御子ジンガ 35 2  林道 35   

1104 横谷 2 香北町横谷 25   林道 25   

1105 朴ノ木 2 香北町朴ノ木 100 1  林道 100   

1106 根須 3 香北町根須小吉野 70 1  国道 70   

1107 大井平 2 香北町大井平 40 1  林道 40   

1108 大束 香北町大束大屋敷 30   市道 30   

1109 根須 4 香北町根須 50 4  市道 50   

1110 根須 5 香北町根須 50 3  市道 50   

1111 清爪 2 香北町清爪 40 2  市道 40   

1112 永瀬 3 香北町 50   県道 50   

1113 猪野々3 香北町猪野々 40 2  市道 40   

1114 日比原 2 香北町日比原 30 2  市道 30   

1115 日比原 3 香北町日比原 40 3  市道 40   

1116 日比原 4 香北町日比原 50 3  市道 50   

1117 永瀬 4 香北町永瀬 100   県道 100   

1118 猪野々4 香北町猪野々初田 35 2  市道 35   

1119 永瀬 5 香北町永瀬 45 2  市道 45   

1120 猪野々5 香北町猪野々大奈路 30 1  市道 30   

1121 猪野々6 香北町猪野々猪野曽 35 2  市道 35   

1122 猪野々7 香北町猪野々猪野曽 50 1     

1123 猪野々8 香北町猪野々水ワカレ 50 2  市道 50   
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

1124 猪野々9 香北町猪野々松床 40 1  市道 40   

1126 猪野々11 香北町猪野々引立 35 1  市道 35   

1127 猪野々12 香北町猪野々引立 40   県道 40   

1128 猪野々13 香北町猪野々大久保 30   市道 30   

1129 猪野々14 香北町猪野々大久保 50 2  市道 50   

1130 猪野々15 香北町猪野々大久保 35   市道 35   

1131 河野2 香北町河野 30 1  市道 30   

1132 川ノ内 1 香北町川ノ内 30   市道 30   

1133 川ノ内 2 香北町川ノ内 40 1  市道 40   

1134 萩野 5 香北町萩野 30 3  市道 30   

1135 岩改 1 香北町岩改北岩改 35 1  市道 35   

1136 岩改 2 香北町岩改萱沢 40   市道 40   

1137 岩改 3 香北町岩改萱沢 55 3  市道 55   

1138 岩改 4 香北町岩改南岩改 25   市道 20   

1139 口西川 香北町口西川柳沢 30   市道 30   

1140 西川 1 香北町西川栗の木 50 4  市道 50   

1141 西川 2 香北町西川佐敷 35 2  市道 35   

1142 西川 3 香北町西川坂谷 50 1  市道 50   

1143 西川 4 香北町西川下久保川 130 1  市道 130   

1144 西川 5 香北町胡麻尻上久保川 30 1  市道 30   

1145 西川 6 香北町西川黒見 60 2  市道 60   

1146 西川 7 香北町西川黒見 30   市道 30   

1147 西川 8 香北町西川大谷 50 2  市道 50   

1148 西川 9 香北町西川黒見 30   市道 30   

1149 白川 香北町白川計多 50   市道 50   

1150 五百蔵 4 香北町五百蔵谷 30   市道 30   

1151 有瀬 2 香北町有瀬 30 1  市道 30   

1152 有瀬 3 香北町有瀬 40 1  市道 40   

1153 五百蔵 5 香北町五百蔵 50   市道 50   

1156 横谷 3 香北町中谷 40 1  市道 40   

1157 横谷 4 香北町中谷 40 1  市道 40   

1158 横谷 5 香北町中谷 45 2  市道 35   

1159 谷相 2 香北町谷間 35 2  市道 30   

1160 永野 2 香北町永野中野 30 2  市道 40   

1162 朴ノ木 5 香北町朴ノ木 50 3  市道 50   

1163 谷相 3 香北町谷間 30 1  市道 30   
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

1164 清爪 3 香北町清爪 45 2  市道 45   

1165 清爪 4 香北町清爪 45 1  市道 45   

1166 清爪 5 香北町清爪 50 4  市道 50   

1167 猪野々16 香北町猪野々猪野曽 45 4  市道 45   

1169 岩改 5 香北町岩改北岩改 30 5  市道 30   

1170 岩改 6 香北町岩改市原 55 1  市道 55   

1171 岩改 7 香北町岩改市原 45 1  市道 45   

小計 133箇所        

 

■ 急傾斜地崩壊危険箇所（Ⅱ）調査表 （斜面区分：人工斜面） 

箇所 

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

1125 猪野々10 香北町猪野々猪野曽 35 1  市道 35   

1154 日の御子 3 香北町日の御子 40 6  県道 40   

1161 永野 3 香北町永野中野 25   市道 25   

1168 猪野々17 香北町猪野々猪野曽 30 4  市道 30   

小計 4箇所        
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④ 物部町 
■ 急傾斜地崩壊危険箇所（Ⅰ）調査表 （斜面区分：自然斜面） 

箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

388 大栃 1 物部町大栃仁井屋 400 6 集会所 1    

389 大比 物部町大栃北村 200 12 公会堂 1    

390 山崎 1 物部町山崎奈呂 200 32 集会所 1    

391 影山崎 1 物部町山崎影山崎 60 4     

392 塩 1 物部町山崎塩 150 8 集会所 1    

393 塩 2 物部町山崎塩 120 3     

394 日ノ地 1 物部町仙頭日ノ地 100 4 集会所 1    

395 影仙頭 1 物部町仙頭影仙頭 80 4     

396 影仙頭 2 物部町仙頭影仙頭 100 4 集会所 1    

397 佐岡 物部町押谷佐岡 150 7     

398 奈呂 1 物部町押谷奈呂 80 4 集会所 1    

399 影小浜 物部町小浜影小浜 60 1     

400 根木屋 5 物部町根木屋根木屋 60 4     

401 須賀井 物部町根木屋須賀井 60 3     

402 奈呂 2 物部町岡ノ内奈呂 100 2 消防屯所 1    

403 奈呂3 物部町岡ノ内奈呂上 80 14 
郵便局 

集会所 2 
   

404 西谷1 物部町岡ノ内西谷 100 1     

405 川口1 物部町岡ノ内川口 100 1     

406 川口2 物部町岡ノ内川口 100 3     

407 津々呂 物部町別役津々呂 150 4     

408 別府 1 物部町別府奈呂下 80 1     

409 別府 2 物部町別府奈呂 100 4 学校 1    

410 別府 3 物部町別府別府 60 4 教員住宅 1    

411 久保影 1 物部町久保影 150 4 集会所 1    

412 久保影 2 物部町久保影 50 5     

413 久保沼井 1 物部町久保沼井 80 5 集会所 1    

414 久保沼井 2 物部町久保沼井 80 1     

415 久保安野尾 1 物部町久保安野尾 60 2     

416 久保安野尾 2 物部町久保安野尾 40 2     

417 久保安野尾 3 物部町久保堂ノ岡 50 1     

418 久保堂ノ岡 物部町久保上久保 60 4 集会所 1    

419 久保高井 1 物部町久保高井 80 9 集会所 1    

420 大西 1 物部町大西 120 1 集会所 1    
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

421 五王堂 1 物部町五王堂五王堂上 100 7     

422 五王堂 2 物部町五王堂五王堂中 100 9     

423 五王堂 3 物部町五王堂五王堂下 150 8 消防屯所 1    

424 影 物部町安丸影 350 8 JA事務所 1    

425 程野 1 物部町安丸程野 150  集会所 1    

426 立花 1 物部町柳瀬立花上 50 4     

427 平井 物部町柳瀬平井 200 13 集会所 1    

428 相尻 物部町神池相尻 100 5     

429 神通寺 1 物部町神池神通寺 80 4     

430 ニカケ 物部町神池ニカケ 100      

431 西番 物部町神池西番 50 3     

432 中番 1 物部町楮佐古楮佐古上 100 7 集会所 1    

433 下奈路下 1 物部町楮佐古土居番 100 4     

434 下奈呂上 物部町楮佐古下奈呂 250 8     

435 下奈呂下 2 物部町楮佐古下奈呂 150 1     

436 山崎 2 物部町山崎上山崎 150 14 
寄宿舎 

職宿 2 
   

437 中屋 1 物部町頓定 100 1 集会所 1    

438 中内 1 物部町岡ノ内仲内 200 2     

439 野々内 物部町市宇野々内 100 2     

440 小浜 1 物部町小浜アリノ前 150 3     

441 小浜 2 物部町小浜アリノ前 100 1 集会所 1    

442 岡ノ内 1 物部町岡ノ内百尾 200 2     

443 立花 2 物部町柳瀬立花下 100 3     

444 中番 2 物部町黒代中番 80 3 集会所 1    

445 久保中内 1 物部町久保中内 100 3 集会所 1    

446 明賀 1 物部町笹明賀 100 3     

447 岡舞 1 物部町庄谷相岡舞 90 2     

448 奈路 4 物部町岡ノ内 100 9     

651 奈路 5 物部町庄谷相八重谷 50 1 集会所 1    

652 明改 1 物部町浦山明改 60 2     

653 高尾 1 物部町山崎高尾 150 6 JA集荷場 2    

654 高尾 2 物部町山崎高尾 150 2 JA集荷場 1    

655 西大比 1 物部町大栃西大比 100 5 集会所 1    

656 東大比 1 物部町大栃東大比 100 6 JA給油所 1    

657 日ノ出町 1 物部町大栃日ノ出町 200 32     
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

658 大栃 2 物部町大栃中ノ上 150 3     

小計 69箇所        

 

■ 急傾斜地崩壊危険箇所（Ⅱ）調査表 （斜面区分：自然斜面） 

箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

538 屋敷 1 物部町庄谷相屋敷 50 1  市道 40   

539 屋敷 2 物部町庄谷相屋敷 35 1  市道 35   

540 奈呂ノ上 1 物部町庄谷相屋敷 40 2  市道 40   

541 奈呂ノ上 2 物部町庄谷相屋敷 30 2  市道 20   

542 奈呂ノ上 3 物部町庄谷相屋敷 50 2  市道 50   

543 奴田ノ尾 1 物部町庄谷相奴田ノ尾 50 1  市道 30   

544 奴田ノ尾 2 物部町庄谷相奴田ノ尾 50 1  市道 50   

545 奴田ノ尾 3 物部町庄谷相奴田ノ尾 40   市道 20   

546 奴田ノ尾 4 物部町庄谷相奴田ノ尾 40   市道 40   

548 八重谷 1 物部町庄谷相岡舞 60 1  市道 40   

549 八重谷 2 物部町庄谷相岡舞 30 1  市道 30   

550 岡舞 2 物部町庄谷相岡舞 40   市道 20   

551 日裏 1 物部町中谷川日裏 40 1  市道 40   

552 日裏 2 物部町中谷川日裏 50 2  市道 40   

553 日裏 3 物部町中谷川日裏 50 1  国道 30   

554 日裏 4 物部町中谷川日裏 100 1  国道 30   

555 日裏 5 物部町中谷川日裏 30 3  市道 100   

556 中谷川 1 物部町中谷川日裏 25   市道 30   

557 中谷川 2 物部町中谷川日裏 70   市道 25   

558 拓 1 物部町拓 50 1  林道 50   

559 拓 2 物部町拓奈路 40 1  林道 40   

560 拓 3 物部町拓北舞 30 1  林道 30   

561 拓 4 物部町拓北舞 40   林道 40   

562 拓 5 物部町拓北舞 50   林道 50   

563 拓 6 物部町拓奈路 20 1  林道 20   

564 拓 7 物部町拓奈路 50 1  林道 50   

565 宇井 1 物部町頓定宇井 30 1  県道 20   

566 宇井 2 物部町頓定宇井 50 2  県道 15   

567 坂 物部町頓定坂 50 1     
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

568 中屋 2 物部町頓定 100 1  市道 20   

569 中屋 3 物部町頓定 100 2  市道 100   

570 中屋 4 物部町頓定中屋 30 1  市道 30   

571 中屋 5 物部町頓定中屋 60 2  市道 100   

572 スゲノソヲ 1 物部町頓定スゲノソヲ 50 2  市道 50   

573 スゲノソヲ 2 物部町頓定スゲノソヲ 50 2  市道 50   

574 スゲノソヲ 3 物部町頓定大平 50 1  市道 50   

575 スゲノソヲ 4 物部町頓定大平 100 1  市道 50   

576 大古畑 1 物部町舞川浦山 20   林道 30   

577 栃本 1 物部町舞川栃本 100   林道 30   

578 栃本 2 物部町舞川栃本 40 2  林道 20   

579 栃本 3 物部町舞川栃本 100   県道 30   

580 大古畑 2 物部町仙頭大古畑 30 2  県道 40   

581 大古畑 3 物部町仙頭大古畑 30   県道 30   

582 伊勢丸 1 物部町仙頭浦山 18 1  林道 18   

583 伊勢丸 2 物部町仙頭浦山 50 1  林道 50   

584 伊勢丸 3 物部町仙頭伊勢丸 30   林道 40   

585 伊勢丸 4 物部町仙頭伊勢丸 100 2  林道 30   

586 伊勢丸 5 物部町仙頭伊勢丸 60 2  林道 20   

587 栃谷 1 物部町仙頭栃谷 40 2  林道 40   

588 栃谷 2 物部町仙頭栃谷 35 1  林道 35   

589 栃谷 3 物部町仙頭栃谷 60   林道 40   

590 栃谷 4 物部町仙頭栃谷 35   市道 35   

591 明改 2 物部町仙頭明改 30 1  林道 30   

593 明改 3 物部町仙頭明改 20 1  県道 20   

594 明改4 物部町仙頭明改 50 1  県道 50   

595 明改 5 物部町仙頭明改 50 1  県道 50   

596 明改 6 物部町仙頭明改 60 2  県道 20   

598 東頓定 5 物部町頓定 40 1  市道 40   

599 堀田 1 物部町山崎堀田 40 2     

600 天王 物部町山崎天王 80      

601 東大比 物部町大栃東大比 50 3  県道 50   

602 大栃 3 物部町大栃 50 21  国道 40   

603 大栃 4 物部町大栃日ノ出町 100 4  国道 50   

604 宇筒舞 1 物部町仙頭宇筒舞 50 1  林道 20   

605 南池 物部町南池 30 1  県道 30   
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

606 大西 2 物部町大西 40      

608 影山崎 2 物部町山崎日の地 50      

609 影山崎 3 物部町山崎日の地 60 2  農道 60   

610 影仙頭 3 物部町山崎日の地 40 1  市道 40   

611 影仙頭 4 物部町仙頭影仙頭 50 2  林道 50   

612 影仙頭 5 物部町仙頭影仙頭 30 1  林道 50   

613 影仙頭 6 物部町仙頭影仙頭 50 5  林道 30   

614 影仙頭 7 物部町仙頭影仙頭 45 1  林道 45   

615 影仙頭 8 物部町仙頭影仙頭 50 2  農道 50   

616 則友 物部町山崎則友 60 2  林道 60   

617 宇筒舞 2 物部町仙頭宇筒舞 50 1     

618 野竹 物部町山崎則友 40   林道 30   

619 佐賀野 1 物部町仙頭小川 30 1  市道 30   

620 佐賀野 2 物部町仙頭小川 30   林道 30   

621 佐賀野 3 物部町山崎佐賀野 40 1  林道 30   

622 佐賀野 4 物部町山崎小川 30   林道 60   

623 佐賀野 5 物部町山崎佐賀野 50 1     

626 塩 3 物部町山崎塩 50      

627 影仙頭 9 物部町山崎影仙頭 60 1     

628 日ノ地 2 物部町仙頭日ノ地 50 1  国道 50   

629 日ノ地 3 物部町仙頭日ノ地 50 1  国道 50   

630 槇尾 物部町押谷槇尾 60      

631 奈呂 2 物部町押谷谷 50 5     

632 奈呂 3 物部町押谷奈路 50 5  林道 50   

633 谷 1 物部町押谷谷 50 2     

634 谷 2 物部町押谷谷 30 4  国道 30   

635 谷 3 物部町押谷谷 30 1  林道 30   

636 谷 4 物部町押谷谷 50   林道 50   

637 楮ケ谷１ 物部町押谷楮ケ谷 50 2  林道 50   

638 楮ケ谷２ 物部町押谷楮ケ谷 50      

639 楮ケ谷３ 物部町押谷楮ケ谷 50 1     

640 楮ケ谷４ 物部町押谷楮ケ谷 50 2     

641 小浜 3 物部町小浜 20 1  農道 20   

642 小浜 4 物部町小浜アリノ前 60 2  農道 60   

643 小浜 5 物部町小浜アリノ前 50 2     

644 小浜 6 物部町小浜アリノ前 50 1  国道 50   
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

645 上中谷 物部町小浜上中谷 50 4  林道 50   

646 成山 1 物部町市宇成山 50   市道 50   

647 成山 2 物部町市宇成山 30   市道 30   

648 連合 物部町根木屋連合 60 3  農道 60   

649 影藪 物部町根木屋野久保 60 2  国道 60   

650 奈呂 6 物部町根木屋野久保 80 6  国道 80   

651 八重谷 3 物部町根木屋野久保 50 4     

652 奈呂 7 物部町根木屋野久保 50 1     

653 野久保 2 物部町根木屋野久保 60   市道 60   

654 野久保 3 物部町根木屋野久保 30 1  市道 30   

655 岡ノ内 2 物部町岡ノ内奈呂 60   国道 60   

656 岡ノ内 3 物部町岡ノ内仲内 50 1     

657 西谷 物部町岡ノ内西谷 150 1  市道 150   

658 岡ノ内 4 物部町岡ノ内百尾 50 1  林道 50   

659 岡ノ内 5 物部町岡ノ内百尾 40 1  林道 40   

660 岡ノ内 6 物部町岡ノ内百尾 40   林道 100   

661 岡ノ内 10 物部町岡ノ内百尾 40 1     

662 岡ノ内 7 物部町岡ノ内百尾 40 2     

663 岡ノ内 8 物部町岡ノ内百尾 50 1  市道 50   

664 中内 2 物部町岡ノ内仲内 45 1  市道 45   

665 岡ノ内 9 物部町岡ノ内奈呂 65   国道 65   

666 山崎 3 物部町山崎 30 18  林道 30   

667 セジロウ 1 物部町別役瀬次郎 45 1  林道 45   

668 セジロウ 2 物部町別役瀬次郎 30   林道 30   

669 ウネ 1 物部町別役宇根 40 1  林道 40   

670 ウネ 2 物部町別役阿野地 100 1  林道 50   

671 ウネ 3 物部町別役宇根 40 1  林道 60   

672 土居 1 物部町別府土居 40 2  林道 40   

673 土居 2 物部町市宇古土居 50 1  林道 50   

674 野々内 物部町市宇古土居 40      

675 土居 3 物部町市宇土居 35   国道 35   

676 谷 5 物部町押谷谷 30 1     

677 カゲムネ 物部町押谷小峯 50      

678 桑ノ川 1 物部町岡ノ内 40 1  市道 40   

679 桑ノ川 2 物部町岡ノ内 50 1     

680 堀田 2 物部町大栃天王 40      
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

681 桑ノ川 3 物部町桑ノ川 30   市道 30   

682 中平 物部町桑ノ川 30   市道 30   

683 市宇 物部町市宇野々内 60   林道 60   

684 山崎 4 物部町山崎中平 100 2  市道 100   

686 程野 3 物部町市宇月谷 35   林道 35   

687 程野 4 物部町市宇程野 35   林道 35   

688 鴨ヶ峯 物部町市宇 40   市道 50   

689 船ヶ谷 1 物部町市宇船ヶ谷 40 1  市道 50   

690 土居 4 物部町別府土居 30 1  国道 50   

691 落合 2 物部町別府落合 60   国道 60   

692 別府 4 物部町別府 50   市道 50   

693 サイニョウ 物部町別府 50      

694 秋田 物部町別府 30   市道 50   

695 野地 物部町別府野地 80 2  市道 60   

696 土居 5 物部町別府土居 30 2  国道 40   

697 塩 4 物部町山崎塩 30 1  市道 40   

698 米野 1 物部町別府 60 2     

699 中尾 1 物部町別府中尾 60 1     

700 中尾 2 物部町別府中尾 40 2     

701 中尾 3 物部町別府中尾 30 2  市道 30   

702 久保和久保 1 物部町久保和久保 50 1  県道 50   

703 久保影 3 物部町久保影 50   県道 50   

704 久保和久保 2 物部町久保和久保 60 1     

705 久保中内 2 物部町久保中内 50   市道 50   

706 久保中内 3 物部町久保中内 60      

707 久保沼井 3 物部町久保沼井 50      

708 久保沼井 4 物部町久保沼井 30      

709 久保沼井 5 物部町久保沼井 50      

710 久保沼井 6 物部町久保沼井 70      

711 久保上久保 1 物部町久保上久保 80 2  県道 80   

712 久保上久保 2 物部町久保上久保 80 1  農道 80   

713 久保高井 2 物部町久保高井 60 1  県道 60   

714 久保高井 3 物部町久保高井 60 1  県道 60   

716 久保高井 4 物部町久保高井 50   市道 50   

718 大西 3 物部町大西 40   林道 40   

719 中上 物部町中上 40 2  林道 40   
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

722 明賀 2 物部町笹明賀 40   県道 40   

723 明賀 3 物部町笹明賀 30   県道 30   

724 明賀 4 物部町笹明賀 35 1  市道 30   

725 明賀 5 物部町笹明賀 40   市道 40   

726 中番 3 物部町笹中番 40   県道 40   

727 笹下 物部町笹ナナヘッツイ 50   県道 50   

728 ナナヘッツイ 1 物部町笹ナナヘッツイ 50 2     

729 ナナヘッツイ 2 物部町笹ナナヘッツイ 50   県道 50   

730 土居番 物部町笹土居番 40   県道 40   

731 落合 物部町中上 60   県道 60   

732 臼井 物部町安丸臼牛 30      

734 堂番 1 物部町黒代堂番 60 2  農道 60   

735 東番 1 物部町黒代東番 50 1  農道 50   

736 中番 4 物部町黒代中番 45 1     

737 中番 5 物部町黒代中番 40 1  農道 60   

738 中番 6 物部町黒代中番 100 1  農道 40   

739 中番 7 物部町黒代中番 80 1  農道 80   

740 堂番 2 物部町黒代堂番 50 3  農道 50   

741 宮西 1 物部町安丸 80 3  農道 80   

742 宮西 2 物部町安丸 50   市道 50   

743 野久保 物部町神池野久保 100 1  市道 60   

744 大屋敷 物部町安丸大屋敷 80 4  県道 80   

745 吹越 1 物部町柳瀬吹越 50 1  市道 50   

746 吹越 2 物部町柳瀬吹越 40   市道 40   

747 神通寺 2 物部町神池ニカケ 30 1  市道 30   

748 タイナロ 1 物部町楮佐古タイナロ 40 1  市道 40   

749 タイナロ 2 物部町楮佐古タイナロ 50 1     

751 堂平 物部町中津尾堂平 40   市道 40   

752 下中津尾 物部町中津尾 60   林道 60   

753 上中津尾 物部町中津尾 30   林道 30   

754 仁井屋 物部町大栃仁井屋 80   市道 80   

755 高尾 3 物部町山崎高尾 80   県道 80   

756 高尾 4 物部町山崎高尾 50 2     

757 東番 2 物部町神池東番 100   市道 100   

758 東番 3 物部町神池東番 50 1  林道 50   

761 西大比 2 物部町大栃西大比 70 5  市道 70   
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箇所

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

763 大栃 5 物部町大栃 40 5  市道 40   

764 中屋 6 物部町大栃中屋 50 8  市道 50   

765 西村 物部町楮佐古西村 45   市道 90   

766 程野 2 物部町安丸程野 30   市道 30   

767 久保安野尾 4 物部町久保安野尾 100 4  
市道 100 

河川 100 
  

768 久保安野尾 5 物部町久保安野尾 30 2  市道 30   

769 久保影 4 物部町久保影 25 1  市道 25   

770 久保影 5 物部町久保影 50 1  市道 50   

772 船ヶ谷 2 物部町別府船ヶ谷 40 1  市道 40   

773 米野 2 物部町別府 35 1  市道 35   

774 米野 3 物部町別府 30   市道 30   

775 米野 4 物部町別府 30   市道 30   

776 山崎 5 物部町山崎中平 120 1  市道 120   

777 山崎 6 物部町山崎中平 30   市道 30   

小計 223箇所        

 

■ 急傾斜地崩壊危険箇所（Ⅱ）調査表 （斜面区分：人工斜面） 

箇所 

番号 
箇所名 位置 

急傾斜地崩壊 

危険箇所の延長 

(ｍ) 

保 全 対 象 
他事業の 

区域指定 

急傾斜地崩壊 

危険区域の指定 
人家戸数 

(戸) 

公共的建物 

(数) 

公共施設 

(ｍ) 

685 宮ノ瀬 物部町市宇宮ノ瀬 50 4  国道 50   

小計 1箇所         
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（９）土石流危険渓流（国土交通省所管） 
① 総括表 

地域名 危険渓流Ⅰ 危険渓流Ⅱ 準ずる渓流 計 

土佐山田町 15 43 5 63 

香北町 17 33 0 50 

物部町 16 27 0 43 

計 48 103 5 156 

 

② 土佐山田町 
■ 土石流危険渓流 渓流Ⅰ 

渓流 

番号 
水系名 河川名 渓流名 位置 

保 全 対 象 

人口 

(人) 

人家戸数 

(戸) 

災害時要援護者 

関連施設 

左記以外の 

公共施設等 

耕地 

面積 

(ha) 

19-1 吉野川 穴内川  土佐山田町北滝本    発電所  

19-2 吉野川 穴内川 飼古屋谷川 土佐山田町繁藤 20 8 医療提供施設 

官公署 

国道 11ｍ 

ＪＲ 70ｍ 

 

19-4 吉野川 穴内川 西の谷川 土佐山田町西又 5 2  集会施設 1.61 

29-10 国分川 国分川 上改田川 土佐山田町上改田 38 15   0.20 

29-12 国分川 新改川 日の谷川 土佐山田町入野 18 7  
発電所 

県道 100ｍ 
0.03 

29-13 国分川 引地川  土佐山田町曽我部川    集会施設 0.01 

29-14 国分川 新改川  土佐山田町平山    教育施設 0.67 

29-16 国分川 新改川  土佐山田町東川 8 3  
官公署 

ＪＲ 220ｍ 
0.31 

29-17 国分川 新改川  土佐山田町東川 13 5  

官公署 

国道 50ｍ 

ＪＲ 30ｍ 

0.60 

29-19 物部川 大平川 大平川 土佐山田町大平 43 17  集会施設 0.40 

29-21 物部川 後入川 中後入谷川 土佐山田町本村 98 39  

集会施設 

神社 

県道 30ｍ 

0.24 

29-22 物部川 物部川 杉田谷川 土佐山田町杉田 43 17  国道 130ｍ 0.20 

29-24 物部川 片地川 影山谷川 土佐山田町影山    
官公署 

県道 60ｍ 
0.26 

29-26 物部川 片地川 京後谷川 土佐山田町逆川 25 10  県道 80ｍ 1.23 

30-1 物部川 片地川 峠川 土佐山田町逆川 13 5    
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■ 土石流危険渓流 渓流Ⅱ 

渓流 

番号 
水系名 河川名 渓流名 位置 

保 全 対 象 

人口 

(人) 

人家戸数 

(戸) 

災害時要援護者 

関連施設 

左記以外の 

公共施設等 

耕地 

面積 

(ha) 

19-201 吉野川 穴内川 北滝本川支川 土佐山田町北滝本 8 3  国道 60ｍ 0.15 

19-202 吉野川 穴内川 穴内川支川 土佐山田町樫ノ谷 3 1  県道 30ｍ 0.68 

19-203 吉野川 穴内川 穴内川支川 土佐山田町繁藤 3 1  県道 40ｍ 0.20 

19-204 吉野川 穴内川 穴内川支川 土佐山田町繁藤 3 1  県道 60ｍ 0.06 

19-205 吉野川 穴内川 穴内川支川 土佐山田町繁藤 3 1  県道 60ｍ 0.06 

29-217 吉野川 北滝本川 北滝本川支川 土佐山田町北滝本 3 1   0.04 

29-218 国分川 新改川 新改川支川 土佐山田町上改田 28 11   0.12 

29-219-1 国分川 渡川  土佐山田町西の谷 3 1   0.50 

29-219-2 国分川 渡川  土佐山田町西ノ谷 14 4   0.50 

29-220 国分川 曽我部川  土佐山田町曽我部川 3 1  県道 50ｍ 1.21 

29-221 国分川 引地川  土佐山田町曽我部川 3 1   0.02 

29-222 国分川 引地川  土佐山田町曽我部川 3 1   0.84 

29-223 国分川 引地川  土佐山田町曽我部川 3 1   0.70 

29-224 国分川 引地川  土佐山田町曽我部川 3 1   0.40 

29-226 国分川 新改川  土佐山田町平山 3 1   0.27 

29-227 国分川 新改川  土佐山田町東川 3 1   0.25 

29-228 国分川 東谷川  土佐山田町東川 3 1  県道 50ｍ 0.29 

29-231 国分川 新改川 大石ケ谷川 土佐山田町東川    ＪＲ 160ｍ 0.63 

29-232 国分川 新改川  土佐山田町東川 5 2  県道 100ｍ 0.91 

29-233 国分川 新改川  土佐山田町東川 3 1   0.05 

29-236 国分川 新改川  土佐山田町東川 5 2  県道 30ｍ 0.06 

29-237 国分川 新改川 エビ谷川 土佐山田町大法寺 10 1  
県道 40ｍ 

ＪＲ 50ｍ 
0.10 

29-238 国分川 新改川 コウボウ谷川 土佐山田町大法寺 5 2  
県道 40ｍ 

ＪＲ 50ｍ 
0.16 

29-240 国分川 大法寺川  土佐山田町大法寺 30 12  ＪＲ 50ｍ 0.47 

29-242-1 国分川 土生川 植谷川 土佐山田町植 25 10   0.72 

29-242-2 国分川 土生川 植谷川 土佐山田町植 15 6   0.72 

29-243 物部川 大平川 大荒谷川 土佐山田町大平 10 4   0.70 

29-244 物部川 後入川 中後入谷川 土佐山田町西後入 3 1   0.01 

29-245 物部川 後入川 大後入谷川 土佐山田町大後入 10 4   0.85 

29-249 物部川 後入川 中後入谷川 土佐山田町中後入     0.48 

29-250 物部川 後入川 中後入谷川 土佐山田町中後入 3 1    

29-251 物部川 有谷川 有谷川 土佐山田町有谷 10 4  県道 30ｍ 1.82 
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渓流 

番号 
水系名 河川名 渓流名 位置 

保 全 対 象 

人口 

(人) 

人家戸数 

(戸) 

災害時要援護者 

関連施設 

左記以外の 

公共施設等 

耕地 

面積 

(ha) 

29-252 物部川 物部川 杉田谷川 土佐山田町杉田 30 12   1.15 

29-253 物部川 物部川 杉田谷川 土佐山田町杉田 40 16  国道 80ｍ 0.50 

29-254 物部川 佐古田川 間谷川 土佐山田町間 10 4   0.11 

29-255 物部川 佐古田川 間谷川 土佐山田町間 5 2   0.16 

29-256 物部川 片地川 逆川川 土佐山田町影山 5 2   0.70 

29-257 物部川 片地川 逆川川 土佐山田町逆川 5 2  県道 50ｍ 0.36 

29-258 物部川 片地川 逆川川 土佐山田町逆川 18 7   0.20 

29-259 物部川 片地川 逆川川 土佐山田町逆川 8 3  県道 80ｍ 0.12 

29-261 物部川 物部川 佐古田川 土佐山田町加茂 38 15  県道 60ｍ 0.80 

29-262 物部川 物部川 佐古田川 土佐山田町加茂 15 6  県道 50ｍ 0.60 

30-201 物部川 片地川 逆川川 土佐山田町逆川 8 3  県道 20ｍ 1.24 

 

■ 危険渓流に準ずる渓流 

渓流 

番号 
水系名 河川名 渓流名 位置 

保 全 対 象 

人口 

(人) 

人家戸数 

(戸) 

災害時要援護者 

関連施設 

左記以外の 

公共施設等 

耕地 

面積 

(ha) 

29-504 物部川 仁井田川 仁井田川 土佐山田町仁井田 5 2    

29-505 物部川 物部川 杉田谷川 土佐山田町杉田    国道 50ｍ  

29-508 物部川 片地川 佐古田川 土佐山田町間 3 1    

29-509 物部川 片地川 佐古田川 土佐山田町林田      

29-510 物部川 物部川 佐古田川 土佐山田町加茂 20 8  県道 50ｍ  
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■ 土石流氾濫実績調査表 

渓流 

番号 
水系名 河川名 渓流名 位置 

保 全 対 象 

災害発生 

年月日 
人口 

(人) 

人家戸数 

(戸) 

災害時要援護者 

関連施設 

左記以外の 

公共施設等 

耕地 

面積 

(ha) 

19-2 吉野川 穴内川 飼古屋谷川 土佐山田町飼古屋 20 8    S60 

29-10 国分川 国分川 上改田 土佐山田町上改田 38 15    H10.9.25 

29-14 国分川 新改川  土佐山田町平山      H10.9.25 

29-19 物部川 大平川 大平川 土佐山田町大平 43 17    H10.9.25 

29-218 国分川 新改川 新改川支川 土佐山田町上改田 28 11    H10.9.25 

29-222 国分川 引地川  土佐山田町曽我部川 3 1    H10.9.25 

29-231 国分川 新改川 大石ケ谷川 土佐山田町東川      H10.9.25 

29-236 国分川 新改川  土佐山田町東川 5 2    H10.9.25 

29-237 国分川 新改川 エビ谷川 土佐山田町大法寺 10 1    H10.9.25 

29-238 国分川 新改川 コウボウ谷川 土佐山田町大法寺 5 2    H10.9.25 
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③ 香北町 
■ 土石流危険渓流 渓流Ⅰ 

渓流 

番号 
水系名 河川名 渓流名 位置 

保 全 対 象 

人口 

(人) 

人家戸数 

(戸) 

災害時要援護者 

関連施設 

左記以外の 

公共施設等 

耕地 

面積 

(ha) 

20-4 物部川  大井平谷川 香北町大井平 20 8  
その他 

県道 80ｍ 
0.14 

20-5 物部川  白石谷川 香北町白石    
発電所 

国道 60ｍ 
0.02 

20-6 物部川  蕨野谷川 香北町蕨野 18 7  
官公署 

県道 60ｍ 
0.41 

20-7-1 物部川 新宅川 西新宅川及び新宅川 香北町清爪 30 12  県道 60ｍ 0.30 

20-7-2 物部川 新宅川  香北町清爪 33 13  県道 60ｍ 0.30 

20-10 物部川 日比原川 岡田谷川 香北町猪野々 110 44  

教育施設 

集会施設 

県道 150ｍ 

0.07 

30-13 物部川 奈良川 西川谷川 香北町西川 8 3  県道 50ｍ 0.20 

30-14 物部川 奈良川 西川谷川 香北町西川 18 7  
集会施設 

県道 60ｍ 
0.07 

30-15 物部川  永野谷川 香北町永野 50 20  
官公署 

県道 100ｍ 
0.80 

30-17 物部川  上の川谷川 香北町吉野 80 32  集会施設 0.21 

30-18 物部川  韮生野谷川 香北町韮生野 38 25  国道 60ｍ 0.17 

30-20 物部川  美良布谷川 香北町美良布 28 11  
寺 

国道 100ｍ 
0.32 

30-21 物部川  下野尻谷川 香北町美良布 155 62  その他 0.23 

30-22 物部川  太郎丸谷川 香北町下野尻 40 16   0.13 

30-23 物部川 萩野川 太郎丸谷川 香北町太郎丸 23 9   0.22 

30-27 物部川  五百蔵谷川 香北町五百蔵 30 15  県道 60ｍ 0.19 

30-28 物部川 川の内川 日ノ御子谷川 香北町日ノ御子 23 9   0.22 

 

■ 土石流危険渓流 渓流Ⅱ 

渓流 

番号 
水系名 河川名 渓流名 位置 

保 全 対 象 

人口 

(人) 

人家戸数 

(戸) 

災害時要援護者 

関連施設 

左記以外の 

公共施設等 

耕地 

面積 

(ha) 

20-205 物部川  有川谷川 香北町有川     0.36 

20-206 物部川 久保川 大井平谷川 香北町大井平 5 2  県道 80ｍ 0.05 
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渓流 

番号 
水系名 河川名 渓流名 位置 

保 全 対 象 

人口 

(人) 

人家戸数 

(戸) 

災害時要援護者 

関連施設 

左記以外の 

公共施設等 

耕地 

面積 

(ha) 

20-207 物部川 久保川 梅久保谷川 香北町日浦込    県道 70ｍ 0.30 

20-208 物部川 久保川 梅久保谷川 香北町日浦込 3 2  県道 70ｍ 0.20 

20-209 物部川 久保川 日浦込谷川 香北町日浦込 5 2  県道 150ｍ 0.20 

20-210 物部川  清爪谷川 香北町清爪 15 6   0.25 

20-211 物部川  清爪谷川 香北町清爪 13 5  県道 60ｍ 0.34 

20-212 物部川 日比原川 清爪谷川 香北町日比原 5 2   0.33 

20-216 物部川 日比原川  香北町柚ノ木 13 5   0.03 

29-206 物部川  白川谷川 香北町計多    県道 60ｍ 0.39 

30-229 物部川  岩改谷川 香北町岩改 8 3   0.22 

30-230 物部川 奈良川 西川谷川 香北町西川 3 1  県道 100ｍ 0.36 

30-231 物部川 奈良川 西川谷川 香北町西川     0.12 

30-233 物部川 奈良川 西川谷川 香北町西川 5 2  県道 100ｍ 0.25 

30-235 物部川 奈良川 大谷川 香北町西川 2 1   0.08 

30-237 物部川  永野谷川 香北町永野 23 9  県道 50ｍ 0.48 

30-238 物部川  永野谷川 香北町朴ノ木     0.46 

30-239 物部川  吉野谷川 香北町吉野 38 15   0.39 

30-240 物部川  吉野谷川 香北町吉野 20 8   0.36 

30-241 物部川  川上谷川及び同左支川 香北町美良布 3 1   0.23 

30-242 物部川  美良布谷川 香北町美良布 25 14   0.23 

30-243 物部川  太郎丸谷川 香北町太郎丸 5 2  国道 100ｍ 0.36 

30-244 物部川  萩野谷川 香北町萩野 5 2   0.36 

30-245 物部川  萩野谷川 香北町萩野 5 2   0.29 

30-248 物部川  岩改谷川 香北町岩改 13 5   0.11 

30-250 物部川  岩改谷川 香北町岩改 3 1   0.07 

30-251 物部川  岩改谷川 香北町岩改 8 3   0.10 

30-252 物部川  白川谷川 香北町白石 5 4   0.20 

30-253 物部川  白川谷川 香北町五百蔵 5 2  県道 80ｍ 0.20 

30-254 物部川  五百蔵谷川 香北町五百蔵 13 5  県道 40ｍ 0.18 

30-255 物部川  五百蔵谷川 香北町五百蔵 40 16  県道 60ｍ 0.09 

30-258 物部川  日ノ御子谷川 香北町日ノ御子 28 11  県道 50ｍ 0.22 

30-259 物部川  日ノ御子谷川 香北町日ノ御子 18 7   0.15 
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■ 土石流氾濫実績調査表 

渓流 

番号 
水系名 河川名 渓流名 位置 

保 全 対 象 

災害発生 

年月日 
人口 

(人) 

人家戸数 

(戸) 

災害時要援護者 

関連施設 

左記以外の 

公共施設等 

耕地 

面積 

(ha) 

30-216 物部川 日比原川  香北町柚ノ木 13 5    H10.9.25 

30-241 物部川  川上谷川及び同左支川 香北町美良布 3 1    H10.9.25 

30-255 物部川  五百蔵川 香北町五百蔵 40 16    H10.9.25 
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④ 物部町 
■ 土石流危険渓流 渓流Ⅰ 

渓流 

番号 
水系名 河川名 渓流名 位置 

保 全 対 象 

人口 

(人) 

人家戸数 

(戸) 

災害時要援護者 

関連施設 

左記以外の 

公共施設等 

耕地 

面積 

(ha) 

12-1 物部川 上韮生川 沼井川 物部町久保 25 10  
集会施設 

県道 190ｍ 
0.67 

12-3 物部川 上韮生川 沼井川 物部町久保 10 4  
その他 

県道 60ｍ 
0.03 

20-1 物部川  中谷川 物部町中谷川 11 5   0.33 

20-2 物部川  中谷川 物部町中谷川 10 4  
その他 

国道 90ｍ 
0.12 

20-3 物部川  中谷川 物部町中谷川 5 2  
その他 

国道 170ｍ 
0.03 

21-1 物部川 槇山川 奈路川 物部町岡ノ内 80 32  
官公署 

国道 50ｍ 
0.54 

21-2 物部川 槇山川 谷川 物部町押谷 3 1  国道 180ｍ 0.39 

21-4 物部川 槇山川 日ノ地谷川 物部町仙頭    
その他 

国道 40ｍ 
0.08 

21-5 物部川 桑ノ川 泉郷谷川 物部町山崎 8 3  国道 90ｍ 0.12 

21-7 物部川 上韮生川 奈路谷川 物部町安丸 16 7  県道 80ｍ 0.05 

21-8 物部川 上韮生川 仁井屋ノ谷川 物部町安丸 3 1  

官公署 

その他 

県道 120ｍ 

0.06 

21-9 物部川 上韮生川 中番谷川 物部町五王堂 16 7  
県道 140ｍ 

70ｍ 
0.40 

21-10 物部川 上韮生川 中番谷川 物部町五王堂 20 8  県道 100ｍ 0.43 

21-11 物部川 上韮生川 中番谷川 物部町五王堂 12 5  県道 70ｍ 0.13 

22-1 物部川 槇山川 宮ノ瀬川 物部町市宇    
その他 

国道 100ｍ 
0.02 

30-30 物部川 久保川川 岡舞谷川 物部町庄谷相 10 4  集会施設 0.09 
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■ 土石流危険渓流 渓流Ⅱ 

渓流 

番号 
水系名 河川名 渓流名 位置 

保 全 対 象 

人口 

(人) 

人家戸数 

(戸) 

災害時要援護者 

関連施設 

左記以外の 

公共施設等 

耕地 

面積 

(ha) 

12-201 物部川 上韮生川 沼井川 物部町久保    県道 70ｍ 0.54 

12-203 物部川 上韮生川 安野尾川 物部町久保 3 1    

12-206 物部川 笹川 明賀谷川 物部町笹 7 3  県道 100ｍ 0.07 

12-207 物部川 笹川 明賀谷川 物部町笹 7 3  県道 100ｍ 0.06 

12-208 物部川 潰野々川 明賀谷川 物部町笹 10 4  県道 240ｍ 0.05 

12-210 物部川 笹川 ナナヘッツイ谷川 物部町笹    県道 120ｍ 0.20 

13-201 物部川 槇山川 秋田川 物部町別府     0.08 

13-202 物部川  別府川 物部町別府    国道 110ｍ  

13-203 物部川 槇山川 別府川 物部町別府 2 1  国道 60ｍ  

13-204 物部川 槇山川 別府川 物部町別府 5 2  国道 100ｍ 0.12 

20-201 物部川  奈路谷川 物部町拓 2 1   0.34 

20-202 物部川 舞川川 高尾谷川 物部町大栃 5 2   0.05 

21-201 物部川 槇山川 栃谷川 物部町仙頭     0.26 

21-203 物部川 槇山川 影仙頭谷川 物部町仙頭 8 3  国道 150ｍ 0.66 

21-206 物部川 桑ノ川 山崎川 物部町桑川 5 2   0.25 

21-208 物部川 槇山川 セジロウ谷川 物部町百尾 2 1  国道 140ｍ 0.02 

21-209 物部川 槇山川 根木屋川 物部町拓 5 3  国道 80ｍ 0.34 

21-210 物部川 槇山川 小浜川 物部町小浜 5 3  国道 90ｍ 0.34 

21-211 物部川 槇山川 小浜川 物部町拓 28 11  国道 30ｍ 0.34 

21-213 物部川 槇山川 栃ヶ谷川 物部町押谷 3 1  国道 80ｍ 0.03 

21-214 物部川 槇山川 谷川 物部町押谷 3 1  国道 100ｍ 0.02 

21-215 物部川 槇山川 谷川 物部町押谷 3 1  国道 180ｍ 0.33 

21-216 物部川 槇山川 日ノ地谷川 物部町押谷 2 1  国道 50ｍ 0.10 

21-217 物部川 上韮生川 立花谷川 物部町立花 2 1  県道 110ｍ 0.53 

21-218 物部川 上韮生川 下番谷川 物部町五王堂 20 8  
県道 110ｍ  

70ｍ 
0.27 

21-220 物部川  神池谷川 物部町神池     0.13 

21-222 物部川 槇山川 栃谷川 物部町仙頭 8 3   0.07 
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（10）砂防指定地 
○ 土佐山田町 

番号 渓流名 位    置 指定年月日 
告示

番号 
指定地延長 指定面積 

355 鹿落川 土佐山田町宮ノ口鹿落南の丸 Ｓ33.12.９ 2,114 1,000.0 1.1500 

361 逆川川 土佐山田町逆川小田の畝 他 Ｓ34.３.11 249 800.0 0.9200 

362 曾我部川 土佐山田町入野ヒヨテ丸 他 Ｓ34.３.11 249 1,400.0 1.6100 

401 仁井田川 土佐山田町本村エノキザコ 他 Ｓ37.11.14 2,857 1,500.0 1.1500 

890 日の谷川 土佐山田町入野岡の丸 他 Ｓ47.12.27 2,190 120.0 0.2100 

1468 飼古屋谷川 土佐山田町繁藤東谷口 他 Ｓ63.２.16 200 123.0 0.1400 

1694 渡川 土佐山田町新改大草 他 Ｈ６.11.10 2,173 177.0 0.7300 

1799 引地川 土佐山田町曽我部川西伊豆ヶ谷 他 Ｈ10.３.23 775 800.0 14.8500 

1880 大石ヶ谷川 土佐山田町東川大石ガ谷 他 Ｈ12.５.16 1,327 230.0 0.9200 

1885 大平川 土佐山田町大平タキノシタ 他 Ｈ12.８.９ 1,756 140.0 0.7900 

1886 上改田川 土佐山田町久次赤丌 他 Ｈ12.８.９ 1,756 270.0 1.2100 

1892 ヤタタズ川 土佐山田町東川ヤタゝズ Ｈ12.11.28 2,247 190.0 0.7800 

1910 大石ヶ谷川 土佐山田町東川イヅミガサコ 他 Ｈ13.３.16 251 225.0 1.3500 

1941 上の川谷川 香北町吉野字山根 他 H15.3.28 296 230.0 0.9400 

2125 仁井田川 土佐山田町本村字五社丸 他 R3.3.26 245 170.0 0.4519 

 

（11）山腹崩壊危険地区（林野庁所管） 
① 国有林 

地 区 名 位   置 
公 共 施 設 等 

人家戸数 公共施設建物 道  路 

谷相山 香北町谷相山 57   林道 

別府山 物部町別府山 49   林道 

別府山 物部町別府山 52   林道 

別府山 物部町別府山 55   林道 

別府山 物部町別府山 55   林道 

別府山 物部町別府山 55   林道 

別府山 物部町別府山 55   林道 

別府山 物部町別府山 63   林道 

ヒカリ山 物部町ヒカリ石 91   林道 

ヒカリ山 物部町ヒカリ石 91   林道 

成山 物部町成山 74   林道 

 

② 民有林直轄以外 

位  置 

公共施設等 

位  置 

公共施設等 

人家戸数 
公共施設 

建物 
道路 人家戸数 

公共施設 

建物 
道路 

土佐山田町西又 23   土佐山田町西又 29   

土佐山田町西又 1   土佐山田町平山 32 1 県道 

土佐山田町平山 23   土佐山田町平山 18 1  

土佐山田町平山 11   土佐山田町平山 16   

土佐山田町平山 7  鉄道 土佐山田町東川 77   

土佐山田町東川 12  市道 土佐山田町東川 13   

土佐山田町大平 100   土佐山田町影山 142  市道 

土佐山田町逆川 52  県道 土佐山田町逆川 70  県道 

土佐山田町逆川 82   土佐山田町逆川 28  県道 

土佐山田町逆川 51  市道 土佐山田町逆川 16   

土佐山田町上穴内 20   土佐山田町樫谷 61  県道 

土佐山田町樫谷 36  県道 土佐山田町繁藤 38 1 国道 

土佐山田町繁藤 66 1 国道 土佐山田町繁藤 32  国道 

土佐山田町東川 4  市道 土佐山田町大平 30   

土佐山田町楠目 43  県道 土佐山田町大法寺   市道 

土佐山田町佐竹 1  市道 土佐山田町佐竹 9  市道 

土佐山田町佐竹 9  市道 土佐山田町佐竹   市道 
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位  置 

公共施設等 

位  置 

公共施設等 

人家戸数 
公共施設 

建物 
道路 人家戸数 

公共施設 

建物 
道路 

土佐山田町佐竹 0  市道 土佐山田町繁藤 4  県道 

土佐山田町繁藤 33 3 国道 土佐山田町大法寺 16  市道 

土佐山田町油石 0  市道 土佐山田町大平   市道 

土佐山田町東川 7  市道 土佐山田町東川 4  市道 

土佐山田町東川 1  市道 土佐山田町東川 6  市道 

土佐山田町曽我部川   市道 香北町白川 26  県道 

香北町白川 78 1 県道 香北町五百蔵 9  林道 

香北町五百蔵 67  県道 香北町日浦込 6   

香北町有瀬 26  林道 香北町有瀬 1  林道 

香北町有川 21  林道 香北町河野 14  林道 

香北町松尾 1  林道 香北町日ノ御子 136  林道 

香北町日ノ御子 160 1 県道 香北町朴ノ木 64  県道 

香北町朴ノ木 116  県道 香北町朴ノ木 241  県道 

香北町朴ノ木 154  県道 香北町朴ノ木 102  県道 

香北町永野 65  市道 香北町永野 0  県道 

香北町永野 23  県道 香北町大井平 23  林道 

香北町梅ノ久保 47 1 県道 香北町梅ノ久保 5  県道 

香北町梅ノ久保   県道 香北町日浦込 11  県道 

香北町日比原 32  市道 香北町猪野々 43 1 市道 

香北町久保川 74 1 国道 香北町久保川 21  県道 

香北町久保川 2  林道 香北町白石 52  国道 

香北町白石 36 1 国道 香北町根須 152  国道 

香北町根須   国道 香北町吉野 272  国道 

香北町奥西川 53  林道 香北町奥西川 20  県道 

香北町奥西川 9  県道 香北町奥西川 8  県道 

香北町奥西川 3   香北町奥西川 8  林道 

香北町佐敷 51  林道 香北町佐敷 19  県道 

香北町久保川 14  県道 香北町佐敷 16  市道 

香北町佐敷 6  市道 香北町佐敷 23  県道 

香北町吉野 83  国道 香北町韮生野 414 3 国道 

香北町韮生野 100  国道 香北町上野尻 103 3 国道 

香北町下野尻 171  国道 香北町太郎丸 155  国道 

香北町橋川野 110  国道 香北町萩野 48  市道 

香北町萩野 22  市道 香北町萩野 73  林道 

香北町萩野 33  林道 香北町北岩改 43 1 林道 

香北町北岩改 35  林道 香北町北岩改 20  林道 

香北町北岩改 34  林道 香北町市原 29  市道 

香北町吉野 0  国道 香北町下野尻 50  国道 

香北町五百蔵 92  県道 香北町五百蔵 39  県道 

香北町日浦込 8   香北町河野 38  林道 

香北町猪野々 32  市道 香北町谷相 0  林道 

香北町有瀬 10  県道 香北町日浦込 2  県道 

香北町谷相 0  林道 香北町五百蔵 12  林道 

香北町有川   林道 香北町西ノ峰 6  林道 

香北町柳川   林道 香北町日ノ御子 3  林道 

香北町永野 4  市道 香北町永野 1  県道 

香北町永野 43  林道 香北町梅ノ久保   林道 

香北町日浦込 5  県道 香北町清爪 25  市道 

香北町清爪   市道 香北町猪野々 2  林道 

香北町猪野々   林道 香北町猪野々   林道 

香北町猪野々   林道 香北町岩改   林道 

香北町奈路 74  県道 香北町猪野々 97  林道 

香北町奈呂   市道 香北町奈呂 27  林道 

香北町久保川   県道 香北町久保川   県道 

香北町久保川 1  県道 香北町白石 2  国道 

香北町白石 3  国道 香北町根須   国道 
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位  置 

公共施設等 

位  置 

公共施設等 

人家戸数 
公共施設 

建物 
道路 人家戸数 

公共施設 

建物 
道路 

香北町吉野 1  県道 香北町奥西川   県道 

香北町大井平   林道 香北町五百蔵   林道 

香北町吉野   国道 香北町中谷 7  市道 

香北町五百蔵 2  県道 香北町朴ノ木 8  市道 

香北町永野   市道 香北町岩改   林道 

香北町有川   林道 物部町笹 14  林道 

物部町笹 8  林道 物部町影 71  林道 

物部町久保沼井 30  県道 物部町安野尾 24   

物部町久保上久保 39   物部町久保上久保 10  県道 

物部町別府 11  県道 物部町別府 11  国道 

物部町別府 8  国道 物部町別府 41  国道 

物部町別府 23 1 国道 物部町別府 14  国道 

物部町別府 6  林道 物部町別府 2  林道 

物部町別府 11  国道 物部町神池 3   

物部町安丸 94  市道 物部町五王堂 116  市道 

物部町笹 45  林道 物部町岡ノ内 4   

物部町岡ノ内 1  国道 物部町岡ノ内 6  国道 

物部町岡ノ内 10  市道 物部町岡ノ内 44  市道 

物部町岡ノ内 16  市道 物部町岡ノ内 16   

物部町岡ノ内 36  林道 物部町岡ノ内 18   

物部町別役 18  林道 物部町別役 4  林道 

物部町別役 16  国道 物部町市宇 15  市道 

物部町市宇 6   物部町別役 2   

物部町市宇 5   物部町市宇 6   

物部町市宇 1  市道 物部町市宇 4  国道 

物部町市宇 3  市道 物部町市宇 6   

物部町神池 17  市道 物部町神池 36  市道 

物部町柳瀬 1  県道 物部町柳瀬 4   

物部町柳瀬 15  県道 物部町大栃 41  国道 

物部町大栃 188   物部町大栃 485 13  

物部町大栃 49  国道 物部町押谷 44  国道 

物部町仙頭 39  国道 物部町山崎 10  市道 

物部町山崎 16  林道 物部町仙頭 2  国道 

物部町押谷 1  市道 物部町押谷 13  市道 

物部町押谷 4  国道 物部町小浜 4  国道 

物部町小浜 18  国道 物部町押谷   市道 

物部町仙頭 6  林道 物部町仙頭   林道 

物部町根木屋   国道 物部町根木屋 16  国道 

物部町根木屋 9  市道 物部町山崎 26   

物部町岡ノ内 6   物部町岡ノ内 22  林道 

物部町岡ノ内 28   物部町山崎 1  市道 

物部町山崎 12 1 国道 物部町頓定 22  市道 

物部町山崎 34  国道 物部町山崎 40  国道 

物部町山崎 19  国道 物部町大栃 78  国道 

物部町山崎 170  国道 物部町山崎 6  県道 

物部町山崎 9   物部町頓定 37  県道 

物部町仙頭 20   物部町仙頭 13  林道 

物部町仙頭 7  林道 物部町仙頭 9  林道 

物部町仙頭 13  林道 物部町庄谷相 8  林道 

物部町庄谷相 13  林道 物部町庄谷相 11  林道 

物部町庄谷相 7  林道 物部町仙頭 12  林道 

物部町仙頭 24  県道 物部町仙頭 19  林道 

物部町山崎    物部町仙頭 9   

物部町仙頭 8   物部町山崎 26  市道 

物部町押谷 12   物部町仙頭 16  市道 

物部町仙頭 2  市道 物部町市宇 2   
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位  置 

公共施設等 

位  置 

公共施設等 

人家戸数 
公共施設 

建物 
道路 人家戸数 

公共施設 

建物 
道路 

物部町久保中内 89   物部町仙頭 8  市道 

物部町神池   林道 物部町久保影 3  市道 

物部町別府 25   物部町安丸   県道 

物部町山崎   市道 物部町柳瀬   市道 

物部町神池 1  林道 物部町神池 1  林道 

物部町神池 27  林道 物部町平井 4  市道 

物部町平井 3  市道 物部町黒代 2  林道 

物部町笹上 1  林道 物部町笹上   県道 

物部町笹下   林道 物部町久保 2  県道 

物部町久保 3  県道 物部町立花 1  県道 

物部町日ノ地   国道 物部町小浜   国道 

物部町小浜 1  国道 物部町小浜 9  国道 

物部町別役 1  市道 物部町別府   市道 

物部町別府 1  林道 物部町一宇 2 1 国道 

物部町桑ノ川   林道 物部町山崎   林道 

物部町押谷 4  市道 物部町押谷   市道 

物部町仙頭 1  林道 物部町仙頭 5  林道 

物部町影山崎 1  市道 物部町影山崎 12  市道 

物部町仁尾ヶ谷   林道 物部町頓定 6  市道 

物部町庄谷相 7  林道 物部町山崎 115 1 国道 

物部町笹   県道 物部町仙頭 1  林道 

物部町別役 1  林道 物部町中谷川 7  林道 

物部町別府 6  国道 物部町笹   県道 

物部町岡ノ内 11  林道 物部町押谷 6  林道 

物部町岡ノ内 32  林道 物部町岡ノ内   国道 

 

（12）崩壊土砂流出危険地区（林野庁所管） 
① 国有林 

地 区 名 位   置 
公 共 施 設 等 

人家戸数 公共施設建物 道  路 

熊淵山 物部町別府熊淵山 64 1  国道 

サイニョウ・杉ノ熊山 物部町別府サイニョウ・杉ノ熊山 66 2  国道、林道 

別府山 物部町別府別府山 52   林道 

成山 物部町市宇成山 74   林道 

桃草山 物部町山崎桃草山 77 1  林道 

桑川山 物部町山崎桑川山 81.82   林道 

西熊山 物部町山崎西熊山 33.34   林道 

 

② 民有林直轄以外 

位  置 

公共施設等 

位  置 

公共施設等 

人家戸数 
公共施設 

建物 
道路 人家戸数 

公共施設 

建物 
道路 

土佐山田町平山 8  鉄道 土佐山田町東川 5  鉄道 

土佐山田町東川 6  鉄道 土佐山田町西又   県道 

土佐山田町西又 3  県道 土佐山田町曽我部川 8  県道 

土佐山田町入野 15  市道 土佐山田町大法寺 18 1 鉄道 

土佐山田町東川 4 1 市道 土佐山田町東川 2  市道 

土佐山田町東川 3  県道 土佐山田町中後入 5  県道 

土佐山田町新改 6  県道 土佐山田町影山 2  県道 

土佐山田町逆川 24  県道 土佐山田町逆川 2   

土佐山田町樫谷 1  県道 土佐山田町樫谷 1  県道 

土佐山田町樫谷 1  県道 土佐山田町樫谷 9  県道 

土佐山田町樫谷   県道 土佐山田町上穴内 2  林道 

土佐山田町繁藤 5  県道 土佐山田町繁藤 6  県道 

土佐山田町繁藤 5  県道 土佐山田町繁藤 4  県道 



 

  74  

  

位  置 

公共施設等 

位  置 

公共施設等 

人家戸数 
公共施設 

建物 
道路 人家戸数 

公共施設 

建物 
道路 

土佐山田町繁藤 4  県道 土佐山田町繁藤 3  県道 

土佐山田町繁藤 2   土佐山田町繁藤 3  県道 

土佐山田町繁藤   県道 土佐山田町上穴内   県道 

土佐山田町上穴内 7  県道 土佐山田町平山 11  鉄道 

土佐山田町影山 7  市道 土佐山田町繁藤   市道 

土佐山田町曽我部川 2  市道 土佐山田町大法寺 7 1 県道 

土佐山田町曽我部川   市道 香北町五百蔵 12  県道 

香北町五百蔵 51  県道 香北町河野 1  林道 

香北町河野 5  林道 香北町河野 6  林道 

香北町河野 6  林道 香北町河野 1  林道 

香北町川ノ内 1  林道 香北町川ノ内 1  林道 

香北町川ノ内   林道 香北町谷相   林道 

香北町谷相 3  県道 香北町日浦込 6  県道 

香北町猪野々 4   香北町吉野 68  国道 

香北町吉野   国道 香北町久保川 1  県道 

香北町佐敷 3  市道 香北町佐敷 2  林道 

香北町韮生野   国道 香北町下野尻 51  国道 

香北町南岩改 11  林道 香北町南岩改 4  林道 

香北町萩野   林道 香北町萩野 9  林道 

香北町白川   県道 香北町五百蔵 65  県道 

香北町河野 4  林道 香北町谷相   林道 

香北町日浦込 14  県道 香北町清瓜   県道 

香北町猪野々   県道 香北町松床   県道 

香北町猪野々 4  県道 香北町久保川   県道 

香北町奥西川 2  林道 香北町韮生野   県道 

香北町谷相   林道 物部町神池 7  林道 

物部町神池 1  林道 物部町神池   林道 

物部町神池   林道 物部町黒代 3  農道 

物部町笹 2  林道 物部町笹 3  林道 

物部町笹 3  県道 物部町笹 10  県道 

物部町笹 10  県道 物部町笹   県道 

物部町笹 10  県道 物部町笹 6  県道 

物部町笹 5  県道 物部町久保高井 4  県道 

物部町久保高井 11  県道 物部町久保安野々 5  農道 

物部町久保沼井   農道 物部町久保沼井 6  県道 

物部町久保中内 14  林道 物部町久保中内 1  県道 

物部町五王堂   県道 物部町五王堂 16  県道 

物部町五王堂   県道 物部町大栃   県道 

物部町大栃   県道 物部町仙頭 3  国道 

物部町仙頭 5  国道 物部町押谷 16  市道 

物部町押谷 5  国道 物部町押谷 6  国道 

物部町押谷 10  農道 物部町押谷 10  農道 

物部町小浜 10  国道 物部町小浜 2  国道 

物部町小浜 10  国道 物部町岡ノ内 17  市道 

物部町岡ノ内 22  市道 物部町別役 5  市道 

物部町市宇 1   物部町別府    

物部町別府 3  県道 物部町別府 4  国道 

物部町別府 5  国道 物部町別府   国道 

物部町別府 2   物部町別府 1  国道 

物部町別府   国道 物部町別府 1  国道 

物部町山崎   市道 物部町別役   市道 

物部町山崎 13  林道 物部町山崎 3  林道 

物部町中津尾 1  林道 物部町仙頭   林道 

物部町仙頭 1  林道 物部町仙頭 1   

物部町仙頭 1  林道 物部町仙頭 1  林道 

物部町仙頭   林道 物部町舞川   林道 
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位  置 

公共施設等 

位  置 

公共施設等 

人家戸数 
公共施設 

建物 
道路 人家戸数 

公共施設 

建物 
道路 

物部町舞川   県道 物部町大栃 7  国道 

物部町大栃 2  国道 物部町大栃 4  農道 

物部町中谷川 1  市道 物部町柘 4  農道 

物部町柘 5  農道 物部町庄谷相 12  林道 

物部町庄谷相 7  林道 物部町庄谷相 7  林道 

物部町庄谷相 6  林道 物部町庄谷相 6  林道 

物部町山崎   国道 物部町五王堂 14  県道 

物部町神池 9  市道 物部町別役   国道 

物部町安丸 6  県道 物部町別役   国道 

物部町神池   林道 物部町神池 108  林道 

物部町神池   林道 物部町黒代 4  県道 

物部町笹上 3  県道 物部町久保 2  県道 

物部町久保   県道 物部町押谷 6  市道 

物部町久保 3  県道 物部町東熊 1  林道 

物部町行者谷 8  国道 物部町桑ノ川 3  林道 

物部町中谷川 11  国道 物部町中津尾   林道 

土佐山田町平山 8  鉄道 土佐山田町東川 5  鉄道 

土佐山田町東川 6  鉄道 土佐山田町西又   県道 

土佐山田町西又 3  県道 土佐山田町曽我部川 8  県道 

土佐山田町入野 15  市道 土佐山田町大法寺 18 1 鉄道 

土佐山田町東川 4 1 市道 土佐山田町東川 2  市道 

土佐山田町東川 3  県道 土佐山田町中後入 5  県道 

土佐山田町新改 6  県道 土佐山田町影山 2  県道 

土佐山田町逆川 24  県道 土佐山田町逆川 2   

土佐山田町樫谷 1  県道 土佐山田町樫谷 1  県道 
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（13）道路危険箇所（県管理） 
① 落石崩壊 
施設管理 

番号 
路線名 位     置 

延長

(ｍ) 

施設管理 

番号 
路線名 位     置 

延長

(ｍ) 

C195A320 国道195号 土佐山田町宮ノ口 56.0 C195A005 国道195号 土佐山田町杉田 385.0 

C195A010 国道195号 土佐山田町杉田 200.0 C195A015 国道195号 香北町橋川野 100.0 

C195A020 国道195号 香北町橋川野 75.0 C195A025 国道195号 香北町橋川野 160.0 

C195A030 国道195号 香北町橋川野 185.0 C195A035 国道195号 香北町橋川野 130.0 

C195A040 国道195号 香北町小川～吉野 200.0 C195A045 国道195号 香北町吉野 150.0 

C195A050 国道195号 香北町吉野 85.0 C195A055 国道195号 香北町根須 200.0 

C195A060 国道195号 香北町根須 110.0 C195A065 国道195号 香北町根須 95.0 

C195A070 国道195号 香北町根須 55.0 C195A075 国道195号 香北町根須 35.0 

C195A080 国道195号 香北町白石 145.0 C195A085 国道195号 香北町白石～蕨野 230.0 

C195A090 国道195号 香北町蕨野 70.0 C195A095 国道195号 香北町蕨野 110.0 

C195A100 国道195号 香北町蕨野～白石 180.0 C195A105 国道195号 物部町中谷川 70.0 

C195A110 国道195号 物部町中谷川 25.0 C195A115 国道195号 物部町中谷川 235.0 

C195A125 国道195号 物部町山崎 190.0 C195A130 国道195号 物部町押谷 50.0 

C195A135 国道195号 物部町小浜 200.0 C195A140 国道195号 物部町小浜 75.0 

C195A145 国道195号 物部町小浜 75.0 C195A161 国道195号 物部町根木屋 143.0 

C195A165 国道195号 物部町根木屋 40.0 C195A170 国道195号 物部町岡の内 125.0 

C195A175 国道195号 物部町岡の内 215.0 C195A180 国道195号 物部町別役 130.0 

C195A185 国道195号 物部町別役 145.0 C195A190 国道195号 物部町別役 150.0 

C195A195 国道195号 物部町別役 40.0 C195A200 国道195号 物部町別役 230.0 

C195A205 国道195号 物部町別役 95.0 C195A210 国道195号 物部町別役 50.0 

C195A215 国道195号 物部町市宇 80.0 C195A220 国道195号 物部町市宇 165.0 

C195A230 国道195号 物部町市宇 70.0 C195A235 国道195号 物部町市宇 100.0 

C195A236 国道195号 物部町市宇 95.0 C195A240 国道195号 物部町市宇 60.0 

C195A241 国道195号 物部町市宇 139.0 C195A255 国道195号 物部町市宇 120.0 

C195A260 国道195号 物部町落合 50.0 C195A265 国道195号 物部町別府 125.0 

C195A270 国道195号 物部町別府 215.0 C195A275 国道195号 物部町別府 15.0 

C195A280 国道195号 物部町別府 60.0 C195A285 国道195号 物部町別府 35.0 

C195A290 国道195号 物部町別府 160.0 C195A295 国道195号 物部町別府 35.0 

C195A299 国道195号 物部町別府 110.0 C195A300 国道195号 物部町別府 85.0 

C195A305 国道195号 物部町別府 220.0 C195A310 国道195号 物部町別府 40.0 

C195A315 国道195号 物部町別府 270.0 C195A325 国道195号 物部町山崎 30.0 

C195A330 国道195号 物部町根木屋 160.0 C195A335 国道195号 物部町根木屋 95.0 

C195A340 国道195号 物部町根木屋 135.0 C029A145 安芸物部線 物部町仙頭 30.0 

C029A150 安芸物部線 物部町仙頭 330.0 C029A155 安芸物部線 物部町仙頭 170.0 

C029A160 安芸物部線 物部町仙頭 340.0 C029A165 安芸物部線 物部町仙頭 300.0 

C029A170 安芸物部線 物部町仙頭 235.0 C029A175 安芸物部線 物部町仙頭 240.0 

C029A180 安芸物部線 物部町仙頭 215.0 C029A185 安芸物部線 物部町仙頭 130.0 

C029A190 安芸物部線 物部町仙頭 250.0 C029A195 安芸物部線 物部町頓定 180.0 

C029A200 安芸物部線 物部町頓定 310.0 C029A205 安芸物部線 物部町頓定 265.0 

C029A210 安芸物部線 物部町頓定 255.0 C029A215 安芸物部線 物部町頓定 350.0 

C029A220 安芸物部線 物部町頓定 320.0 C029A225 安芸物部線 物部町山崎 175.0 

C030A005 香北赤岡線 香北町小川 205.0 C030A010 香北赤岡線 香北町小川 285.0 

C030A015 香北赤岡線 香北町小川 50.0 C030A020 香北赤岡線 香北町小川 275.0 

C030A025 香北赤岡線 香北町小川 130.0 C030A030 香北赤岡線 香北町小川 80.0 

C030A035 香北赤岡線 香北町小川～西川 200.0 C030A040 香北赤岡線 香北町西川 90.0 

C030A045 香北赤岡線 香北町西川 110.0 C030A050 香北赤岡線 香北町西川 110.0 

C030A055 香北赤岡線 香北町西川 180.0 C030A060 香北赤岡線 香北町西川 90.0 

C030A065 香北赤岡線 香北町西川 330.0 C030A070 香北赤岡線 香北町西川 235.0 

C030A075 香北赤岡線 香北町西川 300.0 C030A080 香北赤岡線 香北町西川 370.0 

C030A085 香北赤岡線 香北町西川 140.0 C030A090 香北赤岡線 香北町西川 100.0 

C030A095 香北赤岡線 
香北町西川～香我美

町中西川 
65.0 C030A100 香北赤岡線 

香北町西川～香我美

町中西川 
255.0 

C049A005 大豊物部線 物部町笹 230.0 C049A010 大豊物部線 物部町笹 355.0 

C049A015 大豊物部線 物部町笹 260.0 C049A020 大豊物部線 物部町笹 340.0 

C049A025 大豊物部線 物部町笹 310.0 C049A030 大豊物部線 物部町笹 165.0 



 

  77  

  

施設管理 

番号 
路線名 位     置 

延長

(ｍ) 

施設管理 

番号 
路線名 位     置 

延長

(ｍ) 

C049A035 大豊物部線 物部町笹 310.0 C049A040 大豊物部線 物部町笹 335.0 

C049A045 大豊物部線 物部町笹 405.0 C049A050 大豊物部線 物部町笹 190.0 

C049A055 大豊物部線 物部町笹 370.0 C049A060 大豊物部線 物部町笹 420.0 

C049A065 大豊物部線 物部町笹 300.0 C049A070 大豊物部線 物部町笹 50.0 

C049A075 大豊物部線 物部町笹 310.0 C049A080 大豊物部線 物部町笹 470.0 

C049A085 大豊物部線 物部町笹～黒代 260.0 C049A090 大豊物部線 物部町黒代～五王堂 310.0 

C049A095 大豊物部線 物部町五王堂 130.0 C049A100 大豊物部線 物部町五王堂 140.0 

C049A105 大豊物部線 物部町五王堂 175.0 C049A110 大豊物部線 物部町五王堂～安丸 385.0 

C049A115 大豊物部線 物部町安丸 220.0 C049A120 大豊物部線 物部町安丸 275.0 

C049A125 大豊物部線 物部町安丸 340.0 C049A130 大豊物部線 物部町安丸 130.0 

C049A135 大豊物部線 物部町柳瀬 160.0 C049A140 大豊物部線 物部町柳瀬 210.0 

C049A145 大豊物部線 物部町柳瀬 180.0 C049A150 大豊物部線 物部町柳瀬 310.0 

C049A155 大豊物部線 物部町柳瀬 155.0 C049A160 大豊物部線 物部町柳瀬 340.0 

C049A165 大豊物部線 物部町柳瀬 55.0 C022A005 龍河洞公園線 土佐山田町影山 125.0 

C022A010 龍河洞公園線 土佐山田町逆川 215.0 C022A015 龍河洞公園線 土佐山田町逆川 180.0 

C022A020 龍河洞公園線 土佐山田町逆川 150.0 C022A025 龍河洞公園線 土佐山田町逆川 280.0 

C022A030 龍河洞公園線 土佐山田町逆川 110.0 C022A035 龍河洞公園線 土佐山田町逆川 125.0 

C022A040 龍河洞公園線 土佐山田町逆川 50.0 C022A045 龍河洞公園線 土佐山田町逆川 65.0 

C022A050 龍河洞公園線 土佐山田町逆川 95.0 C022A055 龍河洞公園線 土佐山田町逆川 95.0 

C022A060 龍河洞公園線 土佐山田町逆川 255.0 C022A070 龍河洞公園線 土佐山田町逆川 90.0 

C226A005 永野久保川線 香北町永野 根須 50.0 C226A010 永野久保川線 香北町白石 390.0 

C226A015 永野久保川線 物部町庄谷相 350.0 C226A020 永野久保川線 物部町庄谷相 160.0 

C226A025 永野久保川線 物部町庄谷相 230.0 C226A030 永野久保川線 物部町庄谷相 100.0 

C226A035 永野久保川線 物部町庄谷相 190.0 C226A040 永野久保川線 物部町庄谷相 120.0 

C226A045 永野久保川線 物部町庄谷相 220.0 C226A050 永野久保川線 物部町庄谷相 70.0 

C226A055 永野久保川線 香北町西川 280.0 C226A060 永野久保川線 香北町西川 230.0 

C226A065 永野久保川線 香北町西川 120.0 C226A070 永野久保川線 香北町西川 220.0 

C226A075 永野久保川線 香北町西川 180.0 C226A080 永野久保川線 香北町西川 120.0 

C226A085 永野久保川線 香北町西川 260.0 C226A090 永野久保川線 香北町西川 100.0 

C226A095 永野久保川線 香北町西川 290.0 C226A100 永野久保川線 香北町西川 260.0 

C268A080 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 180.0 C268A085 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 150.0 

C268A090 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 150.0 C268A095 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 270.0 

C268A100 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 130.0 C268A105 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 140.0 

C268A110 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 180.0 C268A115 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 200.0 

C268A120 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 170.0 C268A125 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 120.0 

C268A130 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 240.0 C268A135 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 380.0 

C268A140 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 30.0 C268A145 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 350.0 

C268A150 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 120.0 C268A155 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 290.0 

C268A160 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 200.0 C268A165 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 80.0 

C268A170 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 100.0 C268A175 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 110.0 

C268A180 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 190.0 C268A185 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 140.0 

C268A190 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 260.0 C268A195 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 270.0 

C268A200 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 120.0 C268A205 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 200.0 

C268A210 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 90.0 C268A215 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 190.0 

C268A220 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 170.0 C268A225 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 210.0 

C268A230 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 340.0 C268A235 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 240.0 

C268A240 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 250.0 C268A245 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 100.0 

C268A250 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 80.0 C268A255 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 40.0 

C268A260 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 90.0 C268A265 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 80.0 

C268A270 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 100.0 C268A275 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 90.0 

C268A280 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 140.0 C268A285 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 30.0 

C268A290 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 170.0 C268A295 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 350.0 

C268A300 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 200.0 C268A305 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 260.0 

C268A310 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 240.0 C268A315 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 290.0 

C268A320 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 280.0 C268A325 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 220.0 

C268A330 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 280.0 C268A335 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 300.0 

C268A340 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 180.0 C268A345 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 60.0 
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C268A350 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 40.0 C268A355 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 250.0 

C268A360 蟹越繁藤線 土佐山田町繁藤 80.0 C268A365 蟹越繁藤線 土佐山田町繁藤 30.0 

C268A370 蟹越繁藤線 土佐山田町繁藤 250.0 C268A375 蟹越繁藤線 土佐山田町繁藤 50.0 

C268A380 蟹越繁藤線 土佐山田町繁藤 100.0 C268A385 蟹越繁藤線 土佐山田町繁藤 370.0 

C268A390 蟹越繁藤線 土佐山田町繁藤 60.0 C268A395 蟹越繁藤線 土佐山田町繁藤 30.0 

C217A005 久保大宮線 物部町久保影 70.0 C217A010 久保大宮線 物部町久保影 40.0 

C217A015 久保大宮線 物部町久保影 230.0 C217A020 久保大宮線 物部町久保影 140.0 

C217A025 久保大宮線 物部町久保影 50.0 C217A030 久保大宮線 物部町久保影 160.0 

C217A035 久保大宮線 物部町久保影 150.0 C217A040 久保大宮線 物部町久保影 90.0 

C217A045 久保大宮線 物部町久保影 130.0 C217A050 久保大宮線 物部町久保影 200.0 

C217A055 久保大宮線 物部町久保影 160.0 C217A060 久保大宮線 物部町久保影 160.0 

C217A065 久保大宮線 物部町久保沼井 140.0 C217A070 久保大宮線 物部町久保沼井 270.0 

C217A075 久保大宮線 物部町久保沼井 200.0 C217A080 久保大宮線 物部町久保沼井 110.0 

C217A085 久保大宮線 物部町久保沼井 160.0 C217A090 久保大宮線 物部町久保沼井 90.0 

C217A095 久保大宮線 物部町久保沼井 160.0 C217A100 久保大宮線 物部町久保沼井 150.0 

C217A105 久保大宮線 物部町久保沼井 220.0 C217A110 久保大宮線 物部町久保沼井 130.0 

C217A115 久保大宮線 物部町久保堂ノ岡 150.0 C217A120 久保大宮線 物部町久保堂ノ岡 70.0 

C217A125 久保大宮線 物部町久保高井 150.0 C217A130 久保大宮線 物部町久保高井 180.0 

C217A135 久保大宮線 物部町大西 100.0 C217A140 久保大宮線 物部町大西 200.0 

C217A145 久保大宮線 物部町大西 90.0 C217A150 久保大宮線 物部町南池 30.0 

C217A155 久保大宮線 物部町南池 130.0 C217A160 久保大宮線 物部町南池 180.0 

C217A165 久保大宮線 物部町南池 300.0 C217A170 久保大宮線 物部町南池 160.0 

C217A175 久保大宮線 物部町南池 140.0 C217A180 久保大宮線 物部町南池 110.0 

C217A185 久保大宮線 物部町五王堂 130.0 C217A190 久保大宮線 物部町五王堂 90.0 

C217A195 久保大宮線 物部町五王堂 160.0 C217A200 久保大宮線 物部町五王堂 40.0 

C217A205 久保大宮線 物部町五王堂 110.0 C217A210 久保大宮線 物部町五王堂 140.0 

C217A215 久保大宮線 物部町柳瀬 240.0 C217A220 久保大宮線 物部町柳瀬 140.0 

C217A225 久保大宮線 物部町柳瀬 210.0 C217A230 久保大宮線 物部町柳瀬 130.0 

C217A235 久保大宮線 物部町柳瀬 210.0 C217A240 久保大宮線 物部町柳瀬 100.0 

C217A245 久保大宮線 物部町柳瀬 150.0 C217A250 久保大宮線 物部町柳瀬 40.0 

C217A255 久保大宮線 物部町柳瀬 40.0 C217A260 久保大宮線 物部町柳瀬 150.0 

C217A265 久保大宮線 物部町柳瀬 200.0 C217A270 久保大宮線 物部町柳瀬 160.0 

C217A275 久保大宮線 香北町猪野々 110.0 C217A280 久保大宮線 香北町猪野々 130.0 

C217A285 久保大宮線 香北町猪野々 190.0 C217A290 久保大宮線 香北町猪野々 90.0 

C217A295 久保大宮線 香北町猪野々 200.0 C217A300 久保大宮線 香北町猪野々 40.0 

C217A305 久保大宮線 香北町猪野々 160.0 C217A310 久保大宮線 香北町猪野々 190.0 

C217A315 久保大宮線 香北町猪野々 100.0 C217A320 久保大宮線 香北町清爪 50.0 

C217A325 久保大宮線 香北町清爪 290.0 C217A330 久保大宮線 香北町清爪 90.0 

C217A335 久保大宮線 香北町清爪 110.0 C217A340 久保大宮線 香北町清爪 180.0 

C217A345 久保大宮線 香北町清爪 210.0 C217A350 久保大宮線 香北町清爪 180.0 

C217A355 久保大宮線 香北町清爪 40.0 C217A360 久保大宮線 香北町日浦込 250.0 

C217A365 久保大宮線 香北町日浦込 200.0 C217A370 久保大宮線 香北町日浦込 170.0 

C217A375 久保大宮線 香北町日浦込 100.0 C217A380 久保大宮線 香北町梅ノ久保 160.0 

C217A385 久保大宮線 香北町梅ノ久保 150.0 C217A390 久保大宮線 香北町梅ノ久保 80.0 

C217A395 久保大宮線 香北町梅ノ久保 210.0 C217A400 久保大宮線 香北町大井平 260.0 

C217A405 久保大宮線 香北町永野 300.0 C217A410 久保大宮線 香北町永野 220.0 

C217A415 久保大宮線 香北町日の御子 80.0 C217A420 久保大宮線 香北町日の御子 160.0 

C217A425 久保大宮線 香北町日の御子 80.0 C217A430 久保大宮線 香北町美良布 240.0 

C253A005 新改停車場線 土佐山田町東川 70.0 C253A010 新改停車場線 土佐山田町東川 80.0 

C253A015 新改停車場線 土佐山田町東川 90.0 C253A020 新改停車場線 土佐山田町東川 100.0 

C253A025 新改停車場線 土佐山田町東川 190.0 C253A030 新改停車場線 土佐山田町東川 170.0 

C253A035 新改停車場線 土佐山田町東川 160.0 C253A040 新改停車場線 土佐山田町東川 130.0 

C253A045 新改停車場線 土佐山田町東川 90.0 C253A050 新改停車場線 土佐山田町東川 60.0 

C253A055 新改停車場線 土佐山田町東川 150.0 C253A060 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 160.0 

C253A065 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 100.0 C253A070 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 140.0 

C253A075 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 150.0 C253A080 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 120.0 

C253A085 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 100.0 C253A090 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 250.0 
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番号 
路線名 位     置 

延長
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施設管理 

番号 
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延長

(ｍ) 

C253A095 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 70.0 C253A100 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 90.0 

C253A105 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 180.0 C253A110 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 110.0 

C253A115 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 140.0 C253A120 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 130.0 

C253A125 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 200.0 C253A130 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 60.0 

C253A135 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 160.0 C253A140 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 110.0 

C253A145 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 190.0 C253A150 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 130.0 

C253A155 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 140.0 C253A160 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 230.0 

C224A020 奈良香北線 香北町西川 120.0 C224A025 奈良香北線 香北町西川 200.0 

C224A030 奈良香北線 香北町西川 400.0 C218A005 
日ノ御子土佐

山田町線 
香北町西の峯 200.0 

C218A010 
日ノ御子土佐

山田町線 
香北町有瀬 110.0 C218A015 

日ノ御子土佐

山田町線 
香北町有瀬 70.0 

C218A020 
日ノ御子土佐

山田町線 
香北町五百蔵 250.0 C218A025 

日ノ御子土佐

山田町線 
香北町五百蔵 白川 50.0 

C218A030 
日ノ御子土佐

山田町線 
土佐山田町佐竹 100.0 C218A035 

日ノ御子土佐

山田町線 
土佐山田町佐竹 20.0 

C218A040 
日ノ御子土佐

山田町線 
土佐山田町佐竹 220.0 C218A045 

日ノ御子土佐

山田町線 
土佐山田町佐竹 150.0 

C218A050 
日ノ御子土佐

山田町線 
土佐山田町佐竹 30.0 C218A055 

日ノ御子土佐

山田町線 
土佐山田町有谷 180.0 

C218A060 
日ノ御子土佐

山田町線 
土佐山田町有谷 90.0 C218A065 

日ノ御子土佐

山田町線 

土佐山田町佐野談議

所 
160.0 

C218A070 
日ノ御子土佐

山田町線 

土佐山田町佐野談議

所 
160.0 C218A075 

日ノ御子土佐

山田町線 

土佐山田町佐野談議

所 
300.0 

C220A005 蕨野大比線 香北町蕨野 110.0 C220A010 蕨野大比線 香北町蕨野 130.0 

C220A015 蕨野大比線 香北町永瀬 130.0 C220A020 蕨野大比線 香北町永瀬 150.0 

C220A025 蕨野大比線 香北町永瀬 140.0 C220A030 蕨野大比線 香北町永瀬 120.0 

C220A035 蕨野大比線 香北町蕨野 200.0 C220A040 蕨野大比線 香北町永瀬 170.0 

C220A045 蕨野大比線 香北町永瀬 180.0 C220A050 蕨野大比線 香北町永瀬 170.0 

C220A055 蕨野大比線 香北町永瀬 110.0 C220A060 蕨野大比線 香北町蕨野 210.0 

C220A065 蕨野大比線 香北町永瀬 130.0 C220A070 蕨野大比線 香北町永瀬 180.0 

C220A075 蕨野大比線 香北町永瀬 140.0 C220A080 蕨野大比線 香北町永瀬 250.0 

C220A085 蕨野大比線 香北町蕨野 250.0 C220A090 蕨野大比線 香北町永瀬 60.0 

C220A095 蕨野大比線 香北町永瀬 50.0 C220A100 蕨野大比線 香北町永瀬 40.0 

C220A105 蕨野大比線 香北町永瀬 230.0 C220A110 蕨野大比線 香北町永瀬 190.0 

C220A115 蕨野大比線 香北町大栃 60.0 C220A120 蕨野大比線 香北町大栃 210.0 

C220A125 蕨野大比線 香北町大栃 150.0 C220A130 蕨野大比線 香北町大栃 200.0 

C220A135 蕨野大比線 香北町大栃 170.0 C254A005 繁藤西町線 土佐山田町向田 175.0 

C254A010 繁藤西町線 土佐山田町向田 50.0 C254A015 繁藤西町線 土佐山田町平山 105.0 

C254A020 繁藤西町線 土佐山田町平山 55.0 C254A025 繁藤西町線 土佐山田町平山 250.0 

C254A030 繁藤西町線 土佐山田町東川 40.0 C254A035 繁藤西町線 土佐山田町東川 215.0 

C254A040 繁藤西町線 土佐山田町東川 170.0 C254A045 繁藤西町線 土佐山田町東川 145.0 

C254A050 繁藤西町線 土佐山田町東川 170.0 C233A005 香北龍河洞線 香北町太郎丸 60.0 

C233A010 香北龍河洞線 香北町太郎丸 230.0 C233A015 香北龍河洞線 香北町萩野 210.0 

C233A020 香北龍河洞線 香北町萩野 170.0 C233A025 香北龍河洞線 香北町岩改 270.0 

C233A030 香北龍河洞線 香北町岩改 40.0 C233A035 香北龍河洞線 香北町岩改 90.0 

C233A040 香北龍河洞線 香北町岩改 100.0 C233A045 香北龍河洞線 香北町岩改 70.0 

C233A050 香北龍河洞線 香北町岩改 130.0 C233A055 香北龍河洞線 土佐山田町逆川 200.0 

C233A060 香北龍河洞線 土佐山田町逆川 80.0 C233A065 香北龍河洞線 土佐山田町逆川 250.0 

C233A070 香北龍河洞線 土佐山田町逆川 110.0 C233A075 香北龍河洞線 土佐山田町逆川 140.0 

C233A080 香北龍河洞線 土佐山田町逆川 180.0 C233A085 香北龍河洞線 土佐山田町逆川 390.0 

C233A090 香北龍河洞線 

香美市土佐山田町逆

川～香南市香我美町

山北 

490.0 C233A095 香北龍河洞線 土佐山田町逆川 90.0 

C233A105 香北龍河洞線 
土佐山田町逆川～香

南市香我美町山北 
190.0 C233A110 香北龍河洞線 

土佐山田町逆川～香

南市香我美町山北 
470.0 

C267A005 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 235.0 C267A010 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 300.0 
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C267A015 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 165.0 C267A020 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 395.0 

C267A025 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 190.0 C267A030 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 140.0 

C267A035 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 175.0 C267A040 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 105.0 

C267A045 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 70.0 C267A050 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 135.0 

C267A055 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 195.0 C267A060 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 115.0 

C267A065 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 285.0 C267A070 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 340.0 

C267A075 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 375.0 C267A080 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 225.0 

C267A085 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 140.0 C267A090 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 255.0 

C267A095 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 250.0 C267A100 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 195.0 

C267A105 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 240.0 C267A110 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 190.0 

C267A115 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 240.0 C267A120 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 280.0 

C267A125 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 160.0     

 

② 岩石崩壊 
施設管理 

番号 
路線名 所 在 地 

延長

(ｍ) 

施設管理 

番号 
路線名 所 在 地 

延長

(ｍ) 

C195B010 国道195号 物部町小浜 35.0 C029B025 安芸物部線 物部町仙頭 65.0 

C029B030 安芸物部線 物部町仙頭 50.0 C029B035 安芸物部線 物部町仙頭 30.0 

C029B040 安芸物部線 物部町山崎 30.0 C030B005 香北赤岡線 香北町西川 110.0 

C049B005 大豊物部線 物部町笹 50.0 C049B010 大豊物部線 物部町笹 65.0 

C049B015 大豊物部線 物部町笹 30.0 C049B020 大豊物部線 物部町笹 50.0 

C049B025 大豊物部線 物部町笹 50.0 C049B030 大豊物部線 物部町笹 70.0 

C049B035 大豊物部線 物部町笹 110.0 C049B040 大豊物部線 物部町笹 60.0 

C049B045 大豊物部線 物部町笹 90.0 C049B050 大豊物部線 物部町笹 50.0 

C049B055 大豊物部線 物部町笹 30.0 C049B060 大豊物部線 物部町笹 40.0 

C049B065 大豊物部線 物部町笹 120.0 C049B070 大豊物部線 物部町柳瀬 55.0 

C268B005 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 30.0 C268B010 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 30.0 

C268B015 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 170.0 C268B020 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 80.0 

C217B005 久保大宮線 物部町久保影 50.0 C217B010 久保大宮線 物部町久保影 50.0 

C217B015 久保大宮線 物部町久保影 90.0 C217B020 久保大宮線 物部町久保沼井 60.0 

C217B025 久保大宮線 物部町久保岡ノ堂 10.0 C217B030 久保大宮線 物部町久保高井 180.0 

C217B035 久保大宮線 物部町柳瀬 150.0 C217B040 久保大宮線 香北町猪野々 20.0 

C218B005 
日ノ御子土佐

山田線 
香北町西の峯 40.0 C220B005 蕨野大比線 香北町蕨野 15.0 

C220B010 蕨野大比線 香北町永瀬 90.0 C220B015 蕨野大比線 香北町大栃 40.0 

C233B005 香北龍河洞線 土佐山田町逆川 20.0 C233B010 香北龍河洞線 土佐山田町逆川 60.0 

C253B005 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 30.0 C267B005 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 70.0 

C267B010 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 65.0 C267B015 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 60.0 

C267B020 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 120.0 C267B025 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 65.0 

C267B030 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 60.0     

 

③ 地すべり 
施設管理 

番号 
路線名 所 在 地 

延長

(ｍ) 

施設管理 

番号 
路線名 所 在 地 

延長

(ｍ) 

C195C005 国道195号 香北町白石 100.0 C195C010 国道195号 物部町中谷川 50.0 

C195C015 国道195号 物部町山崎 180.0 C195C020 国道195号 物部町根木屋 120.0 

C195C025 国道195号 物部町別役 70.0 C217C005 久保大宮線 香北町永野 300.0 

C049C005 大豊物部線 物部町安丸 25.0 C049C010 大豊物部線 物部町安丸 45.0 

 

④ 土石流 
施設管理 

番号 
路線名 所 在 地 

延長

(ｍ) 

施設管理 

番号 
路線名 所 在 地 

延長

(ｍ) 

C195E005 国道195号 土佐山田町杉田 3.0 C195E010 国道195号 香北町橋川野 4.5 

C195E015 国道195号 物部町別役 5.0 C195E020 国道195号 物部町別役 6.0 

C195E025 国道195号 物部町市宇 10.0 C195E030 国道195号 物部町別府 6.0 

C195E035 国道195号 物部町別府 5.0 C226E005 永野久保川線 物部町庄谷相 10.0 
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延長

(ｍ) 

施設管理 

番号 
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C226E010 永野久保川線 物部町庄谷相 10.0 C226E015 永野久保川線 物部町庄谷相 10.0 

C226E020 永野久保川線 香北町西川 10.0 C226E025 永野久保川線 香北町西川 10.0 

C226E030 永野久保川線 香北町西川 10.0 C226E035 永野久保川線 香北町西川 10.0 

C268E050 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 10.0 C268E055 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 10.0 

C268E060 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 10.0 C268E065 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 10.0 

C268E070 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 10.0 C268E075 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 10.0 

C268E080 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 10.0 C268E085 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 10.0 

C268E090 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 10.0 C268E095 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 10.0 

C268E100 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 10.0 C268E105 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 10.0 

C268E110 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 10.0 C268E115 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 20.0 

C268E120 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 10.0 C268E125 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 10.0 

C268E130 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 10.0 C268E135 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 10.0 

C268E140 蟹越繁藤線 土佐山田町繁藤 10.0 C268E145 蟹越繁藤線 土佐山田町繁藤 10.0 

C268E150 蟹越繁藤線 土佐山田町繁藤 10.0 C217E005 久保大宮線 物部町久保影 10.0 

C217E010 久保大宮線 物部町久保影 10.0 C217E015 久保大宮線 物部町久保影 10.0 

C217E020 久保大宮線 物部町久保沼井 10.0 C217E025 久保大宮線 物部町久保沼井 10.0 

C217E030 久保大宮線 物部町南池 10.0 C217E035 久保大宮線 物部町南池 10.0 

C217E040 久保大宮線 物部町南池 10.0 C217E045 久保大宮線 物部町南池 10.0 

C217E050 久保大宮線 物部町五王堂 10.0 C217E055 久保大宮線 物部町五王堂 10.0 

C217E060 久保大宮線 物部町五王堂 10.0 C217E065 久保大宮線 物部町五王堂 10.0 

C217E070 久保大宮線 物部町五王堂 10.0 C217E075 久保大宮線 物部町五王堂 10.0 

C217E080 久保大宮線 物部町五王堂 10.0 C217E085 久保大宮線 物部町柳瀬 10.0 

C217E090 久保大宮線 物部町柳瀬 10.0 C217E095 久保大宮線 物部町柳瀬 10.0 

C217E100 久保大宮線 物部町柳瀬 10.0 C217E105 久保大宮線 物部町柳瀬 10.0 

C217E110 久保大宮線 香北町猪野々 10.0 C217E115 久保大宮線 香北町猪野々 10.0 

C217E120 久保大宮線 香北町猪野々 10.0 C217E125 久保大宮線 香北町猪野々 10.0 

C217E130 久保大宮線 香北町日浦込 10.0 C217E135 久保大宮線 香北町日浦込 10.0 

C217E140 久保大宮線 香北町梅ノ久保 10.0 C217E145 久保大宮線 香北町梅ノ久保 10.0 

C217E150 久保大宮線 香北町日の御子 10.0 C217E155 久保大宮線 香北町日の御子 10.0 

C233E005 香北龍河洞線 香北町太郎丸 10.0 C233E010 香北龍河洞線 香北町太郎丸・萩野 15.0 

C233E015 香北龍河洞線 香北町岩改 15.0 C233E020 香北龍河洞線 香北町岩改 10.0 

C253E005 新改停車場線 土佐山田町東川 10.0 C253E010 新改停車場線 土佐山田町東川 5.0 

C253E015 新改停車場線 土佐山田町東川 10.0 C253E020 新改停車場線 土佐山田町東川 10.0 

C253E025 新改停車場線 土佐山田町東川 5.0 C253E030 新改停車場線 土佐山田町東川 35.0 

C253E035 新改停車場線 土佐山田町東川 20.0 C253E040 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 10.0 

C253E045 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 30.0 C253E050 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 10.0 

C253E055 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 10.0 C224E010 奈良香北線 香北町奥西川 10.0 

C224E015 奈良香北線 香北町西川 20.0 C224E020 奈良香北線 香北町西川 20.0 

C218E005 
日ノ御子土佐

山田線 
香北町西の峯 有瀬 5.0 C218E010 

日ノ御子土佐

山田線 
香北町有瀬 10.0 

C218E015 
日ノ御子土佐

山田線 
香北町白川 10.0 C218E020 

日ノ御子土佐

山田線 
香北町白川 5.0 

C218E025 
日ノ御子土佐

山田線 
香北町白川 13.0 C218E030 

日ノ御子土佐

山田線 
土佐山田町佐竹 10.0 

C218E035 
日ノ御子土佐

山田線 
土佐山田町有谷 10.0 C220E005 蕨野大比線 香北町永瀬 10.0 

C220E010 蕨野大比線 香北町永瀬 10.0 C220E015 蕨野大比線 香北町永瀬 10.0 

C220E020 蕨野大比線 香北町永瀬 10.0 C220E025 蕨野大比線 香北町永瀬 10.0 

C220E030 蕨野大比線 香北町永瀬 10.0 C220E035 蕨野大比線 物部町大栃 10.0 

C220E040 蕨野大比線 物部町大栃 10.0 C267E005 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 15.0 

C267E010 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 5.0 C267E015 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 20.0 

C267E020 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 10.0 C267E025 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 15.0 

C267E030 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 5.0 C267E035 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 10.0 

C267E040 上穴内本山線 土佐山田町上穴内 10.0 C254E005 繁藤西町線 土佐山田町向田 5.0 

C254E010 繁藤西町線 土佐山田町向田 5.0 C254E015 繁藤西町線 土佐山田町向田 5.0 

C254E020 繁藤西町線 土佐山田町向田 10.0 C254E025 繁藤西町線 土佐山田町平山 5.0 

C254E030 繁藤西町線 土佐山田町平山 5.0 C254E035 繁藤西町線 土佐山田町東川 5.0 

C254E040 繁藤西町線 土佐山田町東川 5.0 C254E045 繁藤西町線 土佐山田町東川 5.0 
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C254E050 繁藤西町線 土佐山田町東川 5.0 C254E055 繁藤西町線 土佐山田町東川 5.0 

C029E020 安芸物部線 物部町頓定 4.0 C029E025 安芸物部線 物部町頓定 5.0 

C029E030 安芸物部線 物部町頓定 4.0 C029E035 安芸物部線 物部町頓定 5.5 

C029E040 安芸物部線 物部町頓定 4.0 C049E005 大豊物部線 物部町笹 2.0 

C049E010 大豊物部線 物部町笹 3.0 C049E015 大豊物部線 物部町笹 8.0 

C049E020 大豊物部線 物部町笹 12.0 C049E025 大豊物部線 物部町笹 6.0 

C049E030 大豊物部線 物部町笹 6.0 C049E035 大豊物部線 物部町柳瀬 5.0 

 

⑤ 盛土災害 

施設管理 

番号 
路線名 所 在 地 

延長

(ｍ) 

施設管理 

番号 
路線名 所 在 地 

延長

(ｍ) 

C195F005 国道195号 土佐山田町楠目 25.0 C195F010 国道195号 物部町大栃 30.0 

C195F015 国道195号 物部町山崎 37.0 C195F020 国道195号 物部町山崎 48.0 

C195F025 国道195号 物部町山崎 95.0 C195F030 国道195号 物部町山崎 155.0 

C195F035 国道195号 物部町根木屋 60.0 C195F040 国道195号 物部町根木屋 125.0 

C195F045 国道195号 物部町根木屋 150.0 C195F050 国道195号 物部町根木屋 55.0 

C195F055 国道195号 物部町根木屋 90.0 C195F060 国道195号 
物部町根木屋 

～岡の内 
66.0 

C195F065 国道195号 物部町岡の内 168.0 C195F070 国道195号 物部町岡の内 80.0 

C226F005 永野久保川線 物部町庄谷相 70.0 C226F010 永野久保川線 香北町西川 50.0 

C226F015 永野久保川線 香北町西川 10.0 C226F020 永野久保川線 香北町西川 20.0 

C226F025 永野久保川線 香北町西川 10.0 C268F010 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 110.0 

C268F015 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 30.0 C268F020 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 20.0 

C268F025 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 70.0 C233F005 香北龍河洞線 土佐山田町逆川 50.0 

C253F005 新改停車場線 土佐山田町東川 50.0 C253F010 新改停車場線 土佐山田町東川 10.0 

C253F015 新改停車場線 土佐山田町東川 25.0 C253F020 新改停車場線 土佐山田町東川 30.0 

C253F025 新改停車場線 土佐山田町東川 30.0 C253F030 新改停車場線 土佐山田町東川 60.0 

C253F035 新改停車場線 土佐山田町東川 10.0 C253F040 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 30.0 

C253F045 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 130.0 C253F050 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 70.0 

C253F055 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 60.0 C253F060 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 35.0 

C253F065 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 20.0 C253F070 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 70.0 

C253F075 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 40.0 C253F080 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 80.0 

C218F005 
日ノ御子土佐

山田線 
香北町有瀬 60.0 C218F010 

日ノ御子土佐

山田線 
香北町有瀬 30.0 

C218F015 
日ノ御子土佐

山田線 
香北町有瀬 20.0 C218F020 

日ノ御子土佐

山田線 
香北町五百蔵 30.0 

C218F025 
日ノ御子土佐

山田線 
土佐山田町佐竹 20.0 C218F030 

日ノ御子土佐

山田線 
土佐山田町仁井田 50.0 

C218F035 
日ノ御子土佐

山田線 
土佐山田町談議所 130.0 C254F005 繁藤西町線 土佐山田町東川 215.0 

C254F010 繁藤西町線 土佐山田町東川 65.0 C254F015 繁藤西町線 土佐山田町新改 35.0 

C254F020 繁藤西町線 土佐山田町須江 40.0 C029F005 安芸物部線 物部町頓定 25.0 

C049F005 大豊物部線 物部町笹 13.0 C049F010 大豊物部線 物部町笹 20.0 

C049F015 大豊物部線 物部町安丸 29.0 C049F020 大豊物部線 物部町柳瀬 53.0 

 

⑥ 擁壁 
施設管理 

番号 
路線名 所 在 地 

延長

(ｍ) 

施設管理 

番号 
路線名 所 在 地 

延長

(ｍ) 

C195G005 国道195号 土佐山田町楠目 45.0 C195G010 国道195号 土佐山田町楠目 25.0 

C195G015 国道195号 土佐山田町楠目 45.0 C195G020 国道195号 土佐山田町楠目 33.0 

C195G025 国道195号 土佐山田町杉田 26.0 C195G030 国道195号 香北町吉野 22.0 

C195G035 国道195号 香北町吉野 97.0 C195G040 国道195号 香北町吉野 90.0 

C195G045 国道195号 香北町吉野～根須 35.0 C195G050 国道195号 香北町根須 38.0 

C195G055 国道195号 香北町根須 45.0 C195G060 国道195号 香北町根須 115.0 

C195G065 国道195号 香北町根須 55.0 C195G070 国道195号 香北町根須 22.0 

C195G075 国道195号 香北町根須 90.0 C195G080 国道195号 香北町根須 30.0 

C195G085 国道195号 香北町根須 42.0 C195G090 国道195号 香北町根須 42.0 
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延長
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施設管理 

番号 
路線名 所 在 地 

延長

(ｍ) 

C195G095 国道195号 香北町白石 75.0 C195G100 国道195号 香北町白石 87.0 

C195G105 国道195号 香北町白石 95.0 C195G110 国道195号 香北町白石 86.0 

C195G115 国道195号 香北町蕨野 65.0 C195G120 国道195号 物部町大栃 30.0 

C195G125 国道195号 物部町山崎 48.0 C195G130 国道195号 物部町山崎 95.0 

C195G135 国道195号 物部町山崎 110.0 C195G140 国道195号 物部町山崎 50.0 

C195G145 国道195号 物部町山崎 155.0 C195G150 国道195号 物部町山崎 45.0 

C195G155 国道195号 物部町山崎 50.0 C195G160 国道195号 物部町押谷 85.0 

C195G165 国道195号 物部町小浜 12.0 C195G170 国道195号 物部町小浜 30.0 

C195G175 国道195号 物部町小浜 103.0 C195G180 国道195号 物部町根木屋 160.0 

C195G185 国道195号 物部町根木屋 25.0 C195G190 国道195号 物部町根木屋 57.0 

C195G195 国道195号 物部町根木屋 150.0 C195G200 国道195号 物部町根木屋 32.0 

C195G205 国道195号 物部町根木屋 135.0 C195G210 国道195号 物部町根木屋 95.0 

C195G215 国道195号 物部町根木屋 160.0 C195G220 国道195号 物部町根木屋 135.0 

C195G225 国道195号 物部町岡の内 168.0 C195G230 国道195号 物部町岡の内 63.0 

C195G235 国道195号 物部町岡の内 80.0 C195G240 国道195号 香北町吉野 140.0 

C195G245 国道195号 物部町根木屋 30.0 C226G005 永野久保川線 物部町庄谷相 70.0 

C226G010 永野久保川線 香北町西川 50.0 C226G015 永野久保川線 香北町西川 20.0 

C226G020 永野久保川線 香北町西川 10.0 C268G010 蟹越繁藤線 土佐山田町上穴内 20.0 

C268G015 蟹越繁藤線 土佐山田町樫ノ谷 70.0 C217G005 久保大宮線 香北町猪野々 80.0 

C233G005 香北龍河洞線 土佐山田町逆川 50.0 C253G005 新改停車場線 土佐山田町東川 10.0 

C253G010 新改停車場線 土佐山田町東川 15.0 C253G015 新改停車場線 土佐山田町東川 30.0 

C253G020 新改停車場線 土佐山田町東川 30.0 C253G025 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 30.0 

C253G030 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 10.0 C253G035 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 40.0 

C253G040 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 30.0 C253G045 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 35.0 

C253G050 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 10.0 C253G055 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 70.0 

C253G060 新改停車場線 土佐山田町曽我部川 40.0 C218G005 
日ノ御子 

土佐山田線 
香北町有瀬 20.0 

C218G010 
日ノ御子 

土佐山田線 
香北町有瀬 30.0 C218G020 

日ノ御子 

土佐山田線 
香北町五百蔵 30.0 

C218G015 
日ノ御子 

土佐山田線 
香北町有瀬 20.0 C218G025 

日ノ御子 

土佐山田線 
土佐山田町佐竹 20.0 

C218G030 
日ノ御子 

土佐山田線 
土佐山田町談議所 140.0 C218G035 

日ノ御子 

土佐山田線 
土佐山田町談議所 70.0 

C254G005 繁藤西町線 土佐山田町東川 215.0 C254G010 繁藤西町線 土佐山田町東川 10.0 

C254G015 繁藤西町線 土佐山田町東川 10.0 C254G020 繁藤西町線 土佐山田町新改 35.0 

C254G025 繁藤西町線 土佐山田町須江 40.0 C049G005 大豊物部線 物部町笹 20.0 

C049G010 大豊物部線 物部町笹 13.0 C049G015 大豊物部線 物部町安丸 29.0 

C049G020 大豊物部線 物部町安丸 210.0 C049G025 大豊物部線 物部町安丸 30.0 

C049G030 大豊物部線 物部町安丸 15.0 C049G035 大豊物部線 物部町安丸 25.0 

C049G040 大豊物部線 物部町柳瀬 53.0 C049G045 大豊物部線 物部町柳瀬 26.0 

C049G050 大豊物部線 物部町柳瀬 26.0 C022G005 龍河洞公園線 土佐山田町逆川 39.0  

 

⑦ 橋梁基礎の洗掘 
施設管理番号 路 線 名 橋梁名 所 在 地 橋長(ｍ) 

C195H015 国道195号 梶谷橋 物部町小浜 24.0 

C195H020 国道195号 小浜下橋 物部町小浜 17.0 

C195H025 国道195号 小浜上橋 物部町小浜 10.0 

C195H040 国道195号 木床第１橋 物部町市宇 41.0 

C195H045 国道195号 木床第２橋 物部町市宇 54.0 

C195H050 国道195号 成山第１橋 物部町市宇 57.0 

C195H055 国道195号 落谷橋 物部町別府 13.0 

C195H060 国道195号 行者橋 物部町別府 65.0 

C195H005 国道195号 香北橋 土佐山田町韮生野～小川 15.0 

C195H010 国道195号 第２塩橋 物部町山崎 45.0 

C195H030 国道195号 境谷橋 物部町小浜～根木屋 18.0 

C195H035 国道195号 津々呂橋 物部町市宇 35.0 

C029H010 安芸物部線 明改橋 物部町仙頭 27.1 
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施設管理番号 路 線 名 橋梁名 所 在 地 橋長(ｍ) 

C030H005 香北赤岡線 西川橋 香北町西川 18.9 

C049H005 大豊物部線 梅平橋 物部町笹 18.5 

C049H015 大豊物部線 落合橋 物部町五王堂 28.9 

C049H010 大豊物部線 一の瀬橋 物部町笹 30.1 

C217H005 久保大宮線 改森橋 物部町久保沼井 14.7 

C217H015 久保大宮線 南池橋 物部町大西 27.0 

C217H010 久保大宮線 冬谷橋 物部町大西 23.5 

C217H020 久保大宮線 久保川橋 香北町永野 53.3 

C237H005 神母ノ木野市線 月見橋 土佐山田町山田島 20.6 

C254H005 繁藤西町線 向田橋 土佐山田町繁藤 45.0 

C254H010 繁藤西町線 入野橋 土佐山田町入野 31.1 

C254H015 繁藤西町線 新改橋 土佐山田町新改 33.1 

C267H005 上穴内本山線 無名２号橋 土佐山田町上穴内 11.8 

C268H005 蟹越繁藤線 宮の谷川橋 土佐山田町樫ノ谷 27.5 

C218H005 日ノ御子土佐山田線 有瀬橋 香北町有瀬 14.7 

≪出典≫ 道路防災総点検一覧 

 

（14）道路危険箇所（県管理から市町村移管） 
① 岩石崩壊 
施設管理 

番号 
路線名 所 在 地 

延長

(ｍ) 

施設管理 

番号 
路線名 所 在 地 

延長

(ｍ) 

C195B005 国道195号 物部町山崎 30.0 C195B015 国道195号 物部町市宇 30.0 

C195B020 国道195号 物部町市宇 55.0     

 

② 落石崩壊 
施設管理 

番号 
路線名 位     置 

延長

(ｍ) 

施設管理 

番号 
路線名 位     置 

延長

(ｍ) 

C195A120 国道195号 物部町山崎 120.0 C195A150 国道195号 物部町根木屋 95.0 

C195A155 国道195号 物部町根木屋 90.0 C195A160 国道195号 物部町根木屋 110.0 

C195A225 国道195号 物部町市宇 100.0 C195A245 国道195号 物部町市宇 110.0 

C195A250 国道195号 物部町市宇 170.0     
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（15）河川危険区域（重要水防箇所） 
① 国が定める重要水防箇所 

河川名 水防管理団体 危険箇所名 危険状況 
危険度判
定基準 

延長 

(ｍ) 
担当官署名 対策工法 県側担当土木事務所 備   考 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
岩積 

基礎地盤漏水 Ｂ 1,301 
国土交通省 

物部川出張所 
月の輪工 中央東 （右） 6/0＋60～7/2＋160 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
岩積 

基礎地盤漏水 Ａ 51 
国土交通省 

物部川出張所 

木流し工 

シート張り工 

防水マット工 

中央東 （右） 7/2＋160～7/4＋10 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
岩積 

基礎地盤漏水 Ｂ 140 
国土交通省 

物部川出張所 
月の輪工 中央東 （右） 7/4＋10～7/4＋150 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
下ノ村 

堤体漏水 Ｂ 968 
国土交通省 

物部川出張所 

木流し工 

シート張り工 

防水マット工 

中央東 （右） 7/4＋10～8/2＋180 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
岩積 

水衝洗掘 Ｂ 673 
国土交通省 

物部川出張所 

木流し工 

捨て土のう工 
中央東 （右） 6/8＋100～7/4＋170 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町

下ノ村 
堤体漏水 Ｂ 67 

国土交通省 

物部川出張所 

木流し工 

シート張り工 

防水マット工 

中央東 （右） 8/8＋190～9/0＋57 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
下ノ村 

堤体漏水 Ｂ 95 
国土交通省 

物部川出張所 

木流し工 

シート張り工 

防水マット工 

中央東 （右） 9/4＋165～9/6＋60 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
下ノ村 

水衝洗掘 Ｂ 367 
国土交通省 

物部川出張所 

木流し工 

捨て土のう工 
中央東 （右） 8/8＋130～9/2＋100 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
下ノ村 

越水（溢水） Ｂ 491 
国土交通省 

物部川出張所 
積土のう工 中央東 （右） 8/6～9/0＋100 

物部川 

香南市 

（野市消防団） 

香美市 

（香美市消防団） 

香南市野市町上岡 

～西佐古 
越水（溢水） Ａ 

4,457 

637 

国土交通省 

物部川出張所 
積土俵工 中央東 （左） 

2/4＋120～7/2 

7/2～7/8＋40 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
加茂 

越水（溢水） Ａ 1,761 
国土交通省 

物部川出張所 
積土のう工 中央東 （左） 8/4～9/8 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
岩積 

堤体漏水 Ｂ 361 
国土交通省 

物部川出張所 
積土のう工 中央東 （右） 5/2～5/4＋160 
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河川名 水防管理団体 危険箇所名 危険状況 
危険度判
定基準 

延長 

(ｍ) 
担当官署名 対策工法 県側担当土木事務所 備   考 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
岩積 

堤体漏水 Ｂ 357 
国土交通省 

物部川出張所 
積土のう工 中央東 （右） 6/0＋80～6/4＋40 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
岩積 

堤体漏水 Ｂ 231 
国土交通省 

物部川出張所 
積土のう工 中央東 （右） 6/4＋160～6/6＋190 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
岩積 

堤体漏水 Ｂ 472 
国土交通省 

物部川出張所 
積土のう工 中央東 （右） 6/8＋90～7/6＋160 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
岩積 

堤体漏水 Ａ 51 
国土交通省 

物部川出張所 
月の輪工 中央東 （右） 7/2＋160～7/4＋10 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
岩積 

旧川跡 要注意 200 
国土交通省 

物部川出張所 
現状把握 中央東 （右） 6/2＋10～6/4＋10 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
岩積 

旧川跡 要注意 670 
国土交通省 

物部川出張所 
現状把握 中央東 （右） 6/4＋140～7/2＋10 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
岩積 

旧川跡 要注意 210 
国土交通省 

物部川出張所 
現状把握 中央東 （右） 7/4＋10～7/6＋20 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町

岩積 
旧川跡 要注意 330 

国土交通省 

物部川出張所 
現状把握 中央東 （右） 7/8＋80～8/2＋10 

物部川 
香美市 

（香美市消防団） 

香美市土佐山田町
下ノ村 

旧川跡 要注意 930 
国土交通省 

物部川出張所 
現状把握 中央東 （右） 8/6＋130～9/6＋60 

  



 

 

   

8
7
 

② 県が定める重要水防箇所 

沿岸名 

河川名 

又は 

海岸名 

所轄土木 

事務所名 

危険区域 特に危険な場所及び対策 溢流・決壊等を予想した被害 

避難場所 左岸 

右岸 

延長 

(ｍ) 

左岸 

右岸 

延長 

(ｍ) 
箇所名 

予想される

危険状況 
水防工法 公共施設 一般戸数 

人口 

(人) 

耕地 

(ha) 

物部川 佐古田川 中央東 
左 

右 

1,000 

1,000 

左 

右 

500 

500 

土佐山田町 

佐古薮 
溢水 土俵積 1 5 20 5.0 市が指示する場所 

物部川 片地川 中央東 
左 

右 

1,300 

1,300 

左 

右 

700 

700 

土佐山田町 

佐古薮 
溢水 土俵積 1 15 60 1.0 市が指示する場所 

国分川 土生川 中央東 
左 

右 

2,500 

2,500 

左 

右 

0 

0 

土佐山田町 

植 
溢水 土俵積 2 6 20 30.0 市が指示する場所 

国分川 国分川 中央東 
左 

右 

1,100 

1,100 

左 

右 

1,100 

1,100 

土佐山田町 

久次 
溢水 土俵積 1 50 150 22.0 市が指示する場所 

吉野川 北滝本川 中央東 
左 

右 

3,500 

3,500 

左 

右 

700 

700 

土佐山田町 

繁藤 
溢水 土俵積 1 20 60 7.0 市が指示する場所 
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（16）ため池危険地区（農村振興局所管） 

ため池名 位 置 
堤高 

（ｍ） 

堤頂長 

（ｍ） 

総貯水量 

（㎥） 

保全対象 

人家戸数 公共施設 

女夫池（上池） 土佐山田町楠目字女夫池 2669 12.0 57 50,610 8  

舟谷池 土佐山田町船谷字池ノ丸 892 14.8 94 115,000 

 

18 佐古藪ふれあいセンター、高知工科大学グラウンド、高知テクノ

パーク工業用水道水源地 

古池 土佐山田町宮ノ口字池林 901 9.5 64 25,000 

 

149 高知工科大学、香美警察署片地駐在所、土佐山田消防団片地分団、

片地小学校、片地地区多目的集会所、片地児童クラブ、片地地区

公民館 

吹越池（上池） 土佐山田町佐野字フキコシ 288 4.0 280 36,000 39 佐野集会所 

佐野池（下池） 土佐山田町佐野字上ミタイノウチ 666 10.2 147 19,700 20 佐野集会所 

大倉池 土佐山田町林田字フキマハシ 654 5.0 32 15,000 24  

古田池 土佐山田町上改田字東古田 258-ロ 7.8 48 30,000 8  

牧場池 土佐山田町佐野字ナカノタニ 1581 5.3 41 1,200 0 山田堆肥センター 

オツギ藪池 土佐山田加茂字乳母ヶ懐 222 10.4 33 3,120 10  

新池 土佐山田町宮ノ口字新池 846 5.0 250 6,000 24 宮ノ口公民館、国道 195号 

前土居池 土佐山田町加茂字アカイ谷 596 10.8 43 5,000 5  

傍士池 土佐山田町宮ノ口字神田丸 1235 4.9 93 3,500 18 国道 195号 

本池 土佐山田町間字本モ池ノ奥ノ丸 1737 5.1 20 2,500 3  

上池 土佐山田町間本池ノ奥ノ丸 1726 3.0 20 1,000 3  

新池（間） 土佐山田町間字新池西ノ丸 1779 3.7 32 1,000 3  

裏の池 土佐山田町間字上ノ山西開キ丸 1747-1 3.7 18 2,000 2  

ツエケ谷池 土佐山田町楠目字ツエケ谷 2990 5.5 32 500 4  

松尾池 土佐山田町佐野字マツヲ 1732-1 3.7 26 300 3  

銭ヶ神上池 土佐山田町楠目字銭神 2382 3.0 28 150 0  

中ノ内池 土佐山田町植字ナカノ内 292-2 1.2 14 200 0  

ビワノクビ池 土佐山田町新改字林ノ谷 352 4.0 11 750 3 新改公民館 

林の谷池 土佐山田町新改字林ノ谷 1245 2.6 38 620 3  

庄屋池 土佐山田町宮ノ口字庄屋池 467 3.5 152 4,000 22  

キュウトク池 土佐山田町楠目字青サレ 3031 4.6 30 520 0  

横屋敷池 土佐山田町宮ノ口字横屋敷 1063-1 1.2 13 40 0  

北の池 土佐山田町植字ツエ坂西平 743 3.3 3 570 0 植東部公民館多目的生活改善センター 

小池 土佐山田町間字本モ池ノ奥ノ丸 1734 4.0 30 400 3  

フカダ池 土佐山田町杉田字小島付 52-1 1.5 45 90 0  

西セキジョウ池 土佐山田町大平字西セキ定 428 2.3 10 320 1  

セキジョウ池 土佐山田町大平字西セキ定 439-1 1.0 13 70 1  

東サキデン池 土佐山田町大平字西サキデン 426 0.5 4 80 2  

森山池 土佐山田町宮ノ口字神田丸 1246 1.5 40 70 16 国道 195号 
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ため池名 位 置 
堤高 

（ｍ） 

堤頂長 

（ｍ） 

総貯水量 

（㎥） 

保全対象 

人家戸数 公共施設 

三代田池 土佐山田町宮ノ口字三代田 1036-1 2.0 15 70 2 国道 195号 

平ノ池 香北町美良布字梅ケ谷 1240 4.0 114 6,600 138 医療法人豊秋会香北病院、香北消防団美良布分団、香美市役所香

北支所、子育て支援センターびらふ、美良布地区公民館、グルー

プホームびらふ、びらふ診療所、老人憩いの家美良布荘、香美市

商工会香北支所、図書館香北分館、美良布郵便局、JA香北良心市、

園芸出荷場、JR四国バス美良布駅、JA土佐香美香北支所、Aコー

プかほく、香美森林組合、香北中学校啓明寮、大宮小学校、農事

組合法人香北椎茸組合 

ひょうたん池 香北町韮生野字ハザマ 863 3.6 24 2,000 4 国道 195号 

橋川野 香北町橋川野字宮ノ西 184 3.0 75 900 3 橋川野集落センター、エネオス武内石油店 SS、国道 195号 

白川 香北町白川字宮ノ後口 1155-1 5.5 70 900 0  

猪野々 香北町猪野々字ツキ池 3715・3716合併 2.5 40 360 0  

下池 物部町神池字田ノ本 1678-1 3.0 85 3,600 3  

第 1調整池 土佐山田町大平 27 9.0 60 11,000 20 佐野集会所 

女夫池（下池） 土佐山田町楠目字女夫池 2674 14.9 64 17,300 8  

神社池 南国市植田字城ヶ谷 1340-ｲ 7.8 98 6,000 23  

≪出典≫ 「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」に基づく「農業用ため池データベース」公表一覧表 
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（17）土砂災害警戒区域等 

① 急傾斜地 
箇所番号 箇 所 名 位   置 

Ⅰ-538 駅前町（１） 香美市土佐山田町繁藤 

Ⅰ-539 繁藤 香美市土佐山田町繁藤、角茂谷 

Ⅱ-1329 北滝本（１） 香美市土佐山田町北滝本、繁藤 

Ⅱ-1344 駅前町（２） 香美市土佐山田町繁藤 

Ⅱ-1465 北滝本（２） 香美市土佐山田町北滝本、繁藤 

Ⅰ-535 繁藤（南） 香美市土佐山田町繁藤 

Ⅰ-536 樫の谷（１） 香美市土佐山田町樫谷 

Ⅰ-541 繁藤（１） 香美市土佐山田町繁藤 

Ⅰ-569 高瀬（１） 香美市土佐山田町繁藤 

Ⅱ-1323 北滝本（３） 香美市土佐山田町北滝本 

Ⅱ-1324 北滝本（４） 香美市土佐山田町北滝本 

Ⅱ-1325 北滝本（５） 香美市土佐山田町北滝本 

Ⅱ-1326 北滝本（６） 香美市土佐山田町北滝本 

Ⅱ-1327 北滝本（７） 香美市土佐山田町北滝本 

Ⅱ-1328 北滝本（８） 香美市土佐山田町北滝本、繁藤 

Ⅱ-1330 繁藤（２） 香美市土佐山田町繁藤 

Ⅱ-1331 高瀬（２） 香美市土佐山田町繁藤 

Ⅱ-1332 樫の谷（２） 香美市土佐山田町樫谷 

Ⅱ-1333 樫の谷（３） 香美市土佐山田町樫谷 

Ⅱ-1334 樫の谷（４） 香美市土佐山田町樫谷 

Ⅱ-1337 河の川（１）  香美市土佐山田町角茂谷 

Ⅱ-1338 河の川（２） 香美市土佐山田町角茂谷 

Ⅱ-1339 河の川（３） 香美市土佐山田町角茂谷 

Ⅱ-1340 河の川（４） 香美市土佐山田町角茂谷 

Ⅱ-1341 追廻（１） 香美市土佐山田町角茂谷 

Ⅱ-1342 追廻（２） 香美市土佐山田町角茂谷 

Ⅱ-1343 駅前町（３） 香美市土佐山田町角茂谷 

Ⅱ-1460 北滝本（９） 香美市土佐山田町北滝本 

Ⅱ-1461 北滝本（１０） 香美市土佐山田町北滝本 

Ⅱ-1463 角茂谷（１） 香美市土佐山田町角茂谷 

Ⅱ-1464 北滝本（１１） 香美市土佐山田町北滝本 

Ⅱ-1466 角茂谷（２） 香美市土佐山田町角茂谷 

Ⅱ-1467 上穴内 香美市土佐山田町上穴内 

Ⅱ-1468 樫の谷（５） 香美市土佐山田町樫谷 

Ⅱ-1469 樫の谷（６） 香美市土佐山田町繁藤、樫谷 

Ⅱ-1502 北滝本（１２） 香美市土佐山田町北滝本 

Ⅱ-1503 北滝本（１３） 香美市土佐山田町北滝本 

Ⅱ-1504 角茂谷（３） 香美市土佐山田町角茂谷 

Ⅱ-1505 角茂谷（４） 香美市土佐山田町角茂谷 

Ⅱ-1506 角茂谷（５） 香美市土佐山田町角茂谷 

Ⅳ-323001 角茂谷（６） 香美市土佐山田町角茂谷 

Ⅳ-323002 北滝本（１４） 香美市土佐山田町北滝本 

Ⅰ-537 西又（１） 香美市土佐山田町西又 

Ⅱ-1335 西又（２） 香美市土佐山田町西又 

Ⅱ-1336 西又（３） 香美市土佐山田町西又 

Ⅱ-1507 西又（４） 香美市土佐山田町西又 

Ⅰ-534 平山（１） 香美市土佐山田町平山 

Ⅰ-552 新改（１） 香美市土佐山田町新改、上改田 

Ⅰ-559 入野（１） 香美市土佐山田町入野 

Ⅰ-565 曽我部川（１） 香美市土佐山田町曽我部川 

Ⅰ-566 平山（２） 香美市土佐山田町平山 

Ⅰ-567 平山（３） 香美市土佐山田町平山 

Ⅰ-568 平山（４） 香美市土佐山田町平山 
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箇所番号 箇 所 名 位   置 

Ⅱ-1305 新改（２） 香美市土佐山田町新改 

Ⅱ-1306 新改（３） 香美市土佐山田町新改 

Ⅱ-1307 新改（４） 香美市土佐山田町新改 

Ⅱ-1313 平山（５） 香美市土佐山田町平山 

Ⅱ-1314 平山（６） 香美市土佐山田町平山 

Ⅱ-1315 平山（７） 香美市土佐山田町平山 

Ⅱ-1316 西の谷 香美市土佐山田町平山 

Ⅱ-1317 東川（１） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1318 平山（８） 香美市土佐山田町東川、平山 

Ⅱ-1319 平山（９） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1320 平山（１０） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1321 東川（２） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1322 曽我部川（２） 香美市土佐山田町平山 

Ⅱ-1349 上改田 香美市土佐山田町上改田 

Ⅱ-1353 東川（３） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1354 平山（１１） 香美市土佐山田町平山 

Ⅱ-1400 新改（５） 香美市土佐山田町新改 

Ⅱ-1402 新改（６） 香美市土佐山田町新改 

Ⅱ-1403 新改（７） 香美市土佐山田町新改 

Ⅱ-1404 新改（８） 香美市土佐山田町新改 

Ⅱ-1405 新改（９） 香美市土佐山田町新改 

Ⅱ-1406 新改（１０） 香美市土佐山田町新改 

Ⅱ-1423 曽我部川（３） 香美市土佐山田町入野 

Ⅱ-1424 入野（２） 香美市土佐山田町入野 

Ⅱ-1425 曽我部川（４） 香美市土佐山田町曽我部川 

Ⅱ-1426 曽我部川（５） 香美市土佐山田町曽我部川 

Ⅱ-1427 曽我部川（６） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1428 曽我部川（７） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1429 曽我部川（８） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1430 曽我部川（９） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1431 大法寺（１） 香美市土佐山田町入野 

Ⅱ-1433 東川（４） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1434 東川（５） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1435 東川（６） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1436 大法寺（２） 香美市土佐山田町大法寺 

Ⅱ-1448 曽我部川（１０） 香美市土佐山田町曽我部川 

Ⅱ-1449 曽我部川（１１） 香美市土佐山田町曽我部川 

Ⅱ-1450 曽我部川（１２） 香美市土佐山田町曽我部川 

Ⅱ-1451 曽我部川（１３） 香美市土佐山田町曽我部川 

Ⅱ-1452 曽我部川（１４） 香美市土佐山田町曽我部川 

Ⅱ-1453 曽我部川（１５） 香美市土佐山田町曽我部川 

Ⅱ-1455 平山（１２） 香美市土佐山田町平山 

Ⅱ-1456 東川（７） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1457 東川（８） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1458 東川（９） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1459 東川（１０） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1462 平山（１３） 香美市土佐山田町平山 

Ⅱ-1475 新改（１１） 香美市土佐山田町新改 

Ⅱ-1476 入野（３） 香美市土佐山田町入野 

Ⅱ-1488 曽我部川（１６） 香美市土佐山田町入野 

Ⅱ-1489 曽我部川（１７） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1490 大法寺（３） 香美市土佐山田町大法寺、東川 

Ⅱ-1492 東川（１１） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1493 東川（１２） 香美市土佐山田町東川 

Ⅱ-1498 曽我部川（１８） 香美市土佐山田町曽我部川 

Ⅱ-1499 平山（１４） 香美市土佐山田町平山 

Ⅱ-1500 東川（１３） 香美市土佐山田町東川 
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箇所番号 箇 所 名 位   置 

Ⅱ-1501 東川（１４） 香美市土佐山田町東川 

Ⅳ-323003 平山（１５） 香美市土佐山田町平山 

Ⅳ-323004 平山（１６） 香美市土佐山田町平山 

Ⅳ-323005 平山（１７） 香美市土佐山田町東川 

Ⅳ-323006 平山（１８） 香美市土佐山田町東川 

Ⅳ-323007 東川（１５） 香美市土佐山田町東川 

Ⅳ-323008 東川（１６） 香美市土佐山田町東川 

Ⅳ-323009 曽我部川（１９） 香美市土佐山田町曽我部川 

Ⅳ-323010 曽我部川（２０） 香美市土佐山田町曽我部川 

Ⅳ-323011 東川（１７） 香美市土佐山田町東川 

Ⅰ-544 北本町一丁目 香美市土佐山田町 

Ⅰ-546 北本町二丁目（１） 香美市土佐山田町 

Ⅰ-547 北本町二丁目（２） 香美市土佐山田町 

Ⅱ-1297 八王子谷 香美市土佐山田町 

Ⅱ-1298 北組西（１） 香美市土佐山田町、植 

Ⅱ-1346 北本町二丁目（３） 香美市土佐山田町 

Ⅱ-1348 前山（１） 香美市土佐山田町 

Ⅱ-1380 前山（２） 香美市土佐山田町 

Ⅱ-1381 前山（３） 香美市土佐山田町 

Ⅱ-1383 北本町二丁目（４） 香美市土佐山田町 

Ⅳ-323012 北組西（２） 香美市土佐山田町、植 

Ⅰ-549 大平（１） 香美市土佐山田町大平 

Ⅰ-553 本村（５） 香美市土佐山田町本村 

Ⅰ-560 本村（１） 香美市土佐山田町中後入、本村 

Ⅰ-561 本村（２） 香美市土佐山田町中後入、本村 

Ⅰ-562 有谷（１） 香美市土佐山田町有谷 

Ⅰ-563 佐竹（１） 香美市土佐山田町佐竹 

Ⅰ-564 大後入（１） 香美市土佐山田町大後入 

Ⅱ-1311 大平（２） 香美市土佐山田町大平 

Ⅱ-1312 本村（３） 香美市土佐山田町本村 

Ⅱ-1345 大平（３） 香美市土佐山田町大平 

Ⅱ-1355 中後入（１） 香美市土佐山田町中後入、西後入 

Ⅱ-1393 佐野（１） 香美市土佐山田町佐野 

Ⅱ-1398 佐竹（２） 香美市土佐山田町佐竹 

Ⅱ-1399 佐竹（３） 香美市土佐山田町佐竹 

Ⅱ-1412 大平（４） 香美市土佐山田町大平 

Ⅱ-1413 佐野（２） 香美市土佐山田町佐野 

Ⅱ-1414 西後入（６） 香美市土佐山田町西後入 

Ⅱ-1415 本村（４） 香美市土佐山田町本村 

Ⅱ-1416 有谷（２） 香美市土佐山田町有谷 

Ⅱ-1417 中後入（２） 香美市土佐山田町中後入 

Ⅱ-1418 有谷（３） 香美市土佐山田町有谷、佐竹 

Ⅱ-1419 有谷（４） 香美市土佐山田町有谷 

Ⅱ-1420 有谷（５） 香美市土佐山田町有谷 

Ⅱ-1421 有谷（６） 香美市土佐山田町有谷 

Ⅱ-1422 有谷（７） 香美市土佐山田町有谷 

Ⅱ-1440 西後入（１） 香美市土佐山田町西後入 

Ⅱ-1441 西後入（２） 香美市土佐山田町西後入 

Ⅱ-1442 西後入（３） 香美市土佐山田町西後入 

Ⅱ-1443 西後入（４） 香美市土佐山田町大後入 

Ⅱ-1444 西後入（５） 香美市土佐山田町西後入 

Ⅱ-1445 大後入（２） 香美市土佐山田町大後入 

Ⅱ-1446 大後入（３） 香美市土佐山田町大後入 

Ⅱ-1474 大平（５） 香美市土佐山田町大平 

Ⅱ-1478 本村（６） 香美市土佐山田町本村 

Ⅱ-1479 西後入（８） 香美市土佐山田町西後入 

Ⅱ-1480 中後入（３） 香美市土佐山田町中後入 
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箇所番号 箇 所 名 位   置 

Ⅱ-1481 中後入（４） 香美市土佐山田町中後入 

Ⅱ-1482 中後入（５） 香美市土佐山田町中後入 

Ⅱ-1483 佐竹（４） 香美市土佐山田町佐竹 

Ⅱ-1484 佐竹（５） 香美市土佐山田町佐竹 

Ⅱ-1485 佐竹（６） 香美市土佐山田町佐竹 

Ⅱ-1486 大平（６） 香美市土佐山田町大平 

Ⅱ-1487 佐竹（７） 香美市土佐山田町佐竹 

Ⅱ-1494 大後入（４） 香美市土佐山田町大後入 

Ⅱ-1495 西後入（７） 香美市土佐山田町大後入、西後入 

Ⅱ-1496 中後入（６） 香美市土佐山田町西後入 

Ⅱ-1497 中後入（７） 香美市土佐山田町中後入 

Ⅳ-323013 中後入（８） 香美市土佐山田町中後入、西後入 

Ⅳ-323014 中後入（９） 香美市土佐山田町中後入、西後入 

Ⅳ-323015 中後入（１０） 香美市土佐山田町中後入 

Ⅳ-323016 中後入（１１） 香美市土佐山田町中後入 

Ⅳ-323017 大平（７） 香美市土佐山田町大平 

Ⅳ-323018 大平（８） 香美市土佐山田町大平 

Ⅳ-323019 佐野（３） 香美市土佐山田町佐野 

Ⅳ-323020 本村（７） 香美市土佐山田町本村 

Ⅰ-529 間（１） 香美市土佐山田町間 

Ⅰ-542 間（２） 香美市土佐山田町間 

Ⅰ-543 加茂（１） 香美市土佐山田町加茂 

Ⅰ-550 宮ノ口（１） 香美市土佐山田町宮ノ口 

Ⅰ-551 杉田（１） 香美市土佐山田町杉田 

Ⅰ-554 影山（１） 香美市土佐山田町影山 

Ⅱ-1300 加茂（２） 香美市土佐山田町加茂 

Ⅱ-1352 影山（２） 香美市土佐山田町影山、林田 

Ⅱ-1360 影山（３） 香美市土佐山田町佐古薮 

Ⅱ-1361 間（３） 香美市土佐山田町間 

Ⅱ-1362 間（４） 香美市土佐山田町間 

Ⅱ-1363 間（５） 香美市土佐山田町間 

Ⅱ-1364 間（６） 香美市土佐山田町影山、間 

Ⅱ-1365 間（７） 香美市土佐山田町影山、間 

Ⅱ-1366 間（８） 香美市土佐山田町影山、間 

Ⅱ-1367 町田（３） 香美市土佐山田町町田 

Ⅱ-1368 加茂（３） 香美市土佐山田町加茂 

Ⅱ-1394 杉田（２） 香美市土佐山田町杉田 

Ⅱ-1395 杉田（３） 香美市土佐山田町杉田 

Ⅱ-1396 宮ノ口（２） 香美市土佐山田町杉田、宮ノ口 

Ⅱ-1397 宮ノ口（３） 香美市土佐山田町杉田、宮ノ口 

Ⅱ-1471 間（９） 香美市土佐山田町間 

Ⅱ-1472 影山（４） 香美市土佐山田町影山 

Ⅲ-15 間（１０） 香美市土佐山田町間 

Ⅲ-16 林田 香美市土佐山田町加茂、林田 

Ⅲ-17 加茂（４） 香美市土佐山田町加茂 

Ⅲ-18 町田（１） 香美市土佐山田町町田 

Ⅲ-19 町田（２） 香美市土佐山田町町田 

Ⅳ-323021 杉田（４） 香美市土佐山田町杉田 

Ⅳ-323022 杉田（５） 香美市土佐山田町杉田 

Ⅳ-323023 杉田（６） 香美市土佐山田町杉田 

Ⅳ-323024 間（１１） 香美市土佐山田町間 

Ⅳ-323025 影山（５） 香美市土佐山田町影山 

Ⅳ-323026 加茂（５） 香美市土佐山田町加茂、山田島 

Ⅰ-530 逆川（１） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅰ-531 逆川（２） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅰ-532 逆川（３） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅰ-533 逆川（４） 香美市土佐山田町逆川 
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Ⅰ-555 逆川（１９） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅰ-556 逆川（２０） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅱ-1301 逆川（５） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅱ-1302 逆川（６） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅱ-1303 逆川（７） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅱ-1304 逆川（８） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅱ-1369 逆川（９） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅱ-1370 逆川（１０） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅱ-1371 逆川（１１） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅱ-1372 逆川（１２） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅱ-1373 逆川（１４） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅱ-1374 逆川（１３） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅱ-1375 逆川（１５） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅱ-1376 逆川（１６） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅱ-1377 逆川（１７） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅱ-1473 逆川（１８） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅳ-323027 逆川（２１） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅳ-323028 逆川（２２） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅳ-323029 逆川（２３） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅳ-323030 逆川（２４） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅳ-323031 逆川（２５） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅳ-323032 逆川（２６） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅳ-323033 逆川（２７） 香美市土佐山田町逆川 

Ⅰ-388 大栃（１） 香美市物部町大栃 

Ⅰ-389 大北 香美市物部町大栃 

Ⅰ-390 山崎（１） 香美市物部町山崎 

Ⅰ-391 影山崎（１） 香美市物部町山崎 

Ⅰ-392 塩（１） 香美市物部町大栃、山崎 

Ⅰ-393 塩（２） 香美市物部町大栃、山崎 

Ⅰ-394 日ノ地（１） 香美市物部町仙頭 

Ⅰ-395 影仙頭（１） 香美市物部町仙頭 

Ⅰ-396 影仙頭（２） 香美市物部町仙頭 

Ⅰ-397 佐岡 香美市物部町押谷 

Ⅰ-398 奈路（１） 香美市物部町押谷 

Ⅰ-399 影小浜 香美市物部町小浜 

Ⅰ-400 奈呂（１） 香美市物部町根木屋 

Ⅰ-401 須賀井 香美市物部町根木屋 

Ⅰ-402 奈呂（２） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅰ-403 奈呂（３） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅰ-404 西谷（１） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅰ-405 川口（１） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅰ-406 川口（２） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅰ-407 津々呂 香美市物部町別役 

Ⅰ-408 別府（１） 香美市物部町別府 

Ⅰ-409 別府（２） 香美市物部町別府 

Ⅰ-410 別府（３） 香美市物部町別府 

Ⅰ-411 久保影（１） 香美市物部町久保影、久保和久保 

Ⅰ-412 久保影（２） 香美市物部町久保影 

Ⅰ-413 久保沼井（１） 香美市物部町久保沼井 

Ⅰ-414 久保沼井（２） 香美市物部町久保沼井 

Ⅰ-415 久保安野尾（１） 香美市物部町久保安野尾 

Ⅰ-416 久保安野尾（２） 香美市物部町久保安野尾 

Ⅰ-417 久保安野尾（３） 香美市物部町久保堂ノ岡,物部町久保安野尾 

Ⅰ-418 久保堂ノ岡 香美市物部町久保堂ノ岡 

Ⅰ-419 久保高井（１） 香美市物部町久保高井 

Ⅰ-420 大西（１） 香美市物部町大西 

Ⅰ-421 五王堂（１） 香美市物部町五王堂 
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Ⅰ-422 五王堂（２） 香美市物部町五王堂 

Ⅰ-423 五王堂（３） 香美市物部町五王堂 

Ⅰ-424 影 香美市物部町安丸 

Ⅰ-425 程野（１） 香美市物部町神池、安丸 

Ⅰ-426 立花（１） 香美市物部町柳瀬 

Ⅰ-427 平井 香美市物部町柳瀬 

Ⅰ-428 相尻 香美市物部町神池 

Ⅰ-429 神通寺（１） 香美市物部町神池 

Ⅰ-430 ニカケ 香美市物部町神池 

Ⅰ-431 西番 香美市物部町神池 

Ⅰ-432 中番（１） 香美市物部町楮佐古 

Ⅰ-433 下奈呂下（１） 香美市物部町楮佐古 

Ⅰ-434 下奈呂上 香美市物部町楮佐古 

Ⅰ-435 下奈呂下（２） 香美市物部町楮佐古 

Ⅰ-436 山崎（２） 香美市物部町大栃、山崎 

Ⅰ-437 中屋（１） 香美市物部町頓定 

Ⅰ-438 中内（１） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅰ-439 野々内 香美市物部町市宇 

Ⅰ-440 小浜（１） 香美市物部町小浜 

Ⅰ-441 小浜（２） 香美市物部町小浜 

Ⅰ-442 岡ノ内（１） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅰ-443 立花（２） 香美市物部町柳瀬 

Ⅰ-444 中番（２） 香美市物部町黒代 

Ⅰ-445 久保中内（１） 香美市物部町久保中内 

Ⅰ-446 明賀（１） 香美市物部町笹 

Ⅰ-447 岡舞（１） 香美市物部町庄谷相 

Ⅰ-448 奈呂（４） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅰ-473 白川下 香美市香北町白川 

Ⅰ-474 毛田 香美市香北町白川 

Ⅰ-475 五百蔵（１） 香美市香北町五百蔵 

Ⅰ-476 橋川野 香美市香北町橋川野 

Ⅰ-477 萩野（１） 香美市香北町萩野 

Ⅰ-478 市原 香美市香北町岩改,香北町中西川 

Ⅰ-479 日の御子（１） 香美市香北町日ノ御子 

Ⅰ-480 峰 香美市香北町日ノ御子 

Ⅰ-481 中谷（１） 香美市香北町中谷 

Ⅰ-482 ツガノ瀬 香美市香北町谷相 

Ⅰ-483 竹ノ中 香美市香北町谷相 

Ⅰ-484 寺ノ上 香美市香北町朴ノ木 

Ⅰ-485 栗ノ木 香美市香北町西川 

Ⅰ-486 千萱 香美市香北町西川 

Ⅰ-487 永野（中） 香美市香北町永野 

Ⅰ-488 根須（１） 香美市香北町根須 

Ⅰ-489 大井平（１） 香美市香北町大井平 

Ⅰ-490 梅久保（１） 香美市香北町梅久保 

Ⅰ-491 梅久保（２） 香美市香北町梅久保 

Ⅰ-492 日浦込（１） 香美市香北町日浦込 

Ⅰ-493 清爪（１） 香美市香北町清爪 

Ⅰ-494 蕨野 香美市香北町蕨野 

Ⅰ-495 日比原（１） 香美市香北町日比原 

Ⅰ-496 上柚ノ木 香美市香北町猪野々柚ノ木 

Ⅰ-497 下柚ノ木 香美市香北町猪野々柚ノ木 

Ⅰ-498 猪野々（１８） 香美市香北町猪野々 

Ⅰ-499 永瀬（１） 香美市香北町永瀬 

Ⅰ-500 椋屋敷 香美市香北町有瀬 

Ⅰ-501 朴ノ木（３） 香美市香北町朴ノ木 

Ⅰ-502 吉野（１） 香美市香北町吉野 
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Ⅰ-503 中谷（２） 香美市香北町中谷，横谷 

Ⅰ-504 永野（１） 香美市香北町永野 

Ⅰ-505 香北町永野（東） 香美市香北町永野 

Ⅰ-506 白石（１） 香美市香北町白石，蕨野 

Ⅰ-507 猪野々（１） 香美市香北町猪野々 

Ⅰ-508 猪野々（２） 香美市香北町猪野々 

Ⅰ-509 河野（１） 香美市香北町河野 

Ⅰ-510 太郎丸（１） 香美市香北町太郎丸 

Ⅰ-511 萩野（２） 香美市香北町萩野 

Ⅰ-512 北岩改 香美市香北町岩改 

Ⅰ-540 大法寺（４） 香美市土佐山田町大法寺 

Ⅰ-548 楠目（１） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅰ-557 楠目（２） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅰ-558 植（１） 香美市土佐山田町植 

Ⅰ-651 奈呂（５） 香美市物部町根木屋 

Ⅰ-652 明改（１） 香美市物部町仙頭 

Ⅰ-653 高尾（１） 香美市物部町山崎 

Ⅰ-654 高尾（２） 香美市物部町大栃、山崎 

Ⅰ-655 西大比（１） 香美市物部町大栃、仙頭 

Ⅰ-656 東大比（１） 香美市物部町大栃、仙頭 

Ⅰ-657 日ノ出町（１） 香美市物部町大栃 

Ⅰ-658 大栃（２） 香美市物部町大栃 

Ⅱ-538 屋敷（１） 香美市物部町庄谷相 

Ⅱ-539 屋敷（２） 香美市物部町庄谷相 

Ⅱ-540 奈呂ノ上（１） 香美市物部町庄谷相 

Ⅱ-541 奈呂ノ上（２） 香美市物部町庄谷相 

Ⅱ-542 奈呂ノ上（３） 香美市物部町庄谷相 

Ⅱ-543 奴田ノ尾（１） 香美市物部町庄谷相 

Ⅱ-544 奴田ノ尾（２） 香美市物部町庄谷相 

Ⅱ-545 奴田ノ尾（３） 香美市物部町庄谷相 

Ⅱ-546 奴田ノ尾（４） 香美市物部町庄谷相 

Ⅱ-548 八重谷（１） 香美市物部町庄谷相 

Ⅱ-549 八重谷（２） 香美市物部町庄谷相 

Ⅱ-550 岡舞（２） 香美市物部町庄谷相 

Ⅱ-551 日裏（１） 香美市物部町拓、中谷川 

Ⅱ-552 日裏（２） 香美市物部町中谷川 

Ⅱ-553 日裏（３） 香美市物部町中谷川 

Ⅱ-554 日裏（４） 香美市物部町中谷川 

Ⅱ-555 日裏（５） 香美市物部町中谷川 

Ⅱ-556 中谷川（１） 香美市物部町中谷川 

Ⅱ-557 中谷川（２） 香美市物部町中谷川 

Ⅱ-558 拓（１） 香美市物部町拓 

Ⅱ-559 拓（２） 香美市物部町拓 

Ⅱ-560 拓（３） 香美市物部町拓 

Ⅱ-561 拓（４） 香美市物部町拓 

Ⅱ-562 拓（５） 香美市物部町拓 

Ⅱ-563 拓（６） 香美市物部町拓 

Ⅱ-564 拓（７） 香美市物部町拓 

Ⅱ-565 宇井（１） 香美市物部町頓定 

Ⅱ-566 宇井（２） 香美市物部町頓定 

Ⅱ-567 坂 香美市物部町山崎 

Ⅱ-568 中屋（２） 香美市物部町頓定 

Ⅱ-569 中屋（３） 香美市物部町頓定 

Ⅱ-570 中屋（４） 香美市物部町頓定 

Ⅱ-571 中屋（５） 香美市物部町頓定 

Ⅱ-572 スゲノソヲ（１） 香美市物部町頓定 
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Ⅱ-573 スゲノソヲ（２） 香美市物部町頓定 

Ⅱ-574 スゲノソヲ（３） 香美市物部町頓定 

Ⅱ-575 スゲノソヲ（４） 香美市物部町頓定 

Ⅱ-576 大古畑（１） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-577 栃本（１） 香美市物部町舞川 

Ⅱ-578 栃本（２） 香美市物部町舞川 

Ⅱ-579 栃本（３） 香美市物部町舞川 

Ⅱ-580 大古畑（２） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-581 大古畑（３） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-582 伊勢丸（１） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-583 伊勢丸（２） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-584 伊勢丸（３） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-585 伊勢丸（４） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-586 伊勢丸（５） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-587 栃谷（１） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-588 栃谷（２） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-589 栃谷（３） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-590 栃谷（４） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-591 明改（２） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-593 明改（３） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-594 明改（４） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-595 明改（５） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-596 明改（６） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-598 仁尾ガ谷 香美市物部町頓定 

Ⅱ-599 堀田（１） 香美市物部町大栃、山崎 

Ⅱ-600 天王 香美市物部町山崎 

Ⅱ-601 東大比（２） 香美市物部町大栃、仙頭 

Ⅱ-602 大栃（３） 香美市物部町大栃 

Ⅱ-603 大栃（４） 香美市物部町大栃 

Ⅱ-604 宇筒舞（１） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-605 南池（１） 香美市物部町南池、五王堂 

Ⅱ-606 大西（２） 香美市物部町大西 

Ⅱ-608 影山崎（２） 香美市物部町山崎 

Ⅱ-609 影山崎（３） 香美市物部町山崎 

Ⅱ-610 影仙頭（３） 香美市物部町山崎 

Ⅱ-611 影仙頭（４） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-612 影仙頭（５） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-613 影仙頭（６） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-614 影仙頭（７） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-615 影仙頭（８） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-616 則友 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-617 宇筒舞（２） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-618 野竹（１） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-619 佐賀野（１） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-620 佐賀野（２） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-621 佐賀野（３） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-622 佐賀野（４） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-623 佐賀野（５） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-626 塩（３） 香美市物部町山崎 

Ⅱ-627 影仙頭（９） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-628 日ノ地（２） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-629 日ノ地（３） 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-630 槇尾 香美市物部町仙頭 

Ⅱ-631 奈路（２） 香美市物部町押谷 

Ⅱ-632 奈路（３） 香美市物部町押谷 

Ⅱ-633 谷（１） 香美市物部町押谷 
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Ⅱ-634 谷（２） 香美市物部町押谷 

Ⅱ-635 谷（３） 香美市物部町押谷 

Ⅱ-636 谷（４） 香美市物部町押谷 

Ⅱ-637 楮ヶ谷（１） 香美市物部町押谷 

Ⅱ-638 楮ヶ谷（２） 香美市物部町押谷 

Ⅱ-639 楮ヶ谷（３） 香美市物部町押谷 

Ⅱ-640 楮ヶ谷（４） 香美市物部町押谷 

Ⅱ-641 小浜（３） 香美市物部町小浜 

Ⅱ-642 小浜（４） 香美市物部町小浜 

Ⅱ-643 小浜（５） 香美市物部町小浜 

Ⅱ-644 小浜（６） 香美市物部町小浜 

Ⅱ-645 上中谷 香美市物部町小浜 

Ⅱ-646 成山（１） 香美市物部町市宇 

Ⅱ-647 成山（２） 香美市物部町市宇 

Ⅱ-648 連合 香美市物部町根木屋 

Ⅱ-649 影藪 香美市物部町根木屋 

Ⅱ-650 奈呂（６） 香美市物部町根木屋 

Ⅱ-651 八重谷（３） 香美市物部町庄谷相 

Ⅱ-652 奈呂（７） 香美市物部町根木屋 

Ⅱ-653 野久保（２） 香美市物部町根木屋 

Ⅱ-654 野久保（３） 香美市物部町根木屋 

Ⅱ-655 岡ノ内（２） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅱ-656 岡ノ内（３） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅱ-657 西谷 香美市物部町岡ノ内 

Ⅱ-658 岡ノ内（４） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅱ-659 岡ノ内（５） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅱ-660 岡ノ内（５） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅱ-661 岡ノ内（１０） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅱ-662 岡ノ内（７） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅱ-663 岡ノ内（８） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅱ-664 中内（２） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅱ-665 岡ノ内（９） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅱ-666 山崎（３） 香美市物部町山崎 

Ⅱ-667 セジロウ（１） 香美市物部町別役 

Ⅱ-668 セジロウ（２） 香美市物部町別役 

Ⅱ-669 ウネ（１） 香美市物部町別役 

Ⅱ-670 ウネ（２） 香美市物部町別役 

Ⅱ-671 ウネ（３） 香美市物部町別役 

Ⅱ-672 土居（１） 香美市物部町別府 

Ⅱ-673 土居（２） 香美市物部町市宇 

Ⅱ-674 野ノ内 香美市物部町市宇 

Ⅱ-675 土居（３） 香美市物部町市宇 

Ⅱ-676 谷（５） 香美市物部町押谷 

Ⅱ-677 カゲムネ 香美市物部町押谷 

Ⅱ-679 桑ノ川（２） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅱ-680 堀田（２） 香美市物部町大栃 

Ⅱ-681 桑ノ川（３） 香美市物部町岡ノ内 

Ⅱ-682 中平 香美市物部町山崎 

Ⅱ-683 市宇 香美市物部町市宇 

Ⅱ-684 山崎（４） 香美市物部町山崎 

Ⅱ-685 宮ノ瀬 香美市物部町市宇 

Ⅱ-686 程野（３） 香美市物部町市宇 

Ⅱ-687 程野（４） 香美市物部町市宇 

Ⅱ-688 鴨ケ峯 香美市物部町市宇 

Ⅱ-689 船ケ谷（１） 香美市物部町市宇 

Ⅱ-690 土井（４） 香美市物部町別府 

Ⅱ-691 落合（２） 香美市物部町別府 
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Ⅱ-692 別府（４） 香美市物部町別府 

Ⅱ-693 サイニョウ 香美市物部町別府 

Ⅱ-694 秋田 香美市物部町別府 

Ⅱ-695 野地 香美市物部町別府 

Ⅱ-696 土居（５） 香美市物部町別府 

Ⅱ-697 堀（４） 香美市物部町山崎 

Ⅱ-698 米野（１） 香美市物部町別府 

Ⅱ-699 中尾（１） 香美市物部町別府 

Ⅱ-700 中尾（２） 香美市物部町別府 

Ⅱ-701 中尾（３） 香美市物部町別府 

Ⅱ-702 久保和久保（１） 香美市物部町久保和久保 

Ⅱ-703 久保影（３） 香美市物部町久保影、久保和久保 

Ⅱ-704 久保和久保（２） 香美市物部町久保和久保 

Ⅱ-705 久保中内（２） 香美市物部町久保中内 

Ⅱ-706 久保中内（３） 香美市物部町久保中内 

Ⅱ-707 久保沼井（３） 香美市物部町久保沼井 

Ⅱ-708 久保沼井（４） 香美市物部町久保沼井 

Ⅱ-709 久保沼井（５） 香美市物部町久保沼井 

Ⅱ-710 久保沼井（６） 香美市物部町久保沼井 

Ⅱ-711 久保上久保（１） 香美市物部町久保上久保 

Ⅱ-712 久保上久保（２） 香美市物部町久保上久保 

Ⅱ-713 久保高井（２） 香美市物部町久保高井 

Ⅱ-714 久保高井（３） 香美市物部町久保高井 

Ⅱ-716 久保高井（４） 香美市物部町久保高井 

Ⅱ-718 大西（３） 香美市物部町大西 

Ⅱ-719 中上 香美市物部町中上 

Ⅱ-722 明賀（２） 香美市物部町笹 

Ⅱ-723 明賀（３） 香美市物部町笹 

Ⅱ-724 明賀（４） 香美市物部町笹 

Ⅱ-725 明賀（５） 香美市物部町笹 

Ⅱ-726 中番（３） 香美市物部町笹 

Ⅱ-727 笹下 香美市物部町笹 

Ⅱ-728 ナナヘッツイ（１） 香美市物部町笹 

Ⅱ-729 ナナヘッツイ（２） 香美市物部町笹 

Ⅱ-730 土居番 香美市物部町笹 

Ⅱ-731 落合 香美市物部町中上、五王堂 

Ⅱ-732 臼牛 香美市物部町安丸 

Ⅱ-734 堂番（１） 香美市物部町黒代 

Ⅱ-735 東番（１） 香美市物部町黒代 

Ⅱ-736 中番（４） 香美市物部町黒代 

Ⅱ-737 中番（５） 香美市物部町黒代 

Ⅱ-738 中番（６） 香美市物部町黒代 

Ⅱ-739 中番（７） 香美市物部町黒代 

Ⅱ-740 堂番（２） 香美市物部町黒代 

Ⅱ-741 宮西（１） 香美市物部町安丸 

Ⅱ-742 宮西（２） 香美市物部町安丸 

Ⅱ-743 野久保 香美市物部町神池 

Ⅱ-744 大屋敷（１） 香美市物部町安丸 

Ⅱ-745 吹越（１） 香美市物部町柳瀬 

Ⅱ-746 吹越（２） 香美市物部町柳瀬 

Ⅱ-747 神通寺（２） 香美市物部町神池 

Ⅱ-748 タイナロ（１） 香美市物部町楮佐古 

Ⅱ-749 タイナロ（２） 香美市物部町楮佐古 

Ⅱ-751 堂平 香美市物部町中津尾 

Ⅱ-752 下中津尾 香美市物部町中津尾 

Ⅱ-753 上中津尾 香美市物部町中津尾 

Ⅱ-754 仁井屋 香美市物部町大栃 



 

  100  

   

箇所番号 箇 所 名 位   置 

Ⅱ-755 高尾（３） 香美市物部町山崎 

Ⅱ-756 高尾（４） 香美市物部町大栃 

Ⅱ-757 東番（２） 香美市物部町神池 

Ⅱ-758 東番（３） 香美市物部町神池 

Ⅱ-761 西大比（２） 香美市物部町大栃、仙頭 

Ⅱ-763 大栃（５） 香美市物部町大栃 

Ⅱ-764 中尾（６） 香美市物部町大栃 

Ⅱ-765 西村 香美市物部町楮佐古 

Ⅱ-766 程野（２） 香美市物部町安丸 

Ⅱ-767 久保安野尾（４） 香美市物部町久保堂ノ岡、久保安野尾 

Ⅱ-768 久保安野尾（５） 香美市物部町久保安野尾 

Ⅱ-769 久保影（４） 香美市物部町久保影 

Ⅱ-770 久保影（５） 香美市物部町久保和久保 

Ⅱ-772 船ケ谷（２） 香美市物部町市宇 

Ⅱ-773 米野（２） 香美市物部町別府 

Ⅱ-774 米野（３） 香美市物部町別府 

Ⅱ-775 米野（４） 香美市物部町別府 

Ⅱ-776 山崎（５） 香美市物部町山崎 

Ⅱ-777 山崎（６） 香美市物部町山崎 

Ⅱ-1034 西平 香美市香北町白川、土佐山田町佐竹 

Ⅱ-1035 西平上 香美市香北町白川 

Ⅱ-1036 大根木 香美市香北町白川 

Ⅱ-1037 夫婦栗 香美市香北町五百蔵 

Ⅱ-1038 市川下 香美市香北町五百蔵 

Ⅱ-1039 市川 香美市香北町五百蔵 

Ⅱ-1040 坂本（１） 香美市香北町五百蔵 

Ⅱ-1041 ゲロク 香美市香北町岩改、萩野 

Ⅱ-1042 ジョリキ 香美市香北町岩改、萩野 

Ⅱ-1043 ソゲウエ 香美市香北町岩改 

Ⅱ-1044 熊渕 香美市香北町岩改 

Ⅱ-1045 若ガラ 香美市香北町岩改 

Ⅱ-1046 堂ノ本 香美市香北町岩改 

Ⅱ-1047 押宇土下 香美市香北町岩改 

Ⅱ-1048 押宇土上 香美市香北町岩改 

Ⅱ-1049 宮ノ本 香美市香北町岩改 

Ⅱ-1050 樫ケ谷 香美市香北町岩改 

Ⅱ-1051 上平 香美市香北町五百蔵 

Ⅱ-1052 新田 香美市香北町有瀬 

Ⅱ-1053 岸田 香美市香北町有瀬 

Ⅱ-1054 馬坂 香美市香北町有瀬 

Ⅱ-1055 有瀬（１） 香美市香北町有瀬 

Ⅱ-1056 坂本（２） 香美市香北町有瀬 

Ⅱ-1057 西峯 香美市香北町有瀬 

Ⅱ-1058 柳川 香美市香北町日ノ御子 

Ⅱ-1059 横谷（１） 香美市香北町横谷 

Ⅱ-1060 中谷下 香美市香北町中谷、横谷 

Ⅱ-1061 中谷上 香美市香北町中谷 

Ⅱ-1062 前山（４） 香美市香北町谷相 

Ⅱ-1063 朴ノ木（４） 香美市香北町朴ノ木 

Ⅱ-1064 大谷下 香美市香北町西川 

Ⅱ-1065 大谷中 香美市香北町西川 

Ⅱ-1066 大谷上 香美市香北町西川 

Ⅱ-1067 大谷南 香美市香北町西川 

Ⅱ-1068 久保川 香美市香北町西川 

Ⅱ-1069 佐敷 香美市香北町西川 

Ⅱ-1070 西川（１０） 香美市香北町西川 

Ⅱ-1071 西川（１１） 香美市香北町西川 
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Ⅱ-1072 橋ノ本 香美市香北町永野 

Ⅱ-1073 柚ノ木谷西 香美市香北町梅久保 

Ⅱ-1074 柚ノ木谷東 香美市香北町日浦込 

Ⅱ-1075 日浦込（２） 香美市香北町日浦込 

Ⅱ-1076 白石（２） 香美市香北町白石 

Ⅱ-1077 下白石 香美市香北町白石 

Ⅱ-1078 大谷口 香美市香北町清爪 

Ⅱ-1079 初田 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1080 西浦 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1081 西浦下 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1082 松床 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1083 永瀬（２） 香美市香北町永瀬 

Ⅱ-1084 五百蔵（２） 香美市香北町白川 

Ⅱ-1085 五百蔵（３） 香美市香北町五百蔵 

Ⅱ-1086 太郎丸（２） 香美市香北町太郎丸 

Ⅱ-1087 太郎丸（３） 香美市香北町太郎丸 

Ⅱ-1088 萩野（３） 香美市香北町萩野 

Ⅱ-1089 萩野（４） 香美市香北町萩野 

Ⅱ-1090 美良布（１） 香美市香北町太郎丸 

Ⅱ-1091 美良布（２） 香美市香北町下野尻、美良布 

Ⅱ-1092 有川 香美市香北町有川 

Ⅱ-1093 朴ノ木（１） 香美市香北町朴ノ木 

Ⅱ-1094 美良布（３） 香美市香北町韮生野、美良布 

Ⅱ-1095 韮生野（１） 香美市香北町韮生野 

Ⅱ-1096 韮生野（２） 香美市香北町韮生野 

Ⅱ-1097 吉野（２） 香美市香北町吉野 

Ⅱ-1098 吉野（３） 香美市香北町吉野 

Ⅱ-1099 吉野（４） 香美市香北町吉野 

Ⅱ-1100 根須（２） 香美市香北町根須 

Ⅱ-1101 日ノ御子（４） 香美市香北町日ノ御子 

Ⅱ-1102 日ノ御子（５） 香美市香北町日ノ御子 

Ⅱ-1103 日ノ御子（２） 香美市香北町日ノ御子 

Ⅱ-1104 横谷（２） 香美市香北町横谷 

Ⅱ-1105 朴ノ木（２） 香美市香北町日ノ御子 

Ⅱ-1106 根須（３） 香美市香北町根須 

Ⅱ-1107 大井平（２） 香美市香北町大井平 

Ⅱ-1108 大束 香美市香北町大束 

Ⅱ-1109 根須（４） 香美市香北町根須 

Ⅱ-1110 根須（５） 香美市香北町根須 

Ⅱ-1111 清爪（２） 香美市香北町清爪 

Ⅱ-1112 永瀬（３） 香美市香北町永瀬 

Ⅱ-1113 猪野々（３） 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1114 日比原（２） 香美市香北町日比原 

Ⅱ-1115 日比原（３） 香美市香北町日比原 

Ⅱ-1116 日比原（４） 香美市香北町日比原 

Ⅱ-1117 永瀬（４） 香美市香北町永瀬 

Ⅱ-1118 猪野々（４） 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1119 永瀬（５） 香美市香北町永瀬 

Ⅱ-1120 猪野々（５） 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1121 猪野々（６） 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1122 猪野々（７） 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1123 猪野々（８） 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1124 猪野々（９） 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1125 猪野々（１０） 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1126 猪野々（１１） 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1127 猪野々（１２） 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1128 猪野々（１３） 香美市香北町猪野々 
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Ⅱ-1129 猪野々（１４） 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1130 猪野々（１５） 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1131 河野（２） 香美市香北町河野 

Ⅱ-1132 川ノ内（１） 香美市香北町川ノ内 

Ⅱ-1133 川ノ内（２） 香美市香北町川ノ内 

Ⅱ-1134 萩野（５） 香美市香北町萩野 

Ⅱ-1135 岩改（１） 香美市香北町岩改 

Ⅱ-1136 岩改（２） 香美市香北町岩改、中西川 

Ⅱ-1137 岩改（３） 香美市香北町岩改、中西川 

Ⅱ-1138 岩改（４） 香美市香北町岩改 

Ⅱ-1139 口西川 香美市香北町口西川 

Ⅱ-1140 西川（１） 香美市香北町西川 

Ⅱ-1141 西川（２） 香美市香北町西川 

Ⅱ-1142 西川（３） 香美市香北町西川 

Ⅱ-1143 西川（４） 香美市香北町西川 

Ⅱ-1144 西川（５） 香美市香北町西川 

Ⅱ-1145 西川（６） 香美市香北町西川 

Ⅱ-1146 西川（７） 香美市香北町西川 

Ⅱ-1147 西川（８） 香美市香北町西川 

Ⅱ-1148 西川（９） 香美市香北町西川 

Ⅱ-1149 白川 香美市香北町白川 

Ⅱ-1150 五百蔵（４） 香美市香北町五百蔵 

Ⅱ-1151 有瀬（２） 香美市香北町有瀬 

Ⅱ-1152 有瀬（３） 香美市香北町有瀬 

Ⅱ-1153 五百蔵（５） 香美市香北町五百蔵 

Ⅱ-1154 日ノ御子（３） 香美市香北町日ノ御子 

Ⅱ-1156 横谷（３） 香美市香北町横谷 

Ⅱ-1157 横谷（４） 香美市香北町横谷 

Ⅱ-1158 横谷（５） 香美市香北町横谷 

Ⅱ-1159 谷相（２） 香美市香北町谷相 

Ⅱ-1160 永野（２） 香美市香北町永野 

Ⅱ-1161 永野（３） 香美市香北町朴ノ木 

Ⅱ-1162 朴ノ木（５） 香美市香北町朴ノ木 

Ⅱ-1163 谷相（３） 香美市香北町谷相 

Ⅱ-1164 清爪（３） 香美市香北町清爪 

Ⅱ-1165 清爪（４） 香美市香北町清爪 

Ⅱ-1166 清爪（５） 香美市香北町清爪 

Ⅱ-1167 猪野々（１６） 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1168 猪野々（１７） 香美市香北町猪野々 

Ⅱ-1169 岩改（５） 香美市香北町岩改 

Ⅱ-1170 岩改（６） 香美市香北町岩改 

Ⅱ-1171 岩改（７） 香美市香北町岩改 

Ⅱ-1292 中村 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1293 油谷（１） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1294 油谷（２） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1296 植（３） 香美市土佐山田町植 

Ⅱ-1299 神母ノ木 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1309 大法寺（５） 香美市土佐山田町大法寺 

Ⅱ-1310 大法寺（６） 香美市土佐山田町大法寺 

Ⅱ-1313 平山（５） 香美市土佐山田町平山 

Ⅱ-1347 植（４） 香美市土佐山田町植 

Ⅱ-1350 油石 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1351 入野（４） 香美市土佐山田町大法寺 

Ⅱ-1356 楠目（３） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1357 楠目（４） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1358 楠目（５） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1359 楠目（６） 香美市土佐山田町楠目 
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Ⅱ-1379 植（５） 香美市土佐山田町植 

Ⅱ-1384 楠目（７） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1386 楠目（８） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1387 楠目（９） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1388 楠目（１０） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1389 楠目（１１） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1390 楠目（１２） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1391 植（６） 香美市土佐山田町植 

Ⅱ-1392 楠目（１３） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅱ-1407 大法寺（７） 香美市土佐山田町大法寺 

Ⅱ-1408 大法寺（８） 香美市土佐山田町大法寺 

Ⅱ-1409 大法寺（９） 香美市土佐山田町大法寺 

Ⅱ-1410 大法寺（１０） 香美市土佐山田町大法寺 

Ⅱ-1411 大法寺（１１） 香美市土佐山田町大法寺 

Ⅱ-1432 大法寺（１２） 香美市土佐山田町大法寺 

Ⅱ-1437 大法寺（１３） 香美市土佐山田町大法寺 

Ⅱ-1438 大法寺（１４） 香美市土佐山田町大法寺 

Ⅲ-20 楠目（１４） 香美市土佐山田町楠目、佐野 

Ⅲ-21 楠目（１５） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅲ-22 大法寺（１５） 香美市土佐山田町植、大法寺 

Ⅲ-23 大法寺（１６） 香美市土佐山田町大法寺 

Ⅳ-323034 楠目（１６） 香美市土佐山田町楠目 

Ⅳ-323036 高瀬（３） 香美市土佐山田町繁藤 

Ⅳ-323037 曽我部川（２１） 香美市土佐山田町入野、曽我部川 

Ⅳ-326001 小川（１） 香美市香北町小川 

Ⅳ-326002 小川（２） 香美市香北町小川 

Ⅳ-326003 白石（３） 香美市香北町白石 

Ⅳ-328001 米野（５） 香美市物部町別府 

Ⅳ-328002 明賀（６） 香美市物部町笹 

≪出典≫ 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書 

 

② 土石流 
渓流番号 箇 所 名 位   置 

323-19-002a 飼古屋谷川（１） 香美市土佐山田町繁藤 

323-19-002b 飼古屋谷川（２） 香美市土佐山田町繁藤 

323-19-001 穴内川支川（１） 香美市土佐山田町繁藤 

323-19-201 北滝本支川（１） 香美市土佐山田町北滝本 

323-19-202 穴内川支川（２） 香美市土佐山田町樫谷 

323-19-203 穴内川支川（３） 香美市土佐山田町繁藤 

323-19-204 穴内川支川（４） 香美市土佐山田町繁藤 

323-19-205 穴内川支川（５） 香美市土佐山田町繁藤 

323-29-217 北滝本川支川（２） 香美市土佐山田町北滝本 

323-19-004 西の谷川 香美市土佐山田町西又 

323-29-010 上改田川 香美市土佐山田町久次 

323-29-012 日の谷川 香美市土佐山田町入野 

323-29-013 引地川支川（１） 香美市土佐山田町曽我部川 

323-29-014 新改川支川（１） 香美市土佐山田町平山 

323-29-016 新改川支川（２） 香美市土佐山田町東川 

323-29-017 新改川支川（３） 香美市土佐山田町東川 

323-29-218 新改川支川（４） 香美市土佐山田町上改田、新改 

323-29-219a 渡川支川（１） 香美市土佐山田町新改 

323-29-219b 渡川支川（２） 香美市土佐山田町新改 

323-29-220 曽我部川支川 香美市土佐山田町曽我部川 

323-29-221 引地川支川（２） 香美市土佐山田町曽我部川、平山 

323-29-222 引地川支川（３） 香美市土佐山田町曽我部川 

323-29-223 引地川支川（４） 香美市土佐山田町曽我部川 
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渓流番号 箇 所 名 位   置 

323-29-224 引地川 香美市土佐山田町曽我部川 

323-29-226 新改川支川（５） 香美市土佐山田町平山 

323-29-227 新改川支川（６） 香美市土佐山田町東川、平山 

323-29-228 東谷川支川 香美市土佐山田町東川 

323-29-231 大石ヶ谷川 香美市土佐山田町東川 

323-29-232 新改川支川（７） 香美市土佐山田町東川 

323-29-233 新改川支川（８） 香美市土佐山田町東川 

323-29-236 新改川支川（９） 香美市土佐山田町東川 

323-29-237a エビ谷川（１） 香美市土佐山田町大法寺、東川 

323-29-237b エビ谷川（２） 香美市土佐山田町大法寺 

323-29-019 大平川 香美市土佐山田町大平 

323-29-021a 中後入谷川（１） 香美市土佐山田町有谷、中後入、本村 

323-29-243 大荒谷川 香美市土佐山田町大平、佐野 

323-29-244 中後入谷川（２） 香美市土佐山田町中後入、西後入 

323-29-245 大後入谷川 香美市土佐山田町大後入、中後入、西後入、本村 

323-29-249 中後入谷川（３） 香美市土佐山田町中後入、西後入 

323-29-250 中後入谷川（４） 香美市土佐山田町中後入、西後入 

323-29-251a 有谷川（１） 香美市土佐山田町有谷、中後入 

323-29-251b 有谷川（２） 香美市土佐山田町有谷、佐竹、中後入 

323-29-504a 仁井田川 香美市土佐山田町佐野、西後入、本村 

323-29-022a 杉田谷川（１） 香美市土佐山田町杉田 

323-29-022b 杉田谷川（２） 香美市土佐山田町杉田 

323-29-024 影山谷川 香美市土佐山田町影山 

323-29-252 杉田谷川（３） 香美市土佐山田町杉田 

323-29-253 杉田谷川（４） 香美市土佐山田町杉田 

323-29-254 間谷川（１） 香美市土佐山田町影山、間 

323-29-255 間谷川（２） 香美市土佐山田町影山、間 

323-29-261 佐古田川（１） 香美市土佐山田町加茂、林田、山田島 

323-29-262 佐古田川（２） 香美市土佐山田町加茂、町田、山田島 

323-29-505 杉田谷川（５） 香美市土佐山田町杉田 

323-29-508 佐古田川（５） 香美市土佐山田町影山、間 

323-29-509 佐古田川（６） 香美市土佐山田町林田 

323-29-510 佐古田川（７） 香美市土佐山田町加茂、山田島 

323-99-001 佐古田川（８） 香美市土佐山田町影山、間 

323-99-002 杉田谷川（６） 香美市土佐山田町杉田 

323-29-021ｂ 中後入谷川（５） 香美市土佐山田町有谷、中後入、本村 

323-29-026 京後谷川 香美市土佐山田町逆川 

323-29-238 コウボウ谷川 香美市土佐山田町大法寺、東川 

323-29-240a 大法寺谷川（１） 香美市土佐山田町大法寺 

323-29-240b 大法寺谷川（２） 香美市土佐山田町大法寺 

323-29-242a 植谷川（１） 香美市土佐山田町植、楠目 

323-29-242b 植谷川（２） 香美市土佐山田町植、楠目 

323-29-256 逆川川（１） 香美市土佐山田町逆川 

323-29-257 逆川川（２） 香美市土佐山田町逆川 

323-29-258 逆川川（３） 香美市土佐山田町逆川 

323-29-259 逆川川（４） 香美市土佐山田町逆川 

323-29-504b 仁井田川（２） 香美市土佐山田町佐野、本村 

323-30-001 峠川 香美市土佐山田町逆川 

323-30-201 逆川川（５） 香美市土佐山田町逆川 

326-20-004 大井平谷川（１） 香美市香北町梅久保、大井平 

326-20-005 白石谷川 香美市香北町白石 

326-20-006 蕨野谷川 香美市香北町蕨野 

326-20-007a 西新宅川及び新宅川 香美市香北町清爪 

326-20-007b 新宅川 香美市香北町清爪 

326-20-010a 岡田谷川（１） 香美市香北町猪野々 

326-20-010b 岡田谷川（２） 香美市香北町猪野々 

326-20-010c 岡田谷川（３） 香美市香北町猪野々 
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326-20-205 有川谷川 香美市香北町有川 

326-20-206 大井平谷川（２） 香美市香北町大井平 

326-20-207 梅久保谷川（１） 香美市香北町梅久保 

326-20-208 梅久保谷川（２） 香美市香北町梅久保、日浦込 

326-20-209 日浦込谷川 香美市香北町日浦込 

326-20-210 清爪谷川（１） 香美市香北町清爪、日浦込 

326-20-211a 清爪谷川（２） 香美市香北町清爪 

326-20-211b 清爪谷川（３） 香美市香北町清爪 

326-20-212 清爪谷川（４） 香美市香北町清爪、日比原 

326-20-216 日比原川 香美市香北町猪野々柚ノ木 

326-29-206 白川谷川（１） 香美市香北町白川 

326-30-013 西川谷川（１） 香美市香北町西川 

326-30-014 西川谷川（２） 香美市香北町西川 

326-30-015 永野谷川（１） 香美市香北町永野 

326-30-017 上の川谷川 香美市香北町吉野 

326-30-018 韮生野谷川 香美市香北町韮生野 

326-30-020 美良布谷川（１） 香美市香北町美良布 

326-30-021a 下野尻谷川（１） 香美市香北町下野尻、太郎丸、美良布 

326-30-021b 下野尻谷川（２） 香美市香北町下野尻、太郎丸、美良布 

326-30-022 太郎丸谷川（１） 香美市香北町下野尻、太郎丸 

326-30-023 太郎丸谷川（２） 香美市香北町太郎丸 

326-30-027 五百蔵谷川（１） 香美市香北町五百蔵 

326-30-028 日ノ御子谷川（１） 香美市香北町日ノ御子 

326-30-229 岩改谷川（１） 香美市香北町岩改 

326-30-230 西川谷川（３） 香美市香北町西川 

326-30-231 西川谷川（４） 香美市香北町西川 

326-30-233 西川谷川（５） 香美市香北町西川 

326-30-235 大谷川及び支川 香美市香北町西川 

326-30-237 永野谷川（２） 香美市香北町永野 

326-30-238 永野谷川（３） 香美市香北町永野 

326-30-239 吉野谷川（１） 香美市香北町吉野 

326-30-240 吉野谷川（２） 香美市香北町吉野 

326-30-241 川上谷川及び同左支川 香美市香北町韮生野 

326-30-242 美良布谷川（２） 香美市香北町下野尻、美良布 

326-30-243 太郎丸谷川（３） 香美市香北町太郎丸 

326-30-244 萩野谷川（１） 香美市香北町萩野 

326-30-245 萩野谷川（２） 香美市香北町萩野 

326-30-248 岩改谷川（２） 香美市香北町岩改 

326-30-250 岩改谷川（３） 香美市香北町岩改 

326-30-251 岩改谷川（４） 香美市香北町岩改 

326-30-252 白川谷川（２） 香美市香北町白川 

326-30-253 白川谷川（３） 香美市香北町白川 

326-30-254 五百蔵谷川（２） 香美市香北町五百蔵 

326-30-255 五百蔵谷川（３） 香美市香北町五百蔵 

326-30-258 日ノ御子谷川（２） 香美市香北町日ノ御子 

326-30-259 日ノ御子谷川（３） 香美市香北町日ノ御子 

326-99-001 吉野谷川 香美市香北町根須、吉野 

326-99-002 大谷川及び支川（２） 香美市香北町西川 

326-99-003a 西川谷川（６） 香美市香北町西川 

326-99-003b 西川谷川（７） 香美市香北町西川 

326-99-004 永野谷川（４） 香美市香北町永野 

326-99-005 清爪谷川（５） 香美市香北町清爪 

326-99-006 清爪谷川（６） 香美市香北町清爪 

326-99-007 岩改谷川（５） 香美市香北町岩改 

328-12-001 沼井川（１） 香美市物部町久保高井 

328-12-003 沼井川（２） 香美市物部町久保沼井 

328-12-201 沼井川（３） 香美市物部町久保上久保、久保堂ノ岡 
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渓流番号 箇 所 名 位   置 

328-12-203 安野尾川 香美市物部町久保安野尾 

328-12-206 明賀谷川（１） 香美市物部町笹 

328-12-207 明賀谷川（２） 香美市物部町笹 

328—12-208 明賀谷川（３） 香美市物部町笹 

328—12-210 ナナヘッツイ谷川 香美市物部町笹 

328—13-201 秋田川 香美市物部町別府 

328-13-202 別府川（１） 香美市物部町別府 

328-13-203 別府川（２） 香美市物部町別府 

328-13-204 別府川（３） 香美市物部町別府 

328-20-001 中谷川（１） 香美市物部町中谷川 

328-20-002 中谷川（２） 香美市物部町中谷川 

328-20-003 中谷川（３） 香美市物部町中谷川、山崎 

328-20-201 奈呂谷川（１） 香美市物部町拓 

328-20-202 高尾谷川 香美市物部町山崎 

328-21-001 奈呂川 香美市物部町岡ノ内 

328-21-002 谷川（１） 香美市物部町押谷 

328-21-004 日ノ地谷川（１） 香美市物部町仙頭 

328-21-005 泉郷谷川 香美市物部町大栃、山崎 

328-21－007 奈呂谷川（２） 香美市物部町安丸、柳瀬 

328-21-008 仁井屋ノ谷川 香美市物部町安丸 

328-21-009 中番谷川（１） 香美市物部町五王堂 

328-21-010 中番谷川（２） 香美市物部町五王堂 

328-21-011 中番谷川（３） 香美市物部町五王堂 

328-21-201 栃谷川（１） 香美市物部町仙頭 

328-21-203 影仙頭谷川 香美市物部町仙頭 

328-21-206 山崎川 香美市物部町山崎 

328-21-208 セジロウ谷川 香美市物部町別役 

328-21-209 根木屋川 香美市物部町根木屋 

328-21-210 小浜川（１） 香美市物部町小浜 

328-21-211a 小浜川（２） 香美市物部町小浜 

328-21-211b 小浜川（３） 香美市物部町小浜 

328-21-213a 楮ヶ谷川（１） 香美市物部町押谷 

328-21-213b 楮ヶ谷川（２） 香美市物部町押谷 

328-21-214 谷川（２） 香美市物部町押谷 

328-21-215 谷川（３） 香美市物部町押谷 

328-21-216 日ノ地谷川（２） 香美市物部町仙頭 

328-21-217 立花谷川 香美市物部町柳瀬 

328-21-218 下番谷川 香美市物部町五王堂 

328-21-220 神池谷川 香美市物部町神池 

328-21-222 栃谷川（２） 香美市物部町仙頭 

328-22-001 宮ノ瀬川 香美市物部町市宇 

328-30-030 岡舞谷川 香美市物部町庄谷相 

328-99-001 西谷川 香美市物部町岡ノ内 

328-99-002 影小浜川 香美市物部町小浜 

328-99-003 谷川（４） 香美市物部町押谷 

328-99-004 栃谷川（３） 香美市物部町仙頭 

328-99-005 山崎川（２） 香美市物部町山崎 

328-99-006 明賀谷川（４） 香美市物部町笹 

328-99-007 楮佐古谷川 香美市物部町楮佐古 

328-99-008 高尾谷川（２） 香美市物部町大栃、山崎 

≪出典≫ 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書 

 

③ 地すべり 
箇所番号 箇 所 名 位   置 

17（R） 笹（Ｒ） 香美市物部町笹 

21（N） 佐竹（Ｎ） 香美市香北町白川、土佐山田町佐竹 
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箇所番号 箇 所 名 位   置 

27 繁藤 香美市土佐山田町角茂谷、繁藤 

28 上穴内 香美市土佐山田町上穴内 

79 逆川 香美市土佐山田町逆川 

80 本村 香美市土佐山田町有谷、中後入、西後入、本村 

81 存谷 香美市土佐山田町有谷 

82 大根木 香美市香北町白川、土佐山田町佐竹 

83 有瀬 香美市香北町有瀬、五百蔵 

84 横谷 香美市香北町谷相、中谷、西峯、日ノ御子、横谷 

85 谷相 香美市香北町谷相 

86 蕨野 香美市香北町蕨野 

87 清爪 香美市香北町清爪 

88 中谷川 香美市物部町中谷川、頓定、山崎 

89 日比原 香美市香北町猪野々、永瀬、日比原 

90 猪野々 香美市香北町猪野々 

91 松本 香美市香北町猪野々 

92 楮佐古 香美市物部町楮佐古、神池 

93 平井 香美市物部町安丸、柳瀬 

94 立花 香美市物部町安丸、柳瀬 

95 神池 香美市物部町神池、安丸 

96 黒代 香美市物部町黒代、安丸 

97 大屋敷 香美市物部町黒代、安丸 

98 南池 香美市物部町大西、南池 

323-49（N） 大後入（Ｎ） 香美市土佐山田町大後入 

326-2（R） 大久保下（Ｒ） 香美市香北町猪野々 

326-3（R） 大久保上（Ｒ） 香美市香北町猪野々 

326-4（R） 大屋敷（Ｒ） 香美市香北町大束、谷相 

328-6（R） ウネ（Ｒ） 香美市物部町別役 

328-7（R） 阿野地（Ｒ） 香美市物部町別役 

328-10（R） 久保高井（Ｒ） 香美市物部町大西、久保上久保、久保高井 

≪出典≫ 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書 
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（18）物部川洪水浸水想定区域内の要配慮者施設等 

令和５年３月 10日現在 

 施設の名称 住   所 電話番号 FAX番号 

１ 香美市立なかよし保育園 香美市土佐山田町山田 1150番地１ 0887-53-1006 0887-53-1007 

２ 香美市立舟入小学校 香美市土佐山田町山田 1218番地 0887-53-3216 0887-57-0215 

３ 高知県立山田特別支援学校 香美市土佐山田町山田 1361番地 0887-52-2195 0887-52-0031 

４ 児童養護施設 博愛園 香美市土佐山田町神通寺 375番地１ 0887-53-2510 0887-53-2628 

５ 就労継続支援Ａ型事業所 SORA 香美市土佐山田町楠目 18-4 0887-52-0101 0887-52-0175 

６ グループホーム楠目荘 香美市土佐山田町楠目 18-4 0887-52-0131 － 

 

（19）土砂災害警戒区域内の要配慮者施設等 

令和５年３月 10日現在 

 施設の名称 住   所 電話番号 FAX番号 

１ 養護老人ホーム白寿荘 香美市香北町永野 2100番地 0887-59-2287 0887-59-2326 

２ 特別養護老人ホーム白寿荘 香美市香北町永野 2152番地 0887-59-2287 0887-59-2326 

３ 前田メディカルクリニック 香美市香北町美良布 1516番地 3 0887-57-3811 0887-59-2003 

４ 香美市立鏡野中学校 香美市土佐山田町楠目 1973番地 0887-53-4131 0887-53-4132 
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６ 消防・水防に関する資料 

（１）消防団組織の定員数 

令和４年４月１日現在 

名称 

階級別定員数 

団長 

(人) 

副団長 

(人) 

分団長 

(人) 

副分団長 

(人) 

部長 

(人) 

班長 

(人) 

団員 

(人) 

香美市消防団本部 1 3 3 1 1 1 10 

土佐山田 

方面隊 

本部  (1) (1)     

山田分団   1 1 2 3 21 

佐岡分団   1 1 1 2 8 

片地分団   1 1 2 3 17 

楠目分団   1 1 1 2 11 

岩村分団   1 1 1 2 8 

明治分団   1 1 1 2 10 

植分団   1 1 1 2 9 

新改分団   1 1 2 3 21 

繁藤分団   1 1 2 3 21 

香北 

方面隊 

本部  (1) (1)     

美良布分団   1 2 3 5 29 

暁霞分団   1 1 1 2 10 

日ノ御子分団   1 1 1 2 8 

永野分団   1 1 2 4 20 

猪野々分団   1 1 1 2 10 

物部 

方面隊 

本部  (1) (1)     

物部第１分団   1 2 2 5 40 

物部第２分団   1 2 2 5 30 

定員数（400人） 1 3 19 20 26 48 283 

〔備考〕 １ 「副団長」には、方面隊長３人を含む。 

２ 「分団長」には、方面副隊長３人を含む。 

 

（２）消防関係車両の所有台数 

令和４年４月１日現在 

所       属 種   別 現有台数(台) 

消防本部・消防署 香美市消防署 ポンプ車 

タンク車 

救急車 

救助工作車 

査察車（本部） 

指揮車（本部） 

軽四輪（本部） 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

香北分署 ポンプ車 

救急車 

査察車 

1 

1 

1 

消防団 土佐山田方面隊 指揮広報車 

ポンプ車 

積載車 

1 

2 

11 

香北方面隊 指揮広報車 

ポンプ車 

積載車 

1 

2 

6 

物部方面隊 指揮広報車 

ポンプ車 

積載車 

1 

1 

7 
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（３）消火栓・防火水槽の設置数 

令和４年４月１日現在 

 

消火栓(mm) 防火水槽（㎥） 

プール その他 計 
150未満 150以上 

20以上 

40未満 

40以上 

100未満 
100以上 

土佐山田町 416 57 1(0)  98( 9) 3(3) 10  585 

香北町 193 15 12(1) 53(21)  7 1 281 

物部町 103 12 4(1) 47(28)  3 4 173 

合 計 712 84 17(2) 198(58) 3(3) 20 5 1,039 

〔備考〕 括弧内の数値は、防火水槽の設置数のうち耐震性貯水槽の設置数であることを示す。 

 

（４）防火水槽設置箇所及び容量 

① 土佐山田町 
               令和４年４月１日現在 

設 置 場 所 容 量 設 置 場 所 容 量 

中野神明宮 40ｔ 大平 奥 40ｔ 

岩次公民館 40ｔ 佐岡小学校（グランド） 40ｔ 

明治八王子 稲荷 西 40ｔ 天理教 上（本村） 40ｔ 

十二社宮 40ｔ 地蔵堂 （本村） 40ｔ 

谷秦山邸跡 40ｔ 東町上一公民館 40ｔ 

西町公民館 40ｔ 山田高校 東 40ｔ 

片地保育園  西 40ｔ 西後入 40ｔ 

片地保育園  東 40ｔ 大後入 40ｔ 

船谷公民館 40ｔ 有谷・多目的集会所 40ｔ 

片地小学校 40ｔ 有谷部落 上 40ｔ 

香美市商工会館 40ｔ 佐竹 40ｔ 

おくるわ公民館 40ｔ 森林センター 40ｔ 

香美市役所 40ｔ 向陽台団地 40ｔ 

ドラッグセイムス土佐山田店西 40ｔ 秦山町公民館（西） 公園 40ｔ 

旧山田保育園 西 50ｔ ふれあい交流センター 40ｔ 

宝町児童遊園地 40ｔ 黒土団地 南 40ｔ 

酒巻木工所 東 75ｔ 黒土集会所 40ｔ 

林田公民館 東 40ｔ ＪＡ会館 40ｔ 

山田小学校正門 40ｔ オートヨ 南 40ｔ 

油石集会所 東 40ｔ オートヨ 北東 40ｔ 

前行集会所 西 40ｔ 与岳公民館 40ｔ 

杖坂 上 40ｔ 与岳寺 東 40ｔ 

猿田彦神社 南 40ｔ 西山商会 西 40ｔ 

天理教会 40ｔ 高知テクノパーク 40ｔ 

ホームセンタータカセ 40ｔ 影山・多目的集会所 40ｔ 

宮の口公民館 40ｔ 八王子境内 中 40ｔ 

高知工科大・研究センター 40ｔ 宝町体育館 40ｔ 

高知工科大・体育館 南 40ｔ 京田公民館南 40ｔ 

高知工科大・ドミトリー 40ｔ 京田公民館 40ｔ 

おえん堂 40ｔ 岩積公民館 40ｔ 

警察官舎 西 40ｔ 宝町児童遊園地 100ｔ 

八王子入口 南 40ｔ 東川 40ｔ 

高知ヤンマー 北 40ｔ 大法寺・北部１ 40ｔ 

山田堰バス停 東 40ｔ 大法寺・北部２ 40ｔ 

大日寺 40ｔ 曽我部川 40ｔ 

須江公民館 40ｔ 北滝本 40ｔ 

上改田公民館 北 40ｔ 天坪滝本バス停 40ｔ 

久次集乳所跡 南 40ｔ 戸梶酒店 40ｔ 

やまもと建築設計事務所 東 40ｔ 樫谷公民館 40ｔ 
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               令和４年４月１日現在 

設 置 場 所 容 量 設 置 場 所 容 量 

久次公民館 40ｔ 駐在所 西 40ｔ 

陽光自動車 北 40ｔ 繁藤駅前 40ｔ 

大法寺 40ｔ 角茂谷 40ｔ 

奴田坪 40ｔ 天坪観光 下 40ｔ 

新改・西ノ谷 40ｔ 天理教会 東 40ｔ 

佐野・北 40ｔ 逆川土居バス停 奥 40ｔ 

佐野集会所 北 40ｔ 逆川駐車場 40ｔ 

佐野ストアー 40ｔ 逆川樋の谷 40ｔ 

大平集会所 40ｔ 逆川龍河洞入口 上 40ｔ 

西ノ谷 東川 40ｔ 町民グランド駐車場 100ｔ 

佐野 40ｔ 加茂 40ｔ 

新図書館 100ｔ   

 

② 香北町 
               令和４年４月１日現在 

設 置 場 所 容 量 設 置 場 所 容 量 

若一王子宮 北 40ｔ 猪野々集会所 40ｔ 

香北ミロク 40ｔ 大奈呂公会堂 40ｔ 

宮本モータース 上 40ｔ 初田集会所 下 40ｔ 

武内ガソリンスタンド 南 40ｔ 清爪公民館 西 40ｔ 

東大山祗神社 40ｔ 毘沙門堂  40ｔ 

ＪＡ貯蔵施設東 40ｔ 日浦込 バス停 40ｔ 

美良布分団屯所 40ｔ 菌床センター 北東 40ｔ 

小松美容院 西 40ｔ 間崎病院 40ｔ 

美良布保育園 40ｔ 永野分団屯所 40ｔ 

市営住宅 南１ 40ｔ 西永野バス停 東 40ｔ 

市営住宅 南２ 40ｔ 間崎病院 北東 40ｔ 

川上神社 相撲場 40ｔ 永野八幡神社 40ｔ 

松本測量 40ｔ 厳島神社 40ｔ 

香北裕・ｙｏｕ東Ｔ字路 40ｔ 間崎病院 北（吉川元水） 40ｔ 

西川分団屯所 40ｔ 日ノ御子 東上り口 上 40ｔ 

小吉野食堂 西 40ｔ 日ノ御子集会所 東 40ｔ 

北久保神社 40ｔ ステージ谷相 上 40ｔ 

吉野公民館 40ｔ ゲートボール場 西 40ｔ 

福留商店 東 40ｔ 聖神社 40ｔ 

杉本酒店 40ｔ 暁霞分団屯所 40ｔ 

吉村商店 西 40ｔ 暁霞公民館グラウンド 40ｔ 

天理教 東 40ｔ 若一王子宮 西 40ｔ 

香北分署 40ｔ 白川下公会堂 40ｔ 

永瀬公民館 上 40ｔ 白川上公会堂 40ｔ 

永瀬 40ｔ 白川上公会堂 下 40ｔ 

上柚の木 40ｔ コーポ太郎丸 100ｔ 

大久保 40ｔ   

 

③ 物部町 
               令和４年４月１日現在 

設 置 場 所 容 量 設 置 場 所 容 量 

ストックヤード 40ｔ 神池分団屯所 南 40ｔ 

貯木場 前 40ｔ 野久保 40ｔ 

大比公会堂 東 40ｔ 程野 40ｔ 

山崎自衛消防屯所 40ｔ 平井公会堂 40ｔ 

韮生郷駐車場 40ｔ 阿弥陀堂 40ｔ 

分団車庫 40ｔ バス停前 旧道 40ｔ 

開発センター 40ｔ 五王堂バス停 40ｔ 

栃ヶ丘団地 40ｔ 五王堂 奥 40ｔ 
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               令和４年４月１日現在 

設 置 場 所 容 量 設 置 場 所 容 量 

成矢公園 40ｔ 田中神社 前 40ｔ 

北村製材 40ｔ 大西公会堂 南 40ｔ 

佐岡旧道 40ｔ 久保高井バス停 40ｔ 

押谷公会堂 40ｔ 久保小学校跡 40ｔ 

上中谷 40ｔ 久保中内 40ｔ 

小浜建設 40ｔ 神明宮 40ｔ 

根木屋公会堂 上 40ｔ 栃谷バス停 40ｔ 

岡ノ内小学校跡 40ｔ 五社神社（頓定） 40ｔ 

岡ノ内 上 40ｔ 奴田の尾 40ｔ 

西谷 40ｔ 日の地トンネル 東 40ｔ 

仲内 40ｔ 仙頭大橋南 上 40ｔ 

グリーンカントリー 40ｔ 影仙頭集落センター 東 40ｔ 

川口 40ｔ 塩橋 下 40ｔ 

別府小学校跡 上 40ｔ 岡ノ内百尾 40ｔ 

安丸（県道） 40ｔ 明改口バス停 北 40ｔ 

消防車庫 40ｔ   
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（５）資材器具の備蓄量 

令和４年４月１日現在 

品名 
単

位 

明

治

分

団

屯

所 

新

改

分

団

屯

所 

片

地

分

団

屯

所 

香

美

市 

防

災

備

蓄

倉

庫 

暁

霞

分

団

屯

所 

美
良
布
分
団
屯
所 

物

部

第

１

分

団
 

物

部

第

２

分

団

 
計 

大型土のう 袋          

土のう 袋 200 200 200 2,420 200 200 400 400 4,220 

縄・ロープ類 ｍ 50  100 500 100 200 50 50 1,050 

むしろ ㎡   6      6 

ビニールシート ㎡   25 367     392 

杉丸太 小口 10㎝ ５ｍ 本          

杉丸太 小口 10㎝ ４ｍ 本          

杉丸太 小口 10㎝ ２ｍ 本    61     61 

杉丸太 小口６㎝ 本          

鉄杭 鉄筋 本    80     80 

番線（＃８～＃12） ｍ    400     400 

板類 ㎡          

大型照明灯 台 2 4 5 12 5 5 12 12 57 

懐中電灯 個 7 31 26 100 14 28 35 34 275 

はしご 丁  1 2   3   6 

鍬（くわ） 丁  1 1 8 5 15 15 15 60 

鶴嘴（つるはし） 丁   1 7     8 

鋤簾（じょれん） 丁    9     9 

鎌（かま） 丁  10 8 4 12 10 21 20 85 

鋸（のこ） 丁    17 5 6 15 15 58 

斧（おの） 丁   3  6    9 

鳶口（とびぐち） 丁 11 6 12 114 5 10 19 19 196 

掛矢（かけや）・ハンマー類 丁 1  1 8  6   16 

胴突き たこ槌 丁          

しょうれん 梃子棒 丁 2  3 2     7 

ペンチ 番線カッター 丁    5     5 

荷車・一輪車 台    4     4 

にない棒 丁          

救命胴衣 着       3 3 6 

発動発電機 台 1 1 1 10 1 1 2 2 19 

チェーンソー 台          

船 隻       1 1 

スコップ 丁 7 10 12 45 9 10 22 22 137 

バケツ 個 7 3 11 51     72 

かすがい 本    20     20 

災害用ヘルメット 個    200     200 

  



 

  114  

   

（６）水防・備蓄倉庫 

令和４年４月１日現在 

水防・備蓄倉庫 所  在  地 

明治分団屯所 香美市土佐山田町山田 1141-2 

コミュニティ消防センター 香美市土佐山田町宝町１丁目 2-1 

新改分団屯所 香美市土佐山田町新改 390-1 

片地分団屯所 香美市土佐山田町宮ノ口 17-3 

香美市防災備蓄倉庫 香美市土佐山田町宝町２丁目 71 

暁霞分団屯所 香美市香北町五百蔵 995-1 

美良布分団屯所 香美市香北町美良布 1038-10 

大栃分団屯所 香美市物部町大栃 1647 

五王堂分団屯所 香美市物部町五王堂 943-7 

神池分団屯所 香美市物部町神池 2045-3 

岡ノ内分団屯所 香美市物部町岡ノ内 261-1 

〔備考〕 「香美市公共施設等総合管理計画」に記載されている「戸板島水防倉庫（建物）」は、物部川洪水浸水

想定区域内に立地しているため、保管していた機材等は香美市防災備蓄倉庫に移管した。 
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７ 危険物施設等に関する資料 

（１）危険物規制対象数 

 令和４年４月１日現在 

総

 
 

 
 

 

計 

貯  蔵  所 取  扱  所 事

 
 

業

 
 

所 

小

計 

屋

内

貯

蔵

所 

屋

外

タ

ン

ク

貯

蔵

所 

屋

内

タ

ン

ク

貯

蔵

所 

地

下

タ

ン

ク

貯

蔵

所 

移

動

タ

ン

ク

貯

蔵

所 

屋

外

貯

蔵

所 

小

計 

給

油

取

扱

所 

自

家

用

給

油

取

扱

所 
（

再

掲

） 

第

一

種

販

売

取

扱

所 

一

般

取

扱

所 

61 33 6 9 2 14 1 1 28 8 7 0 13 31 

 

（２）ガス 

① ＬＰガス製造許可事業所 

事 業 所 名 所  在  地 貯槽（ｔ×基） 

(有)五百蔵 香美市香北町美良布 1102-1 貯槽なし 

 

② 一般高圧ガス製造許可事業所 

事 業 所 名  所  在  地 ガ ス 名 

セイレイ工業(株) 高知工場 香美市土佐山田町八王子 263 炭酸ガス 

(有)松村鉄工所 繁藤工場 香美市土佐山田町北滝本字井戸ノモト 174-2 炭酸ガス 
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８ 交通輸送に関する資料 

（１）異常気象時主要交通規制箇所（国土交通省管理） 

① 一般国道１ 
路線名 区       間 規制条件（通行止）気象等基準値 

一般国道32号 

大豊町大久保（県境） 

～大豊町大字高須 
Ｌ＝17.8㎞ 

１ 連続雨量が250㎜に達した時。 

２ パトロールにより危険と思われる場合。 

大豊町大字小川 

～大豊町大字角茂谷 
Ｌ＝6.2㎞ 

１ 連続雨量が250㎜に達した時。 

２ パトロールにより危険と思われる場合。 

 

② 一般国道２ 

路線名 

担当 

土木 

事務
所名 

規制区間 
延長 

(㎞) 

交通量 

台／日 

規 制 基 準 

危険 

内容 

迂 

回 

路 

道
路
情
報
板 

道
路
モ
ニ
タ
ー 

規制基準値（㎜） 

気象等 

観測所 

通行注意 通行止 

時間雨量 

連続雨量 

時間雨量 

連続雨量 

195号 中央東 

物部町 

岡ノ内～ 

物部町別府 

15.8 452 なし 
40 

200 

大栃（気） 
別府（河） 

落石 

崩土 
なし A-1 2 

 

③ 主要地方道 

路線名 

担当 

土木 

事務
所名 

規制区間 
延長 

(㎞) 

交通量 

台／日 

規 制 基 準 

危険 

内容 

迂 

回 

路 

道
路
情
報
板 

道
路
モ
ニ
タ
ー 

規制基準値（㎜） 

気象等 

観測所 

通行注意 通行止 

時間雨量 

連続雨量 

時間雨量 

連続雨量 

大豊 

物部線 
中央東 

物部町 

明賀～ 

物部町大栃 

13.7 481 なし 
40 

200 

笹（河） 

安丸（砂） 
落石 

崩土 
なし C-1 1 

 

④ 一般県道 

路線名 

担当 

土木 

事務
所名 

規制区間 
延長 

(㎞) 

交通量 

台／日 

規 制 基 準 

危険 

内容 

迂 

回 

路 

道
路
情
報
板 

道
路
モ
ニ
タ
ー 

規制基準値（㎜） 

気象等 

観測所 

通行注意 通行止 

時間雨量 

連続雨量 

時間雨量 

連続雨量 

上穴内
本山線 

中央東 

土佐山田町 

上穴内～ 

土佐山田町 

赤荒 

6.5 305 なし 
50 

250 

繁藤 

（気）
（国） 

落石 

崩土 
なし C-1  

蟹越 

繁藤線 
中央東 

南国市 

黒滝～ 

土佐山田町 

樫ノ谷 

12.8 242 なし 
50 

250 

繁藤 

（気）
（国） 

落石 

崩土 
なし C-1 1 

久保 

大宮線 
中央東 

物部町影～ 

物部町 

五王堂 

9.3 141 なし 
40 

200 

久保
（河） 

安丸
（砂） 

落石 

崩土 
なし C-1 1 

久保 

大宮線 
中央東 

物部町 

柳瀬～ 

香北町 

猪野々 

4.6 141 なし 
40 

200 

永瀬 

（河） 

落石 

崩土 
なし C-1 1 

 



 

 

   

1
1
7
 

（２）高知県道路啓開進捗図（Ｌ２想定） 

 
≪出典≫ 「高知県道路啓開計画 Ver.3.1」（令和４年３月 30日策定） 



 

 

   

1
1
8
 

（３）高知県緊急輸送道路ネットワーク計画 

 

［備考］ 「高知県緊急輸送道路ネットワーク計画」は、第１次緊急輸送道路及び第２次緊急輸送道路からなる計画で、県が策定したものである。 

≪出典≫ 「高知県緊急輸送道路ネットワーク計画図」 

     ※ 香美市周辺の区域のみを表示するように編集した。 
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（４）大地震等発生後の交通規制 
① 第一次交通規制（災害発生直後） 
災害発生直後の交通混乱を最小限に抑え、円滑な救出活動ができるように、道路交通法に基づいた現場警察官の交

通規制により、 

・ 避難車（者）の通行路の確保のため、損壊した道路の通行止めや迂回誘導 

・ 緊急交通路指定のための設定予定路線通行止め 

・ 被災地に向かう車両の通行禁止等による流入抑制 

が行われる。 

≪出典≫ 高知県警察ホームページ「こうちのまもり」－「大規模災害発生時における交通規制について」 

（https://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kisei/daisaigai_kisei.html） 

 

② 第⼆次交通規制（第⼀次交通規制を実施した後に必要により実施） 

災害対策基本法に基づき、公安委員会が緊急交通路を指定し、緊急通行車両及び規制除外車両以外の車両の通行止

めにより通過交通抑制の交通規制が行われる。 

緊急交通路 

 

大規模な災害が発生した際に、災害応急対策を実施するための緊急通行車両 (緊急自動車、

自衛隊車両、緊急物資の運搬車両)等の通行を円滑にするため、⼀般車両の通行が禁止・制限さ

れる道路をいう。 

 

緊急交通路を通

行できる車両 

緊急通行車両及び規制除外車両に限られる。 

緊急通行車両 道路交通法で定める緊急自動車（パトカー、救急車等)の他、災害応急対策に従事する者又は

災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両であ

って、知事又は公安委員会が発行する緊急通行車両確認標章及び緊急通行車両確認証明書を掲

げている車両をいう。 

規制除外車両 緊急通行車両ではないが、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切

である車両又は民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきもの

に使⽤される車両をいう。 

（例：自衛隊車両、医師・歯科医師・医療機関等が使用する車両など） 

  

≪出典≫ 高知県警察ホームページ「こうちのまもり」－「大規模災害発生時における交通規制について」 

（https://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kisei/daisaigai_kisei.html） 
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（５）高知県の緊急交通路指定予定路線 

 
［備考］  高知自動車道における緊急通行車両等の通行の確保のため、各インターチェンジにおいて、検問が実施

され、これにより一般車両は排除される。 

≪出典≫ 高知県警察ホームページ「こうちのまもり」－「大規模災害発生時における交通規制について」 

（https://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kisei/daisaigai_kisei.html） 
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（６）緊急通行車両及び規制除外車両の事前届出制度 
① 制度概要 

災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、災害応急対策を的確・円滑に行うために、

災害対策基本法等に基づいて定められている区間について、緊急通行車両等以外の車両の道路におけ

る通行の禁止又は制限（通行規制）が行われる。 

この場合、道路交通法で定められている緊急自動車以外の災害応急対策に従事する車両は、知事又

は公安委員会の緊急通行車両としての確認と「確認標章」及び「緊急通行車両確認証明書」の交付を

受けるか、規制除外車両としての確認と「確認標章」及び「規制除外車両確認証明書」の交付を受け

ないと、緊急交通路の規制区間・区域を通行することができない。 

緊急通行車両及び規制除外車両の事前届出制度は、災害発生時における緊急通行車両及び規制除外

車両の確認事務の省力化・効率化を図るために、災害対策活動に使用される車両について事前に届出

をする制度である。事前届出を行うと、確認のための申請書に添付する書類や審査が省略されるため、

確認標章及び証明書の交付時間が短縮される等のメリットがある。 

 

② 緊急交通路通行車両の事前届出及び確認標章の要否 

 
≪出典≫ 高知県警察ホームページ「こうちのまもり」－「緊急通行車両及び規制除外車両の事前届出制度につい

て」

（https://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kisei/kinkyuusyaryou_zizen_todokede.html） 

 

  



 

122 

   

③ 事前届出手続 
申請者 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者（代行者を含む） 

申請先 当該車両の使⽤の本拠の位置を管轄する警察署交通課 

申請書類 【緊急通行車両】 

ア 緊急通行車両等事前届出書（２通） 

イ 申請車両の車検証の写し（１通） 

ウ 疎明資料（輸送協定書その他の当該車両を使⽤して行う業務の内容を疎明する書類。これ  

らの書類がない場合は、指定行政機関等の上申書等。） 

【規制除外車両】 

ア 規制除外車両事前届出書（２通） 

イ 次表に掲げる書類 

医師・歯科医師、医療機

関等の使⽤する車両 

・ 車検証 

・ 医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等である

ことを確認できる書類 

医薬品・医療機器・医療

⽤資材等を輸送する⾞

両 

・ 車検証 

・ 使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者で

あることを確認できる書類 

患者等搬送車両（特別な

構造又は装置があるも

のに限る。） 

・ 車検証 

・ 車両の写真（ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認

できるもの。） 

建設⽤重機、道路啓開作

業用車両又は重機輸送

用車両 

・ 車検証 

・ 車両の写真（ナンバープレート及び車両の形状が確認できるも

の。） 

※ 重機輸送用車両については、建設用重機と同⼀の使用者によ

る届出に限り、写真は重機を積載した状況のものとする。 

  

事前届出から確認

標章等交付、返納

までの流れ 
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届出済証の返納等 届出車両を廃車したり、入れ替えを行ったときは、届出済証を速やかに最寄りの警察署交通課

に返納すること。また、災害時に交付された確認標章と証明書は、緊急交通路が解除された段階

で、最寄りの警察署に返納すること。 

≪出典≫ 高知県警察ホームページ「こうちのまもり」－「緊急通行車両及び規制除外車両の事前届出制度につい

て」

（https://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kisei/kinkyuusyaryou_zizen_todokede.html） 
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④ 大規模災害に伴う緊急通行車両等の確認等に関する事務処理要領 
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130 
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⑤ 標章、証明、申請書類 
ア 緊急通行車両の標章 

 
〔備考〕 １ 色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、「有効期限」、「年」、

「月」及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を表示する部分を白色、地を銀

色とする。 

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施す。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 
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イ 緊急通行車両確認証明書 

 

 



 

 

   

1
3
6
 

ウ 申請書類 

 



 

 

   

1
3
7
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1
3
9
 

（７）高知県第１次救援ルート 

 
［備考］  第１次救援ルートは、県において、県外からの応援部隊・物資を受け入れるための拠点として県下に広域の防災拠点を 68箇所指定し、緊急交通路である高知自動車

道から広域の防災拠点までのルートを選定したものである。 

≪出典≫ 高知県警察ホームページ「こうちのまもり」－「大規模災害発生時における交通規制について」 

（https://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kisei/daisaigai_kisei.html） 
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（８）ヘリコプター離着陸場適地 
令和３年２月末現在 

名称 所在地 
飛行場外 

離着陸場 
備考 

岡ノ内ヘリポート【オカノウチ】 香美市物部町岡ノ内 235-6 ○ 
（発着場面積） 

縦 22ｍ×横 22ｍ 

神池ヘリポート【カミイケ】 香美市物部町神池 1709 ○ 
（発着場面積） 

縦 14.5ｍ×横 21ｍ 

旧大栃高校 香美市物部町大栃   

香美市農村広場 香美市香北町吉野 1300先   

香北中学校 香美市香北町美良布 892   

鏡野公園 香美市土佐山田町宮ノ口   

片地小学校 香美市土佐山田町宮の口 9   

物部川緑地公園 香美市土佐山田町山田島   

物部川川原（町田） 香美市土佐山田町町田   

香美市市民グラウンド 香美市土佐山田町楠目中村 4   

鏡野中学校 香美市土佐山田町楠目 1973   

山田小学校 香美市土佐山田町西本町 2-4-5   

土佐山田スタジアム 香美市土佐山田町植 1252-2   

五王堂ヘリポート【ゴオドウ】 香美市物部町五王堂 38-1 ○ 
（発着場面積） 

縦 25.4ｍ×横 26ｍ 

大栃ヘリポート【おおどち】 香美市物部町大栃 965-3 先 ○ 
（発着場面積） 

縦 22ｍ×横 22ｍ 

別府ヘリポート【べふ】 香美市物部町別府 438-4 ○ 
（発着場面積） 

縦 17ｍ×横 17ｍ 

北滝本ヘリポート【きたたきもと】 香美市土佐山田町北滝本 89-4 ○ 
（発着場面積） 

縦 22ｍ×横 22ｍ 

三谷ヘリポート【みたに】 香美市香北町谷相 2855 ○ 
（発着場面積） 

縦 17ｍ×横 17ｍ 

猪野々ヘリポート【いのの】 香美市香北町猪野々369 ○ 
（発着場面積） 

縦 22ｍ×横 22ｍ 

土佐山田ヘリポート【とさやまだ】 香美市土佐山田町植 1275 ○ 
（発着場面積） 

縦 37ｍ×横 37ｍ 

〔備考〕 この表に掲げるヘリコプター離着陸場適地は、全て香美市消防本部が管轄する。 
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９ 医療救護に関する資料 
（１）広域的な災害拠点病院 

令和５年３月 10日現在 

機   関   名 所 在 地 電話番号 

高知医療センター（基幹災害医療センター） 高知市池 2125-1 088-837-6760 

高知大学医学部付属病院 南国市岡豊町小蓮 088-866-5811 

高知赤十字病院 高知市秦南町 1-4-63-11号 088-822-1201 

 

（２）災害拠点病院 
令和５年３月 10日現在 

機   関   名 所 在 地 電話番号 

ＪＡ高知病院 南国市明見字中野 526-1 088-863-2181 

 

（３）救護病院 
令和５年３月 10日現在 

機   関   名 所 在 地 電話番号 

岩河整形外科 香美市土佐山田町百石町 2-4-20 0887-52-5000 

香北病院 香美市香北町美良布 1064-9 0887-59-2251 

前田メディカルクリニック 香美市香北町美良布 1516-3 0887-57-3811 

 

（４）医療救護所 
令和５年３月 10日現在 

機   関   名 所 在 地 電話番号 

岩河整形外科駐車場及び隣接地 

岩河整形外科駐車場 

香美市土佐山田町百石町２丁目４番 20号 

同仁病院所有地 

香美市土佐山田町百石町２丁目 166番地 

 

岩河整形外科東市所有地 香美市土佐山田町百石町２丁目 107番１  

香北病院駐車場及び物療室 香美市香北町美良布 1064番地９  

大栃診療所 香美市物部町大栃 898番地１  

 

（５）市内の医療機関 
令和５年３月 10日現在 

機   関   名 所 在 地 電話番号 

【医科】 

とさやまだクリニック 香美市土佐山田町 548 0887-53-0880 

村上内科循環器科 香美市土佐山田町 2289-6 0887-52-0111 

さくら香美クリニック 香美市土佐山田町 117-13 0887-53-2255 

宇賀循環器内科・歯科 香美市土佐山田町西本町 2-3-1 0887-53-2101 

八井田医院耳鼻咽喉科 香美市土佐山田町西本町 5-3-21 0887-52-2533 

香長中央病院 香美市土佐山田町西本町 5-5-34 0887-53-5155 

佐野内科リハビリテーションクリニック 香美市土佐山田町東本町 3-2-41 0887-53-3031 

坂本内科 香美市土佐山田町東本町 4-1-38 0887-53-2417 

楠瀬医院 香美市土佐山田町楠目 100 0887-53-4922 

安岡クリニック 香美市土佐山田町楠目 163 0887-52-5626 

小松内科 香美市土佐山田町百石町 1-7-8 0887-52-1151 

楠目循環器科内科・眼科 香美市土佐山田町百石町 1-11-21 0887-52-0080 

岩河整形外科 香美市土佐山田町百石町 2-4-20 0887-52-5000 

同仁病院 香美市土佐山田町百石町 2-5-20 0887-53-3155 

たにむら産婦人科 香美市土佐山田町宝町 1-31-1 0887-53-2600 

香北病院 香美市香北町美良布 1064-9 0887-59-2251 

びらふ診療所 香美市香北町美良布 1317 0887-57-3456 
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令和５年３月 10日現在 

機   関   名 所 在 地 電話番号 

前田メディカルクリニック 香美市香北町美良布 1516-3 0887-57-3811 

香美市立大栃診療所 香美市物部町大栃 898-1 0887-58-2410 

【歯科】 

山本歯科医院 香美市土佐山田町 461-5 0887-57-4182 

あけぼの街道佐々木歯科医院 香美市土佐山田町 482-3 0887-57-0082 

岡西歯科診療所 香美市土佐山田町神母ノ木 377-8 0887-53-2305 

八井田歯科医院 香美市土佐山田町西本町 5-3-19 0887-52-2322 

宇賀循環器内科・歯科 香美市土佐山田町西本町 2-3-1 0887-53-2101 

竹本歯科診療所 香美市土佐山田町東本町 2-2-45 0887-52-3839 

山下歯科 香美市土佐山田町東本町 3-57-3 0887-52-2222 

楠目歯科診療所 香美市土佐山田町楠目 473 0887-53-5648 

かぎやまデンタルクリニック 香美市土佐山田町宝町 1-1-5 0887-53-7575 

佐々木歯科診療所 香美市香北町美良布 1081-1 0887-59-2127 

高橋歯科医院 香美市香北町美良布 1207-1 0887-59-2002 

香美市立物部歯科診療所 香美市物部町大栃 878-3 0887-58-4768  

 

（６）薬品及び衛生材料販売業者 
令和４年７月 28日現在 

名     称 住     所 電話番号 

高知県薬剤師会 高知市比島 3-17-11 088-873-6429 

協定（「災害時の医療救護活動及び医薬品等の供給に関する協定書」）を締結している薬局等 

ベル薬局山田店 香美市土佐山田町旭町 5-3-11 0887-57-0133 

さわ薬局 香美市土佐山田町栄町 222 バリュー・ノア店内 0887-53-4579 

神母ノ木薬局 香美市土佐山田町神母ノ木 335-1 0887-52-0919 

ブルークロスさくら薬局 香美市土佐山田町 117-22 0887-52-8078 

むこせ薬局 香美市土佐山田町西本町 2-3-6 0887-53-5628 

ジィアイシーやいろ薬局 香美市土佐山田町西本町 5-3-1 0887-53-3910 

四国調剤あさひ薬局２号店 香美市土佐山田町東本町 2-2-41 0887-57-0020 

大町薬局 香美市土佐山田町東本町 3-1-38 0887-53-4454 

四国調剤あさひ薬局 香美市土佐山田町東本町 4-1-36 0887-53-2070 

薬局清流 香美市土佐山田町楠目 39-1 0887-57-0501 

こばな薬局 香美市土佐山田町百石町 1-6-14 0887-53-4191 

あい薬局 香美市土佐山田町百石町 1-9-6 0887-57-0357 

ドラッグセイムス土佐山田薬局 香美市土佐山田町宝町 5-1-36 0887-52-8818 

あい薬局びらふ 香美市香北町美良布 1534-3 0887-59-2220 

その他の薬品販売業者 

ドラッグセイムス土佐山田北本町店 香美市土佐山田町 161-1 0887-52-8805 

クスリのやまもと山田店 香美市土佐山田町西本町 5-1-31 0887-53-4193 

田所大学堂 香美市土佐山田町百石町 1-9-12 0887-53-2034 

くすりのレディ 土佐山田店 香美市土佐山田町宝町 1-4-5 0887-52-8770 

ドラッグセイムス土佐山田店 香美市土佐山田町宝町 5-1-36 0887-52-8818 

松田島薬舗 香美市香北町美良布 1079-2 0887-59-2011 

香北薬局 香美市香北町美良布 1345 0887-59-3112 

ドラッグストアｍａｃ美良布店 香美市香北町美良布 1381-1 0887-59-3456 

 

  



 

143 

   

10 物資の調達に関する資料 
（１）給水資機材保有状況 

令和４年４月１日現在 

項 目 内    容 保有数量 初期応援可能数 備 考 

車 両 

給 水 車（       ｍ3） 台 台  

給 水 車（       ｍ3） 台 台  

ト ラ ッ ク ２台 ２台 軽四トラック 

ク レ ー ン 車 台 台  

そ の 他 台 台  

給 水 容 器 

仮 設 水 槽（       ｍ3） 基 基  

仮 設 水 槽（       ｍ3） 基 基  

給水タンク（1,500ℓ～    ） １基 １基 2,000ℓ 

給水タンク（1,000ℓ～ 1,499ℓ） 基 基  

給水タンク（    ～  999ℓ） ７基 ７基 400～500ℓ 

ポ リ 容 器（  ５ℓ～  30ℓ） 1,053個 1,053個 18～20ℓ 

ポ リ 袋 800個 800個 ６ℓ 

そ の 他    

機 材 

応急給水装置 １基 １基  

ろ 過 機 １台 １台 応急用15ｍ3/日 

発 電 機 ３台 ３台  

投 光 機 １個 １個  

鋼 管 切 断 機 台 台  

電動ネジ切機 台 台  

そ の 他    

管 類 

直   管（ 50㎜ ～ 150㎜） 20ｍ 20ｍ ＨＩＶＰ管 

直   管（        ㎜） ｍ ｍ  

直   管（        ㎜） ｍ ｍ  

継 手 類（ 50㎜ ～ 150㎜） 200個 200個 メカ型継・曲管等 

缶 詰 
水 の 缶 詰 缶 缶  

食    料 缶 缶  

そ の 他 
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11 廃棄物処理施設及び埋火葬等に関する資料 
（１）産業廃棄物収集運搬業者 

令和４年１月１日現在 
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161 
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（２）特別管理産業廃棄物収集運搬業者 
令和４年１月１日現在 
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（３）産業廃棄物処分業者 
令和４年１月１日現在 
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（４）一般廃棄物収集運搬業者及び処理施設 
令和４年１月１日現在 

業者又は施設名 所   在   地 電話番号 

香美市立一般廃棄物処理場 香美市土佐山田町楠目字手打谷 1896 - 

合同会社香美クリーン 香美市土佐山田町宝町 2-10-10 0887-53-3647 

上村清掃合同会社 香美市土佐山田町宝町 4-3-40 090-8283-6608 

田中石灰工業株式会社 本社：高知市五台山 3983 088-882-1175 

香南清掃組合 南国市廿枝 1455 088-863-1177 

 

 

（５）し尿処理業者及び処理施設 
令和４年１月１日現在 

業  者  名 事務所所在地 電話番号 

逆川クリーンセンター（農集） 香美市土佐山田町逆川 1164-1 0887-52-3023 

（株）サニタリーサービスオカモト 香美市土佐山田町宝町 1-3-17 0887-53-2651 

(有)ニホン清掃工業 香美市土佐山田町宝町 3-2-3 0887-57-2171 

美良布クリーンセンター（下水） 香美市香北町太郎丸 620 0887-59-3823 

香北清掃社 香美市香北町美良布 1148-1 0887-59-3938 

（有）土佐衛生管理 香南市赤岡町 376-1 0887-55-1992 

香長清掃(有) 香南市野市町西野 2019-1 0887-56-0009（山田営業所） 

マルナカ興業（有） 香南市野市町西野 2064-1 0887-57-1230 

香南香美衛生組合 香南市野市町深渕 808 0887-56-0141 

 

 

（６）遺体の処理・埋火葬関係施設及び業者 
① 火葬場 

令和４年４月１日現在 

名    称 所  在  地 電話番号 

香南斎場組合 香南市赤岡町 2018-1 0887-54-5550 

 

② 葬祭業 
令和４年４月１日現在 

名    称 所  在  地 電話番号 

土佐山田葬祭(有) 香美市土佐山田町栄町 12-18 0887-52-1494 

寺村葬儀社 香美市土佐山田町西本町 2-2-20 0887-53-5151 

葬祭会館ルミエールとさかみ 香南市野市町西野 366 0887-56-5911 

（有）南国葬祭 南国市大埇甲 1776-1 088-863-2256 

ベルモニー葬祭 高知市高須 1-7-20 088-861-4441 
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12 通信に関する資料 
（１）災害時優先電話 

災害等で電話が混み合うと、発信規制や接続規制といった通信制限が行われる。大規模災害時に

は、約 90%以上の制限が行われることがある。通常の電話は被災地からの発信や被災地への接続は制

限されるが、優先電話はこうした制限を受けずに発信や接続を行うことができる。ただし、あくま

で電話を「優先」扱いするものであって、必ずつながることを保証するものではなく、また、優先

扱いされるのは「発信」についてであり、優先電話への「着信」については技術的な点から通常電

話と同じ扱いであるので注意する必要がある。 

 
≪出典≫ 総務省ホームページ「災害時優先通信」 

     （https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/yusen.html） 

 

（２）防災行政無線局の整備状況 
令和３年３月 31日現在 

地区名 

同報系 移動系 

親 局 中継局 
遠 隔 

制御局 

子 局 
基地局 

移動局 

屋外 戸別 半固定 車載型 携帯型 

土佐山田町 １局 １局 ２局 50局 対象区域 １局 ３局 ８局 ６局 

香北町  １局 ２局 31局 全域 １局 ２局 ７局 ７局 

物部町  １局 １局 28局 全域 １局 １局 ７局 ７局 

［備考］ １ 「屋外」とは、屋外拡声子局をいう。 

２ 「戸別」とは、戸別受信機をいう。 

３ 土佐山田町における「戸別」欄の「対象区域」とは、土砂災害警戒区域等、洪水浸水想定区域及び

屋外拡声子局の放送を聞き取ることが困難な区域をいう。 

 

（３）ＮＴＴ特設公衆電話 
① 事前設置の概要 

特設公衆電話は、災害発生時等において通信手段の確保のために被災者等が無料で使用すること

ができるもので、市町村等の要請に基づき避難所等に事前に回線を構築し、避難所等が開設された

際に電話機を設置して利用する。 

なお、通常時は利用することができないので、適切に保管しておく必要がある。 

 

② 設置場所 

令和４年３月 22日現在 

 施設名 回線数 配布台数 施錠 モジュラージャックの場所 

1 舟入小学校 1 1 有 体育館入口 南側靴箱の横 

2 山田小学校 2 2 無 職員室東壁の端子箱内 

3 香長小学校 1 1 無 校舎東側非常階段の端子箱（屋外） 

4 
秦山公園野球場（土佐山田

スタジアム） 
3 3 無 スタジアム記者室内 

5 
地域福祉センター土佐山田

（プラザ八王子） 
1 1 無 玄関ロビーの公衆電話裏にジャック有り 

6 鏡野中学校 2 2 無 体育館東入口脇の端子箱（屋外） 

7 楠目小学校 1 1 有 配膳室西側の端子箱内 

8 片地小学校 1 1 無 職員室前の公衆電話上方（天井付近） 
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令和４年３月 22日現在 

 施設名 回線数 配布台数 施錠 モジュラージャックの場所 

9 佐岡小学校 1 1 有 生涯学習課管理 １F「事務室」東壁 

10 奥物部ふれあいプラザ 1 1 無 廊下西端のＴＲ１端子箱内 

11 大栃小学校 1 1 有 校舎西側の保安器函（保健室外分電盤）内（屋外） 

12 大栃中学校 1 1 無 校舎２階パソコン室のＭＤＦ端子箱内 

13 保健福祉センター香北 1 1 有 建物東側弱電気函（胃ガン検診配電盤）内（屋外） 

14 香北中学校 1 1 無 職員室奥のロッカー室端子箱内 

15 大宮小学校 1 1 無 １階教材室入口から４つ目（右端）の端子箱内下部 

16 繁藤コミュニティセンター 1 1 有 コミュニティセンター玄関、右側ソファ付近 

17 高知工科大学 1 1 無 屋外 警備室付近掲示板下 

18 岡ノ内公会堂 1 1 有 岡ノ内公会堂内、調理室との扉付近 

［備考］  設置場所は、ＮＴＴ西日本のホームページにおいても公開されている。 

 （https://www.ntt-west.co.jp/cgi-bin/saun/saitai/tokusetsu/index.cgi） 

 

（４）災害用伝言サービス 
地震などの大きな災害が発生すると、被災地への電話が大量に殺到し、回線が大変混雑し、つな

がりにくくなる。東日本大震災の直後には、携帯電話事業者によっては、最大で平常時の約 50～60

倍以上の通話が一時的に集中したとされている。 

災害用伝言サービスは、こうした通信の混雑の影響を避けながら、家族や知人との間での安否の

確認や避難場所の連絡等をスムーズに行うため、通信各社が提供する固定電話・携帯電話・インタ

ーネットによるサービスである。 

① 「災害用伝言ダイヤル（171）」の利用方法 
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≪出典≫ 総務省ホームページ「災害⽤伝⾔サービス」 

     （https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html） 
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② 「災害用伝言板」の利用方法 
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≪出典≫ 総務省ホームページ「災害⽤伝⾔サービス」 

     （https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html） 

 

③ 「災害用伝言板（web171）」の利用方法 

 

 
 

≪出典≫ 総務省ホームページ「災害⽤伝⾔サービス」 

     （https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html） 
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13 被災者支援に関する資料 
（１）災害救助法の制度概要 
① 災害対策法制上の位置付け 

 

≪出典≫ 「災害救助法の制度概要（令和４年７月版）」（内閣府政策統括官（防災担当）） 

 

② 災害救助費等負担金の国庫負担について 

 
≪出典≫ 「災害救助法の制度概要（令和４年７月版）」（内閣府政策統括官（防災担当）） 
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③ 災害救助法の運用（事務の流れ） 

 

≪出典≫ 「災害救助法の制度概要（令和４年７月版）」（内閣府政策統括官（防災担当）） 
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④ 災害救助法の適用基準 

 

 
≪出典≫ 「災害救助法の制度概要（令和４年７月版）」（内閣府政策統括官（防災担当）） 
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⑤ 災害救助法の適用の判断 

 
≪出典≫ 「災害救助法の制度概要（令和４年７月版）」（内閣府政策統括官（防災担当）） 

 

⑥ 災害の状況と災害救助法の適用に係る整理 

 
≪出典≫ 「災害救助法の制度概要（令和４年７月版）」（内閣府政策統括官（防災担当）） 
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⑦ 災害救助法の適用と公示の流れ 

 
≪出典≫ 「災害救助法の制度概要（令和４年７月版）」（内閣府政策統括官（防災担当）） 

⑧ 災害救助法の適用に当たって（災害情報等） 

 
≪出典≫ 「災害救助法の制度概要（令和４年７月版）」（内閣府政策統括官（防災担当）） 
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⑨ 救助の実施 
ア おそれ段階 

 
≪出典≫ 「災害救助法の制度概要（令和４年７月版）」（内閣府政策統括官（防災担当）） 

イ 災害が発生した段階 

 
≪出典≫ 「災害救助法の制度概要（令和４年７月版）」（内閣府政策統括官（防災担当）） 

 



 

181 

   

⑩ 救助の種類 
ア おそれ段階の救助の種類 

 
≪出典≫ 「災害救助法の制度概要（令和４年７月版）」（内閣府政策統括官（防災担当）） 

イ 救助の項目、概要、基準及び期間 
令和４年６月 28日現在 

 救助項目 救助の概要 一般基準 救助期間 

１ 避難所の設置 ○ 災害発生直後の地域の避難生活

の拠点として、災害情報、生活・

医療に関する情報・サービスの提

供、食料・飲料水等の物資の提供

及び入浴支援など実施する。 

○ また、高齢者や障害者など通常

の避難生活に配慮が必要な方には

福祉避難所等も提供する。 

○ 新型コロナウイルス感染症対応

としてホテル・旅館等や研修所等

も避難所として積極的な活用を促

進する。 

【基本額】 

避難所設置費 

１人１日当たり 330円以内 

 

高齢者等の要援護者等を収容す

る福祉避難所を設置した場合、

当該地域における通常の実費を

支出でき、上記を超える額を加

算できる。 

災害発生の日から７日

以内 

２ 応急仮設住宅

の供与 

○ 住家が全壊、全焼又は流失し、

居住する住家がない者であって、

自らの資力では住宅を得ることが

できない者（供与期間は原則２年

間以内）に応急住宅を供与する。 

○ 賃貸型応急住宅に係る費用は、

家賃、共益費、敷金、礼金、仲介

手数料、火災保険等、民間賃貸住

宅の貸主、仲介業者との契約に不

可欠なものが対象。 

【建設型】 

１戸当たり 

平均 6,285,000円以内 

 

【賃貸型】 

地域の実情に応じた額（実費） 

【建設型】 

災害発生の日から 20

日以内 

 

【賃貸型】 

発災の日から速やかに

提供 

３ 炊き出しその

他による食品

の給与 

○ 災害により自宅で炊事ができ

ず、食料の購入もできない者に対

して、避難所等において炊き出し

その他による食品を現物にて給与

する。 

１人１日（３食）当たり 1,180円

以内 

 

備蓄物資による給与は、対象と

ならない。 

 

災害発生の日から７日

以内 
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令和４年６月 28日現在 

 救助項目 救助の概要 一般基準 救助期間 

４ 飲料水の供給 ○ 災害により自宅の水道が利用で

きず、飲料水が購入できない者に

対して、避難所等において飲料水

を現物にて供給する。 

当該地域における通常の実費 

 

備蓄物資による供給は、対象と

ならない。 

災害発生の日から７日

以内 

５ 被服、寝具そ

の他生活必需

品の給与・貸

与 

○ 住宅が全壊、全焼、流失、半壊、

半焼又は床上浸水により、生活上

必要な被服、寝具その他日用品等

を喪失又は毀損し、直ちに日常生

活を営むことが困難な方に対し

て、被服、寝具その他生活必需品

の給与又は貸与する。 

「（別記）被服、寝具その他生活

必需品の給与又は貸与に係る救

助費用の限度額」のとおり 

災害発生の日から 10

日以内 

６ 医療・助産 ○ 災害により医療機関が喪失、機

能停止、又は当該医療機関の診療

可能患者数をはるかに超える患者

が発生し、現に医療・助産を必要

とし、医療・助産を受けられない

者がいるときに、救護班を派遣し

て医療、助産を応急的に処置する。 

 

○ 助産については、災害発生の日

以前又は以後７日以内に分べんし

た者のみが対象となる。 

【医療】 

① 救護班 

使用した薬剤、治療材料及

び破損した医療器具修繕費等

の実費 

② 病院又は診療所 

国民健康保険診療報酬の額

以内 

③ 施術者 

協定料金の額以内 

 

【助産】 

① 救護班等による場合 

使用した衛生材料等の実費 

② 助産師による場合 

慣行料金の 100 分の 80 以

内の額 

 

【医療】 

災害発生の日から 14

日以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

【助産】 

分べんした日から７日

以内 

７ 被災者の救出

（ 死 体 の 捜

索） 

○ 災害のため現に生命もしくは身

体が危険な状態にある者又は生死

不明の状態にある者を捜索し、又

は救出する。 

当該地域における通常の実費 【被災者の救出】 

災害発生の日から３日

以内 

８ 住宅の応急修

理 

○ 自宅が一定の被害（大規模半壊、

半壊、半焼又は準半壊）を受け、

自らの資力では修理できない世帯

に対して、被災した住宅の屋根、

居室、台所、トイレ等日常生活に

必要な最小限の部分を応急的に修

理する。 

① 大規模半壊又は半壊若しく

は半焼の被害を受けた世帯 

655,000円以内 

② 準半壊（半壊又は半焼に準

ずる程度の損傷）により被害

を受けた世帯 

318,000円以内 

災害発生の日から３ヵ

月以内 

 

災害対策基本法（昭和

36年法律第 223号）第

23条の 3第 1項の規定

に基づく特定災害対策

本部、同法第 24条第 1

項の規定に基づく非常

災害対策本部又は同法

第 28 条の 2第 1項の

規定に基づく緊急災害

対策本部が設置された

災害にあっては、６ヶ

月以内 

９ 学用品の給与 ○ 住家の全壊、全焼、流失、半壊、

半焼又は床上浸水による喪失若し

くは損傷等により学用品を使用す

ることができず、就学上支障のあ

る小学校児童、中学校生徒及び高

等学校等生徒に対して学用品を供

与する。 

① 教科書及び教科書以外の教

材で教育委員会に届出又はそ

の承認を受けて使用している

教材、又は正規の授業で使用

している教材実費 

② 文房具及び通学用品は、１

人当たり次の金額以内 

・小学生児童 4,700円 

・中学生生徒 5,000円 

・高等学校等生徒 5,500円 

 

災害発生の日から 

【教科書】 

１ヵ月以内 

【文房具及び通学用

品】 

15日以内 



 

183 

   

令和４年６月 28日現在 

 救助項目 救助の概要 一般基準 救助期間 

10 埋葬 ○ 遺族がいないか、遺族がいても

災害による混乱期等のため、その

遺族が埋葬を行うことが困難な場

合に遺体を埋葬する。 

１体当たり次の金額以内 

・大人（12歳以上）213,800円 

・小人（12歳未満）170,900円 

災害発生の日から 10

日以内 

11 死体の処理 ○ 遺体識別や遺体に対する最低限

の措置として、遺体に対して洗浄、

縫合、消毒等の処置を行う。 

【洗浄、消毒等】 

１体当たり 3,500円以内 

 

【一時保存】 

① 既存建物借上費 

通常の実費 

② 既存建物以外 

１体当たり 5,400円以内 

 

【検案】 

救護班以外は慣行料金 

災害発生の日から 10

日以内 

12 障害物の除去 ○ 住居又はその周辺に運ばれた土

石、竹木等で一時的に居住できな

い状態にあり、自力では当該障害

物を除去できない場合に障害物を

除去する。 

市内において障害物の除去を行

った１世帯当たりの平均額

138,300円以内 

 

災害発生の日から 10

日以内 

13 死体の捜索 ○ 災害により現に行方不明の状態

にあり、かつ、各班の事情により

既に死亡していると推定される者

を捜索する。 

当該地域における通常の実費 災害発生の日から 10

日以内 

14 災害が発生す

るおそれのあ

る段階の避難

所の供与 

○特別警報の発表等により、災害が

発生するおそれがある場合に避難

所・福祉雛所の供与、災害時要配

慮者の輸送を行う。 

【避難所設置】 

１人１日当たり 330円以内 

【福祉避難所設置】 

避難所限度額に加えて、通常の

実費を加算 

【災害時要配慮者の輸送】 

当該地域における通常の実費 

災害が発生しなかった

と判明し、現に救助の

必要がなくなった日ま

での期間 

 救助事務費 ○ 救助の事務を行うために要した

時間外勤務手当、旅費などの事務

費 

「（別記）救助事務費の計算方

法」のとおり 

 

［備考］ １ この表は、「市町村のための水害手引き」（令和３年５月 内閣府（防災担当）及び「災害救助法の

制度概要」（令和３年６月 内閣府政策統括官（防災担当））を参考に作成した。 

 ２ 救助の程度、方法及び期間については、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定める基

準（一般基準）に従い、この表のとおり取り扱うこととなっているが、あくまでも原則的な考え方であ

り、硬直的な運用に陥らないように留意する必要がある。 

２ 一般基準では救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣（所管大臣）に

協議し、その同意を得た上で、特別基準を定めることができる。 

３ 特別基準については、文書をもって協議することとなっているが、発災時に直ちに文書をもって協議

することが困難な緊急やむを得ない場合が多いことから、そのような場合には、電話やファクシミリ、

Ｅメールにより申請し、事後速やかに文書をもって処理すること。 

４ 災害は、その規模、態様、発生地域等により、その対応も大きく異なるので、実際の運用に当たって

は、内閣府と連絡調整を図り、必要に応じて内閣総理大臣に協議し、特別基準を設定するなど、救助の

万全を期する観点から、柔軟に対応する必要がある。 
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（別記）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に係る救助費用の限度額 

 
季 

別 
１人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

６人世帯以

上１人増す

ごとに加算 

住家の全壊、全焼又は流失

により被害を受けた世帯 

夏 

季 
18,700円 24,000円 35,600円 42,500円 53,900円 7,800円 

冬 

季 
31,000円 40,100円 55,800円 65,300円 82,200円 11,300円 

住家の半壊、半焼又は床上

浸水により被害を受けた世

帯 

夏 

季 
6,100円 8,200円 12,300円 15,000円 18,900円 2,600円 

冬 

季 
9,900円 12,900円 18,300円 21,800円 27,400円 3,600円 

［備考］ 「夏季」とは、４月１日から９月 30日までの間をいい、「冬季」とは、10月１日から翌年３月 31日ま

での間をいう。なお、この季別は、災害発生の日をもって決定することとなる。 

≪出典≫ 「災害救助法の制度概要」（令和３年６月 内閣府政策統括官（防災担当）） 

 

（別記）救助事務費の計算方法 

 
≪出典≫ 「災害救助法の制度概要（令和４年７月版）」（内閣府政策統括官（防災担当）） 

 

  



 

 

   

1
8
5
 

⑪ 災害救助法と被災者生活再建支援法の運用の考え方 
（別記）救助事務費の計算方法 

 
≪出典≫ 「災害救助法の制度概要（簡易版）（令和４年７月版）」（内閣府政策統括官（防災担当）） 
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（２）各種支援制度 
令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

１ 経済・生活

面の支援 

１ 親や子ども

等が死亡した 

１ 災害弔慰金 給付 災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金

の支給等に関する法律に基づき､災害弔慰金を支給する。 

●福祉事務所社会福祉班 要 

２ 負傷や疾病

による障害が

出た 

１ 災害障害見舞金 給付 災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出

た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき､災害

障害見舞金を支給する。 

●福祉事務所社会福祉班 要 

３ 当面の生活

資金や生活再

建の資金が必

要 

１ 被災者生活再建

支援制度 

給付 災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著

しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給する。 

●福祉事務所社会福祉班  

２ 災害援護資金 貸付（融資） 災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対し

て、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再

建に必要な資金を貸し付ける。 

●福祉事務所社会福祉班 要 

３ 生活福祉資金制

度による貸付（緊

急小口資金・福祉

費（災害援護費）） 

貸付（融資） 金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障害者世帯

や高齢者世帯に対して、経済的な自立と生活の安定を図る

ことために必要な経費を貸し付ける。 

◆緊急小口資金 

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少

額の費用について貸し付けるもの 

◆福祉費（災害援護費） 

災害を受けたことにより臨時に必要となる費用につい

て貸し付けるもの 

※ 大規模災害時には、貸付対象世帯の拡大や、据置期間

や償還期間の拡大などの特例措置を実施することがあ

る。 

※ 生活福祉資金には、ほかにも、総合支援資金、教育支

援資金、不動産担保型生活資金がある。 

●香美市社会福祉協議会 

 電話： 

 

４ 母子父子寡婦福

祉資金貸付金 

貸付（融資） 母子家庭、父子家庭又は寡婦を対象に、経済的な自立と

生活の安定を図るために必要な経費として、母子福祉資

金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金を貸し付ける。 

災害により被災した母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に

対しては、償還金の支払猶予などの特別措置を講じる。 

●福祉事務所社会福祉班  

４ 子どもの養

育・就学を支

援してほしい 

１ 教科書等の無償

給与 

現物支給   要 

２ 特別支援学校等

への就学奨励事業 

給付・還付、

現物支給・

現物貸与 

被災により、特別支援学校等への就学が経済的に困難と

なった幼児、児童又は生徒の保護者等を対象に、就学に必

要な通学費、学用品費、学校給食費、修学旅行費等を援助

する制度。 

 

  

≪災害救助法による救助≫ 
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令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

３ 小・中学生の就

学援助措置 

給付・還付 災害による経済的な理由によって就学が困難な児童・生

徒の保護者を対象に、就学に必要な学用品費、新入学用品

費、通学費、校外活動費、学校給食費等を援助する制度。 

●教育振興課学校教育班  

４ 高等学校授業料

等減免措置 

減免・猶予 災害による経済的な理由によって授業料等の納付が困

難な生徒を対象に、授業料、受講料、入学料及び入学者選

抜手数料等の徴収猶予又は減額、免除をする制度。 

  

５ 高校生等奨学給

付金 

給付 低所得世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため

に支給する制度。 

災害等により家計が急変し、非課税相当となった世帯の生

徒も支援の対象となる。 

  

６ 高等教育の修学

支援新制度（家計

が急変した学生） 

減免・給付 住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯を対象に、学生生

活に必要な生活費等をカバーする給付型奨学金と授業料

等減免による支援を行う制度。 

≪給付型奨学金≫ 

●在籍する各学校 

（奨学金の担当の窓口） 

●日本学生支援機構 

（奨学金相談センター） 

電話：0570-666-301 

≪授業料等減免≫ 

●在籍する各学校 

（授業料担当の窓口） 

 

７ 大学等授業料等

減免措置 

減免・猶予

（延長・金

利の引き下

げ含む） 

災害により、家計が急変した等の理由により授業料等の

納付が困難な学生を対象に、各学校（大学、短期大学、大

学院、高等専門学校）が授業料等の減額、免除をする制度。 

※ 具体的な基準、減免額等は、学校ごとに異なる。 

●在籍する各学校 

（授業料担当窓口） 

 

８ 国の教育ローン 貸付（融資） 入学資金・在学資金等の教育資金を融資する制度。 ●（株）日本政策金融公庫 

（教育ローンコールセンター） 

電話：0570—008656 

 

９ 緊急採用奨学金 貸与 災害等により、家計が急変した学生・生徒に対して、緊

急採用奨学金の貸与を実施。 

●在籍する各学校 

（奨学金担当窓口） 

要 

10 ＪＡＳＳＯ災害

支援金 

給付 災害等により、日本国内の大学、短期大学、大学院、高

等専門学校、専修学校（専門課程）の学生・生徒又はその

生計維持者の居住する住宅に、半壊（半流出・半埋没及び

半焼失を含む）以上の被害を受けたり、床上浸水となった

学生・生徒に対して、支援金を支給する。 

●在籍する各学校 

（奨学金担当窓口） 

 

11 児童扶養手当等

の特別措置 

給付 被災者に対する児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別

障害者手当・障害児福祉手当について、所得制限の特例措

置を講じる。 

 

●福祉事務所社会福祉班  
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令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

５ 税金や保険

料等の軽減や

支払猶予等を

してほしい 

１ 地方税の特別措

置 

減免・猶予

（延長・金

利の引き下

げ含む） 

◆減免 

災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税 (個

人住民税、固定資産税、自動車税など)について、一部軽

減又は免除を受けることができる。 

◆徴収の猶予 

災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税につ

いて、その徴収の猶予を受けることができる。 

◆期限の延長 

災害により申告・納付等を期限までにできない方は、そ

の期限が延長される。 

※ 条例で一律に期限を延長する場合と申請により延長

が認められる場合がある。なお、一律に期限を延長する

場合には手続きは不要。 

≪市税≫ 

●税務収納課市民税班 

 （減免、期限の延長） 

●税務収納課固定資産税班 

 （減免、期限の延長） 

●税務収納課収納班 

 （徴収の猶予） 

 

 

≪国民健康保険税≫ 

●市民保険課保険班 

（減免、期限の延長） 

●税務収納課収納班 

 （徴収の猶予） 

≪県税≫ 

●高知県中央東県税事務所 

 

２ 国税の特別措置 減免・猶予

（延長・金

利の引き下

げ含む） 

◆期限の延長 

災害により申告・納付等を期限までにできない方は、そ

の期限が延長される。 

※ 地域指定による場合と個別指定による場合とがある。 

◆納税の猶予 

災害などにより被害を受けた場合、申請により、納税の

猶予を受けることができる。 

◆予定納税の減額 

所得税の予定納税をされる方が災害により損失を受け

た場合、申請により、災害が発生した後に納期限の到来す

る予定納税について、減額を受けることができる。 

◆給与所得者の源泉所得税・復興特別所得税の徴収猶予等 

災害により住宅や家財などに一定の損害を受けた場合、

給与所得者が申請により所得金額の見積額に応じて源泉

所得税及び復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けるこ

とができる。 

◆所得税の軽減 

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申

告で、所得税法に定める雑損控除の方法又は災害減免法に

定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法

を選ぶことにより、所得税の全部又は一部を軽減すること

ができる。 

●南国税務署  
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令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

３ 医療保険、介護

保険の保険料・窓

口負担の減免措置

等 

減免・支払

猶予 

◆国民健康保険料及び窓口負担の減免・支払猶予 

 国民健康保険の被保険者について、保険料及び窓口負担

の減免・支払猶予措置が講じられる場合がある。 

◆後期高齢者医療制度の保険料・窓口負担の減免・支払猶

予 

後期高齢者医療制度の被保険者について、保険料及び窓

口負担の減免・支払猶予措置が講じられる場合がある。 

◆健康保険等の被保険者等の窓口負担の減免 

健康保険等の被保険者等について、窓口負担の減免措置

が講じられる場合があります。 

◆介護保険料及び窓口負担の減免 

介護保険料の減免・支払猶予措置や、窓口負担の減免措

置が講じられる場合があります。 

≪国民健康保険≫ 

●国民健康保険組合の窓口 

≪後期高齢者医療制度≫ 

●市民保険課保険班 

≪健康保険等≫ 

●健康保険組合、全国健康保険協

会、共済組合などの窓口 

≪介護保険≫ 

●健康介護支援課社会長寿班 

 

４ 国民年金保険料

の免除等 

免除・納付

猶予 

災害によって財産に相当な被害を受け、国民年金保険料

の納付が困難な方は、申請により保険料の納付が免除等さ

れる場合がある。 

●市民保険課保険班  

５ 確定拠出年金関

係における掛金の

納付期限の延長 

納付期限の

延長 

掛金を納付しないことについて災害その他やむを得な

い理由があると認められる場合には、掛金の納付期限が延

長される。 

≪企業型年金≫ 

●運営管理業務をしている確定

拠出年金運営管理機関 

≪個人型年金≫ 

●加入手続をした受付金融機関 

 

６ 厚生年金基金及

び国民年金基金の

掛金等の納付期限

の延長 

納付期限の

延長 

掛金を納付しないことについて災害その他やむを得な

い理由があると認められる場合には、掛金の納付期限が延

長される。 

≪厚生年金基金≫ 

●基金業務をしている厚生年金

基金 

≪国民年金基金≫ 

●加入手続をした国民年金基金

（全国国民年金基金、職能型

国民年金基金） 

 

７ 障害福祉サービ

ス等の利用者負担

金の減免 

減免 災害等による収入の減少などの特別な理由により、障害

福祉サービス等に要する費用を負担することが困難であ

る方に対し、利用者負担額の減免が講じられる。 

●福祉事務所社会福祉班  

８ 公共料金・使用

料等の特別措置 

減免・猶予

（延長・金

利の引き下

げ含む） 

災害により被害を受けた被災者に対しては、都道府県や

市町村において、各自治体が所管する公共料金や施設使用

料、保育料等が軽減・免除される。 

電気、ガス、電話料金等についても、各種料金の軽減・免

除が実施されることがある。 

≪保育料≫ 

●教育振興課幼保支援班 

≪水道料金・下水道使用料等≫ 

●上下水道局 

≪住宅使用料等≫ 

●管財課市営住宅管理班 

要 
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令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

≪市のその他使用料等≫ 

●市の担当窓口 

≪県の使用料等≫ 

●県の担当窓口 

≪電気・ガス・電話料金等≫ 

●関係事業者の窓口 

９ 放送受信料の免

除 

減免 災害により被害を受けた受信契約者の放送受信料が一

定期間免除されることがある。 

●日本放送協会 

電話：0570—077—077 

（ナビダイヤル） 

電話：050—3786—5003 

   （利用できない場合） 

要 

６ 生活に困窮

している 

１ 被災者（個人・

個人事業主）の債

務整理支援 

減免・猶予

（延長・金

利の引き下

げ含む）、サ

ービス 

住宅ローンを借りている個人の方や、事業に必要な資金

を借りている個人事業主の方で、平成27年９月２日以降に

災害救助法の適用を受けた自然災害の影響によって災害

前の借入の返済が困難となった方は、「自然災害による被

災者の債務整理に関するガイドライン」を利用することに

より、破産手続などの法的な手続によらず、債務の免除等

を受けられる。 

※ 財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に

残すことができ、また、破産等の手続とは異なり、債務整

理をしたことは、個人信用情報として登録されないため、

その後の新たな借入れに影響が及ばない。このほか、国の

補助により弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援

を無料で受けることができる。 

●ローンの借入先 要 

２ 生活保護 給付・還付、

現物支給・

現物貸与 

生活に現に困窮している方に、生活の保障と自立の助長

を図ることを目的に、困窮の程度に応じて必要な保護を行

う。 

生活保護の受給にあたっては、各種の社会保障施策によ

る支援、不動産等の資産、稼働能力等の活用が保護実施の

前提となり、また、扶養義務者による扶養は保護に優先さ

れる。なお、生活保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、

医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助か

ら構成されており、このうち医療扶助及び介護扶助は現物

給付を、それ以外は金銭給付を原則とする。 

 

 

 

●福祉事務所保護班  
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令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

３ 生活困窮者自立

支援制度 

サービス、

給付、現物

支給 

様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、以下の

各種支援を実施する。このほか、他の専門機関と連携して、

一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を行う。 

◆自立相談支援事業 

相談者の抱えている課題を適切にアセスメントした上

で、自立に向けた支援計画を作成し、伴走型の支援を行う。 

◆住居確保給付金の支給 

離職により住居を失った方等に対し、就職活動を支える

ため、一定期間にわたり家賃相当額を支給する。 

◆就労準備支援事業 

就労に向けて準備が必要な方を対象に、生活習慣や社会

参加能力の形成・改善を図りつつ、就労に必要な知識、意

欲の向上に向けて、最長１年間の集中的な支援を行う。 

●家計改善支援事業 

家計表を活用し、家計の状況を「見える化」するなど家

計の状況を把握することや利用者の家計の改善の意欲を

高めるための支援を行う。 

●一時生活支援事業 

住居を持たない方に対し一定期間、宿泊場所や衣食の提

供を行う。 

●子どもの学習・生活支援事業 

生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもに対し、

学習支援や居場所づくり、親への養育支援等を通して、子

どもの将来の自立に向けたきめ細かな支援を行う。 

●認定就労訓練事業 

民間事業者の自主的な取組みとして、雇用による就業を

継続して行うことが困難な方を対象に、その状況に応じた

就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識や能力

の向上のために必要な訓練などを行う。 

●香美市社会福祉協議会 

（生活相談センター香美） 

電話：0887-53-2877 

 

７ 離職後の生

活を支援して

ほしい 

１ 未払賃金立替払

制度 

立替（債権

者向け） 

企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働

者に対して、未払賃金の一部を、事業主に代わって支払う。

なお、立替払した場合は、その分の賃金債権を代位取得し、

本来の支払責任者である使用者に求償する。 

●高知労働局労働基準監督署 

電話：088-885-6031 

（労働条件、解雇、賃金） 

●独立行政法人労働者健康安全

機構（未払賃金立替払相談コー

ナー） 

電話：044-431-8663 
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令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

８ 離職時の生

活を支援して

ほしい 

１ 雇用保険の失業

等給付 

給付 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合等に、

生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために、求職者給

付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付を一定の

要件を満たした方に支給する。また、災害により雇用され

る事業所が休業することとなったため、一時的な離職又は

休業を余儀なくされた方に雇用保険の基本手当を支給す

る特例措置を実施する。 

●高知公共職業安定所 

 電話：088-878-5320 

●高知公共職業安定所 

（香美出張所） 

 電話：0887-53-4171 

  

要 

９ 再就職を支

援してほしい 

１ ハロートレーニ

ング 

（公的職業訓練） 

給付・還付、

サービス 

災害により離職した者が、再就職のための技能や知識を

身につける必要がある場合、無料で職業訓練が受けられま

す。また、一定の要件を満たす場合、訓練期間中の生活を

支援するための給付金が支給される制度もある。 

●高知公共職業安定所 

 電話：088-878-5320 

●高知公共職業安定所 

（香美出張所） 

 電話：0887-53-4171 

 

10 就職活動を

支援してほし

い 

１ 職業転換給付金

の支給 

給付・還付 就職が困難な失業者などの再就職の促進を図るため、ハ

ローワークの紹介により広域に渡る求職活動を行う場合

や、就職又は公共職業訓練等を受講するために住所を移転

する場合にその費用の一部が支給される。また、訓練を行

っている期間については訓練手当が支給される。 

◆求職活動支援費 

ハローワークを通じて広域の求職活動を行う場合に広

域求職活動費（交通費、宿泊料）を、面接等又は公共職業

訓練等を受講するために保育等サービスを利用する場合

に求職活動関係役務利用費を支給する。 

◆移転費 

就職又は公共職業訓練等を受講するために住所を移転

する場合に、移転費（交通費、移転料、着後手当）を支給

する。 

◆訓練手当 

ハローワークの所長の指示により職業訓練を受講する

場合に訓練手当を支給する。 

※ その他、就職が困難な失業者等を作業環境に適応させ

る職場適応訓練を実施した事業主に対して職場適応訓練

費が支給される。 

●高知公共職業安定所 

 電話：088-878-5320 

●高知公共職業安定所 

（香美出張所） 

 電話：0887-53-4171 

 

11 法的トラブ

ルの解決方法

を知りたい 

１ 法的トラブル等

に関する情報提供 

サービス 全国の日本司法支援センター（法テラス）地方事務所や

全国統一窓口である法テラス・サポートダイヤル等におい

て、利用者から面談、電話等によって問い合わせを受け付

け、その内容に応じて、法的トラブルの解決に役立つ法制

度や適切な窓口を無料で案内する。 

●法テラス 

電話：0570—078374 

（サポートダイヤル） 
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令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

２ 弁護士費用の立

替等に係る民事法

律扶助制度 

サービス、

立替（債権

者向け・債

務者向け） 

日本司法支援センター（法テラス）は、経済的に余裕の

ない方が法的トラブルにあったときに、次の援助を行う。 

◆法律相談援助 

弁護士又は司法書士による無料法律相談。 

◆代理援助 

裁判所における民事・家事及び行政事件に関する手続又

はそれに先立つ示談交渉等における弁護士又は司法書士

費用（着手金・実費等）の立替え。 

◆書類作成援助 

裁判所に提出する書類の作成における司法書士又は弁

護士費用（報酬・実費等）の立替え。 

●法テラス 

電話：0570—078374 

（サポートダイヤル） 

 

２  住まいの

確保・再建の

ための支援 

１ 住まいを建

て替え・取得

したい 

１ 災害復興住宅融

資（建設・購入・

補修） 

貸付（融資） 自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者

で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方

は、次の融資を受けることができる。 

◆災害復興住宅融資（建設） 

住宅を建設する場合に受けられる融資で、融資の日から

３年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると

返済期間を延長することができる。 

◆災害復興住宅融資（購入） 

住宅を購入する場合に受けられる融資で、融資の日から

３年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると

返済期間を延長することができる。 

◆災害復興住宅融資（補修） 

 住宅を補修する場合に受けられる融資で、融資の日から

１年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると

返済期間を延長することができる。 

●独立行政法人住宅金融支援機

構（お客さまコールセンター） 

電話：0120—086—353 

 

２ 住宅金融支援機

構融資の返済方法

の変更 

減免・猶予

（延長・金

利の引き下

げ含む） 

地震、津波、噴火、暴風雨又は洪水により被害を受けた

ご返済中の被災者（旧住宅金融公庫から融資を受けてご返

済中の被災者を含む。）に対して、返済方法を変更するこ

とにより被災者を支援するもの。 

●独立行政法人住宅金融支援機

構（お客さまコールセンター） 

電話：0120—086—353 

 

３ 被災者（個人・

個人事業主）の債

務整理支援 

    

４ 被災者生活再建

支援制度 

    

２ 住まいを補

修したい 

１ 災害復興住宅融

資（補修） 

  

 

  
上記２－１－１のとおり 

上記１－６－１のとおり 

上記１－３－１のとおり 
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令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

２ 生活福祉資金制

度による貸付（福

祉費（住宅補修

費）） 

貸付（融資） 災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築

等に必要な経費を貸し付ける。 

※ 大規模災害時には、貸付対象世帯の拡大や、据置期間

や償還期間の拡大などの特例措置を実施することがあ

る。 

※ このほか、生活福祉資金には、総合支援資金、教育支  

援資金、不動産担保型生活資金がある。 

●香美市社会福祉協議会 

電話：0887-53-5800 

 

３ 母子父子寡婦福

祉資金（住宅資金） 

貸付（融資） 災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築

等に必要な経費を貸し付ける。 

 

●福祉事務所社会福祉班  

４ 災害援護資金   

 

  

５ 被災者生活再建

支援制度 

    

３ 民間賃貸住

宅に移転した

い 

１ 被災者生活再建

支援制度 

    

２ セーフティネッ

ト登録住宅への入

居 

現物支給・

現物貸与 

被災者の方は、民間賃貸住宅等を活用した住宅確保要配

慮者の入居を拒まないセーフティネット登録住宅に入居

することができる。 

  

４ 公共賃貸住

宅に移転した

い 

１ 公営住宅等への

入居 

現物支給・

現物貸与 

低所得の被災者の方は、都道府県又は市町村が整備する

公営住宅に入居することができる。 

≪市営住宅≫ 

●管財課市営住宅管理班 

≪県営住宅≫ 

●高知県住宅供給公社 

 電話：088-883-0344 

≪他市町村の公営住宅≫ 

●他市町村の担当窓口 

 

２ 特定優良賃貸住

宅等への入居 

現物支給・

現物貸与 

被災者の方は、都道府県、市町村、地方住宅供給公社、

民間土地所有者等が整備する特定優良賃貸住宅等に入居

することができる。 

≪市営住宅≫ 

●管財課市営住宅管理班 

 

３ 地域優良賃貸住

宅への入居 

現物支給・

現物貸与 

被災者の方は、都道府県、市町村、地方住宅供給公社、

民間事業者等が整備する地域優良賃貸住宅に入居するこ

とができる。 

≪市営住宅≫ 

●管財課市営住宅管理班 

 

５ 土砂等を除

去したい 

障害物の除去 現物支給   要 

６ 応急的に住

宅を修理した

い 

住宅の応急修理 現物支給   要 

≪災害救助法による救助≫ 

≪災害救助法による救助≫ 

上記１－３－２のとおり 

上記１－３－１のとおり 

上記１－３－１のとおり 
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令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

７ 宅地を直し

たい 

１ 被災者生活再建

支援制度 

    

２ 宅地防災工事融

資 

貸付（融資） 地方公共団体から、宅地を土砂の流出などによる災害か

ら守るための工事を行うよう勧告又は改善命令を受けた

方に対して、のり面の保護、排水施設の設置、整地、擁壁

の設置（旧擁壁の除去を含む。）の工事のための費用を融

資する。 

●独立行政法人住宅金融支援機

構（お客さまコールセンター） 

電話：0120—086—353 

 

３ 地すべり等関連

住宅融資 

貸付（融資） 地すべりや急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれ

のある家屋を移転したり、これに代わるべき住宅を建設又

は購入する場合に融資するもので、主に次のタイプがあ

る。 

◆地すべり関連住宅 

 地すべり等防止法の規定による関連事業計画に基づい

て移転される住宅部分を有する家屋又は関連事業計画に

基づいて除却される住宅部分を有する家屋に代わるべき

ものとして新たに建設又は購入される住宅部分を有する

家屋をいう。 

◆土砂災害関連 

住宅土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の

推進に関する法律の規定による勧告に基づいて移転され

る住宅部分を有する家屋又は勧告に基づいて除去される

住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして新たに建

設又は購入される住宅部分を有する家屋をいう。 

◆密集市街地関連住宅 

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法

律の規定による勧告に基づいて除却される住宅部分を有

する家屋に代わるべきものとして新たに建設又は購入さ

れる住宅部分を有する家屋をいう。 

●独立行政法人住宅金融支援機

構（お客さまコールセンター） 

電話：0120—086—353 

 

８ 住まいの再

建にあたり、

耐震化・省エ

ネ化を図りた

い 

１ 長期優良住宅化

リフォーム推進事

業 

補助 耐震改修や劣化対策改修、省エネ改修等の住宅の性能を向

上させるリフォームを行う場合、リフォーム工事費等の一

部を補助する。 

●長期優良住宅化リフォーム推

進事業実施支援室 

電話：03-5229-7568 

 

２ 地域型住宅グリ

ーン化事業 

補助 省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅の建設

及び省エネ改修に対して補助する。 

●地域型住宅グリーン化事業評

価事務局 

電話：03-3560-2886 

 

 

 

 

上記１－３－１のとおり 
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令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

３ リフォーム税制 税制特例措

置 

◆国税の控除 

一定の要件を満たす方を対象として、工事内容に応じて

所得税の控除を受けることができる。 

◆地方税の減額 

固定資産税について、工事内容に応じて一定割合の減額

を受けることができる。 

≪国税≫ 

●南国税務署 

 電話：088-863-3215 

●税務収納課市民税班 

≪地方税≫ 

●税務収納課固定資産税班 

 

３ 中小企業・

自営業への

支援 

１ 農林漁業の

再建資金が必

要 

【農林漁業者】 

１ 株式会社日本政

策金融公庫による

資金貸付 

融資 農林漁業者等は、次のような融資を受けることができ

る。 

◆農林漁業セーフティネット資金 

災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な

資金。 

◆農林漁業施設資金 

災害により被災した農林漁業施設の復旧のための資金。 

◆農業基盤整備資金 

農地・牧野又はその保全・利用上必要な施設の復旧のた

めの資金。 

◆林業基盤整備資金 

森林、林道等の復旧のための資金。 

◆漁業基盤整備資金 

漁港、漁場施設の復旧のための資金。 

※ 上記のほかにも農林漁業者等に対する資金貸付があ

る。 

 

●株式会社日本政策金融公庫 

電話：0120—154—505 

 

２ 中小企業事

業の再建資金

が必要 

【中小企業者】 

１ 小規模事業者経

営改善資金（マル

経融資） 

貸付（融資） 商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会（以下「商

工会議所等」という。）の実施する経営指導を受ける小規

模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人

で小規模事業者経営改善資金（通称：マル経融資）を融資

する。 

●香美市商工会 

電話：0887-53-4111 

●高知県商工会連合会 

 電話：088-846-2111 

 

２ 生活衛生改善貸 

付 

貸付（融資） 生活衛生同業組合（組合が設立されていない場合は都道

府県生活衛生営業指導センター）の実施する経営指導を受

ける生活衛生関係営業者に対して、日本政策金融公庫が無

担保・無保証人で経営改善に必要な資金を融資する。 

最寄りの生活衛生同業組合、組

合が設立されていない場合は、

都道府県生活衛生営業指導セン 

ター 

 

３ 災害復旧貸付 貸付（融資） 災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者等に対

して、日本政策金融公庫が事業復旧のための運転資金及び

設備資金を融資する。 

 

 

●株式会社日本政策金融公庫 

電話：0120—154—505 

要 
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令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

４ 高度化事業（災

害復旧貸付） 

貸付（融資） 大規模な災害により被害を受けた事業用施設を中小企

業者が共同で復旧する場合、都道府県と独立行政法人中小

企業基盤整備機構が必要な資金の一部を貸付ける。 

都道府県、独立行政法人中小企業

基盤整備機構 

要 

５ セーフティネッ

ト保証４号 

信用保証 自然災害等の突発的事由（豪雨、地震、台風等）により

経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給

の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額と

は別枠で保証を行う。 

●高知県信用保証協会 

 電話：088-823-3261 

要 

６ 災害関係保証 信用保証 災害により事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業

用資産等に倒壊等の直接的な被害を受けた中小企業者へ

の資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保

証限度額とは別枠で保証を行う。 

●高知県信用保証協会 

 電話：088-823-3261 

要 

７ 被災者（個人・

個人事業主）の債

務整理支援 

    

３ 再就職を支

援してほしい 

１ 職場適応訓練費

の支給 

給付・還付 ◆訓練費 

職場適応訓練を実施する事業主に対して訓練費を支給

する。 

◆訓練手当等 

職場適用訓練の訓練生に対して訓練手当等を支給する。 

●高知公共職業安定所 

 電話：088-878-5320 

●高知公共職業安定所 

（香美出張所） 

 電話：0887-53-4171 

 

４  安全な地

域づくりへ

の支援 

１ 被災者向け

の公営住宅を

整備したい 

１ 災害公営住宅の

整備 

助成・補助 災害により住宅を失った低額所得者に賃貸するための

公営住宅を整備等する場合に、国が支援を行うことで地方

公共団体の負担を軽減する特例制度。なお、災害公営住宅

の整備については、緊急かつ機動的な対応が求められるこ

とから、地域住宅計画への位置付けを必要としない。 

●建設課  

２ 既設の公営

住宅を復旧し

たい 

１ 既設公営住宅の

復旧 

助成・補助 災害により被害を受けた既設公営住宅等（改良住宅・地

域優良賃貸住宅（公共供給型））や共同施設（集会所、管

理事務所等）を復旧する場合に、国が支援を行うことで地

方公共団体の負担を軽減する特例制度。なお、既設公営住

宅等の復旧については、緊急かつ機動的な対応が求められ

ることから、地域住宅計画への位置付けを必要としない。 

◆公営住宅等が滅失した場合の再建 

◆公営住宅等が損傷した場合の補修 

◆公営住宅等を再建するための宅地の復旧 

●建設課  

３ 再開発した

い 

１ 市街地再開発事

業 

助成・補助 中心市街地等の木造家屋が密集して防災上危険な地区

や、駅前広場等の公共施設の整備の遅れている地区を再整

備する事業で、基本計画作成や調査設計、土地整備、共同

施設整備などが助成対象となる。 

●建設課  

上記１－５－８のとおり 
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令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

敷地を共同化し、高度利用することによって、多くの床

や公共施設用地を生み出し、従前権利者の権利は、原則と

して等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられる。高度

利用によって新たに生み出された床の処分金収入は事業

費にあてられる。 

４ 市街地の防

災性を高めた

い 

１ 宅地耐震化推進

事業 

助成・補助 大地震時における大規模盛土造成地の滑動崩落及び宅

地の液状化による被害を防止するため、大規模盛土造成地

などの変動予測調査及び防止対策を推進する事業で、滑動

崩落防止工事及び液状化防止工事を行うための地盤等調

査及び設計に要する費用が交付対象となる。 

排水工、アンカー工、擁壁工等の滑動崩落防止工事及び

地下水位低下工法等の宅地と公共施設との一体的な液状

化対策に要する費用が交付対象である。 

●建設課  

２ 住宅・建築物安

全ストック形成事

業 

助成・補助 住宅・建築物等の耐震性の向上等を図る事業で、住宅・

建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修及び建替え等の他、

ブロック塀・天井・エレベーター等の耐震化、土砂災害対

策及びアスベスト対策に係る改修等が補助対象となる。 

●国土交通省住宅局市街地建築

課市街地住宅整備室 

電話：03-5253-8517 

●国土交通省住宅局建築指導課 

電話：03-5253-8513 

 

 

３ 地域防災拠点建

築物整備緊急促進

事業 

補助 地域の防災拠点となる建築物の整備を促進するため、

大規模な建築物の耐震化並びに災害時に発生する避難者

及び帰宅困難者等を一時的に受け入れる施設の整備を支

援するもの。 

  

４ 都市防災総合推

進事業 

助成・補助 防災上危険な市街地等において、地区レベルの防災性向

上を図る事業で、防災上危険な密集市街地等において、重

点的かつ緊急に整備を要する地域を明確にし、住民等の防

災意識の向上等を図るために行う災害危険度判定調査や、

住民等のまちづくり活動を活性化するために行う事業が

交付対象となる。 

避難地・避難路等の地区公共施設の整備、避難センター・

津波避難タワー等の指定緊急避難場所の整備や耐震性貯

水槽・備蓄倉庫等の避難場所の機能強化などが交付対象で

ある。 

※ 激甚災害に指定された市町村を対象に、復興まちづく

り計画の策定から公共施設や共同施設・修景施設等の整

備までを一体的に支援するメニューがある。 

 

●国土交通省都市局都市安全課 

電話：03-5253-8401 
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令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

５ 市街地の基

盤整備したい 

１ 都市防災総合推

進事業 

    

２ 土地区画整理事

業 

助成・補助 用地買収方式によらず、換地手法を用いて、道路、公園、

河川等の公共施設を整備し、土地の区画を整え宅地の利用

の増進を図ることにより、健全な市街地の形成と良好な宅

地の供給に資する事業で、調査設計費や公共施設工事費、

移転移設補償費などが助成対象となる。 

●建設課  

３ 街なみ環境整備

事業 

助成・補助 生活道路や公園・広場等の地区施設が未整備であった

り、街並みが良好な美観を有していないなど、住環境の整

備改善を必要とする区域において、住宅や地区施設等の整

備改善を行う事業で、地区内の権利者等で構成される協議

会組織による良好な街なみ形成のための活動や、街なみ環

境整備方針及び街なみ環境整備事業計画の策定、生活道路

や小公園などの地区施設整備のほか、地区住民の行う門・

塀等の移設や住宅等の修景なども補助対象となる。 

●国土交通省住宅局市街地建築

課市街地住宅整備室 

電話：03-5253-8517 

 

４ 住宅市街地基盤

整備事業 

助成・補助 住宅及び宅地の供給を促進することが必要な地域にお

ける住宅建設事業及び宅地開発事業の推進を図るため、住

宅宅地事業に係る関連公共施設等の整備を総合的に行う

事業で、道路、都市公園、下水道、河川、砂防設備等の公

共施設整備のほか、多目的広場、公開空地、電線類の地下

埋設等の居住環境基盤施設整備等が補助対象となる。 

●建設課 

●上下水道局 

 

５ 住宅市街地総合

整備事業 

助成・補助 既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能

の更新、密集市街地の整備改善など都市再生の推進に必要

な課題に、より機動的に対応するため、住宅市街地の再生・

整備を総合的に行う事業で、整備計画策定、住宅整備、公

共施設の整備などが補助対象となる。 

●国土交通省住宅局市街地建築

課市街地住宅整備室 

電話：03-5253-8517 

 

６ 住環境と住

宅を整備した

い 

１ 住宅市街地総合

整備事業 

    

２ 住宅地区改良事

業 

助成・補助 不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図り、健康

で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進

する事業で、不良住宅の買収除却、公共施設や地区施設の

整備、改良住宅（賃貸）建設、改良住宅（賃貸）用地取得

造成、一時収容施設設置費、改良住宅（分譲）の共同施設

整備などが補助対象となる。 

●建設課  

３ 小規模住宅地区

改良事業 

助成・補助 不良住宅が集合すること等により生活環境の整備が遅

れている地区において、住環境の整備改善又は災害の防止

のために、住宅の集団的建設、建築物の敷地の整備等を実

●建設課  

上記４－４－３のとおり 

上記４－５－５のとおり 



 

 

   

2
0
0
 

令和５年３月 10日現在 

支援の分類 
被災後の経済 

・生活状況 
活用できる支援制度 支援の種類 制度の概要 所管部署等 

災害救助

法の適用 

施する事業で、不良住宅の買収除却、公共施設や地区施設

の整備、小規模改良住宅の建設などが補助対象となる。 

４ 優良建築物等整

備事業 

助成・補助 市街地の改善整備、良好な市街地住宅の供給等の促進を

図るための事業で、一定割合以上の空地確保や、土地の利

用の共同化、高度化等に寄与する優れた建築物等の整備に

対して、共同通行部分や空地等の整備などが補助対象とな

る。この事業には、「優良再開発型」「市街地住宅供給型」

「既存ストック再生型」「都市再構築型」「複数棟改修型」

の５つのタイプがある。また、マンション再建に活用でき

る。 

●建設課  

７ 安全確保の

ため移転した

い 

１ 防災集団移転促

進事業 

助成・補助 災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居

住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的

移転を促進する事業で、住宅団地の用地取得造成、移転者

の住宅建設・土地購入（ローン利子相当額）、住宅団地の

公共施設の整備、移転促進区域内の宅地等の買い取り、移

転者の住居の移転費用、事業計画の策定に必要な経費など

が補助対象となる。 

●国土交通省都市局都市安全課 

電話：03-5253-8401 

 

２ がけ地近接等危

険住宅移転事業 

助成・補助 がけ崩れや出水等により住民の生命に危険を及ぼすお

それのある区域に建っている危険住宅の移転を行う方に

対して、住宅の撤去費や動産移転費、仮住居費、新築する

住宅の建設費、土地の取得費、敷地造成に要する経費の一

部を補助する事業である。 

●建設課  

８ がけ崩れを

防ぎたい 

１ 災害関連地域防

災がけ崩れ対策事

業 

助成・補助 市町村地域防災計画に危険箇所として記載され、又は記

載されることが確実であるがけ地のうち、激甚災害に伴い

崩壊等が発生し、放置すると人家２戸以上又は公共的建物

に倒壊等著しい被害を及ぼすと認められる箇所において

がけ崩れ防止工事を実施する事業。 

●建設課  
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（３）行政への相談窓口 
 令和５年３月 10日現在 

相談窓口 相談内容・概要等 問い合わせ先 
災害救助

法の適用 

事業資金相談ダ

イヤル 

中小企業、小規模事業者及び農林漁業者向けの融資制度やお申込み手続き等に関

する相談を受付ける。なお、災害が発生した場合には、災害等相談窓口が設置され

る。 

●日本政策金融公庫 

電話：0120-154-505（事業資金相談ダイヤル） 

受付時間：平日 午前９時から午後５時まで 

●日本政策金融公庫（災害等相談窓口） 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/index.html 

 

こころの健康相

談 

精神的な悩み、精神疾患・精神障害、社会復帰、不登校、ひきこもり、アディク

ションの問題（アルコール・薬物・ギャンブルの依存等）、遺族からの相談、その

他心の健康に関する問題について、精神科の医師、心理カウンセラー、精神保健福

祉相談員、保健師が対応している。 

●高知県精神保健福祉センター 

 電話：088-821-4966（面接相談の予約、問い合わせ） 

●心のテレ相談 

 電話：088-823-0600（専用電話） 

受付時間：平日 午後１時から午後３時まで 

 

法的トラブル解

決のための総合

案内所（法テラ

ス） 

法的トラブルの解決に役立つ法制度や適切な関係機関（法律相談・公的機関窓口

等）を無料で案内する。 

また、「収入が一定額以下」などの条件を満たす方には、弁護士等による無料法律

相談や弁護士費用等の立替え等の援助が行われる。 

●法テラス・サポートダイヤル 

電話：0570-078374 

030-6745-5600（上記電話番号が利用できない場合） 

受付時間：平日 午前９時から午後９時まで 

     土曜日 午前９時から午後５時まで 

●日本司法支援センター高知事務所（法テラス高知） 

 電話：0570-078395 

    050-3383-5577（上記電話番号が利用できない場合） 

 受付時間：平日 午前９時から午後５時まで 

 

人権相談 差別や虐待、プライバシー侵害など、様々な人権問題について、法務局職員又は

人権擁護委員が面談、電話又はインターネット（パソコン・携帯電話）により無料

で相談に応じている。 

◆みんなの人権110番 

 差別、虐待、パワーハラスメントなど、様々な人権問題についての相談電話。 

◆子どもの人権110番 

 いじめ、虐待など子どもの人権問題についての相談電話。 

◆女性の人権ホットライン 

 夫やパートナーからの暴力、職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメント、ス

トーカーなど、女性の人権問題についての相談電話。 

◆インターネット人権相談受付窓口 

パソコン、携帯電話、スマートフォンから利用可能。相談フォームに必要事項を

入力して送信すると、最寄の法務局から後日、メール、電話又は面談により回答が

ある。 

◆外国語人権相談ダイヤル（全国共通・ナビダイヤル） 

外国人であることを理由に不当な差別を受けたり、学校でいじめを受けているな

ど、外国人のための人権問題についての相談電話。 

●みんなの人権110番（全国共通・ナビダイヤル） 

電話：0570-003-110 

受付時間：平日 午前８時30分から午後５時15分まで 

●子どもの人権110番（全国共通・フリーダイヤル） 

電話：0120-007-110 

受付時間：平日 午前８時30分から午後５時15分まで 

●女性の人権ホットライン（全国共通・ナビダイヤル） 

電話：0570-070-810 

受付時間：平日 午前８時30分から午後５時15分まで 

●インターネット人権相談受付窓口 

http://www.jinken.go.jp/ 

●外国語人権相談ダイヤル（全国共通・ナビダイヤル） 

 電話：0570-090-911 

受付時間：平日 午前９時から午後５時まで 
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 令和５年３月 10日現在 

相談窓口 相談内容・概要等 問い合わせ先 
災害救助

法の適用 

行政苦情110番 「行政苦情110番」では、国の行政全般について、苦情、意見、要望を受け付け

ているほか、「どんな支援策があるか知りたい」、「困っていることがあるが、ど

こに相談したらよいか分からない」など、被災者からの相談に応じるとともに、被

災者に不足しがちな各種支援策の情報を提供している。 

また、大規模な災害が発生した場合、被災者への速やかな情報提供、きめ細かな

相談対応を行うため、適宜、被災地の市町村において「特別行政相談所」が開設さ

れるが、その開設の日時、場所等についても「行政苦情110番」に問い合わせるこ

とになる。 

●行政苦情110番（全国共通番号） 

電話：0570-090110 

受付時間：平日午前８時30分から午後５時15分まで 

●高知行政監視行政相談センター（きくみみ高知） 

 電話：088-873-1100 

 

 

被災者見守り・

相談支援事業 

被災者が応急仮設住宅に入居する期間、それぞれの環境の中で安心した日常生活

を営むことができるよう、孤立防止ための見守り支援や日常生活上の相談を行った

上で、各専門相談機関へのつなぎ等の支援が行われる。 

市町村に設置 要 

性犯罪・性暴力

被害者のための

ワンストップ支

援センター 

性犯罪・性暴力の被害者に対し、被害直後から相談を受け、緊急避妊薬の処方、

証拠採取などの医療的な支援、心理的な支援などを可能な限り一か所提供で提供す

ることで、被害者の心身の負担を軽減し、その健康の回復を図ること等を目的とし

たセンターで、各都道府県に設置されており、全国共通短縮番号（＃8891）から最

寄りのセンターにつながる。 

●性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター（全

国共通短縮番号） 

 電話：#8891 

●性暴力被害者サポートセンターこうち 

電話：080-9833-3500（専用電話） 

   0120-835-350（フリーダイヤル） 

受付時間：平日・土曜日午前９時から午後５時まで 

●性暴力被害者サポートセンターこうち（コールセンター） 

電話：080-9833-3500（専用電話） 

   0120-835-350（フリーダイヤル） 

受付時間：平日・土曜日 午後５時から翌日午前９時まで 

     日曜日・祝日 午前９時から24時間対応 

年末年始 午前９時から24時間対応 

 

性暴力に関する

Ｓ Ｎ Ｓ 相 談 

Cure time 

（キュアタイ

ム） 

性犯罪・性暴力について、年齢、性別、セクシャリティを問わず、匿名で相談で

きる。 

◆チャット相談 

専門の相談員が毎日チャットで相談を受け付けている。 

◆メール相談 

メールでの相談は、相談フォームに必要事項を入力して行う。24時間365日書き

込み可能である。 

●Cure time（チャット相談） 

 https://curetime.jp/ 

 受付時間：毎日午後５時から午後９時まで 

※ 外国語での相談も可能。 

●Cure time（メール相談） 

https://curetime.jp/ 

 

よりそいホット

ライン 

「よりそいホットライン」は、生きにくさ、暮らしにくさを抱える人が、いつで

もどこでも相談でき、適切な支援を迅速に受けられるための拠り所として、24 時

間365 日、無料電話によって、相談者のどんな相談にも寄り添い、一緒に解決する

方法を探していく。 

●よりそいホットライン（一般社団法人社会的包摂サポートセ

ンター） 

電話：0120-279-338 

受付時間：24時間対応 
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 令和５年３月 10日現在 

相談窓口 相談内容・概要等 問い合わせ先 
災害救助

法の適用 

ＮＨＫふれあい

センター 

放送受信料や受信に関する技術的な問い合わせを受け付けている。 ●ＮＨＫふれあいセンター（受信料・災害免除に関する問い合

わせ） 

電話：0570-077077 

050-3786-5003（上記電話番号が利用できない場合） 

 受付時間：午前９時から午後８時まで（年末年始を除く。） 

●ＮＨＫふれあいセンター（住所変更等の連絡） 

電話：0120-151515 

050-3786-5003（上記電話番号が利用できない場合） 

受付時間：午前９時から午後８時まで（年末年始を除く。） 

●ＮＨＫふれあいセンター（ＮＨＫのテレビ、ラジオなど受信

に関する技術的な問い合わせ） 

電話：0570-003434 

050-3786-5006（上記電話番号が利用できない場合） 

受付時間：午前９時から午後８時まで（年末年始を除く。） 

 

消費者ホットラ

イン188 

消費者ホットラインは、消費生活相談の最初の一歩を支援するため、最寄りの消

費生活相談窓口を案内している。 

●消費者ホットライン 

 電話：188（局番なし） 

 

［備考］ １ この表は、「被災者支援に関する各種制度の概要」（内閣府（令和４年７月１日現在））を参考に編集したものである。 

２ 総務省ホームページの「高知行政監視行政相談センター」の「行政相談の受付窓口」の掲載ページでは、毎年度の各種相談窓口が紹介されており、その内容はこの

表に掲載していないものも数多くあり、充実しているので非常に参考となる。 

（https：//www.soumu.go.jp/kanku/shikoku/kochi/uketsuke.html） 
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（４）被災証明 
① 制度概要 

消防長又は消防署長は、消防法第 31 条の定めにより、消火活動をなすとともに火災の原因並びに

火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならないとさている。 

本市では、法律に基づくものではないが、調査の結果に関して、申請があったときは、これを証明

する書面（被災証明書）を交付している。 

なお、この書面は、火災保険などの請求に活用される。 

 

② 香美市消防火災調査規程 

○香美市消防火災調査規程 

平成１８年３月１日 

消防本部訓令第１０号 

改正 平成１８年１２月２１日消本訓令第１７号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第７章の規定に基づく火災の調査（以

下「調査」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（調査の目的） 

第２条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対

策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。 

（用語の意義） 

第３条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要のある

燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用

を必要とするもの又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。 

(2) 建物 

ア 「建物火災」とは、建物又はその収容物が焼損した火災をいう。 

イ 「建物」とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧の

ための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他こ

れらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに類する施設を除く。 

ウ 「収容物」とは、原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物

をいう。 

(3) 林野 

ア 「林野火災」とは、森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。 

イ 「森林」とは、木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹と、これ

らの土地以外で木竹の集団的な生育に供される土地をいい、主として農地又は住宅地若しく

はこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 

ウ 「原野」とは、雑草、灌木類が自然に生育している土地で人が利用しないものをいう。 
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エ 「牧野」とは、主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される

土地（耕地の目的に供される土地を除く。）をいう。 

(4) 車両 

ア 「車両火災」とは、次に区分する自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載

物が焼損した火災をいう。 

イ 「自動車車両」とは、ウの鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる

車両をいう。 

ウ 「鉄道車両」とは、鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）における旅客、貨物の運送を

行うための車両又はこれに類する車両をいう。 

(5) 船舶 

ア 「船舶火災」とは、船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。 

イ 「船舶」とは、独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、

倉庫船、はしけ等をいう。 

(6) 航空機 

ア 「航空機火災」とは、航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。 

イ 「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空

機、飛行船等の機器をいう。 

(7) その他 

ア 「その他の火災」とは、第２号から第６号までに掲げる火災以外の火災（空地、田畑、道

路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災）をいう。 

(8) 爆発 

ア 「爆発」は、人の意図に反して発生し又は拡大した爆発現象をいう。 

イ 「爆発現象」は、化学的変化による爆発の１つの形態であり、急速に進行する化学反応に

よって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴・火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。 

(9) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。 

(10) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。 

（調査の区分） 

第４条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。 

２ 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。 

(1) 出火前の状況 

(2) 出火原因 

(3) 延焼拡大の状況 

(4) 初期消火等の状況 

(5) 避難の状況 
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(6) 消防用設備等の状況 

(7) 死傷者の状況 

(8) その他必要な事項 

３ 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。 

(1) 焼き損害 

(2) 消火損害 

(3) 爆発損害 

(4) 火災による死傷者 

（調査責任） 

第５条 消防長（署長）は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。 

２ 通行中の車両、航行中の船舶の火災については火災防御した場所を管轄する署長が、航空機の

火災については墜落場所、火災発生場所を管轄する署長とする。 

（体制の確立） 

第６条 消防長（署長）は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し調査体制を確立しておかな

ければならない。 

２ 消防長（署長）は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があ

ると認められるときは、調査本部を設置することができる。 

３ 前項の調査本部の組織、編成等についての必要な事項は、別に定める。 

（調査の実施） 

第７条 消防長（署長）は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければな

らない。 

２ 消防長（署長）は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。 

３ 消防長（署長）は、必要があるときは前項の調査員以外の職員を調査に協力（従事）させるも

のとする。 

（調査員の心得） 

第８条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めると

ともに、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。 

(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自

由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。 

(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。 

(4) 警察機関、その他の関係機関とは密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。 

（調査の原則） 

第９条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認
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と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。 

（火災現場の見分） 

第１０条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭

い、燃焼音、延焼経路その他関係者の言動等を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければな

らない。 

２ 調査員は、火災現場を見聞し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。

この場合、原則として関係者の立会いのもとに行う。 

３ 火災状況の見聞は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならな

い。 

４ 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努め

なければならない。 

（現場の保存） 

第１１条 消防長（署長）は、消火活動が終了したときは所要の措置を講じた上で現場を保存しな

ければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。 

（死者が生じている場合の扱い） 

第１２条 消防長（署長）は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報する

とともに、必要な措置を講じなければならない。 

（質問） 

第１３条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならな

い。 

２ 前項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書に

その内容を記録しなければならない。この場合、記録した内容を当該関係者に読み聞かせるなど

し、記載事項に誤りがないことを確認し、質問調書に署名を求めるものとする。 

（照会） 

第１４条 消防長（署長）は、必要があるときは関係機関に対し、必要な事項の通報を求め、又は

照会することができる。 

（資料の収集・保管） 

第１５条 消防長（署長）は、調査のために必要と認めるときは、関係のある者に対し、資料の任

意提出を求めることができる。 

２ 特に必要である場合は、り災物件の関係者に対し、資料の提出を命じることができる。この場

合、提出を依頼した資料のうち提出者が所有権を放棄しないものについては、鑑識、鑑定処分承

諾書により提出者の承諾を得ておかなければならない。 

３ 署長は、資料の提出があった場合提出者に対し、資料保管書を交付しなければならない。ま

た、資料を保管する場合は、保管票を付し、保管品台帳に記録し、調査が完了するまで保管しな
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ければならない。 

４ 資料提出者が、資料の返還を求めるときは、資料保管書と引き換えに、返還しなければならな

い。 

（鑑定） 

第１６条 火災原因調査に必要があるときは、公的機関に鑑定を依頼することができる。 

（調査記録） 

第１７条 調査員は、調査結果を火災調査報告書により署長に報告しなければならない。この場

合、次の書類を添付するものとする。 

(1) 火災調査書（様式第１号） 

(2) 火災原因判定書（様式第２号） 

(3) 出火出場時における見分調書（様式第３号）及び実況見分調書（様式第４号） 

(4) 火災現場写真及び復元図 

(5) 質問調書（様式第５号） 

(6) 鑑定結果書 

(7) 防火管理等調査書（様式第６号） 

(8) 損害調査書（様式第７号） 

(9) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等 

（原因の判定） 

第１８条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問、その他の関係資料等を総合的に検討し、判

定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。 

（即報） 

第１９条 署長は、火災の状況についてその概況を消防長に即報しなければならない。 

（報告） 

第２０条 署長は、火災原因調査書を作成した時は、消防長に調査を完了した旨報告しなければな

らない。この場合、調査結果は、別に定める書式により行わなければならない。 

（火災損害調査） 

第２１条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。 

２ 損害額の算定基準は、火災報告要領に基づき算出しなければならない。 

（り災証明） 

第２２条 り災に関係ある者からり災証明書の交付申請（様式第８号）があった場合は、当該火災

の焼損状況等の事実に基づき、様式第９号によるり災証明書を交付することができる。 

（書類の保存） 

第２３条 調査書は、香美市文書事務取扱規程（平成１８年香美市訓令第９号）に基づき、保存す

るものとする。 
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（その他） 

第２４条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成１８年３月１日から施行する。 

附 則（平成１８年１２月２１日消本訓令第１７号） 

この訓令は、平成１９年１月１日から施行する。 

 

③ 証明、申請書類 
ア 被災証明書 

様式第9号(第22条関係) 

 

被 災 証 明 書 

 

被 災 者 の

住 所 

氏 名 年   月   日生  

被 災 の 日 時 

午前          

年  月  日      時  分頃  

午後          

被 災 の 場 所   

被 災 の 種 類 火災・風水害・震災・その他(          ) 

被 災 の 物 件   

被 災 の 程 度   

 

 上記のとおり被災したことを証明する。 

 

 

       年  月  日 

 

 

香美市              

消防署長        印   
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イ 被災証明交付申請書 

様式第8号(第22条関係) 

 

年  月  日   

 

被 災 証 明 交 付 申 請 書 

 

 香美市消防署長 様 

 

(申請者)             

住 所             

氏 名         ○印    

被 災 者 の

住 所 

氏 名 年   月   日生  

被 災 の 日 時 

午前          

年   月   日      時  分頃  

午後          

被 災 の 場 所   

被 災 の 種 類 火災・風水害・震災・その他(           ) 

被 災 の 物 件 
建物・林野・車両・船舶・その他(         ) 

上記の収容物 

被 災 者 と

申請者の関係 
本人・その他(          ) 

必 要 枚 数 通   
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（５）り災証明 
① 制度概要 

市町村長は、災害対策基本法第 90 条の２の定めにより、当該市町村の地域に係る災害が発生した

場合において、当該災害の被災者から申請があったときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村

長が定める種類の災害の状況を調査し、災害に予ある被害の程度を証明する書類（り災証明書）を交

付しなければならないとされている。 

なお、この書類は、被災者生活再建支援金等の給付、災害援護資金の貸付、税金等の減免・猶予措

置、災害救助法に基づく住宅の応急修理などの判断材料として幅広く活用されている。 

 

② 香美市り災証明書等交付要綱 

香美市り災証明書等交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、災害により被害を受けた者に対し、り災証明書等（以下「証明書」という。）

を交付することについて、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この告示において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他の異常な自然現象に

よって生じた被害をいう。 

 （調査・判定基準） 

第３条 り災に係る調査・判定の基準及び確認方法は次のとおりとする。 

(1) り災証明書（家屋被害程度認定用） 内閣府（防災担当）が定める「被害認定基準」及び「災害に

係る住家の被害認定基準運用指針」その他国が定める基準を基本とする。 

(2) り災届出証明書 被害状況の写真をもって確認する。 

（証明書の申請） 

第４条 証明書の交付を受けようとする者は、り災証明書等交付申請書(様式第 1号)に次の各号に掲

げる書類を添付して、り災後 30 日以内に市長に提出提出しなければならない。ただし、当該期限

を経過したことにつき、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。 

(1) 位置図 

(2) り災の状況が確認できる写真 

(3) その他市長が必要と認める書類  

（証明書の交付） 

第５条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明書を交付するものとする。ただし、被害額

については、証明しない。 

(1) り災物件を確実な証拠により確認することができる場合 り災証明書（様式第２号） 

(2) 前号の確認ができない場合 り災届出証明書（様式第３号） 

（交付の特例） 

第６条 証明書の様式がその提出先において特に定めたものがある場合には、当該証明書への証明を

もって前条各号の交付に代えることができるものとする。 

（補則） 

第７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この告示は、平成２４年１１月１１日から施行する。 

附 則 

 この告示は、令和元年１０月１９日から施行する。 

附 則 

 この告示は、令和２年８月１１日から施行する。 

   附 則 

この告示は、令和３年１月１４日から施行する。 
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③ 証明、申請書類 
ア り災証明書 

様式第２号(第５条関係) 

 

り 災 証 明 書 
世 帯 主 住 所  

世 帯 主 氏 名  

世 帯 構 成 員 

氏名 続柄 年齢 

   

   

   

   

   

り 災 原 因  年  月  日の          による 

被災住家の所在地  

住家の被害の程度 

 

□全壊 □大規模半壊 □中規模半壊 □半壊 □準半壊 □準半壊に至らない 

                           （一部損壊） 

浸 水 区 分 □床上浸水  □床下浸水 

 

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用している建物のこと。（被

災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家） 

 

住家以外の被害 

建物 

□全 壊  （                           ） 

□大規模半壊（                           ） 

□中規模半壊（                           ） 

□半 壊  （                           ） 

□準 半 壊（                           ） 

□一部損壊 （                           ） 

□床上浸水 （                           ） 

□床下浸水 （                           ） 

その他 

 

 

 

  上記のとおり、相違ないことを証明します。 

      

       年   月   日 

 

香美市長        ㊞ 
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イ り災証明等交付申請書 

 

  

　香美市長　様

申請者

㊞

現在の連絡先

続柄 年齢 続柄 年齢

　※位置図、写真、その他必要書類を添付して申請すること。

住家・非住

家の確認

　下記の災害により、り災したことを証明願います。

り災物件

様式第１号(第４条関係)

年　　月　　日　

住　　所

住　　所

電　　話

フ　リ　ガ　ナ

氏　　名

生年月日

電　　話

り 災 証 明 書 等 交 付 申 請 書

記

り災者氏名
（住民票上
同一世帯の
場合記入し
てくださ
い）

氏名 氏名

り災原因 □暴風　　□豪雨　　□洪水　　□地震　　□その他（　　　　　　　　　）

り災場所 香美市

り災年月日 年　　　月　　　日（　）　　　時　　　分頃

市確認欄

□建物　□その他

用途（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

構造（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

証 明 書 の 提
出 先

証明書必要部数 枚

り災の状況

り災箇所
□屋根　□外壁　□基礎　□家屋の傾き

□床上浸水　□床下浸水

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

来 庁 者 の 本 人 確 認

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・

住基カードB・身体障害者手帳・在留カード

・資格者証（　　　　　　　　　　　　　）

・面識（確認者：　　　　　　　　　　　）

・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

住家
・

非住家

写真等の証拠となる資料 一棟コード 備考欄
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14 応援に関する資料 
（１）国等による主な支援 

 
≪出典≫ 「市町村のための水害対応の手引き」（令和４年５月 内閣府（防災担当）） 

 

（２）ボランティアの活動拠点 
令和４年４月１日現在 

活動拠点を置く施設の名称 所 在 地 連 絡 先 

香美市立地域福祉センター土佐山田 

（プラザ八王子） 
香美市土佐山田町262番地１ 

0887-53-5800 

（香美市社会福祉協議会） 

香美市立保健福祉センター香北 香美市香北町韮生野336番地１ 
0887-59-2140 

（香美市社会福祉協議会香北支所） 

奥物部ふれあいプラザ 香美市物部町大栃878番地３ 
0887-58-3098 

（香美市社会福祉協議会物部支所） 

 

  



 

 

   

2
1
5
 

（３）災害時応援協定 
令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

1 高知県内広域消防

相互応援協定 

災害による被害を最小限に防止す

ることを目的とした県内における

消防の相互応援 

（具体的な内容） 

応援隊の派遣 

平成 8年 2月 29日 高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐

市、須崎市、中村市、宿毛市、土佐清水

市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、

北川村、馬路村、芸西村、赤岡町、香我

美町、土佐山田町、野市町、夜須町、香

北町、吉川村、物部村、本山町、大豊町、

鏡村、土佐山村、土佐町、大川村、本川

村、伊野町、池川町、春野町、吾川村、

吾北村、中土佐町、佐川町、越知町、窪

川町、梼原町、大野見村、東津野村、葉

山村、仁淀村、日高村、佐川町、大正町、

大方町、大月町、十和村、西土佐村、三

原村、高幡消防組合、幡多中央消防組合、

幡多西部消防組合、中芸行政組合、山田

消防組合、香南消防組合、嶺北広域行政

事務組合、仁淀消防組合、高吾北広域町

村事務組合 

消防本部消防課 消防部消防本部 

2 災害時の医療救護

に関する協定書 

災害時の医療救護の実施 

（具体的な内容） 

医療救護班の派遣 

平成 13年 4月 1日 高知県、高知市、室戸市、安芸市、南国

市、土佐市、須崎市、中村市、宿毛市、

土佐清水市、東洋町、奈半利町、田野町、

安田町、北川村、馬路村、芸西村、赤岡

町、香我美町、土佐山田町、野市町、夜

須町、香北町、吉川村、物部村、本山町、

大豊町、鏡村、土佐山村、土佐町、大川

村、本川村、伊野町、池川町、春野町、

吾川村、吾北村、中土佐町、佐賀町、大

正町、大方町、大月町、十和村、西土佐

村、三原村、社団法人高知県医師会 

健康介護支援課 市民生活部医療救

護班 
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

3 災害時における救

援物資提供に関す

る協定書 

災害時における物資の提供 

（具体的な内容） 

地域貢献型自動販売機（メッセージ

ボード搭載型）の機内在庫の製品の

無償提供 

（設置場所） 

①香美市消防本部 

②香美市消防署香北分署 

③香北裕・ＹＯＵ団地 

平成 18年 8月 7日 香美市、四国コカ・コーラボトリング株

式会社 

防災対策課 ①（香美市消防本

部） 

②（香美市消防署

香北分署） 

③（香北支所市民

生活班、自治会） 

4 災害時の応急対策

活動協力に関する

協定書 

災害時の速やかな災害復旧 

（具体的な内容） 

災害の応急復旧、災害廃棄物の除去

及び搬送並びにこれに付随して発

生する資機材及び物資の輸送 

平成 18年 8月 9日 香美市、南国建設業協会 防災対策課 建設部土木班 

5 永瀬ダム放流警報

設備等による災害

情報等の伝達に関

する協定書 

洪水被害等の発生が予想される場

合又は発生した場合に、市が住民に

対して行う災害情報等の提供に対

する支援 

（具体的な内容） 

市に代わって、永瀬ダム管理事務所

が自らの放流警報設備等を利用し

て、災害情報及び避難支援情報等を

住民に伝達 

平成 18年 12月 25日 高知県永瀬ダム管理事務所、香美市 防災対策課 総務部広報広聴班 

6 高知県内市町村災

害時相互応援協定 

地震等の大規模な災害時における

物資・労力等の相互応援 

（具体的な内容） 

①食料・飲料水・生活必需物資その

他供給に必要な資機材の提供及び

これに係る職員の派遣 

②被災者の救出・医療・防疫・施設

の応急復旧等に必要な資機材・物資

の提供及びこれに係る職員の派遣 

③救援活動に必要な車両・舟艇等の

提供及びこれに係る職員の派遣 

④被災者を一時収容するための施

設の提供及びこれに係る職員の派

遣 

平成 20年 1月 25日 高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐

市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万

十市、香南市、香美市、東洋町、奈半利

町、田野町、安田町、北川村、馬路村、

芸西村、本山町、大豊町、土佐町、大川

村、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川

町、越知町、檮原町、日高村、津野町、

四万十町、大月町、三原村、黒潮町 

防災対策課 ①総務部管財班 

②消防部消防署、

市民生活部医療救

護班・環境対策班、

総務部管財班 

③総務部管財班 

④市民生活部避難

所対応班・福祉班 

⑤教育部学校教育

班 

⑥事務局本部班 

⑦事務局本部班 
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

⑤被災児童・生徒等の一時受入及び

これに係る職員の派遣 

⑥災害対策本部の運営に必要な職

員の派遣 

⑦その他 

7 高知県消防防災ヘ

リコプター支援協

定 

災害による被害を最小限に防止す

ることを目的とした県の所有する

消防防災ヘリコプターによる支援

（具体的な内容）救急活動、救助活

動、火災防御活動又は災害応急対策

活動における航空隊の派遣 

平成 20年 7月 30日 高知県、高知市、室戸市、安芸市、南国

市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水

市、四万十市、香南市、香美市、東洋町、

奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬

路村、芸西村、本山町、大豊町、土佐町、

大川村、いの町、仁淀川町、中土佐町、

佐川町、越知町、梼原町、日高村、津野

町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町、

中芸広域連合、嶺北広域行政事務組合、

仁淀消防組合、高幡消防組合、高吾北広

域町村事務組合、幡多中央消防組合、幡

多西部消防組合 

消防本部消防課 消防部消防本部 

8 災害時における物

資供給に関する協

定書 

地震、風水害その他の災害が発生

し、又は発生するおそれがある場合

における物資の供給 

（具体的な内容） 

作業関係・日用品等・水関係・冷暖

房機器等・電気用品等・トイレ関係

等で分類された協定の別表に定め

る物資及び市の指定する物資の供

給 

平成 21年 2月 10日 香美市、ＮＰＯ法人コメリ災害対策セン

ター 

防災対策課 総務部管財班 
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

9 災害時の医療救護

活動に関する協定

書（災害看護） 

災害時において被災者の救助とし

て行う医療及び助産の実施 

（具体的な内容） 

看護師、保健師、助産師等の派遣 

平成 21年 2月 27日 高知県、高知市、室戸市、安芸市、南国

市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水

市、四万十市、香南市、香美市、東洋町、

奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬

路村、芸西村、本山町、大豊町、土佐町、

大川村、いの町、仁淀川町、中土佐町、

佐川町、越知町、梼原町、日高村、津野

町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町、

社団法人高知県看護協会 

健康介護支援課 市民生活部医療救

護班 

10 災害時相互応援協

定書 

災害時の相互応援活動 

（具体的な内容） 

①食料・飲料水・生活必需品その他

供給に必要な資機材の提供 

②被災者の救出・医療・防疫・施設

の応急復旧等に必要な資機材・物資

の提供 

③救援・医療・防疫その他応急復旧

活動等に必要な職員の派遣 

④被災者を一時収容するための施

設の提供 

⑤被災児童・生徒等の一時受入れ 

⑥ボランティアのあっせん 

⑦その他 

平成 21年 3月 1日 香美市、福井県あわら市 防災対策課 ①総務部管財班 

②消防部消防署、

市民生活部医療救

護班・環境対策班、

総務部管財班 

③市民生活部福祉

班・医療救護班・環

境対策班、総務部

管財班、他 

④市民生活部避難

所対応班・福祉班 

⑤教育部学校教育

班 

⑥市民生活部福祉

班 

⑦事務局本部班 

11 災害時における物

資の供給に関する

協定 

地震、風水害その他の災害及び武力

攻撃等による大規模災害等がが発

生し、又は発生するおそれがある場

合における物資の供給 

（具体的な内容） 

協定実施細目で定める飲料水・食

糧・粉ミルク・生理用品・おむつ・

その他市が指定する物資の供給 

平成 21年 3月 10日 香美市、株式会社フタガミ 防災対策課 総務部管財班 
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

12 大規模災害時等に

おける香美市と香

美警察署との市庁

舎使用承諾に関す

る協定書 

地震等大規模災害の発生により高

知県警察香美警察署庁舎が倒壊、水

没等して使用不可能となった場合

に香美市役所庁舎の一部を供与 

（具体的な内容） 

申請に基づき香美警察署災害警備

本部用施設として香美市役所庁舎

３階会議室３０２及び応接室を無

償で使用することを許可（原則３か

月以内） 

平成 23年 6月 15日 香美市、香美警察署 防災対策課 （管財課） 

13 災害時における応

急生活物資の供給

に関する協定書 

地震、風水害その他の災害（武力攻

撃等による災害を含む。）が発生し

た場合に被災者等に対して行う応

急生活物資の供給 

（具体的な内容） 

ＬＰガス・容器（供給用具を含む。）・

燃焼器具の供給 

平成 23年 7月 6日 香美市、社団法人高知県エルピーガス協

会嶺南支部 

防災対策課 総務部管財班 

14 災害時における電

気設備等の復旧に

関する協定書 

災害時の公共施設等における電気

設備等の復旧活動及び電気に係る

事故の防止 

平成 23年 8月 22日 香美市、高知県香長地区電気工事業協同

組合 

防災対策課 総務部管財班 

15 香美市・積丹町災害

時相互応援協定書 

災害時の相互応援活動（具体的な内

容）①食料・飲料水・生活必需品そ

の他供給に必要な資機材・物資の提

供②被災者の救出・医療・防疫・施

設の応急復旧等に必要な資機材・物

資の提供③救援・医療・防疫その他

応急復旧活動等に必要な職員の派

遣④被災者を一時収容するための

施設の提供⑤被災児童・生徒等の一

時受入れ⑥ボランティアのあっせ

ん⑦その他 

平成 23年 10月 14日 香美市、北海道積丹郡積丹町 防災対策課 ①総務部管財班②

消防部消防署、市

民生活部医療救護

班・環境対策班、総

務部管財班③市民

生活部福祉班・医

療救護班・環境対

策班、総務部管財

班、他④市民生活

部避難所対応班・

福祉班⑤教育部学

校教育班⑥市民生

活部福祉班⑦事務

局本部班 



 

 

   

2
2
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

16 災害時における復

旧必需物資の調達

等に関する協定書 

災害時に必要な復旧必需物資の調

達及び運搬 

（具体的な内容） 

上下水道管路施設・上下水道施設全

般の復旧に要する材料及び市が指

定する物資等の供給 

平成 23年 10月 14日 香美市、扶桑建設工業株式会社高知営業

所 

上下水道局 上下水道部上水道

班・下水道班 

17 災害時における情

報交換及び支援に

関する協定書 

災害が発生し、又は発生のおそれが

ある場合の情報交換及び支援 

（具体的な内容） 

①現地情報連絡員の派遣 

②国（国土交通省）・県・市が管理

する公共施設（河川・ダム・海岸・

砂防・道路・橋梁・港湾・空港・鉄

道・下水・公園・営繕施設等）に係

る災害初動時の被害情報の把握・提

供、情報連絡網の構築、災害応急措

置等 

平成 23年 10月 26日 国土交通省四国地方整備局、香美市 防災対策課 ①事務局本部班 

②建設部土木班 

18 災害時の医療救護

活動及び医薬品等

の供給に関する協

定書 

地震等による大規模災害が発生し

たときに医療救護活動で使用する

医薬品等の提供及び薬剤師の派遣 

平成 23年 11月 4日 南国市、香南市、香美市、本山町、大豊

町、土佐町、大川村、社団法人高知県薬

剤師会香長土支部 

健康介護支援課 市民生活部医療救

護班 

19 ヘリポートの使用

に関する協定書 

地震等大規模災害の発生による物

資等の輸送又は救急患者等の搬送

のための大豊町の所有するヘリポ

ートの供与 

（具体的な内容） 

申請に基づき許可を受けて「あまつ

ぼヘリポート」を使用（無償） 

平成 24年 2月 20日 大豊町、香美市 防災対策課 事務局本部班 
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

20 災害時における広

域福祉避難所（知

的・発達障害児者）

の設置運営に関す

る協定書 

大規模災害発生時における知的・発

達障害児者の避難援護のための広

域福祉避難所の設置運営 

（具体的な内容） 

広域福祉避難所の開設・運営 

（広域福祉避難所） 

○社会福祉法人高知県知的障害者

育成会が所管する施設 

 かがみの育成園・ウイッシュかが

みの 

○社会福祉法人愛成会が所管する

施設 

 障害者支援施設白ゆり・ワークセ

ンター第二白ゆり 

○社会福祉法人来島会が所管する

施設 

 南海学園 

平成 24年 3月 22日 南国市、香南市、香美市、大豊町、社会

福祉法人高知県知的障害者育成会、社会

福祉法人愛成会、社会福祉法人来島会 

福祉事務所 市民生活部福祉班 

21 災害時の応急対策

活動協力に関する

協定書 

風水害、地震、火災等が発生した場

合の速やかな災害復旧 

（具体的な内容） 

災害の応急復旧、災害廃棄物の除去

及び搬送並びにこれに付随して発

生する資機材及び物資の輸送 

平成 24年 5月 8日 香美市、日成土木株式会社 防災対策課 建設部土木班 

22 （40 締結に伴い廃

止） 

          

23 災害時における広

域福祉避難所（知

的・発達障害児者）

の設置運営に関す

る協定書 

地震、風水害その他の災害が発生し

た場合における知的・発達障害児者

の避難援護のための広域福祉避難

所の設置運営（具体的な内容）広域

福祉避難所の開設・運営（広域福祉

避難所）○高知県教育委員会が所管

する施設 高知県立山田養護学校 

平成 24年 3月 22日 南国市、香南市、香美市、大豊町、高知

県教育委員会 

福祉事務所 市民生活部福祉班 

24 防災対策活動への

協力に関する協定

書 

南海トラフの巨大地震等に備える

ための平常時における防災対策活

動への協力 

（具体的な内容） 

平成 25年 6月 24日 香美市、株式会社フタガミ 防災対策課 （防災対策課） 
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

家具等被害防止対策セミナー等の

実施、家具等被害防止対策に対する

技術的な助言等、市が実施する各種

イベントへの参加等 

25 災害時における物

資の供給及び駐車

場の一時使用に関

する協定書 

地震・風水害・その他災害及び武力

攻撃等による災害における物資の

供給及び緊急一時避難場所として

の駐車場の供与 

（具体的な内容） 

①食料、飲料水及び生活必需品等の

供給 

②緊急一時避難場所としての駐車

場の供与 

（緊急一時避難場所） 

バリューノア、バリューかがみの、

バリューあけぼの 

平成 25年 8月 16日 香美市、株式会社土佐山田ショッピング

センター 

防災対策課 ①総務部管財班 

②事務局本部班 

26 災害時における物

資の供給に関する

協定書 

地震・風水害・その他災害及び武力

攻撃等による災害における物資の

供給 

（具体的な内容） 

段ボール製品（避難所用間仕切り）

及び取扱商品 

平成 25年 8月 20日 香美市、株式会社昭和商会 防災対策課 総務部管財班 

27 （県協定） 
 

        

28 災害時における電

気通信設備等の復

旧に係る相互協力

に関する協定書 

地震及び台風等の災害により大規

模な電気通信設備の故障等が発生

した場合の電気通信サービスの復

旧 

（具体的な内容） 

①道路復旧作業時の使用不可能な

道路及び支障を来す NTTの電柱・ケ

ーブル等に関する相互対策 

②市道等への仮設電柱等の設置承

諾及び原状回復 

③復旧拠点・資材置場等の確保への

協力 

平成 26年 4月 10日 香美市、西日本電信電話株式会社高知支

店 

防災対策課 ①建設部土木班 

②（建設課、他） 

③（管財課、他） 



 

 

   

2
2
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

29 災害時における救

援物資提供に関す

る協定書 

大規模地震や台風等の自然災害に

より甚大な被害が発生した場合の

救援物資提供 

（具体的な内容） 

飲料用自動販売機内の商品の無償

提供 

（設置場所） 

香北体育センター 

平成 26年 4月 10日 香美市、株式会社伊藤園 防災対策課 （香北支所市民生

活班） 

30 災害時における地

図製品等の供給等

に関する協定書 

災害が発生し、又はそのおそれがあ

る場合において災害対策本部を設

置したときのゼンリンの地図製品

等の供給・利用等 

（具体的な内容） 

住宅地図、広域図及びＺＮＥＴ Ｔ

ＷＯＮの無償貸与（事前貸与）及び

追加供給 

平成 27年 3月 18日 香美市、株式会社ゼンリン四国エリア統

括部 

防災対策課 （防災対策課、総

務課） 

31 災害発生時におけ

る香美市と香美市

内郵便局の協力に

関する協定 

地震その他災害時における相互協

力 

（具体的な内容） 

①緊急車両等としての車両（郵便配

達用を除く。）の提供 

②避難所開設状況・避難先リスト等

の情報の相互提供 

③郵便局ネットワークを活用した

広報活動 

④災害救助法適用時の災害特別事

務取扱・援護対策 

⑤配達業務中に発見した道路等損

傷状況の情報提供 

⑥避難所内への臨時郵便差出箱の

設置等 

⑦ゆうちょ銀行の非常払・かんぽ生

命保険の非常取扱い 

⑧その他 

平成 27年 7月 1日 香美市、香美市内郵便局代表、土佐山田

郵便局 

防災対策課 ①総務部管財班 

②市民生活部避難

所対応班 

③総務部広報広聴

班 

④（郵便局） 

⑤事務局本部班 

⑥市民生活部避難

所対応班 

⑦（郵便局） 

⑧事務局本部班 



 

 

   

2
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

32 災害時における災

害廃棄物処理等の

協力に関する協定

書 

地震、その他風水害等大規模な災害

が発生した場合における災害廃棄

物処理等（具体的な内容）災害廃棄

物の撤去・収集・運搬・処分、仮置

場の管理、仮置場での災害廃棄物の

分別・中間処理、避難所等の廃棄物

の収集運搬 

平成 28年 10月 14日 香美市、田中石灰工業株式会社 環境課 市民生活部環境対

策班 

33-1 災害時における福

祉避難所の設置・運

営に関する協定書 

大規模な地震、風水害その他の災害

が発生した場合における要配慮者

への避難援護 

（具体的な内容） 

在宅の要配慮者で、一般の避難所で

の生活において何らかの特別な配

慮が必要な高齢者・障害者・妊産婦・

乳幼児・病弱者等とその介助者を対

象とする福祉避難所の開設運営 

平成 29年 2月 15日 香美市、特別養護老人ホームウェルプラ

ザやまだ荘 

福祉事務所 市民生活部福祉班 

33-2 災害時における福

祉避難所の設置・運

営に関する協定書 

大規模な地震、風水害その他の災害

が発生した場合における要配慮者

への避難援護 

（具体的な内容） 

在宅の要配慮者で、一般の避難所で

の生活において何らかの特別な配

慮が必要な高齢者・障害者・妊産婦・

乳幼児・病弱者等とその介助者を対

象とする福祉避難所の開設運営 

平成 29年 2月 15日 香美市、特定施設入居者生活介護事業所

ケアハウス好日館 

福祉事務所 市民生活部福祉班 

33-3 災害時における福

祉避難所の設置・運

営に関する協定書 

大規模な地震、風水害その他の災害

が発生した場合における要配慮者

への避難援護 

（具体的な内容） 

在宅の要配慮者で、一般の避難所で

の生活において何らかの特別な配

慮が必要な高齢者・障害者・妊産婦・

乳幼児・病弱者等とその介助者を対

象とする福祉避難所の開設運営 

平成 29年 2月 15日 香美市、特別養護老人ホーム白寿荘 福祉事務所 市民生活部福祉班 
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

33-4 災害時における福

祉避難所の設置・運

営に関する協定書 

大規模な地震、風水害その他の災害

が発生した場合における要配慮者

への避難援護 

（具体的な内容） 

在宅の要配慮者で、一般の避難所で

の生活において何らかの特別な配

慮が必要な高齢者・障害者・妊産婦・

乳幼児・病弱者等とその介助者を対

象とする福祉避難所の開設運営 

平成 29年 2月 15日 香美市、養護老人ホーム白寿荘 福祉事務所 市民生活部福祉班 

34 災害廃棄物の処理

等に関する基本協

定書 

地震又は風水害、その他特殊な災害

時における災害廃棄物の処理等 

（具体的な内容） 

①災害廃棄物の撤去及びこれに伴

う事業 

②災害廃棄物の収集運搬及びこれ

に伴う事業 

③災害廃棄物の処分及びこれに伴

う事業 

平成 29年 2月 22日 香美市、大栄環境ホールディングス株式

会社、田中石灰工業株式会社 

環境課 市民生活部環境対

策班 

35-1 中央圏域における

広域避難に関する

協定書 

南海トラフ地震発生時における広

域避難 

（具体的な内容） 

①移送手段の確保の協力 

②避難所の運営の協力 

（平常時の取り組み） 

①避難所の指定状況等の情報共有 

②広域避難に関する課題の検討 

平成 29年 5月 9日 高知市、南国市、土佐市、香南市、香美

市、本山町、大豊町、土佐町、大川村、

いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日

高村 

防災対策課 市民生活部福祉班 

35-2 災害時等における

バスによる緊急輸

送等に関する協定

書 

災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合におけるバス事業者等

による緊急輸送等 

（具体的な内容） 

①被災者（滞留者を含む。）及び救

援者等の輸送 

②災害応急対策の実施のために必

要な人員及び携行する資機材等の

輸送 

③その他バスによる支援 

平成 31年 2月 1日 高知市、南国市、土佐市、香南市、香美

市、本山町、大豊町、土佐町、大川村、

いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日

高村、とさでん交通株式会社、株式会社

高知駅前観光、有限会社嶺北観光自動

車、ジェイアール四国バス株式会社高知

支店、株式会社県交北部交通、有限会社

黒岩観光、土佐市観光有限会社、有限会

社香北観光、株式会社空港観光、豊永観

光有限会社、有限会社宮地観光バス、有

限会社明神観光、有限会社仁淀川観光、

防災対策課 市民生活部福祉班 
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

有限会社平和観光、有限会社仁淀交通、

有限会社吾北交通 

36 災害に係る情報発

信等に関する協定 

地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴

風その他の災害に備え、市民に対し

て必要な情報を迅速に提供し、市の

行政機能の低下を軽減する（具体的

な内容）①香美市ホームページのキ

ャッシュサイトのヤフーサービス

上への掲載②避難所等の防災情報

のヤフーサービス上への掲載（平常

時から周知）③避難指示等の緊急情

報のヤフーサービス上への掲載④

被害状況、ライフライン情報、避難

所におけるボランティア受入情報

のヤフーサービス上への掲載⑤避

難所等における必要救援物資の情

報のヤフーサービス上への掲載⑥

ヤフー所定のフォーマットを用い

た避難所の避難者名簿の作成 

令和 1年 7月 23日 香美市、ヤフー株式会社 防災対策課 事務局本部班 

37 地理空間情報の活

用促進のための協

力に関する協定書 

国土地理院及び市が保有する地理

空間情報の相互活用 

（具体的な内容） 

①国土地理院及び市が保有する地

理空間情報及び物品の相互活用並

びにその推進のための相互支援 

②災害対応及び防災訓練等におけ

る相互情報共有・協力 

令和 1年 8月 20日 国土交通省国土地理院、香美市 防災対策課 事務局本部班 

38 災害発生時におけ

る支援協力につい

ての協定書 

災害が発生したときの支援協力 

（具体的な内容） 

①罹災証明書申請書類に関する相

談 

②自動車登録申請書類に関する相

談 

③相続関係書類に関する相談 

④許認可申請書類に関する相談 

⑤権利義務・事実証明関係書類に関

する相談 

令和 2年 2月 20日 香美市、高知県行政書士会 防災対策課 総務部広報広聴班 
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

39 香美市指定避難所

を活用した太陽光

発電事業に関する

協定書 

災害時等の停電時における公共施

設への電気供給の確保 

令和 2年 3月 23日 香美市、株式会社ＮＴＴスマイルエナジ

ー 

防災対策課 市民生活部避難所

対応班 

40 災害時の協力に関

する協定書 

大規模地震及び台風等の災害発生

に伴い、大規模な停電等が発生した

場合の電力設備の保安・復旧及び停

電復旧に係る応急措置の実施の支

障となる障害物等の除去作業 

（具体的な内容） 

①医療機関、災害復旧対策の中枢と

なる官公署、避難所等への電力供給

設備の復旧の実施 

②市による使用不能な道路の復旧

作業 

③市が管理する土地、道路等への仮

設電柱、配電線等の電力供給設備の

設置承諾 

④市による電力復旧作業に必要な

復旧拠点、資材置場、駐車場及びヘ

リポート等の確保 

⑤障害物等の除去作業の実施及び

相互協力 

令和 3年 7月 9日 香美市、四国電力株式会社高知支店、四

国電力送配電株式会社高知支社 

防災対策課 事務局本部班 

41 消防相互応援協定 災害が発生した場合の市及び三好

広域連合管内の境界付近における

消防の相互応援の実施 

（具体的な内容） 

応援隊の派遣 

令和 3年 6月 7日 香美市、みよし広域連合 消防本部 消防部 
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

42 災害時における支

援活動に関する協

定 

地震、風水害、渇水やその他の災害

の発生時における飲料水の確保、水

道施設等の早期復旧の支援活動（具

体的な内容）①可搬式浄水装置を用

いた給水支援活動（渇水時等の水道

用水の確保）②可搬式浄水装置を用

いた応急給水支援活動（地震、風水

害などの災害）③排水ポンプを用い

た応急復旧活動（施設の浸水時にお

ける排水活動等）④応急復旧用資機

材の提供⑤その他（仕組み）公益社

団法人日本水道協会の会員水道事

業体が必要に応じて要請できる 

平成 30年 12月 7日 公益社団法人日本水道協会、独立行政法

人水資源機構 

上下水道局 上下水道部上水班 

43 災害時における復

旧必需物資の調達

等に関する協定 

災害時に必要な復旧必需物資の調

達及び運搬 

（具体的な内容） 

配管材料（リース材料）その他物資

の調達及び運搬 

平成 20年 4月 1日 香美市水道事業、明和工業株式会社 上下水道局 上下水道部上水班 

44 災害時における下

水道施設を管理す

る市町村等の相互

支援に関する協定 

地震、津波、大雨、豪雨、洪水、そ

の他の災害が発生した場合の下水

道施設に関する相互支援 

（具体的な内容） 

①被災状況及び内容の調査 

②緊急措置、応急復旧及び本復旧に

係る検討 

③被災証明に関する資料の作成 

④災害査定用設計書の作成 

⑤その他 

（下水道施設） 

①下水道終末処理場 

②ポンプ場 

③下水道管路施設（管渠、人孔、ポ

ンプ等の付属施設） 

平成 25年 7月 23日 高知県、高知市、安芸市、南国市、須崎

市、宿毛市、四万十市、香南市、香美市、

東洋町、芸西村、土佐町、いの町、中土

佐町、越知町、梼原町、四万十町 

上下水道局 上下水道部下水班 
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

45 災害時における農

業集落排水施設を

管理する市町村の

相互支援及び復旧

支援に関する協定 

地震、津波、大雨、豪雨、洪水、そ

の他の災害が発生した場合の農業

集落排水施設に関する相互支援及

び復旧支援 

（具体的な内容） 

①被災状況及び内容の調査 

②応急対策及び復旧に係る検討 

③災害査定用設計書の作成 

④その他 

（農業集落排水施設） 

①汚水処理施設 

②管路施設（管渠、人孔、中継ポン

プ施設等の付属施設） 

平成 26年 5月 26日 高知市、安芸市、南国市、土佐市、宿毛

市、四万十市、香南市、香美市、土佐町、

いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、

梼原町、四万十町、三原村、黒潮町、高

知県土地改良事業団体連合会、高知県 

上下水道局 上下水道部下水班 

46 水道施設の災害に

伴う応援協定書 

地震、風水害その他による被害の発

生時における応援 

（具体的な内容） 

①応援要員の派遣 

②被害調査、電話対応、応急給水、

その他応援業務の実施 

平成 28年 9月 1日 香美市、久保田環境サービス株式会社大

阪支社 

上下水道局 上下水道部上水班 

47-1 災害時における応

急復旧活動の応援

協力に関する覚書 

日本水道協会の正会員相互間で行

う応急復旧活動に対する全面的な

協力 

平成 21年 6月 公益社団法人日本水道協会、全国管工事

業協同組合連合会 

上下水道局 上下水道部上水班 

47-2-1 災害時における薬

品の供給に関する

協定 

災害時における浄水処理薬品の供

給を確保するための、日本水道協会

の正会員に対する全面的な協力 

平成 24年 6月 公益社団法人日本水道協会、日本石灰協

会 

上下水道局 上下水道部上水班 

47-2-2 災害時における薬

品の供給に関する

協定 

災害時における浄水処理薬品の供

給を確保するための、日本水道協会

の正会員に対する全面的な協力 

平成 24年 6月 公益社団法人日本水道協会、硫酸協会 上下水道局 上下水道部上水班 

47-2-3 災害時における薬

品の供給に関する

協定 

災害時における浄水処理薬品の供

給を確保するための、日本水道協会

の正会員に対する全面的な協力 

平成 24年 7月 公益社団法人日本水道協会、日本無機薬

品協会バンドパック部会・活性炭部会 

上下水道局 上下水道部上水班 

47-2-4 災害時における薬

品の供給に関する

協定 

災害時における浄水処理薬品の供

給を確保するための、日本水道協会

の正会員に対する全面的な協力 

平成 24年 10月 公益社団法人日本水道協会、日本ソーダ

工業会 

上下水道局 上下水道部上水班 
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令和５年３月 10日現在 

管理番号 応援協定の名称 応援協定の内容 締結日 締結団体 応援協定の所管部署 

災害応急対策活動

時に所掌する主な

対策部・班 

48 災害時における高

知県内の下水道管

路施設の復旧支援

に関する協定 

地震、津波、大雨、豪雨、洪水、そ

の他の災害が発生した場合の下水

道管路施設に関する復旧支援（具体

的な内容）①被災状況及び内容の調

査②応援復旧のために必要な業務

③その他（下水道管路施設）管渠、

人孔、ポンプ等の付属施設 

令和 2年 4月 1日 高知県、高知市、安芸市、南国市、須崎

市、宿毛市、四万十市、香南市、香美市、

東洋町、芸西村、土佐町、いの町、中土

佐町、越知町、梼原町、四万十町、公益

社団法人日本下水道管路管理業協会 

上下水道局 上下水道部下水班 

49 災害時における高

知県内の下水道終

末処理場及びポン

プ場の復旧支援に

関する災害支援協

定 

暴風、竜巻、豪雨、落雷、豪雪、洪

水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、

津波、噴火、地滑りその他の異常な

自然現象等が発生した場合の下水

道施設の維持又は修繕に関する工

事その他の支援 

（具体的な内容） 

①災害の状況確認のための現地調

査（下水道施設の点検を含む。） 

②災害報告に必要な資料の作成 

③下水道施設の暫定的な機能確保

のための簡易消毒の実施 

④仮設ポンの設置その他の維持又

は修繕工事 

⑤災害査定用設計書の作成及び災

害査定への立会 

⑥その他 

（下水道施設） 

①下水道終末処理場 

②ポンプ場 

令和 2年 4月 1日 高知県、高知市、安芸市、南国市、須崎

市、宿毛市、四万十市、香南市、香美市、

東洋町、芸西村、土佐町、いの町、中土

佐町、越知町、梼原町、四万十町、日本

下水道事業団 

上下水道局 上下水道部下水班 
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15 気象情報に関する資料 
（１）注意報・警報の発表基準（発表官署：高知地方気象台） 

令和４年５月 26日現在 

種     類 発   表   基   準 

【注意報】 

一 

般 

の 

利 

用 

に 

適 

合 

す 
る 
も 

の 

気象注意報 

風雪 

風雪によって災害が発生するおそれがあると予想され、具体的には次の条

件以上と予想され雪を伴う場合 

平均風速 12ｍ／ｓ 

  

強風 

強風によって災害が発生するおそれがあると予想され、具体的には次の条

件以上と予想される場合 

平均風速 12ｍ／ｓ 

  

大雨 

大雨によって災害が発生するおそれがあると予想され、具体的には次の条

件以上と予想される場合 

表面雨量指数基準 16 

土壌雨量指数基準 170 

  

大雪 

大雪によって災害が発生するおそれがあると予想され、具体的には次の条

件以上と予想される場合 

降雪の深さ 12時間降雪の深さ 15㎝ 

  

濃霧 

濃霧によって交通機関等に著しい支障が生じるおそれがあると予想され、

具体体には次の条件以下と予想される場合 

視程 100ｍ 

  

雷 
 落雷等により被害が発生するおそれがあると予想される場合 

 

乾燥 

空気が乾燥し火災の危険が大きいと予想され、具体的には次の条件に該当

する場合 

最小湿度 40％以下で、実行湿度 60％以下 

 

雪崩 

雪崩が発生して被害があると予想され、具体的には次の条件に該当する場

合 

積雪の深さが 50㎝以上あり、次のいずれかが予想される場合 

 ① 降雪の深さが 20㎝以上 

 ② 同所の最高気温が２℃以上 

 ③ かなりの降雨 

 

着雪 

着雪が著しく通信線や送電線等の被害が予想され、具体的には次の条件に

該当する場合 

① 24時間降雪の深さが 20㎝以上 

② 気温－２℃～２℃ 

 

霜 

降霜により農作物に著しい災害が発生するおそれがあると予想され、具体

的には次の条件に該当する場合 

３月 20日以降の晩霜 

 

低温 

低温によって農作物に著しい災害が発生するおそれがあると予想され、具

体的には次の条件に該当する場合 

最低気温が高知において－４℃以下（高知地方気象台の値）になると予想

される場合 

 

地面現象注意報 

大雨・大雪等による山崩れ、地すべり等によって災害が起こるおそれがある

と予想される場合 

 

浸水注意報 

大雨、長雨、融雪等の現象により、低い土地、田畑等に浸水し若しくは冠水

し、又は下水道が溢水し、若しくは、氾濫する等によって災害が起こると予想

される場合 
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令和４年５月 26日現在 

種     類 発   表   基   準 

洪水注意報 

洪水によって災害が発生するおそれがあると予想され、具体的には次の条

件以上と予想される場合 

流域雨量指数基準 

物部川流域=46.4 

片地川流域=3.7  

国分川流域=15.6 

土生川流域=6   

複合基準 － 

指定河川洪水予報による基準 
物部川 

［深渕(無堤)・深渕(有堤)］ 

  

水
防
活
動
の
利
用
に
適
合
す
る
も
の 

水防活動用気象注

意報 大雨注意報 一般の利用に適合する大雨注意報と同じ 

水防活動用洪水注

意報 洪水注意報  一般の利用に適合する洪水注意報と同じ 

【警報】 

一 

般 

の 
利 

用 

に 

適 

合 

す 

る 

も 

の 

気象警報 

暴風 

暴風によって重大な災害が発生するおそれがあると予想され、具体的には

次の条件以上と予想される場合 

平均風速 20ｍ／ｓ 

  

暴風雪 

暴風雪によって重大な災害が発生するおそれがあると予想され、具体的に

は次の条件以上と予想され雪を伴う場合 

平均風速 20ｍ／ｓ 

  

大雨 

大雨によって重大な災害が発生するおそれがあると予想され、具体的には

次の条件以上と予想される場合 

（浸水害）表面雨量指数基準 30 

（土砂災害）土壌雨量指数基準 231 

  

大雪 

大雪によって重大な災害が発生するおそれがあると予想され、具体的には

次の条件以上と予想される場合 

降雪の深さ 12時間で 30㎝ 

  

地面現象警報 

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって重大な災害が起こるおそれ

があると予想される場合 

 

浸水警報 

大雨、長雨、融雪等の現象により、低い土地、田畑等に浸水し若しくは冠水

し、又は下水道が溢水し若しくは、氾濫する等によって重大な災害が起こる

おそれがあると予想される場合 

 

洪水警報 

洪水によって重大な災害が発生するおそれがあると予想され、具体的には

次の条件以上と予想される場合 

流域雨量指数基準 

物部川流域=58.1 

片地川流域=4.7  

国分川流域=19.5 

土生川流域=7.6  

複合基準 － 

指定河川洪水予報による基準 
物部川 

［深渕(無堤)・深渕(有堤)］ 
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令和４年５月 26日現在 

種     類 発   表   基   準 

水
防
活
動
の
利
用
に
適
合
す
る
も
の 

水防活動用気象警

報 
大雨警報 一般の利用に適合する大雨警報と同じ 

水防活動用洪水警

報 
洪水警報 一般の利用に適合する洪水警報と同じ 

〔備考〕 １ 発表基準欄に記載した数値は、高知県における過去の災害発生頻度と気象条件との関係を調査して決

めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際の目安である。 

２ 「土壌雨量指数」とは、降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ貯まっているかを、解析雨量（こ

れまでに降った雨）と降水短時間予報（今後数時間に降ると予想される雨）等の雨量データから「タン

クモデル」という手法を用いて指数化したもの。地表面を５km四方の格子（メッシュ）に分けて、それ

ぞれの格子で計算する。 

３ 「地面現象注意報」及び「浸水注意報」並びに「地面現象警報」及び「浸水警報」については、この

標題を出さないで、気象注意報・警報と含めて行う。 

４ 「流域雨量指数」とは、河川の流域に降った雨水が、どれだけ下流の地域に影響を与えるかを、解析

雨量と降水短時間予報から、流出過程と流下過程の計算によって指数化したもの。 

５ 水防活動の利用に適合する注意報・警報は、一般の注意報・警報のうち水防に関するものを用いて行

い、水防活動の用語は用いない。 

６ 注意報・警報はその種類にかかわらず解除するまで継続される。また新たな注意報、警報が発表され

る時は、これまで継続中の注意報、警報は自動的に解除されて、新たな注意報、警報に切り替えられる。 
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（２）高知県の警報・注意報発表区域図 

 
≪出典≫ 気象庁ホームページ「警報・注意報発表基準一覧表（高知県）」 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/kochi.html） 

（３）記録的短時間大雨情報（発表官署：高知地方気象台） 

大雨警報発表中に１時間雨量 120mm以上の激しい雨を観測又は解析した場合に発表される。 

 

（４）特別警報の発表基準 
① 特別警報のイメージ 

 
≪出典≫ 気象庁ホームページ「特別警報について」 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/） 
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② 気象等に関する特別警報の発表基準 

 
（注） 発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の災害事例に照らして算出

した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて判断をします。 

≪出典≫ 気象庁ホームページ「気象等に関する特別警報の発表基準」 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/kizyun-kishou.html） 

 

③ 津波・火山・地震（地震動）に関する特別警報の発表基準 

（＊） 噴火警戒レベルを運⽤している火山では「噴火警報（居住地域）」（噴火警戒レベル４または５）を、噴火警

戒レベルを運⽤していない火山では「噴火警報（居住地域）」（キーワード：居住地域厳重警戒）を特別警報に

位置づけています。 

≪出典≫ 気象庁ホームページ「津波・火山・地震（地震動）に関する特別警報の発表基準」 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/kizyun-jikazan.html） 
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（５）洪水予報の発表形式 
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≪出典≫ 「水防計画作成の手引き（水防管理団体版）」（令和４年８月 国土交通省水管理・国土保全局河川環境

課水防企画室） 
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（６）気象観測所 
① 雨量観測所（テレメータ） 

 
≪出典≫ 「高知県水防計画書」（令和４年度 高知県） 

 

所轄区分 流域名 観測所名 所在地 

国土交通省四国地方整備局 

高知河川国道事務所 

川ノ内川 香北 香美市香北町河野字中ミツキ 

西川川 佐敷 香美市香北町西川字スベリ石乙 

萩野川 岩改 香美市香北町岩改 

久保川 大束 香美市香北町大束 

国土交通省四国地方整備局 

吉野川ダム統合管理事務所 

穴内川 繁藤 香美市土佐山田町平山字堺谷 

国土交通省気象庁 

高知地方気象台 

物部川 大栃 香美市物部町大栃上西の川 

穴内川 繁藤 香美市土佐山田町繁藤 

高知県土木部 

中央東土木事務所 

物部川 大栃 香美市物部町大栃 

国分川 新改 香美市土佐山田町新改 

高知県土木部 

中央東土木事務所 

永瀬ダム管理事務所 

上韮生川 久保 香美市物部町久保 

物部川 別府 香美市物部町別府 

笹川 笹 香美市物部町笹 

物部川 永瀬 香美市物部町永瀬 
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② 水位観測所 

 
≪出典≫ 「高知県水防計画書」（令和４年度 高知県） 

 

所轄区分 河川名 

(水系) 

観測所

名 

所在地 種

別 

水防団

待機水

位 

氾濫注

意水位 

避難判

断水位 

氾濫危

険水位 

零点高

ＥＬm 

高知県土木部 

中央東土木事務所 

国分川 三畠 南国市三畠 テ 2.20 2.70 2.70 3.30 10.73 

高知県土木部 

中央東土木事務所 

永瀬ダム管理事務所 

上韮生川 安丸 香美市物部

町安丸 

テ     214.09 

物部川 楮ヶ谷 香美市物部

町押谷 

テ     194.00 

物部川 楠目 香美市土佐

山田町楠目 

テ     30.35 

国土交通省 

四国地方整備局 

高知河川国道事務所 

物部川 深渕 香南市野市

町深渕 

テ 2.80 3.40 無堤

3.80 

有堤

4.10 

無堤

4.25 

有堤

4.55 

11.44 

物部川 戸板島 香美市土佐

山田町戸板

島 

テ     19.85 

 

③ 風速観測所 
管理者 位置 

国土交通省気象庁 

高知地方気象台 

香美市物部町大栃上西の川 

 

  



 

 

   

2
4
1
 

（７）気象予報等の情報収集 
情報の種別 URL 

あなたの街の防災情報 https://www.jma.go.jp/bosai/ 

気象警報・注意報 https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=warning 

アメダス https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=warning 

雨雲の動き（高解像度降水ナウキャスト） https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/ 

土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布） https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land 

洪水キキクル（洪水警報の危険度分布） https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood 

浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布） https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:inund 

高知地方気象台 https://www.data.jma.go.jp/kochi/ 

川の防災情報 https://www.river.go.jp/ 

市町村向け川の防災情報 https://city.river.go.jp/ 

水害リスクライン httls://frlg.river.go.jp/ 

高知県総合防災情報システム http://kikan-sys.bousai.pref.kochi.lg.jp/bsi/resources/html/login.html 

こうち防災情報 http://kouhou.bousai.pref.kochi.lg.jp/ 

高知県の土砂災害危険度情報 https://d-keikai.pref.kochi.lg.jp 

高知県水防情報システム（高知県水防観測情報） http://suibo-kouho.suibou.bousai.pref.kochi.lg.jp/index.html 

川の水位情報（危機管理型水位計） https://k.river.go.jp 
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16 地震情報に関する資料 
（１）気象庁震度階級関連解説表 

平成 21年３月 31日改定 

 
 

 



 

  243   
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≪出典≫ 気象庁ホームページ「気象庁震度階級関連解説表」 

     （https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html） 
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（２）地震及び津波に関する情報 
① 地震情報の種類及び発表基準 

 
≪出典≫ 気象庁ホームページ「地震情報について」 

     （https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/seisinfo.html） 
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② 地震及び津波に関する情報のフロー 

 
≪出典≫ 気象庁ホームページ「地震情報について」 

     （https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/seisinfo.html） 
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（３）長周期地震動階級関連解説表 

 
［備考］ １ 「長周期地震動階級」とは、固有周期（ある建物１棟ごとに持っている固有の周期（一定時間ごとに

同じ現象が繰り返される場合の一定時間をいう。）をいう。）が１～２秒から７～８秒程度の揺れが生

じる高層ビル内における、地震時の人の行動の困難さの程度や、家具や什器の移動・転倒などの被害の

程度から４つの段階に区分した揺れの大きさの指標をいう。 

２ 「長周期地震動階級関連解説表」とは、「長周期地震動階級」と人の体感や室内の状況とを関連づけ

ることを目的として、これまでの調査研究をもとに、気象庁が策定したものである。 

３ 「長周期地震動階級関連解説表」は、固有周期 1.5秒程度から８秒程度までの⼀般的な高層ビルを対

象として、「長周期地震動階級」が推計された際に発生する可能性がある被害を記述しており、これよ

り大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もある。また、それぞれの「長周期地震動

階級」で示されている全ての現象が発生するわけではない。 

４ 「長周期地震動階級」が同じであっても、対象となる建物や構造物の状態、継続時間などの地震動の

性質により被害は異なる。 

５ 「長周期地震動階級関連解説表」は、主に近年発生した長周期地震動による被害の事例から作成した

ものである。今後、顕著な長周期地震動が観測された場合には内容を点検し、新たな事例が得られたり、

建物・構造物の耐震性の向上等によって実状と合わなくなった場合には変更される。 

６ 「長周期地震動階級関連解説表」では、被害などの量を概数で表せない場合に、⼀応の目安として、

次表に示す副詞・形容詞を用いている。 

  
≪出典≫ 気象庁ホームページ「長周期地震動階級および長周期地震動階級関連解説表について」（備考欄について説

明を加える等の編集をした。） 

     （https://www.data.jma.go.jp/eew/data/ltpgm_explain/about_level.html） 
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（４）長周期地震動に関する観測情報 
① 観測情報の掲載ページ 

気象庁ホームページ 

「長周期地震動に関する観測情報」 
https://www.data.jma.go.jp/eew/data/ltpgm/index.html 

 

② 観測情報トップページの見方 
平成 31年３月 19日更新 
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≪出典≫ 気象庁作成資料「長周期地震動に関する観測情報のページの見方」（平成 31年３月 19日更新） 
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ウ 観測情報トップページの見方 
平成 31年３月 19日更新 

 

 
≪出典≫ 気象庁作成資料「長周期地震動に関する観測情報のページの見方」（平成 31年３月 19日更新） 
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（５）緊急地震速報 
① 緊急地震速報の種類 

 
≪出典≫ 気象庁ホームページ「緊急地震速報（警報）及び（予報）について」 

     （https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/shousai.html#2） 

 

② 緊急地震速報（警報） 
ア 発表条件及び内容 

発表条件 緊急地震速報（警報）の内容 

地震波が２点以上の地震観測点で観測され、最大震度が

５弱以上と予想された場合に発表する。 

○ 地震の発声時刻、発声場所（震源）の推定値、地震発

声場所の震央地名 

○ 強い揺れ（震度５弱以上）が予想される地域及び震度

４が予想される地域名（全国を約２００地域に分割） 

※ 具体的な予測震度と猶予時間は発表しない。 

≪出典≫ 気象庁ホームページ「緊急地震速報（警報）及び（予報）について」 

     （https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/shousai.html#2） 

 

イ 警報（続報）を発表する場合 
警報（続報）を発表する場合 

・ 緊急地震速報を発表した後の解析により、震度３以下と予想されていた地域が震度５弱以上と予想された場合に、

続報を発表する。 

・ 続報では、新たに震度５弱以上が予想された地域及び新たに震度４が予想された地域を発表する。 

・ 落雷等の地震以外の現象を地震と誤認して発信された緊急地震速報（誤報）のみ取り消すこととし、例えば震度５

弱と予想していた地域が震度３以下との予想となった場合などは取り消さない。 

≪出典≫ 気象庁ホームページ「緊急地震速報（警報）及び（予報）について」 

     （https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/shousai.html#2） 
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長周期地震動の予測情報の提供～緊急地震速報の改善～ 

 
≪出典≫ 令和４年５月 31日高知県防災気象講習会資料「南海トラフ地震臨時情報及び令和４年度地震津波情報の改

善等について」（高知地方気象台 南海トラフ地震防災官 飯盛 裕） 
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③ 緊急地震速報（予報） 
発信条件 緊急地震速報（予報）の内容 

いずれかの地震観測点において、Ｐ波又はＳ波の振幅が

100ガル以上となった場合。 

地震計で観測された地震波を解析した結果、震源・マグ

ニチュード・各地の予測震度が求まり、そのマグニチュー

ドが３．５以上、又は最大予測震度が３以上である場合。 

※ １点の観測点のみの処理結果によって緊急地震速報

（予報）を発信した後、所定の時間が経過しても２観測

点目の処理が行われなかった場合は雷など地震以外の

揺れ（ノイズ）と判断し、発表から数秒～10数秒程度で

キャンセル報（地震以外の揺れで発表した緊急地震速報

を取り消す情報）を発信する。島嶼部など観測点密度の

低い地域では、実際の地震であってもキャンセル報を発

信する場合がある。なお、この場合には、キャンセル報

の発信までに 30秒程度かかることがある。 

※ この基準は変更する場合がある。 

○ 地震の発生時刻、地震の発生場所（震源）の推定値 

○ 地震の規模（マグニチュード）の推定値 

○ 予測される最大震度が震度３以下のときは、 

・ 予測される揺れの大きさの最大（最大予測震度） 

○ 予測される最⼤震度が震度４以上のときは、地域名に

加えて 

・ 震度４以上と予測される地域の揺れの大きさ（震

度）の予測値（予測震度） 

・ その地域への大きな揺れ（主要動）の到達時刻の予

測値（主要動到達予測時刻） 

≪出典≫ 気象庁ホームページ「緊急地震速報（警報）及び（予報）について」 

     （https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/shousai.html#2） 

 



 

  255   

   

（６）地震の発生場所（震源） 
① 震央地名（日本全体図） 

 
≪出典≫ 気象庁ホームページ「地震情報で用いる震央地名（日本全体図）」 

     （https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/region/index.html） 
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② 震央地名（近畿・中国・四国地方） 

 
≪出典≫ 気象庁ホームページ「地震情報で用いる震央地名（近畿・中国・四国地方）」 

     （https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/region/epi3.html） 
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（７）緊急地震速報や震度情報で用いる地域名 
 令和元年５月８日現在 

都道府県名 

緊急地震速 

報で用いる 

府県予報区 

の名称 

緊急地震速 

報や震度情 

報で用いる

区域名 

郡市区町村名 

高知県 高知 高知県東部 室戸市、安芸市、安芸郡［東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬

路村、芸西村］ 

高知県中部 高知市、南国市、土佐市、須崎市、香南市、香美市、長岡郡［本山町、大豊

町］、土佐郡［土佐町、大川村］、吾川郡［いの町、仁淀川町］、高岡郡の

⼀部（佐川町、越知町、日高村） 

高知県西部 宿毛市、土佐清水市、四万十市、高岡郡の⼀部（中土佐町、四万十町、梼原

町、津野町）、幡多郡［大月町、三原村、黒潮町］ 

［備考］  この表は、気象庁ホームページ「緊急地震速報や震度情報で用いる区域の名称」

（https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/shindo-name.html）に掲載されている情報を抜粋し

たものである。 

 

（８）南海トラフ地震に関連する情報 
① 種類及び発表条件 

≪出典≫ 気象庁ホームページ「南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件」 

     （https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/info_criterion.html） 
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○ 南海トラフ地震関連解説情報（定例）の内容 

 

 
≪出典≫ 令和４年５月 31日高知県防災気象講習会資料「南海トラフ地震臨時情報及び令和４年度地震津波情報の改

善等について」（高知地方気象台 南海トラフ地震防災官 飯盛 裕） 
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② 「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 
情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」等の形で情報発表する。 
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≪出典≫ 気象庁ホームページ「南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件」 

     （https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/info_criterion.html） 
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③ 「南海トラフ地震臨時情報」の情報発表までの流れ 

 
≪出典≫ 令和４年５月 31日高知県防災気象講習会資料「南海トラフ地震臨時情報及び令和４年度地震津波情報の改

善等について」（高知地方気象台 南海トラフ地震防災官 飯盛 裕） 
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④ ３つのケースの防災対応の流れ 

 
≪出典≫ 「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第１版】」（令和３年５月一部改

定 内閣府（防災担当）） 

 

⑤ 「巨大地震警戒対応」開始からの通常の生活までの住民の地域別防災対応 

 
≪出典≫ 「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第１版】」の概要（令和３年５月

一部改定） 
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⑥ ゆっくりすべり現象の防災対応期間 

 
≪出典≫ 「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第１版】」（令和３年５月一部改

定 内閣府（防災担当）） 
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⑦ 「巨大地震警戒対応」における情報の流れ及び防災対応の流れのイメージ 

 

 
≪出典≫ 「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第１版】」の概要（令和３年５月

一部改定） 
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⑧ 「巨大地震注意対応」における情報の流れ及び防災対応の流れのイメージ 

 
 

 
≪出典≫ 「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第１版】」（令和３年５月一部改

定 内閣府（防災担当）） 
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（９）地震計 
管理者 位置 種類 

防災科学技術研究所 香美市土佐山田町岩積 強震計（電気式） 

高知県 香美市土佐山田町宝町１丁目 計測震度計 

香美市香北町永瀬 強震計（電気式） 

国土交通省気象庁高知地方気象台 香美市土佐山田町宝町２丁目 計測震度計 

香美市物部町神池 気象庁多機能型地震計 
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17 激甚災害に関する資料 
（１）激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の適用対象

事業 
① 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

適用条項 事   業   名 

第３条 

公共土木施設災害復旧事業 

公共土木施設災害関連事業 

公立学校施設災害復旧事業 

公営住宅施設災害復旧事業 

生活保護施設災害復旧事業 

児童福祉施設災害復旧事業 

幼保連携型認定こども園等施設災害復旧事業 

老人福祉施設災害復旧事業 

身体障害者社会参加支援施設災害復旧事業 

障害者支援施設等災害復旧事業 

婦人保護施設災害復旧事業 

感染症指定医療機関災害復旧事業 

特定私立幼稚園施設災害復旧事業 

第３条 

第９条 
堆積土砂排除事業 

第３条 

第10条 
湛水排除事業 

第３条 

第10条 
湛水排除事業 

第19条 感染症予防事業 

 

② 農林水産業に関する特別の助成 
適用条項 事   業   名 

第５条 
農地、農業用施設若しくは林業の災害復旧事業又は当該農業用施設若しくは林道の災害復旧

事業に係る災害関連事業 

第６条 農林水産業共同利用施設災害復旧事業 

第７条 開拓者等の施設の災害復旧事業 

第８条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置 

第 11条 共同利用小型漁船の建造費の補助 

第 11条の２ 森林災害復旧事業 

 

③ 中小企業に関する特別の助成 
適用条項 事   業   名 

第 12条 中小企業信用保険法による災害関連保証の特例 

第 14条 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

 

④ その他の特別の財政援助及び助成 
適用条項 事   業   名 

第 16条 公立社会教育施設災害復旧事業 

第 17条 私立学校施設災害復旧事業 

第 20条 母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例 

第 21条 水防資材費の補助の特例 

第 22条 り災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 

第 24条 
公共土木施設、公共学校施設、農地、農業用施設又は林道の小災害に係る地方債の元利償還

金の交付税の基準財政需要額への算入 

第 25条 雇用保険法による求職者給付支給に関する特例 
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（２）激甚災害指定基準 
① 激甚災害指定基準（本激） 
適用条項 適用措置 指定基準 

第２章 

（第３条） 

（第４条） 

公共土木施設災

害復旧事業等に

関する特別の財

政援助 

Ａ 公共施設災害復旧事業費等の査定見込額＞全国標準税収入×0.5％ 

Ｂ 公共施設災害復旧事業費等の査定見込額＞全国標準税収入×0.2％ 

かつ 

(1) 一の都道府県の査定見込額＞高知県の標準税収入×25％ 

 又は 

(2) 県内市町村の査定見込総額＞県内全市町村の標準税収入×５％ 

……の県が１以上 

第５条 農地等の災害復

旧事業等に係る

補助の特別措置 

Ａ 農地等の災害復旧事業費等の査定見込額＞全国農業所得推定額×0.5％ 

Ｂ 農地等の災害復旧事業費等の査定見込額＞全国農業所得推定額×0.15％ 

かつ 

(1) 一の都道府県の査定見込額＞高知県の農業所得推定額×４％ 

 又は 

(2) 一の都道府県の査定見込額＞10億円  ……の県が１以上 

第６条 農林水産業共同

利用施設災害復

旧事業費の補助

特例 

(1) 第５条の措置が適用される場合 

又は 

(2) 農業被害見込額＞全国農業所得推定額×1.5％で第８条の措置が適用される場

合 

ただし、(1)(2)とも、当該被害見込額が５千万円以下の場合は除く。 

 

ただし、上記に該当しない場合であっても、水産業共同利用施設に係るものについ

て、 

当該災害に係る漁業被害見込額が農業被害見込額を超え、 

かつ、次のいずれかに該当する激甚災害に適用する。 

(3) 漁船等の被害見込額＞全国漁業所得推定額×0.5％ 

又は 

(4) 漁業被害見込額＞全国漁業所得推定額×1.5％で第８条の措置が適用 

される場合 

ただし、(3)(4)とも、水産業共同利用施設に係る被害見込額が５千万円以下の場

合を除く。 

第８条 天災による被害

農林漁業者等に

対する資金の融

通に関する暫定

措置の特例 

Ａ 農業被害見込額＞全国農業所得推定額×0.5％ 

Ｂ 農業被害見込額＞全国農業所得推定額×0.15％ 

かつ 

一の都道府県の特別被害農業者＞高知県の農業者×３％ 

ただし、ＡＢとも、高潮、津波等特殊な原因による災害であって、その被害の態様

からこの基準によりがたいと認められるものについては、災害の発生のつど被害の

実情に応じて個別に考慮する。 

第 11条の２ 森林災害復旧事

業に対する補助 

Ａ 林業被害見込額＞全国生産林業所得推定額×５％ 

Ｂ 林業被害見込額＞全国生産林業所得推定額×1.5％ 

かつ 

(1) 一の都道府県の林業被害見込額＞高知県の生産林業所得推定額×60％ 

又は 

(2) 一の都道府県の林業被害見込額＞全国生産林業所得推定額×１％ 

                     ……の県が１以上 

ただし、ＡＢとも林業被害見込額は樹木に係るものに限り、生産林業所得推定額は

木材生産部門に限る。 

第 12条 中小企業信用保

険法による災害

関係保証の特例 

Ａ 中小企業関係被害額＞全国中小企業所得推定額×0.2％ 

Ｂ 中小企業関係被害額＞全国中小企業所得推定額×0.06％ 

かつ 

(1) 一の都道府県の中小企業関係被害額＞高知県の中小企業所得推定額×２％ 

又は 

(2) 一の都道府県の中小企業関係被害額＞1,400億円 

                     ……の県が１以上 

ただし、火災の場合又は第 12条の適用の場合における中小企業関連被害額の全

国中小企業所得推定額に対する割合については、被害の実情に応じ特例的措置

を講ずることがある。 
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適用条項 適用措置 指定基準 

第 16条 

 

 

 

第 17条 

 

 

第 19条 

 

 

公立社会教育施

設災害復旧事業

に対する補助 

私立学校施設災

害復旧事業の補

助 

市町村施行の感

染症予防事業に

関する負担の特

例 

第２章（第３条及び第４条）の措置が適用される場合。 

 

ただし、当該施設に係る被害又は当該事業量が軽微であると認められる場合を除

く。 

第 22条 罹災者公営住宅

建設等事業に対

する補助の特例 

Ａ 被災地全域滅失戸数≧4,000戸 

Ｂ 被災地全域滅失戸数≧2,000戸 

かつ 

(1) 一の市町村の区域内の滅失戸数≧200戸又は住宅戸数の１割以上 

……の市町村が１以上 

 又は 

(2) 被災地全域滅失戸数≧1,200戸 

   かつ 

一の市町村の区域内の滅失戸数≧400戸又は住宅戸数の２割以上 

……の市町村が１以上 

 

ただし、(1)(2)とも、火災の場合における被災地全域の滅失戸数については、被害

の実情に応じ特例的措置を講ずることがある。 

第 24条 

 

小災害債に係る

元利償還金の基

準財政需要額へ

の算入等 

第２章（第３条及び第４条）又は第５条の措置が適用される場合。 

 

第７条 開拓者等の施設

の災害復旧事業

に対する補助 

災害の実情に応じ、その都度検討する。 

第９条 森林組合等の行

う堆積土砂の排

除事業に対する

補助 

第 10条 土地改良区等の

行う湛水排除事

業に対する補助 

第 11条 共同利用小型漁

船の建造費の補

助 

第 14条 事業協同組合等

の施設の災害復

旧事業に対する

補助 

第 20条 母子及び父子並

びに寡婦福祉法

による国の貸付

けの特例 

第 21条 水防資材費の補

助の特例 

第 25条 雇用保険法によ

る求職者給付の

支給に関する特

例 
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② 局地激甚災害指定基準 
適用条項 適用措置 指定基準 

第２章 

（第３条） 

（第４条） 

公共土木施設災

害復旧事業等に

関する特別の財

政援助 

次のいずれかに該当する災害 

(1) (ｲ) 香美市が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業額 

               ＞香美市の標準税収入×50％ 

     （査定事業費が１千万円未満のものを除く。） 

(ﾛ) 香美市の標準税収入≦50億円 

かつ 

香美市が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業額 

          ＞２億５千万円 

 

香美市が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業額 

＞香美市の標準税収入×20％ 

(ﾊ) 50億円＜香美市の標準税収入≦100億円 

かつ 

香美市が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業額 

＞香美市の標準税収入×20％ 

 ＋（香美市の標準税収入－50億円）×60％ 

 ただし、この基準に該当する市町村ごとの査定事業費を合算した額がおおむ

ね１億円未満である場合を除く。 

 

(2) (1)の公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額からみて(1)に掲げる

災害に明らかに該当することとなると見込まれる災害（当該災害に係る被害

箇所の数がおおむね十未満のものを除く。） 

第５条 農地等の災害復

旧事業等に係る

補助の特別措置 

次のいずれかに該当する災害 

(1) 香美市内の農地等の災害復旧事業に要する経費 

＞香美市の農業所得推定額×10％ 

（災害復旧事業に要する経費が１千万円未満のものを除く。） 

ただし、当該経費の合算額がおおむね５千万円未満である場合を除く。 

 

(2) (1)の農地等の災害復旧事業に要する経費の見込額からみて(1)に掲げる災

害に明らかに該当することとなると見込まれる災害（当該災害に係る被害箇

所の数がおおむね十未満のものを除く。） 

第６条 農林水産業共同

利用施設災害復

旧事業費の補助

特例 

次のいずれかに該当する災害 

(1) 香美市内の農地等の災害復旧事業に要する経費 

＞香美市の農業所得推定額×10％ 

（災害復旧事業に要する経費が１千万円未満のものを除く。） 

ただし、当該経費の合算額がおおむね５千万円未満である場合を除く。 

 

(2) (1)の農地等の災害復旧事業に要する経費の見込額からみて(1)に掲げる災

害に明らかに該当することとなると見込まれる災害（当該災害に係る被害箇

所の数がおおむね十未満のものを除く。） 

 

  ただし、ただし、上記に該当しない場合であっても、水産業共同利用施設に

係るものについて、 

香美市内の漁業被害額＞香美市内の農業被害額 

かつ 

香美市内の漁船等の被害額＞香美市の漁業所得推定額×10％ 

（漁船等の被害額が１千万円未満のものを除く。） 

ただし、これに該当する市町村ごとの当該漁船等の被害額を合算した額が

おおむね５千万円未満である場合を除く。 

第 11条の２ 森林災害復旧事

業に対する補助 

香美市内の林業被害見込額（樹木に係るもの） 

              ＞香美市に係る生産林業所得推定額×1.5％ 

（林業被害見込額が当該年度の全国生産林業所得（木材生産部門）推定額のおおむ

ね 0.05％未満のものを除く。） 

かつ 

(1) 大火による災害では、要復旧見込面積＞300ha 

又は 

(2) その他の災害にあっては、要復旧見込面積 

＞香美市の民有林面積（人工林に係るもの）×25％ 
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適用条項 適用措置 指定基準 

第 12条 中小企業信用保

険法による災害

関係保証の特例 

中小企業関係被害額＞香美市の中小企業所得推定額×10％ 

（被害額が１千万円未満のものを除く。） 

ただし、当該被害額を合算した額がおおむね５千万円未満である場合を除く。 

第 24条 小災害債に係る

元利償還金の基

準財政需要額へ

の算入等 

第２章（第３条及び第４条）又は第５条の措置が適用される場合。 
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18 災害報告に関する資料 
（１）火災・災害等即報要領 
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（注） 電子メールで報告する場合には、「火災・災害等即報の電子メールによる報告について」（令和３年３月５日付け消防庁国民保護・防災部防災

課応急対策室事務連絡）に記載される次に掲げる取扱いに留意すること。 

・ 報告先の電子メールアドレス   ●●●●@ml.soumu.go.jp （※ ●●●●を fdma-sokuhou に変更すること。） 

・ 添付ファイルの形式       Microsoft Word 形式、Microsoft Excel 形式、PDF 形式 

   ・ 電子メールの件名は、【都道府県名・市町村名（又は消防本部名）】及び災害名（又は事故種別）を含むものとすること。なお、電子メール

の本文への火災・災害等の概要の記載は不要。 



 

  274   

   

 



 

  275   

   

 



 

  276   

   

 



 

  277   

   

 



 

  278   

   

 



 

  279   

   

 



 

  280   

   

 



 

  281   

   

 



 

  282   

   

 



 

  283   

   

 



 

  284   

   

 



 

  285   

   

 



 

  286   

   

 



 

  287   

   

 



 

  288   

   

 



 

  289   

   

 



 

  290   

   

 



 

  291   

   

 



 

  292   

   

 



 

 

   

2
9
3
 

 



 

  294   

   

 



 

  295   

   

（２）災害報告取扱要領 
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（３）災害報告取扱要領における人的被害の把握に係る運用 
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19 水防活動に関する資料 
（１）水防工法一覧 
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≪出典≫ 「水防計画作成の手引き（水防管理団体版）」（令和４年８月 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課

水防企画室） 
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（２）水防信号、水防標識 
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（３）永瀬ダム緊急放流（異常洪水時防災操作）移行時のサイレン吹鳴 

 
≪出典≫ 「永瀬ダム緊急放流（異常洪水時防災操作移行時）のサイレンパターンの変更について」（令和４年 10月

26日高知県永瀬ダム管理事務所メール連絡）添付ファイル「永瀬ダムからのお知らせ」 
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（４）水防報告に使用する様式 
① 様式１ 

 

≪出典≫ 「高知県水防計画書（令和３年度）」第４章第 13節「水防報告等」 
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② 様式２ 

 
≪出典≫ 「高知県水防計画書（令和３年度）」第４章第 13節「水防報告等」 
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（５）公用負担権限委任証明書の様式 
公用負担権限委任証 

 

身 分      氏 名 

 

  上記のものに    の区域における水防法第２８条第２項の権限を委任したことを 

証明する。 

年    月    日 

 

水防管理者              氏名           印 

又は水防団長 

消防機関の長 

 

（６）公用負担命令書の様式 

公用負担命令書 

 第  号 

   種 類   員 数 

     使 用  収 用  処 分     

 

年    月    日 

               水防管理者    氏 名 

事務取扱者        氏  名        印 

            殿 
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